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平成２８年第１回定例会総務常任委員会記録 

平成２８年３月９日 

 

開会 午前９時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 定刻前でございますけれども、全員お揃いでございます。

定足数に達しておりますので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議を

いたします。 

まず、税務課関連の議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につ

いてを議題といたします。 

税務課の説明を求めます。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。おはようございます。 

税務課の所管におきましては、昨日条例を承認いただきましたので、２７年度

の補正予算と２８年度の当初予算について、担当より御説明申し上げます。 

○税務係長（眞原友紀君） おはようございます。税務係の眞原です。補正予算につ

いて、主なものを説明させていただきます。 

補正予算書の１１ページのほうをお開きください。 

まず町税の町民税の個人分の現年課税分ですけれども、調定金額の増に伴いま

して、１,０３４万３,０００円の補正をお願いしております。それから、滞納繰

越分につきましては、年度途中に補正をお願いいたしました歳出還付分の調定減

に伴い、滞納繰越分の調定のほうも予算を減額させていただいております。 

続きまして、２目の法人住民税の現年課税分でございますけれども、こちらに

つきましても、申告金額の増に伴います補正でございます。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。おはようございます。 

同じく１１ページをお開きください。 

固定資産税でございます。固定資産税の現年課税分を７１０万円追加補正をさ

せていただいております。 

続きまして、２節の滞納繰越分でございます。これは２,０５０万円を追加補正

をさせていただいておりますが、これにつきまして、一法人の高額滞納が２６年

度までが本税のみ完納されているためにですね、２,０５０万円を補正するもので

ございます。よろしくお願いします。 
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○税務係長（眞原友紀君） 税務係 眞原です。 

   続きまして、３項軽自動車税の現年課税分でございますけれども、これは当初

予算９７％徴収率を見込んでおりましたけれども、今現在が、現年度が９８.７％

を超えておりますので、その分の増でございます。たばこ税につきましては、１

００万円の減額をさせていただいております。 

   続きまして、１２ページのほうをお開きください。 

入湯税でございますけれども、一法人が温泉から普通の公衆浴場のほうに変更

されましたため、その分の現年課税分の減額でございます。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

１３ページをお開きください。 

使用料及び手数料ということで、督促手数料を４万３,０００円増額させていた

だいております。これにつきましては、住民税と固定資産税を合わせた分という

ことで、よろしくお願いいたします。 

○税務係長（眞原友紀君） 税務係 眞原です。 

１９ページのほうをお開きください。 

２０款の諸収入の１項延滞金加算金及び過料の１目延滞金でございますけれど

も、延滞金のですね、徴収をしておりまして、その分でかなり増額があっており

ますので、その分を補正をさせていただいております。これは固定資産の分も合

わせたところの補正でございます。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 続いて歳出のほう御説明をします。補佐の佐伯でご

ざいます。 

２７ページをお開きください。２７ページの１３節の委託料でございます。毎

年ですね、社会福祉施設のほうにですね、字図の修正を依頼しておるところでご

ざいますが、今回マイナス７５万円ということで減額をしております。これにつ

きましては、地積のデータがですね、２月頃にできあがりまして、それをですね、

社会福祉施設に依頼しますとですね、適正な委託期間というのが設けられずにで

すね、非常に読み合わせ等々の時間がかかりますのでですね、今回７５万円を落

とさせていただいてですね、４月に入って新年度でですね、その分を十分な委託

期間を設けるためにですね、今回１年ずらすということでですね、７５万円を減

額するものでございます。以上です。 

○税務課長補佐（野尻光也君） はい、委員長。 

○委員長（芹口誓彰君） はい。 

○税務課長補佐（野尻光也君） おはようございます。野尻です。 

   ２９ページをお開きください。 



 － 3 － 

２款総務費の国土調査費でございます。１節の報酬、通信費の報酬を３０万円

減額しております。 

続きまして、需用費、消耗品、燃料費、食料費合わせて２２万８,０００円を減

額しております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま税務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。補正予算について、何か質

疑はありませんか。なければ、質疑を終わりたいと思いますけど。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） はい、ここで質疑を終わります。 

続きまして、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これから、本案につきまして採決をいたします。議案第２

８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

次に、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題といた

します。 

税務課の説明を求めます。 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係 眞原です。 

平成２８年度高森町一般会計当初予算書の１２ページのほうをお開きください。 

町税の町民税の個人分でございますけれども、現年課税分といたしまして、１

億５,７８５万４,０００円を要求させていただいております。これにつきまして

は、調定見込額に徴収率９７％をかけた率でございます。 

つづきまして、法人住民税でございますけれども、これにつきましては、均等

割、法人割、こちらのほうを見込みさせていただきまして、予算を要求させてい

ただいております。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

同じく１２ページをお開きください。 

町税の固定資産税額でございます。固定資産の現年課税分、本年度は２億３,３

３８万９,０００円ということで計上しております。これにつきましては、総評価

見込が１１月に行われておりますので、その見込分を大規模な企業の減免、それ

と生活保護減免、それと公民館減免等々差し引いて、徴収率をですね、９３％掛
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けまして、２億３,３３８万９,０００円を算出しております。 

続きまして２節の滞納繰越分でございますが、今年はですね、５４４万２,００

０円を計上させていただいております。過年分です。 

続きまして、国有資産等所在の町村にかかります交付金及び納付金ということ

で、現年分が１７３万９,０００円を計上しております。これは国有財産が高森町

にもありますので、その部分についてですね、国や県や等々からですね、交付金

がまいります。この部分はもうほぼ確定ということで、１７３万９,０００円を計

上しております。以上です。 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係 眞原です。 

同じく１２ページの軽自動車税でございますけれども、こちらに関しましては、

現年の課税見込額に対しまして徴収率９８％を掛けて算出をさせていただいてお

ります。 

続きまして、１３ページのたばこ税でございますけれども、４,９６２万円の計

上をさせていただいております。 

続きまして、５項入湯税でございますけれども、先ほど補正の際に御説明さし

あげましたとおり、一法人が温泉施設から公衆浴場のほうに変更になっておりま

すので、その分を減額させていただいて、予算のほうを見積もらせていただいて

おります。 

○税務課長補佐（野尻光也君） 野尻です。 

１８ページをお開きください。 

２目の総務手数料、６節の地積の手数料を６万円計上しております。 

続きまして２３ページをお開きください。 

２目の総務費県補助金、４節の地積調査事業補助金事業費が８,６６６万円です。

これに対しまして、国が５０％、県が２５％の補助で６,４９９万５,０００円を

計上しております。 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係 眞原です。 

２６ページのほうをお開きください。 

１５款県支出金の３項県委託金の２目総務費県委託金のですね、１節県民税の

徴収委託金ということで、７９６万５,０００円の入力をさせていただいておりま

す。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 続いて佐伯でございます。 

すみません、ページが少し前後しますが、１８ページにおかえりをいただきた

いと思います。 

１８ページの手数料、督促手数料でございますが、今年度は１８万円計上して
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おります。これは滞納分についてのですね、１通当たり１００円の督促手数料を

ですね、１８万円組んでおります。 

それと少しページがとびますが、３０ページをお開きください。 

諸収入の延滞金でございます。これは先ほど眞原係長からもですね、ありまし

たとおり、延滞金についてはですね、とりなさいという県の指導があっておりま

すのでですね、本年度１３万円に対しまして、３０万円の予算を組ませていただ

いております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 歳入は以上ですか。 

○税務課長（沼田勝之君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、歳出のほう、よろしくお願いします。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

歳出、ページ４９ページをお開きください。 

総務費の徴税費でございます。１節のですね、報酬でございますが、高森町固

定資産評価審査委員が３名おられまして、委員長が５万６,０００円、委員お２人

で９万８,０００円、計１５万４,０００円を計上をしております。 

続きまして、９節の旅費でございますが、旅費につきましては６万６,０００円

を計上しております。 

続きまして、５０ページをお開きください。 

需用費でございますが、消耗品費に１２万７,０００円、燃料費に３万２,００

０円、食糧費に１万５,０００円、印刷製本費を１９万３,０００円組んでおりま

すが、これは納付書等の印刷ということで、ちょっと高額になりますが、１９万

３,０００円、合計の３６万７,０００円を組ませていただいております。 

続きまして、１２節の役務費でございます。これは納付書等を出します郵便料

でございます。非常に高額ですが、１２５万円を前年度並みにですね、組ませて

いただいております。 

続きまして、１３節の委託料でございます。まず、先ほど補正のほうでも御説

明をいたしましたが、字図の修正及び地籍集成図の委託業務というのを社会福祉

施設に委託しておりまして、この分、４月に入りまして早々に委託契約を結んで

作業に取り掛かりたいと思っております。７８万３,０００円になります。 

家屋調査を行いますシステムを導入しておりまして、その保守点検料が１８万

１,４４０円でございます。 

土地価格変動に伴います時点修正鑑定業務委託というのを毎年行っておりまし

て、１０万８,０００円を組んでおります。 

続きまして、固定資産管理システムの運用支援保守業務ということで、２９万
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円になっております。地番図異動更新業務委託ということで、毎年組んでおりま

すが、１１６万６,４００円を組ませていただきました。 

続いて、そこのあと２つの項目が新しくなる部分でございますが、平成３０年

度にですね、家屋評価を行います。それに伴いまして、２８年度はですね、その

前準備ということで、不動産鑑定業務委託２１８万７,０００円、高額ですけどこ

れを組ませていただきました。これは３年に１回実施するものでございます。 

続きまして、固定資産評価実施調査補助資料作成業務委託ということで、４５

万９,０００円を組ませていただいておりますが、これは平成２３年度にかけまし

て、固定資産の全棟調査を行いました。これは１千万円近くかけて行なっておる

んですが、その１千万円かけた部分について整合性を保つためにですね、ゼンリ

ンの地図が３年に１回更新があります。ゼンリンの地図を３年前にかぶせて新し

くできた家屋とか、滅した家屋が表で、図面で出てくるというものをゼンリンが

持っておられますと、これも３年に１回の更新時に委託をしたいということで、

４５万９,０００円を組ませていただいております。全棟調査をですね、より末永

くですね、引き継いでいくためには非常に大事なものだと思いましてですね、今

回組ませていただいております。 

続きまして、使用料及び賃借料でございますが、高速道路の使用料でございま

す。それと、負担金補助及び交付金につきましては、資産評価システムセンター

の負担金ということで３万円組んでおります。 

続いて、５１ページの償還金利子及び割引料ということで、固定資産税の過誤

納付金が発生した場合に、これは加算金も含んでおりますが、５０万円今年もで

すね、組ませていただいております。以上です。 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係眞原です。 

   ２目賦課徴収費でございますけれども、４節共済費、それから７節の賃金につ

きましては、臨時職員を２カ月間雇用するための賃金と共済費でございます。 

旅費需用費につきましては例年の賦課徴収にかかる分の経費でございます。 

役務費に関しましては、納付書等の郵便料、それから口座振替等の手数料等を

計上させていただいております。 

委託料につきましては、住民税のデータの作成業務委託料、それから税理士の

確定申告時の税理士の派遣委託料、それから使用料及び賃借料につきましては、

地方税電子申告支援サービスエルタックス（ｅｌＴＡＸ）の利用料、それから高

速道路の使用料のほう計上させていただいております。 

負担金補助及び交付金につきましては、租税教育推進協議会、税を考える週間、

地方税電子化協議会の運用負担金のほうを計上させていただいております。 
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それから償還金、利子及び割引料につきましては、町税の過誤納金の還付金を

２００万円計上させていただいております。以上です。 

○税務課長補佐（野尻光也君） 野尻です。 

５７ページをお開きください。１目の地積調査費です。 

７節賃金１９８万４,０００円。８節の報償費９３万円、推進委員への報償です。

旅費３万８,０００円。普通旅費と研修旅費を計上しております。 

続きまして、需用費、消耗品は現場に行く時の消耗品と燃料費、印刷製本費、

修繕料合わせて１０９万９,０００円を計上しております。 

役務費です。通信運搬費、保険料、手数料合わせて４５万２,０００円を計上し

ております。委託料８,０８７万８,０００円の内訳といたしまして、調査の業務

委託料８,０５３万７,７６０円の内訳といたしましては、平成２８年度大字草部

の一部、２.２１平方キロメートルと予定して、大字草部は平成２８年で終了しま

す。これは縮尺が農地が多いものですから、千分の１に縮尺をしております関係

上、経費とか労務賃が上がっておりますので、８千万円を超えております。 

続きまして、使用料及び賃借料です。パソコンのリース代等を含めまして、３

３万９,０００円を計上しております。負担金、県の推進の事業費に対しまして、

０.２５％プラス均等割り１万５,０００円を合わせて２３万２,０００円を計上し

ております。 

続きまして、公用車の重量税９,０００円を計上しております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で税務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

   入湯税の過年度分、これは指定管理者の当時のやつと思いますけれども、まだ

額が大きいんですか。それと、もう一つはふるさと納税関係はもう総務課のほう

に完全に移行させて、もう税務課では一切取り扱わないということでしょうか。

それと、もう一つ。地籍調査のほうで今２.２平方キロメートルとおっしゃいまし

たけれども、草部は終了だということですが、よかればなんですか、説明資料な

り、この字地区ですっていうのをいただけると幸いだと思います。三点、よろし

くお願いします。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。 

ふるさと納税の事業費ですね、予算につきましては、２月１日からですね、税

務課のほうが申告等で忙しくなるということで、町長の配慮によりましてですね、

総務課のほうに今全部移管しておりますので、総務課のほうで説明をさせていた

だきます。 
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それと、入湯税の滞納の分、過年度分ですね。これはまあ、御存知と思います

けど、指定管理者の方が大津のほうでですね、しばらくされとったんですけど、

大津の温泉館の修理に多大な経費がかかるということで、それまでしてまで、収

益が上がらないんじゃないかということで、今休館にしてるんですね。その指定

管理者の方が、前は３万円、５万円ぐらいずつ入れてもらってたんですけど、そ

の大津の営業があってた場合ですね。ただ、そこでもう休館で指定管理者も廃止

になられて、自分で土木作業とかいっとられてですね、毎月１万円ずつですね、

今ちょっと連絡したりして、１万円ずつは確実に入れていただいております。残

額が１９０万円ほどですね、まだ残っております。ただ、それのほうもですね、

４月になったらもうちょっと納入額をですね、上げてくれないかということで、

交渉はしてるんですけど、まあしばらくですね、１９０万円ぐらいまだ残ってお

りますので、ちょっとしばらくかかるような状況であります。 

   それと、地籍の図面についてはちょっと持ってくるっていうことでよろしいで

すか。 

○委員（岩下健治君） あとででいいです。よかればどの地区だっていうことを説明

しとかんとあれでしょうから。 

○税務課長（沼田勝之君） はい。先ほど野尻補佐のほうから説明がありましたが、

今回は社倉地区ということで、宅地ですね。宅地が多いものですから、縮尺をで

すね、より精度を上げてということにしておりまして、単価がちょっと上がって

おりますので、事業費がですね、当初予算の比較でちょっと増額、２千万円ぐら

いですかね、増額しておりますので申し添えます。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第３４号、平成２８年度高

森町一般会計予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、税務課に関連する付託案件については終了いたしました。 
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御苦労様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました会計課関連の議案第

２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきましてを議題といたします。 

会計課の説明を求めます。 

○会計課長（河崎みゆき君） 会計課、河崎です。 

   一般会計の補正予算、ページは２３ページです。 

総務費の第４目会計管理費です。今回は旅費と需用費は燃料費と、それから使

用料ですね。こちらのほう合わせて２万９,０００円、執行残による減額補正を行

いました。うちのほうは補正はこれだけです。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

続きまして、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決いたします。議案第２８号、平成２７年度高森町一

般会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

次に、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算につきまして議題とい

たします。 

会計課の説明を求めます。 

○会計課長（河崎みゆき君） はい、会計課 河崎です。 

２８年度一般会計予算につきましては、ページが３７ページと３８ページです。

３７、一番下の第４目会計管理費です。こちらも、予算的には昨年２７年度とほ

ぼ一緒です。変わっているところは、１３委託料なんですけれども、これは１２

月の補正でうちのほうで計上しましたように、口座振替のデータを一括伝送です

るということを２８年度から行いますので、この委託料を今回は計上しておりま

す。会計のほうでまとめて委託料を払うというふうにしています。この分が７１

万３,０００円増えています。あとの分は昨年と一緒です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上ですか。 

○会計課長（河崎みゆき君） はい、以上です。 
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○委員長（芹口誓彰君） 会計課の説明が終わりました。 

では、質疑を行います。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。議案第３４号、平成２８年度高森

町一般会計予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、会計課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。 

御苦労様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました監査委員事務局関連

の議案第３４号、平成２８年度高森町一般予算につきましてを議題といたします。 

それでは、監査委員事務局の説明を求めます。 

○監査委員事務局長（安方 含君） 監査委員事務局の安方です。よろしくお願いし

ます。 

５６ページをお開きください。 

第２款総務費、第６項監査費、第１目監査費、総額１２０万２,０００円につい

て、主なものについて説明いたします。第１節報酬費、代表監査委員日当６,４０

０円掛ける７０日、４４万８,０００円。議選監査委員年額報酬２１万３,０００

円、総額６６万１,０００円です。 

９節旅費、全国監査委員研修旅費、東京、７万５,０００円掛ける３名、２２万

５,０００円。 

第１１節需用費消耗品費、監査請求事例集追録代１２万５,０００円。第１９節

負担金補助及び交付金、県監査委員協議会負担金５万４,０００円。郡監査委員協

議会負担金５万円。以上の予算を計上させていただいております。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま監査委員事務局の説明が終わりました。これから

質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないようでございます。 

続きまして、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。議案第３４号、平成２８年度高森

町一般予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、監査委員事務局に関連する付託案件については終了いたします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました生活環境課関連の議

案第６号、高森町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題といたします。 

それでは、生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） おはようございます。生活環境課課長補佐 田

上です。それでは、座って説明させていただきます。 

   地域自立促進計画の中で、生活環境課に関係する部分を説明させていただきま

す。主な点だけ説明させていただきます。２１ページをお開きください。 

その他の対策で観光資源の整備開発ということで、イの九十九曲の高森自然公

園、この分でですね、整備するということで、記載をしております。県下でも有

数の桜の名所でありますので、その分を高森自然公園という形で、今や６千本の

桜を植えておりますが、今後とも整備をしていくということで、掲載させていた

だいております。 

その中のまた２１ページの下のほうになりますけれども、エで高森湧水トンネ

ル公園、これにつきましてもですね、計画の中に計上しながら整備を進めていく

ということで掲載させていただいております。 

次の２２ページのオで、温泉を利用した交流の場づくりということで、温泉館

等を活用しているということで、この中に計上させていただいております。 

３０ページをお開きください。これは生活環境整備ということで、イで一般廃

棄物処理施設、１のし尿処理、ゴミ処理に関しまして掲載をさせていただいてお

ります。それらに関します予算的なものの計上をしている部分で、５２ページに

参考資料ということで、この表の中の観光レクリエーションの部分で湧水トンネ

ル公園整備事業と、遊歩道等整備事業、高森峠千本桜環境整備事業、高森温泉館
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改修事業ということで、金額は右に掲載しておるとおり計上させていただいてお

ります。５カ年で合計でトンネルの公園整備には４,５００万円、遊歩道等の整備

事業には２５０万円、高森千本桜環境整備事業等に２,２５０万円、高森温泉館の

改修事業に４,２５０万円を事業見込みということで掲載させていただいておりま

す。 

年度別の詳細等については、右に掲載しておるとおりでございますので、過疎

自立促進計画の中で、生活環境課に関係あるものにつきましては以上でございま

す。 

○委員長（芹口誓彰君） よかですか。課長のほうから先にあれば。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） おはようございます。お疲れさまでございます。 

ただいまの中でですね、私のほうから補足させていただきますと、予算のほう

にあげておりますが湧水トンネルの関係の対応分がですね、金額的にもここに

のっけておりますけども、今年度１億３２０万円程度の、水の流れをよくしてで

すね、流れと水質をですね、改善したいということで、この計画の中に入れてお

りますけれども、その分を予算のほうではあげておりますので、御協議いただき

たいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま生活環境課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

九十九曲高森自然公園について質問なんですけれども、この阿蘇連峰に対峙し

たスケールの大きい公園化ということであっておりますけれども、予算もかなりつ

いてございますけれども、この公園化は具体的にどのようなことを目指しておられ

ますか。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐 田上でございます。 

   予算に計上しております部分については、毎年実施しております公園のほうの

草刈りの部分がこの計画書の中にあがっとる金額のほうでございます。公園化と

いいましても、現状の部分をですね、拡充していくという感じで、草刈り等しな

がら桜の整備を今以上にしていくという感じでございます。ですので、特段新た

に何をするというものは今現時点では持っておりませんけれども、こども議会等

でもですね結構、以前のこども議会等でも公園の整備等出ておりますので、今後

はそこ辺りも踏まえたところでですね、計画をしていきたいと思います。以上で

ございます。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

峠においては、毎年かなり桜のほうも植栽されておりますね。それと、今年度は
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トイレの改修もされたし、今度は作業員が作業しやすいようにということで、大き

い岩石辺りの除去とか、いろいろ整備されてあると思いますけれども、それから一

番トンネル近くのトイレについては、高森寮さんに委託されとるですかね。かなり

整備されてきておりますけれども、もう少し何か目に見えるですね、公園化を具体

的にできないかなと思ってるんですが、かなり頑張っておられるとは思いますけど

も、桜まつりあたりがある時に、もう少し南阿蘇村に負けないような、そういう、

すぐできないかなというふうな気にもなりますけど。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐 田上でございます。 

今興梠委員のほうから言われましたように、桜まつり等ではですね、十分にもう

少し何らかの効果があるものということで考えはするんですけれども、イベント関

係等につきましては、政策推進のほうとですね、共同でやっていかなければならな

いと思いますので、その辺り具体的にもう少し煮詰めていかなければならないかと

思っております。 

去年現場のほうを見る中でですね、今までぜんぜん通ってきておりませんでした

２千トンタンクのすぐ上の部分ですね、だからお祭り広場の北側になりますけれど

も、あちらのほうの桜もですね、けっこう大きくなっておりまして、花もかなりつ

いております。数年前、５、６年以上前はおまつり広場のほうから裏側に誘導して

おりましたけれども、その時一帯は桜のほうがポツポツの間隔でございました。昨

年見ますと、結構なっておりますので、開花しますので、まあその辺りも、裏辺り

も利用してですね、できたらばと思っております。政策推進とですね、また具体的

には協議をしてイベントの中にいろいろなものを織り込んでいっていただけるよう

にですね、協議をしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

ちょっと今言わしゃったけん、今現状がですね、行ってみられたことあります

か、最近。もうすぐ桜まつりが始まりますけど、道路沿いはイノシシの穴だらけ

で、やはり早急に１回視察されてどぎゃんかせんと、クレームが上がってくるか

なと思います。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐 田上でございます。 

現場のほうは見ておりまして、毎年ですね、桜まつりの直前、だいたい今回が

３月２６日からを予定されているみたいですので、２０日前後を目途にお花見広

場を中心とした部分についてはですね、再度草刈りなりその地均しなりをやって

もらうようにしております。毎年しておりますので、今回もする予定でございま

す。けっこうですね、ツツジの下辺り相当イノシシやっておるのは見ております
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ので、その辺りも含めて今度頼んでみたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

今の関連ですけれども、峠のほうにくひの森があります、一度お願いしたこと

がありますけど。あれが元々作ったのが教育委員会の管轄であったのかと思いま

すけれども、非常にその草切等の要望が、また学校に卒業式、入学式行きますと

またお話が出てきはせんかなていうふうに思っておりますが、そこで教育委員会

だ、生活環境だっていう話じゃなくて、どちらかにまとめてもらうと非常にお話

しやすいなと思いますけど。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

 今岩下委員が言わしたとおり、草切の時期的なこともありますし、整備する範囲

についてもこの辺までということでですね、お話もお伺いしますので、この予算上

で草切自体はですね、３年間続けてやるようなですね、負担行為、債務負担も起し

ておりますので、一業者にやっていただこうとは思っておりますので、まあ時期等

についてと、時期もありますけども、特定の場所ですね、今おっしゃるような場所

だけは早めに切るとかいうことをですね、私のほうが管理のほうはお受けしており

ますので、うちのほうでその辺りを考慮して早めに、部分的だけでもですね、やれ

るように業者と話をしていきたいと思います。 

○委員（岩下健治君） できればよろしくお願いいたしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

○委員長（芹口誓彰君） 興梠委員４番。 

○委員（興梠壽一君） ああ、４番ですね。すみません。 

   この地域自立促進計画の取りまとめ作成はどこでされるんですか。最終的な。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

取りまとめにつきましては政策推進課のほうで。 

○委員（興梠壽一君） 政策推進でこの製本を全部。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） はい。各課に照会をしまして、中身についての各課

の意見も取り入れた形でこういうふうなことでできあがります。 

○委員（本田生一君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。 

私は１２月の前回の定例会におきましてですね、この高森峠九十九曲の整備等

につきまして、いろいろ質問させていただきましたけれども、今回のここに挙げ
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てありますとおりですね、桜等につきましても定例のあの時の一般質問でもお答

えいただきましたけどもですね、桜等の腐食等もはやっております。そして、私

はこういうことができないかというふうなことで提案みたいなことを申し上げま

した。まあ、これは書いてあってですね、すぐ早急にできるものじゃないと思い

ますけどもですね、今後野草園的なゾーンとしての位置付けも行いたいというふ

うなことでこれに書いてございますけども、まあ徐々にですね、いろんなその辺

の公園の開発等につきましてもよろしくお願いをしたいと思います。先ほど草刈

り等につきましてもですね、いろいろこう、大変お骨折りでですね、今興梠委員

のほうからも言われておりましたが、まあ徐々に整備されておりますけどね、よ

ろしくお願いしたいと思います。お願いしときます。 

○委員長（芹口誓彰君） 答弁はいいんですか。 

○委員（本田生一君） いいです、はい。もう１回質問あっておりますので、あんま

り何遍もよろしゅうございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに何かございませんか。 

○委員（立山広滋君） １つだけよろしいですか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

今九十九曲の桜の話が出ましたけれども、てんぐ巣病対策は今されているのか、

そして今後どういった形でしていかなきゃならないのか、その辺のところをもう

少し。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐 田上でございます。 

てんぐ巣病対策につきましては、毎年１回、まあ毎年というわけでもないんで

すけれども、毎回去年も今年もやっておりますので、業者に頼みましてですね、

剪定のほうしていただいております。ただ、相当数まだ出ております。実質上で

すね。話によりますと、クヌギと混合の所には出やすいということですので、そ

の辺りが解決せんとまだ、植えてすぐから出る部分が今だいぶ見受けられます。

小さい部分の時にはある程度チョコチョコ切ってはいたんですけれども、も

ちょっと悪くなるような感じもいたしますのでですね。クヌギがだいたい、ほぼ

なくなりつつありますのでですね、なくなってくれば少しはてんぐ巣も治まるん

じゃないかと思っております。毎年少しずつですけれども、予算のほうに剪定の

ほうは依頼しておるところでございます。 

○委員（立山広滋君） ちょっとよかですか。 
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○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

   そのてんぐ巣病は、素人だけんわからんばって、出る前に予防したら出らんっ

ちゅうことはなかつ。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） でけんです。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 接ぎ木が多いですね。 

○委員（立山広滋君） よかです。はい。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） ４番 興梠です。もう１点だけちょっとおたずねします。 

   遊歩道関係で５カ年計画で２千メートル整備って書いてありますけど、どの辺

りをされるのかと、中坂辺りもあるんですかね。それと、展望所かなんかがあっ

て、かなり老朽化が進んでるっていう話をちょっと聞いて、私は行ってないんで

すけども、展望所が登れるような状態ではないという話聞いてますけども、その

へんの改修はどうなるのかをちょっとおたずねしたいと思います。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上でございます。 

遊歩道の整備につきましてはですね、ここに計上しておりますのが毎年やって

おります歩道の整備をこの計画の中にのせて、それが予算の対応になっとるとい

うことでございます。あと、展望所につきましてはですね、国の環境省の予算の

中で、今年度要望調査等もきておりましたんで、一応要望のほうをあげておりま

して、言われるのはたぶんお花見広場の南側にあります東屋的なものと、反対側

にあります先ほどここ数年桜のほうが咲き始めたというところにある部分だろう

と思います。それを考えたところで一応要望をあげております。なるべくそれが

継続的に出ればですね、２カ年、３カ年で額があまり大きくございません。環境

省の事業の中で少のうございますので、一部ずつしかできないと思いますが、手

は挙げておるところでございます。それが、要望が通ればですね、片方ずつから

でも整備ができるんではないかなというふうに考えております。 

○委員（立山広滋君） ちょっともういっちょ、すみません。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。今展望所の話が出たばってん、中腹にあるとはあ

らつまらんごつなったとかな、途中。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

今立山委員おっしゃった所はですね、今誰も見に行く方がですね、いらっしゃ

らないということなんですけれども、草切の時私もそういうのがある、私はそう

いうのがあるということを聞いたんですけれども、そこまで登る距離もあります
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しですね、日頃はあまり手入れしてないし、まあそういうのがあるということ自

体がまだあんまりＰＲといいますか、それもされとらんみたいですので、再度観

光とですね、話をして、花見の時ばかりじゃなくてですね、まあ年間通じてとい

うのは無理かもしれませんけども、何らかの形でですね、せっかくいいものがで

きてるみたいですので、見ていただく、その紹介をするということをですね、ま

あ私たちもＴＰＣも使いながらですね、やっていくべきかなというふうに考えて

おります。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、何かほかに。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） わかりました。それでは、これで質疑を終わります。 

続きまして討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決いたします。議案第６号、高森町過疎地域自立促進

計画の策定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 

   それでは、今から休憩しましょうか。それでは１１時５分から始めましょうか

ね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。 

続きまして、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 今回の議会に御提案しております補正予算につきま

して、担当から詳細について説明をさせていただきますのでよろしくお願いしま

す。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上でございます。 

１２ページをお開きください。 
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１２款分担金及び負担金の４目衛生費負担金で、１万２,０００円を減額させて

いただいております。これ防疫殺虫剤の確定によるものでございます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。お疲れさまです。 

続きまして１３ページ、６目商工費使用料、１節湧水トンネル公園使用料３０

４万円の増額補正をしております。これは歳入見込に合わせました増となってお

ります。 

続きまして、９目教育費使用料、１節社会教育施設使用料のうちの、一番下段

の生涯学習施設使用料２０万円の増額をしております。こちらも歳入見込額に合

わせました予算の増となっております。以上です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 続きまして、補佐の田上でございす。 

１４ページをお開きください。 

使用料及び手数料の中で、２項の手数料の中の４目衛生費手数料の１節犬登録

及び注射手数料ですけれども、これにつきまして６万７,０００円を減額させてい

ただいております。これは現時点で把握できている分の確定分でございます。 

続きまして、１９ページをお開きください。 

１６款の財産収入で、１目の財産貸付収入の中の１節土地建物貸付収入で、２

万円の増額をしております。これは確定によるものでございます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

同じく１節土地建物貸付収入高森温泉館売店等売上収入を１２０万円減額して

おります。こちらは、歳入の見込みに合わせました減額となっております。以上

です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐の田上です。 

同じく１９ページの１６款財産収入の中の２目の生産品売払収入の中で、１節

生産品売払収入で、８万円を増額させていただいております。これは、色見総合

センターの太陽光発電の販売の見込みでございます。８万円増額させていただい

ております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

２０ページをお開きください。 

２０款４項２目雑入の２節雑入です。上から３番目湧水トンネル賛助金２５万

円減額をしております。こちらも歳入見込に合わせました予算の減額を計上して

おります。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして歳出の御説明をお願いします。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上でございます。 

２３ページをお開きください。 
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２款総務費１項総務管理費の中の、５目財産管理費で１３の委託料を５万４,０

００円減額させていただいております。これは公有財産台帳整備の強化業務の確

定によるものでございます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

続きまして、３０ページをお開きください。 

３款１項３目河原総合センター管理費の１３節委託料消防施設点検委託料を５,

０００円減額しております。これは額の確定による不用額の減額となります。以

上です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐の田上です。 

３３ページをお開きください。 

４款の衛生費で１目の保健衛生総務費の中の１９負担金補助及び交付金で５７

万７,０００円を減額させていただいております。これは阿蘇広域行政事務組合に

対する負担金の最終調整分でございます。 

続きまして、同じ３３ページの４目環境衛生費で、需用費で２万４,０００円、

備品購入費で１万３,０００円を減額させていただいております。これは需用費に

つきましては防疫殺虫剤の確定によるものでございます。備品購入費につきまし

ては、犬の捕獲器を購入しておりますけれども、その確定によるものでございま

す。 

同じく９目の衛生費降灰対策費で、賃金と使用料及び賃借料を５０万４,０００

円、１８万２,０００円それぞれ減額させていただいております。これは火山灰の

回収を８月まで行なっておりましたけれども、それ以降につきましては、火山灰

等の噴出等があっておりませんでしたので、その分１年間を通じて回収を予定し

ておりましたけれども不要となりましたので、減額させていただきました。 

続きまして、３５ページをお開きください。 

５款の農林水産業費の中の９目の物産館等管理費でございますけれども、役務

費のほうで１８万８,０００円増額させていただいております。これにつきまして

は、右に書いておりますように、加工場の保守点検については減額ですけれども、

産廃の処理浄化槽維持管理ということで、その分が不足しておりましたので、増

額させていただいておるところでございます。以上です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

３６ページをお開きください。 

６款１項４目湧水館管理費です。７節、１１節、１２節、１３節の額の確定に

よる不要額の減額が主な補正となっております。１１需用費中の修繕料４万２,０

００円につきましては、トイレ浄化槽の補修にかかる費用不足ということで４万
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２,０００円増額予算を計上させていただいております。 

続きまして、５目温泉館管理費です。いずれも額の確定による不要額の減額を

させていただいております。以上です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐田上です。 

３７ページをお開きください。 

同じく６款商工費の中の７目観光施設管理費でございますが、１３の委託料３

万１,０００円減額しております。これは右のとおり額の確定によるものでござい

ます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

４４ページをお開きください。 

９款４項５目社会教育施設費です。１１節需用費、燃料費につきましては、社

会教育施設ガス代の不足によりまして７万３,０００円の増額を計上させていただ

いております。１２節、１３節につきましては、額の確定による不要額の減額を

計上させていただいております。以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

すみません、３７ページの温泉館管理費の中の需用費です。燃料代が４８７万

６,０００円。これは電気料が主だと、電気料ですかね。ボイラーのことですか。

値段の下がったということですかね。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

需用費燃料費の内訳は、主に高森温泉館の燃料、ボイラー用の重油の単価の値

下げといいますか、単価が安くなったものによる不要額が発生したということに

なっております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

湧水トンネル公園の入園者数、ここは生活環境課かな。町長が本会議でちょっ

と言いなったばってん、ちょっとひかえるとば忘れたけん、もう一度すみません、

お願いします。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

入園者数、平成２７年度先月２月末までの年間入館者数は、１０万２,５８６名

です。ちなみに前年度、平成２６年度年間通しての入館者数は８万９,７４３名で



 － 2 1 － 

す。その前のですね、平成２５年度については、１２万１,０２６名です。平成２

５年度並みの実績になろうかと思われます。 

○委員（立山広滋君） あと１カ月あっけんな。 

○町民支援係長（津留大輔君） はい。 

○委員（立山広滋君） はい、わかりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） ４番 興梠です。 

１３ページのですね、生涯学習施設使用料２０万増額いうことになっておりま

すが、この要因はなんですか。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

生涯学習施設使用料の実績は、こちらは体育館使用料が主に色見体育館が毎週

バレーボール、ほぼ毎日ママさんバレーといいますか、そういう団体が活発に利

用されております。それと、草部地区の草部総合センターが利用頻度がかなり高

くなっておりまして、そのへんの利用者の増による当初予算からの見込みよりも

増えたというところでかなり実績があがっております。その影響で今回増額分を

補正計上させていただきました。以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） すみません、それと１９ページですね。監査で聞いたかと思

いますけど、温泉館の売店売上収入のマイナス１２０万、かなり金額が大きく

なっておりますが、聞いたけどちょっと忘れましたので、もう一回、再度お願い

したいと。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   高森温泉館売店の売上収入ということで、当初予算、当初では５４０万円とい

う見込みでした。今年度２月末までの歳入、売上が４１５万４,０３２円となって

おります。３月分を含めますと、おそらくプラス何十万かというとこにあります

ので、平成２７年度は４２０万円程度の売上にとどまるという見込みで、今回当

初の予算から減額をしております。要因としましては、先日いろいろとアンケー

トをとりまして、いろいろ自由意見も記載されておりまして、その中に売ってい

るものがマンネリ化しているとかですね、食べるものが少ないだとか、そういっ

た部分が厳しい意見がありましたので、まあそういった部分で売上が伸びていな

いものではないかというふうに考えます。とにかく、同じことをやっていますの

で、以前から。来られる方も同じような方が来られますので。なかなか、売上が

増えないという、担当者としては思っております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第２８号、平成２７年度高

森町一般会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案どおり可決すべきものと決定

をいたしました。 

   次に、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題といた

します。 

生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 平成２８年度一般会計予算の御呈示いただきました

中身につきましてもいちおう見直しを行なっておるところもございますので、担

当のほうから詳しく御説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 田上でございます。 

   １６ページをお開きください。１２款分担金及び負担金の中の４目衛生費負担

金、１節の環境衛生負担金で１８万円計上しております。これ防疫殺虫剤１５０

本を見込んだところで計上です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   同じく１６ページ１３款１項３目民生費使用料です。１節河原総合センター使

用料１万２,０００円を計上しております。今年度同額を計上させていただいてお

ります。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

   １７ページをお開きください。同じく５目農林水産費使用料です。その１、物

産館加工場使用料につきまして、２１７万２,０００円を計上させております。こ

れは主に電気代等を物産館と加工場のほうからいただいておりますので、その分

でございます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   同じく１７ページ６目商工費使用料です。１節湧水トンネル公園使用料３,５０

８万８,０００円歳入見込、歳入計上しております。今年度の歳入実績に照らしま
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して計上させていただいております。前年度、今年度に比べて、１.２倍程度の歳

入を見込んでおります。続きまして、２節及び３節につきましては、今年度と同

額の歳入見込を計上させていただいております。 

   続きまして、同じく１７ページ、９目教育費使用料です。１節社会教育施設使

用料の１番下段の生涯学習施設使用料３０万円、今年度と同額を計上いたしてお

ります。以上です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

   １８ページをお開きください。 

１３款使用料及び手数料の２項手数料になりますけれども、４目衛生費手数料

で１節の犬登録及び注射手数料を３４万５,０００円計上させていただいておりま

す。昨年同様の頭数で計上させていただいております。 

   続きまして、２７ページをお開きください。 

１５款県支出金、３項県委託金、６目商工費県委託金の１節観光事業費委託金

で４９万８,０００円を計上させていただいております。これは九州自然歩道の管

理委託ということで、県のほうから委託料をいただいておりますので、その今年

度額を計上させていただいております。 

   続きまして、２８ページをお開きください。 

１６款財産収入、１項財産運用収入の中の１目財産貸付収入で、１節の土地建

物貸付収入の中で携帯電話用ファイバーケーブルの貸付料、町有地の貸付料、１

５万２,６００円、７６万６,８４６円を計上させていただきます。これは今年度

の見込と同額を計上させていただいておるところでございます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   同じく１節高森温泉館売店等売上収入４８０万円を計上させていただいており

ます。先ほど説明いたしました平成２７年の実績に合わせました歳入を見込んで

おります。 

   続きまして、高森温泉館屋外販売所貸付収入４９万２,０００円を計上いたして

おります。こちらは今年度と同額で計上させていただいております。以上です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

   ２９ページをお開きください。 

１６款の財産収入の中の２項財産売払収入で、２目生産品売払収入の１節生産

品売払収入で、説明書きの一番下段になりますけれども、色見総合センターの太

陽光の売電収入を１８万円見込んでおります。現時点で月１万５,０００円以上

入ってくる見込みでございますので、年間を通して１８万円ということで計上さ

せていただきました。 
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   続きまして、同じページの３目の不動産売払収入で、７００万円を計上させて

いただいております。土地売払収入ということで、７００万円計上でございます。

これは、畜協跡地をですね、一昨年ですか、購入しておりますけれども、もう一

部につきましては段下につきまして、全部ではございませんけれども、現時点で

はちょっと段上は必要ですけれども、段下につきましては売払をしたいというこ

とで、段下の一部を売払をするということで、その分が７００万円計上しており

ます。だいたい購入時点が坪１万２,０００円で購入しておりますので、まあそれ

以上の分ということで７００万円を計上しております。 

   続きまして、同じページの１７款の寄付金でございます。寄付金の中で右の説

明の中の一番上、ＭＡＥＤＡの森の寄付金ということで２８万１,０００円を計上

しております。これは、現在まで５カ年前田建設のほうが下切地区の町有地を借

上げられておりまして、５年間管理をしていただいておりました。５年で一応切

れましたけれども、今後もまあ５年ぐらいは管理をさせてくださいということで、

前田建設のほうから依頼がありましたので、その分、そしたら毎年かかっておる

費用は御寄付いたしますということでしたので、今年と同額の２８万１,０００円

を寄付ということで受け入れることで計上させていただいております。 

   続きまして、３１ページをお開きください。 

２０款の諸収入の４項雑入、２目雑入の２節の雑入ですが、土地使用料を６万

８,０００円計上させていただいております。これは６８区画ございますので、全

部１,０００円を徴収するということで、６万８,０００円計上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   同じく雑入、墓地使用料の下になります。湧水トンネル賛助金４０万円を収入

見込計上させていただいております。これは水汲場の前の賽銭募金箱とトンネル

の一番奥の賽銭箱に入ったお金の合計額になっております。 

   同じく雑入の下から２番目です。下から２番目高森温泉館コインロッカー使用

料２４０万円を計上させていただいております。これは１回１００円のコイン

ロッカーが設置されております。それの年間収入見込みです。今年の実績に合わ

せまして、２４０万円を計上させていただいております。以上になります。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 歳入については以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、歳出をお願いいたします。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

   ３８ページをお開きください。 

２款の総務費１項総務管理費の中の５目財産管理費です。これは賃金から備品

購入費まで計上しておりますけれども、去年と変わっている点等だけ説明させて
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いただきたいと思います。 

   １２節の役務費の中で、５０万円登記手数料分を入れております。これは先ほ

ど畜協跡地を一部売買したいということで、その分を分筆が必要でございますの

で、その分の計上でございます。委託料につきましては、公有財産台帳の評価業

務の委託と総合管理計画の支援の最終的な追加分ということで、合わせて３１０

万円を計上させていただいております。１８の備品購入費で６万５,０００円を計

上しておりますけれども、これはカッティングマシーンと言いまして、いろいろ

な駐車場に看板を設置する部分に使ったりですね、看板等作成する中で文字を切

り抜いてする機械のほうの購入ということでございます。これがありますとです

ね、外注しなくてですね、ある程度の看板につきましては自分たちで作成できま

すので、よりスピード感をもって、また安価にできるということでこれを購入さ

せていただこうということで、備品に上げております。 

   続きまして、同じページ、３８ページの６目の町有林管理費でございます。３

８、３９ページにかけましての町有林管理費ですが、報酬から原材料まで、これ

につきましては今年とほぼ同額を計上させていただいております。この中で１２

の役務費ですが、この中の森林国営保険で町有林の中慶恩外ということで、１１

１万６,０９９円を計上しておりますけれども、これは２年に１ぺん更新がま

いってきますので、２カ年分ということで２年ごとにちょっと大きな額が出てく

るということになりまして、今年になっておりますので、大きな額で計上してお

ります。 

それと先ほど申し上げました３９ページの委託料になりますけれども、ＭＡＥ

ＤＡの森の下刈作業委託ということで、今年度同様額を計上させていただいたと

ころでございます。 

同じく３９ページで、９目墓地管理費ですが、これは賃金と需用費で２万円と

６万円ということで、８万円を計上させていただいております。これ今年度同様

の額でございます。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

６１ページをお開きください。 

３款１項３目河原総合センター管理費です。いずれも今年度と同様の項目で予

算を計上させていただいておりますが、１１需用費中の修繕料につきましては、

昨年度１０万円を当初で計上いたしておりましたが、今年度はその半分の５万円

として計上させていただいております。そのほかにつきましては、今年度と同様

に計上しております。以上です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐の田上です。 
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   ７５ページをお開きください。 

４款の衛生費１項保健衛生費の中で、４目環境衛生費で、旅費からこの次の

ページの７６ページの１９負担金補助及び交付金までを計上させていただいてお

りますけれども、この中で昨年と変わっております点は、１９の負担金補助及び

交付金の中で、生ゴミ処理容器コンポストの購入助成金 ということで、２５万

円を計上させていただいております。これにつきましては、本会議の中で説明資

料の中にも記載しておりましたとおり、以前コンポストにつきましては助成をし

ていた経緯がございますが、ここ１０年程度その部分はやめられていたみたいで

す。今ゴミ問題とかで、水分が多いとか、そういう生ゴミが多いとかいう問題も

出ておりますので、広域の負担の中でもそういうものがあるもので、予算的なも

のが膨れ上がってくる部分もございますので、少しでもその辺り解消に向けてと

いうことで、何かないかなということで検討しておりましたけれども、生ゴミ処

理容器につきましては助成をしてやったがいいんじゃないだろうかということで、

１万円を上限に、補助金としては５,０００円ですね、２分の１の５０基を見込

んで２５万円を計上させていただいております。 

   その下の阿蘇広域行政事務組合負担金につきましては、は元々環境衛生の総務

費で組んでおりましたけれども、もう一本化したほうがしやすいということで、

直接の予算があります環境衛生費のほうで計上させていただいたところでござい

ます。 

   続きまして、８２ページをお開きください。５款農林水産業費の１項農業費、

９目の物産館等管理費でございます。これは８２、８３にまたがりますけれども、

賃金から原材料費までを計上させていただいております。この分につきましては

ですね、昨年は工事請負費のほうで奥阿蘇キャンプ場のバンガローの塗装工事を

２階建ての部分をやっておりました。今回１階、平屋の部分につきまして、塗装

工事をさせていただくということで工事請負費のほうで２８８万２,０００円を計

上させていただいております。平屋のほうが５棟ありますので、その分でござい

ます。ほかにつきましては、昨年と同様な計上でございます。以上です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

９０ページをお開きください。 

６款１項５目湧水館施設管理費です。今年度とほぼ同様の内容で計上させてい

ただいておりますが、７賃金の説明の上から２番目の料金徴収及び管理人夫賃と

いう項目を来年度新たに予算化しております。これは、今年度までは高森町の観

光協会を通しまして、料金徴収所の勤めている方たちに賃金を払っておりました

が、来年度からは生活環境課が直営で徴収員さんに賃金をお支払いするという方
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向で進めたいと考えておりますので、計上させていただいております。 

続きまして、９１ページの１４節使用料及び賃借料の中の一番下段に湧水トン

ネル券売機リース料１１万１,４５６円を計上させていただいております。こちら

はですね、同じく徴収員の方たちができるだけ現金に触らないでもよい方法をと

思いまして、来年度以降は券売機ですね、機械で入館料を支払っていただくとい

うような運営を考えておりますので、計上させていただいております。 

続きまして、１５節工事請負費、水温調整池給排水設備改良工事費を３９３万

２,０００円計上させていただいております。これは、高森湧水トンネルの池ので

すね、水質が悪いという、汚れがたまっているという問題が以前からありまして、

今年度生活環境課においてもいろいろ清掃作業などですね、実施してまいりまし

たが解消にはいたらず、問題点を分析したところ、やはり水の流れをですね、今

管理できていないという状況にあります。水を止めて排水する、水を止める、排

水するという、できて当たり前のことが今できていないという結論に至りました

ので、来年度工事をさせていただいて、まずは水の流れをコントロールするとい

う設備を設置したいという考えで予算を計上させていただいております。湧水館

施設管理費については以上になります。 

続きまして、同じ９１ページ、６目温泉館管理費です。こちらもですね、今年

度とほぼ同様の予算計上をさせていただいております。その中で、９３ページを

お開きください。９３ページ１６節原材料費の中に駐車場タイヤ止めブロック２

６万５,６８０円を計上させていただいております。これは、温泉館の駐車場ので

すね、駐車場の駐車スペースにラインが引いてありますが、そのラインにですね、

車がバックで止める時にタイヤが当たる、ここまでですよというブロックが今設

置されておりません。そのことで、段差もありますし、電気の支柱もあります。

そういう部分にぶつかったりするという事例もあっているみたいですので、危険

性がありますので、タイヤ止めブロックを全区画に１つずつ設置という原材料費

を計上させていただいております。以上になります。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

   同じく９３ページ、６款の商工費１項商工費の中の８目観光施設管理費でござ

いますけれども、賃金等につきましては、昨年同様の額を計上させていただいて

おります。９４ページの需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料等につきま

しても、昨年同様の額を計上させていただきました。１５節の工事請負費で１２

８万６,０００円計上しておりますけれども、これは鍋の平キャンプ場のほうので

すね、屋根の塗装改修工事をしたいということで計上いたしました。昨年のヨナ

等の影響も若干はあるかもしれませんけれども、かなり傷んでおります。管理棟、
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トイレ、炊飯棟等の屋根の部分のですね、塗装を見込んで計上させていただいた

ところでございます。 

   ９５ページの原材料費につきましては、昨年同様の額を計上させていただいて

おります。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   １１９ページをお開きください。 

９款６項５目社会教育施設費です。こちらも例年並みの予算計上をさせていた

だいております。その中で、次の１２０ページをお開きください。１３節委託料

のうち、社会教育施設管理委託料１１２万５,０００円を計上させていただいてお

ります。この委託料につきましては、今年度まで教育委員会のほうで計上をして

いたものになります。平成２８年度からは生活環境課の中で予算組みをしまして、

こちらから支払いをするという方向を決めましたので、こちらで予算計上をさせ

ていただいております。そのほかについては例年並みの計上とさせていただいて

おります。以上になります。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 以上で終わりになりますが。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。終わりました。はい、どうぞ。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） ちょっと補足をさせていただきたいんでございます

ので。 

○委員長（芹口誓彰君） 名前を言ってください、名前を。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） すみません、安藤です。 

   歳入で財産売払収入７００万円あげてますが、以前畜協跡地で一昨年ですか、

町で購入しておりまして、坪で１万２,０００円で購入しておりますが、これにつ

きましては、その時点でも岩下製材所のほうからの希望があったそうでございま

して、まあ今回岩下製材所のほうから入口が狭いこともありましてですね、購入

をということで希望があっておりまして７００万円、まあ経費等も含んだところ

でですね、面積はまあ、はっきりしてませんけど、１,５００㎡から２,０００㎡

ぐらいの間と思います。 

それとですね、変わりました湧水トンネルの徴収につきましては、観光協会の

ほうでやっていただいておりましたけども、先ほど説明にもありましたが、まあ

現金を扱わないようにということもありましてですね、券売機を置きたいという

ことで変えました。 

   それから、昨日も御質問がありましたとおり、池の水をきれいにするというこ

とで、あそこはレベルがあんまりないもんでですね、途中が低くなっている部分

もありますので、何カ所か排水箇所を入れるのと、入る水を完全に止めることが
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できるようにですね、したいと思いまして、今回工事費に計上しております。 

   あとは特に変えた部分につきましては、債務負担行為をですね、一番最初に起

こしておりますけども、高森公園等の草刈りを３年間、これも県の土木の維持の

ほうにお聞きしまして、県道等の舗装は３年間やっているそうですので、私たち

のほうとしましても業者の希望もございますが、３年間ぐらいですね、同じ業者

さんで。ここ何年かも受託をしていただいてる業者もだいたい一緒でございます

けれども、やはり同じ業者のほうがいいのではないかということで、債務負担行

為のほうも併せて起こしておりますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で生活環境課の説明が終わりました。 

あと１０分ほどで１２時になりますが、もうこのまま終わったほうがいいです

かね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 続けて、それでは質疑を受けたいと思います。 

質疑はありませんか。 

○委員（立山広滋君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、立山委員どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

   先ほど話がありましたけれども、この２８年度の予算案概要書の中で、１３か

な、これにあります衛生費の事業名①不法投棄監視カメラ購入で１３万円新事業

ということであげてありますけれども、どこに何台設置するか、よろしくお願い

いたします。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上でございます。 

   場所はですね、まだ確定はしておりません。不法投棄が多い箇所をですね、選

定しまして設置をしたいと思います。この台数につきましては２台を購入の予定

でございますので、２台を活用しながら通報がよくある場所等には期間を決めて

設置をしてですね、２台で対応できる範囲でやっていこうかなというふうに考え

ております。今後ですね、まだ初めてのことですので、機械の性能とかですね、

そこ辺りもよくちょっと把握できない部分もございますので、今回２台を購入し、

よければですね、今後また計上させていただければと思っております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

   防犯カメラの件につきまして、補足をさせていただきます。私たちのほうで、

不法投棄の回収をですね、しょっちゅうやっております。その中で、不法投棄さ

れたゴミをですね、持ち帰って中を開けます。そうすると、時々証拠品が出てき
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ます。今年も２件は証拠品から犯人を突き止めまして、来てもらってですね、念

書を書いてもらいました。もう１件今、もう１人検証中です。証拠が出ない場合

に、もうやっぱり証拠がないと何にもできない、泣き寝入りになってしまいます。

不法投棄が窓からポイポイがけっこう多くてですね、そういった方たちが場所を

変え場所を変え、どんどん違う所に行ってしまうので、例えば通報があった場所

に１週間集中的に設置する。そこがなくなったらまた別の場所で恐らく捨てます

ので、そっちに移動して設置するというような移動式のですね、設置カメラを２

台、ナンバーがあっちとこっちから写るような配置で撮影をするという使い方を

想定しています。以上です。 

○委員（立山広滋君） はい、よろしいですか。立山です。 

どうしてこの質問したかというとですね、１週間か１０日ぐらい前、テレビば

見よったらですね、非常に不法投棄が多いとか、他県で地区があってですね、ま

あ、あることをしたんなら、非常に不法投棄が減った、ほとんどなくなったとい

うことなんですけれども、そのテレビ番組を見てですね、草部南部に行く途中に、

赤いミニ鳥居があるですね。その鳥居ばつけたら、えらい不法投棄が減った、な

くなったということなんですけれども、まあそこはそういう意味でしてあるのか

知りませんけれども、まあそういったこともちょっと考えてみられてはどうかと

思いますけれども。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

   今立山委員がおっしゃったのはですね、もう何年も前ですけども、東中の子供

たちがですね、大戸の口にありますけども、不法投棄が多い所に鳥居を置くと、

やはり人間ばちかぶるというかね、そういうつもりでですね、確かに不法投棄は

減ってきてます。そういうことで鳥居は設置してありますが、まあなにぶんです

ね、慣れてですね、また近くに捨てるようになっていることがあると思います。

そのをまあ、今回不法投棄の監視カメラはですね、今例えば高森峠、昨年も冷蔵

庫とかテレビとかありましたが、ああいう一本道の場合はですね、入口と出口に

カメラを据えて、同じ時間帯に入ってきた車が出る時の、まあトラックであれば

ですね、荷物の量が変わったりとか、そういうのもありますので、ナンバーを映

したりとかですね、そういうことをやりながら犯人捜しといいいますか、そうい

うことを不法投棄をしない、こういうふうになりますということで不法投棄をし

ないようにお願いしますということをですね、やるためにカメラを２台、これが

２台が１セットでですね、今年は試しにやらせていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 
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○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（岩下健治君） １８ページの歳入、これからいいですか。２番 岩下です。 

   使用料及び手数料の４目衛生費手数料の中の犬の登録なんですけども、これ非

常に数字が少ないような気がするんですけども、もうちょっとこう、登録をする

ように罰則等つけた条例といいますか、そういうのを考えられたらどうかと思い

ますし、それと３８ページ、総務費の５目の財産管理費ですけども、私ちょっと

このあとの委託料ですけれども、公共施設等総合管理計画作成支援業務というの

が、これが最初私が環境課だと思ったら、最初この公共施設等総合管理計画を

やってられたのは財政じゃなくて、総務課のほうでやって、次はアンケートは生

活環境課のほうでされて、その後の計画はどうなるのかなと思っておりましたら、

公共施設等の総合管理計画は今後にわたっては生活環境課のほうでされるのか。 

それと、９４ページのですね、商工費の中の観光施設管理費、使用料及び賃借

料、節の。これ、らくだ山公園借地代ですか。これはもう非常に年数が経ってお

りますので、莫大な金額になっておると思います。 これ、何とかこう、少し高く

てもですね、やっぱり購入するような方向にもっていけんのかなと思いますが、

その辺りがいかがなのかお尋ねをいたします。３点です。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

１８ページのですね、衛生費の手数料関係で、犬の登録の件数が少ないという

ことで、岩下委員から御指摘があっております。現在ですね、約５００頭強だっ

たと思いますので、登録してある分がですね。実際はまだ２割、３割は多いん

じゃないかなと思います、実際。実際のとこですね、年間新たな登録というのは

３０件から４０件程度でございますので、これが本来ですなら、１００件近くな

らんといかんとかなとは思います。御指摘の通り、条例等でそういうあたりをで

きるならですね、よその町村等のいい例等があればですね、そこらへんを見込み

ながらもう少しですね、登録のほうがはっきりした数字に近い数字になるように

努力していきたいと思っております。 

○委員（岩下健治君） その点はよろしく御検討のほどお願いします。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） その次のですね、財産管理費の中の委託料で、

公共施設等の管理計画の分について、どちらが今後もっていくのかということで

すけれども、これにつきましてはですね、総務課の課長補佐のほうからいろいろ

資料等を当初出していただいております。その分につきましては、総務課のほう

で対応していた分でございます。管理計画自体の委託料とか、その作成を依頼す

る等は財産管理に、係のほうになりましたので、今後の公表なり、いろんなケー

スができてきた場合の突合とかですね、そういう管理については財産管理係のほ
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うになるかと思います。全部の財産の総括ということで、こちらのほうに回って

きておりますので、当初は財政源ということで、よその町村も財政が主管で決

まっている分もあるし、担当のこういう管財的な部分が主管になっている部分も

ございますので、今の流れから言えば財産管理のほうで今後の計画等の執行、ま

あ当然財政とも協議をしながらしていかんと思うけどですね、なるかと思います。 

   最後のらくだ山公園の分ですけれども、私も特に地元でございますので、何と

か本来はもう少し安い額で契約ができればそれがいいんですけど、１０年ぐらい

前からこの額に上がっております。言われるとおり、購入ができればそれが一番

いいとは思いますけれども、本当に言われるのが、必要か必要じゃないかという

部分から入っていかんといかんかなと思うとです。個人的な意見ですけど、やっ

ぱりあの一帯っちゅうのは当然一番景観的にいい地点ですので、少し高くても購

入しとったほうがいいなと私も岩下委員言われたとおり思いますので、そのあた

り、町長とも相談しながら進めていければと思っております。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。今の件ですけれども、必要であるかないかという

ことはですね、仏舎利塔が建っておりますので、非常にその絡み等から賃借料が

でてますので、まあそこも十分検討されてお話合いをできるならやってみるのも

一つかなと思いますけども。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

   御指摘のとおり、私たちも土地と建物、らくだ山、仏舎利塔が別じゃおかしい

かなと思いますので、岩下委員がおっしゃるとおり、近いうちにと言いますか、

地権者とですね、お話をもつ機会をもって、また次回までにはですね、何らかの

結果報告をできるように努力してまいります。 

○委員（岩下健治君） よろしくお願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） ４番 興梠です。 

２９ページです。畜協跡地の売却の件ですが、まず町が買上げた時の坪単価は

いくらだったかを。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） １万２,０００円。 

○委員（興梠壽一君） その同額で売買されることなのか。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

   売買単価につきましては１万２,０００円でというふうに考えております。なぜ

かと申しますと、本来と言いますか、町が買う前にですね、あそこの土地はです

ね、岩下製材所さんと飯塚モータースさんで話がだいたいできとったそうなんで

すけども、そこで町も購入したいというふうなことがありましてですね、１万２,
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０００円で購入しておりますので、畜協が最初提示した金額より高くは、御存知

と思いますけども、なっておりましたので、それ以上、まあ１万２,０００円以上

というのはちょっと無理かなというふうに考えてます。 

○委員（興梠壽一君） それから委託料と分筆分が計上されておりますけれども、あ

そこだいたい、１筆だったんですかね。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

４筆あります土地で、上が２筆、下が２筆ということで、下の２筆の中の手前

の部分１筆の一部を分筆したいということで、入口のところですね、その部分を

分筆したいということで分筆の経費等あげております。下の段が２筆になってお

りますので、はい。実際坪単価１万２,０００円といいますのは、なんで１万２,

０００円でするのかというと、下については非常に起伏等もございまして、使い

がっても実際悪いということで、そのあたりを考慮しながら上の単価と下の単価

が一緒じゃなというところもありますけれども、それをあえて１万２,０００円を

最低、いずれにしろ入札をとらんといかんかなと思いますので、まあ最低価格の

基準を１万２,０００円というふうに考えております。 

○委員（興梠壽一君） ４番 興梠です。この分筆料は買い手、売り手、基本的には

どっちが負担する分ですかね。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） はい、田上です。 

   ケースバイケースだと思いますので、実質上は今回もその分上乗せして計上す

るかもしれませんけれども、分筆をどっちがしなさいというあれはないと思うん

ですね。実際分筆してから買い手方に売るっていうなら持ち主が分筆までするっ

ていう感じが多いかと思いますけれども。あと、向こうのほうからどうしても購

入したいということであれば、その分もちますよ、というようなケースもでてき

ております。 

○委員（興梠壽一君） 当然買い手のほうの都合で分筆をしなくてはならないという

ことですよね。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） はい、補佐 田上です。 

   これにつきましてはですね、当初話しておりますのは、下２筆を全部買いたい

ということは言われております。ただ、下の入口がちょっとなくなると、上だけ

になると、町として不便を被るということで、あの入口だけを確保したいという

ことで、町のほうが実質上は分筆をして売払いたいということですね。 

○委員（興梠壽一君） わかりました。もう一点いいですか。 

   すみません、９０、９１ページで湧水館トンネルの料金徴収関係ですね。今ま

で観光協会が現金を取り扱って集金、徴収を行なわれてきたということですが、
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今回券売機を購入して、町が直接に現金管理を行うというふうなことです。観光

協会のほうは、今度は指定管理もまた結ばれて、指定管理料をあげてるかと思い

ます。この観光協会がこの湧水館トンネルの料金徴収なり、管理なりをかなりさ

れてきたと思います、数年ですね。その指定管理料の中にこの分も入っていたも

のかですね、業務委託料金が。その分は今まで指定管理の中に加味されていたの

かどうかですね、お願いしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

   指定管理料とですね、湧水トンネルの入館者の料金徴収はですね、別でござい

ます。今まではトンネルの入館者の徴収につきましては、毎年３１０万円という

定額で観光協会にお願いしておりました。まあそれも、いろいろ観光協会からう

ちのほうにですね、前日の入館者の報告とかいろいろございましてですね、３１

０万円という定額でございました。協会のほうも今ちょっと人員的に少なくなっ

ておる分もありまして、私たちもしょっちゅうあそこには管理にまいりますので、

その雇入れにつきましてはもう直接生活環境課のほうでやったらということで、

今回こういうふうに変えさせていただきました。 

   それと、券売機はですね、現金は扱わないようにということで、券売機のほう

を考えております。まあ、券売機を置いたからといってですね、いろいろ御批判

もありましてですね、おいでになった方に観光地の説明とか、そういう部分が

ちょっと抜けておりますので、そちらのほうにも説明等をできるようですね、徴

収の方にもお願いをしていきたいと思いまして、まあこういう形をやりたいとい

うことで、させていただくと思います。以上です。 

○委員（興梠壽一君） すみません、４番 興梠です。 

   今、入口に券を販売されている方が１名いると思います。その方は、この券売

機の券を徴収するために残られるのですかね。料金を徴収される方が、トンネル

の前におられるでしょう。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

   券売機は置きますけども、徴収で今までおられた方についてもですね、おりま

す。買われた券を受け取って中に入っていただくと。それに併わせて、観光のほ

うの案内もですね、詳しくやっていただこうというのが今回の改正点でございま

す。以上です。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

   今のトンネルの件、ちょっと興梠委員がほとんど聞いたので、最後一つだけで

すね。水路に落ちているお金ですね、浄財の件で、さっきは賽銭箱とあれで聞い
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たんですが、前はあそこ掃除してなんかきれいにされておったみたいなんですが、

今現在は水路に落ちているお金、コインはどんなふうな取扱いになってるんです

かね。そのままですか。どういうふうになってるか。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

   以前はですね、確かに１年間に１回か２回、防水の服等を着てですね、回収し

ておりました。ここ数年については、回収ができてないのが事実でございます。

実質上、１円とか１０円とかにつきましては、水路に長くある分については、貨

幣価値が実質上ないというかんじで、受取が銀行等もできないのが現状でござい

ます。なるべく早めに回収をですね、本当はしていかんといけないんですが、な

にぶん先のほうと手前のほうと２カ所投げ込まれておりますので、次年度以降に

はちょっと回収して、その後にですね、投げないようにという表示をもう少しで

すね、今ちょっと１カ所、２カ所しかしておりませんので、そのあたりもちょっ

と考えてなるべく投げられないように進めていきたいなと思っております。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

   貨幣価値がなくなるっちゅうのは腐食したりしてからの、貨幣価値がなくなる

というかんじですか。 

○生活環境課長補佐（田上浩尚君） 補佐 田上です。 

普通のある程度読み込みきるとか、その分についてはお金として回収していた

だけるんですけれども、特に１円玉については、もう銀行のほうもそのままとっ

ていただけないのが現状でございます。ですので、なるべく早く回収するってい

うのが原則でございますが、ちょっと今のところできてないっていうのが。 

○生活環境課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

   今の理由の１つですけれども、私どもが担当してあそこにですね、１回か２回

かですね、物を落としたということで行きました。水圧といいますか、水の流れ

に対して人がですね、取るにしても深さもありますし、料金徴収自体がですね、

難しいところに、下側に落ちて石があったりとかでですね、その中に入っとった

りとかでですね、現実的に一番は水の量が多い時にはですね、私はちょっと徴収

するのは無理かなというふうには思います。人が入って徴収するとすればですね、

何かの機械でこうなんか、網みたいにですね、できればいいのかもしれませんけ

ども、まあそういうふうには感じております。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、わかりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、質疑をこれで終わります。 
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続いて討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本案について採決をいたします。議案第３４号、

平成２８年度高森町一般会計予算つきましては、原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、生活環境課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。 

どうも御苦労様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時２０分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました、たかもりＴＰＣ事

務局関連の議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題

といたします。 

それでは、ＴＰＣ事務局の説明を求めます。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 高森町ＴＰＣ事務局の東でございます。今日はよ

ろしくお願いします。 

それでは、早速平成２７年度一般会計補正予算（第１０号）の説明を係長の芹

口のほうからいたします。よろしくお願いします。 

○情報管理係長（芹口孝直君） 座って説明させていただきます。 

それでは、補正予算（第１０号）の歳入のほうから説明をさせていただきます。 

まず、１４ページをお開きください。こちらの１４ページの第１４款、第２項、

第２目の総務費国庫補助金、こちらマイナンバーシステム整備補助金ですね、こ

ちらのほうが１,７２０万７,０００円の増額となっております。こちら内訳とし

ましては、番号制度システム改修補助金、総務省分、こちらが３９３万円、中間

サーバー補助金３７７万５,０００円。続きまして、番号制度システム改修補助金、

厚労省分、こちらが３３５万３,０００円。それと、地方公共団体情報セキュリ

ティ強化対策費１,１００万円、こちらのすべての分を見込み額として当初予算か

ら差し引いた額が１,７２０万７,０００円の増額となっております。 

続きまして、２０ページをお開きください。こちらの第２０款諸収入、第４項

雑入の２目雑入の広報送料、寄附料、それから広報誌広告料として１８万円を増
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額しております。 

続きまして、歳出のほうの説明をさせていただきます。２３ページをお開きく

ださい。第２款総務費、第１項総務管理費、第２目文書広報費、こちら総額で２

０万４,０００円の減額をしております。内訳としましては需用費、主に広報紙の

印刷製本費を２０万６,０００円、こちらは広報紙の基本の８ページを超す増ペー

ジ分がなかったものを２０万６,０００円落とさせていただいております。主なも

のは以上となります。 

続きまして２４ページ、１２目の電算費になります。こちら主なものとしまし

ては、１２節の役務費４３万７,０００円の減額となっております。こちらは、各

項目の残額が積み上がったものを減額しております。 

続きまして、第１３節委託料、こちらが１,８３７万５,０００円の増額をして

おります。すべてマイナンバー制度関連の委託料となっております。内訳としま

しては、まずネットワーク整備委託料、こちらを４１６万円減額しております。

こちらは、マイナンバー制度に伴い国が設置する中間サーバーに接続する高森町

の環境構築を行うための委託料となっております。減額となったのは、当初国か

ら中間サーバーのネットワーク構築について、詳細な資料が提示されていません

でしたので、２７年８月時点では当初の金額だったのですが、その後、提出され

ていた資料にはこの機能が不用だということがありましたので、この４１６万円

を減額しております。 

続きまして、システム改修委託料２９１万６,０００円の減額をしております。

こちらは、当初より改修費用が提示されておりましたが、こちら平成２８年度の

番号制度システム改修に係る補助金が出るかどうか、当初不明でありました。そ

の後、国から２８年度分についても大幅な改修補助金が出ることが確定しました

ので、その分の補助金が出ることによる減額となっております。 

続きまして、デスクトップ環境構築委託料です。こちら２,５４５万１,０００

円を計上させていただいております。こちらは、昨年問題になった年金機構の情

報流出とかがありましたので、マイナンバー関連で国から役場で使っているパソ

コンでインターネットを接続するものと情報系ネットワーク、総合行政を切り離

すためのシステムです。現在、１台のパソコンからこの情報系と機関系を行って

いるのですが、この分離を行うためのシステムとなっております。１４節使用料

及び賃借料、こちらはすべて消費税分ですね、当初消費税８％ということで計上

しておりましたが、相手方がこの契約については５％でよいということで協議が

できましたので、その分、３％分を減額させていただいております。 

続きまして、１９節の負担金補助及び交付金３７７万５,０００円を計上してお
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ります。こちらは、中間サーバーという全国の自治体がマイナンバー制度の情報

を参照するためのサーバーになります。全国の自治体の負担金で構築運用がされ

ているため、２７年にこの構築負担金が３７７万５,０００円となっております。 

続きまして、２５ページをお開きください。２０目のたかもりＰＯＩＮＴチャ

ンネル事業費になります。こちらは第４節共済費、第７節の賃金についてですが、

こちら臨時職員分の賃金と共済費を減額しております。共済費については２０万

円、賃金については１０９万２,０００円です。これは、当初２名を雇用する予定

でしたが、実際は１名を雇用ということになりましたので、残りの１名分を減額

させていただいております。 

続いて、９節の旅費です。こちら、１２万円を減額させていただいております。 

続きまして、１１節需用費３３万円を減額させていただいております。主なも

のとしましては、燃料費ですね、こちらを３０万円減額させていただいておりま

す。 

続きまして、第１２節役務費、７万７,０００円を減額させていただいておりま

す。 

続きまして、１３節委託料、こちら主なものとしましては、自主放送番組ＴＰ

Ｃの制作の支援事務派遣料と委託料ですね、こちらを１４１万５,８０５円。続き

まして、こちらの事務委託料のほうを５９万５,０８０円減額させていただいてお

ります。こちら、臨時職員が６月に退職しましたために、残った金額を減額させ

ていただいております。 

続きまして、第１４節の使用料及び賃借料、こちらを６万円減額させていただ

いております。 

続きまして、備品購入費、こちらコピーガード装置の実際にかかった金額の残

額８万円を減額させていただいております。 

歳出については、以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいまＴＰＣ事務局の説明が終わりました。 

ただいまから質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をいたします。議案第２８号、平成２７年度

高森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議あ
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りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題といた

します。 

ＴＰＣ事務局の説明を求めます。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局 東でございます。 

それでは、平成２８年度一般会計歳入歳出予算の説明をさせていただきます。 

○情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。 

まずは、歳入から説明させていただきます。 

まず３１ページをお開きください。こちら第２０款諸収入、第４項雑入、第２

目雑入の一番下ですね、広報紙広告料、こちらを歳入として１２万円計上してお

ります。中程の広報送料寄付３万５,０００円も計上させていただいております。 

以上が歳入になります。 

続きまして、歳出のほうを説明させていただきます。 

３７ページをお開きください。第２款総務費、第１項総務管理費、第２目の文

書広報費です。こちら、主なものを説明していきたいと思います。まず、第１１

節の印刷製本費、こちらが２９５万７,０００円、主に広報紙の印刷製本費となっ

ております。そのほかのものについては、前年並みとなっております。 

続きまして、４１ページをお開きください。第１２目電算費、こちらも主な物

について説明させていただきます。まず第１１節の需用費、こちら４３万４,００

０円、消耗品費１２万２,０００円、燃料費１万２,０００円、印刷製本費を１０

万円、修繕料を２０万円計上しております。こちらも前年度並みとなっておりま

す。 

次に、第１２節役務費、主なものとしましては、公共施設間イントラネット通

信料、こちらは９１万２,３８４円、草部・野尻地区の学校や出張所ですね、こち

らが今、回線が２つ、光回線が通っておりませんので、現在２台のパソコンでこ

の通信をしている状態です。それを一本化するものとなっております。ほかにつ

いては、前年度と全く同じになります。１３節の委託料ですね、こちら主なもの

としましては、マイナンバーシステム改修委託料、厚労省分ですね、こちら総合

行政のマイナンバーに係るシステム改修となっております。３６７万２,０００円

を計上しております。そのほかにつきましては、前年度とほぼ同じになっており

ます。 
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続きまして、第１４節使用料及び賃借料、こちらもほとんどが機械やシステム

のリース料となっておりまして、項目に関しましても前年度とほぼ同じになって

おります。 

続きまして、第１９節負担金補助及び交付金、こちら主なものとしましては、

自治体中間サーバープラットホーム負担金、１４２万６,０００円を計上させてい

ただいております。こちらは、２７年度の負担金が発生しておりますが、２８年

度に関しても同じ中間サーバーの負担金ということで、全自治体が負担するもの

となっております。 

電算費に関しましては、以上です。 

続きまして、４６ページをお開きください。第１９目のたかもりポイントチャ

ンネル事業費です。第８節報償費、こちら番組出演料として２４万円を計上して

おります。 

続きまして、旅費１２万１,０００円を計上しております。 

続きまして、第１１節需用費、こちら主なものとしまして、印刷製本費、こち

らを２８年度中にアンケートを行う予定となっておりますので、こちら印刷製本

費を７万２,０００円計上しております。 

続きまして、第１２節の役務費、こちらも主なものとしまして、アンケート送

付郵便料３４万８,０００円、アンケート回収郵便料２８万１,３００円、こちら

もアンケートに伴う郵便料の送付と回収費として計上しております。 

続きまして、１３節委託料、主なものとしましては、自主放送番組制作支援業

務委託料、こちらを７９２万３,９６０円、こちらは制作会社の方に払う委託料と

なっております。 

続きまして、自主放送番組制作支援業務委託料、こちら７２万３,６００円、こ

ちらは番組のリポーターに支払う委託料となっております。 

次のページをお開きください。４７ページですね。こちらは、自主放送番組制

作支援業務委託料、こちらは主に編集を行う派遣会社に委託する料金として２５

６万８,０３３円を計上しております。 

続きまして、第１４節使用料及び賃借料１５９万円。内訳としまして、外部制

作番組放送使用料１５０万円、こちらは現在流しておりますＮＨＫ等との外部の

制作番組から購入する番組の使用料として計上しております。 

続きまして、第１８節備品購入費。主なものとしまして、スクランブル装置６

８万６,８８０円、こちらは番組のコピーガードの機械になります。 

続きまして、ビデオカメラ７２万１,８２９円。こちら、外に持ち出すための小

型のビデオカメラを２式計上しております。金額は７２万１,８２９円です。 
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主なものと歳出については以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

備品購入等のいろいろ説明ありましたけれども、昨年敬老会あたりの放送関係

でかなり不満があったかと思いますが、それに対しての対応を今年はどのような

対応を考えておられるか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東です。 

全部で２４カ所だったですね。ちょっとはっきり覚えてないんですけど、２日

間に分けてやっていました。一応、今年はその職員を張り付ける場合はそこの場

所に職員にカメラを持たせて撮ると。それ以外は考えられないですね。もしくは、

年度で、本年度は何カ所、次の次年度は何カ所という形か。今、ハンディカメラ

が全部で１３台ですね、休みがまたがると引き継ぎがなかなかでけないところも

あったんですね、カメラを渡す引き継ぎがですね。その辺も含めて、どちらか、

もしくは写真ですね、あとは映像でなくて写真でもあれば、それをテレビで流す

ような形でどうかなというふうには考えております。どうしても全部流さんとい

かんというあれであれば、そこは何とかやっぱりやっていかにゃいかんとは思っ

ております。 

以上です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

特に去年は敬老会のほうにそういう意見が集中したと思います。どうしてもお

年寄りの方は、自分が撮られとると思えば自分も出てくるだろうというふうに期

待して、楽しみにされとると思うとですよ。機械ほうも経費がかなりと思います

けれども、その敬老会の会場の半分ぐらいはちょっと器具を揃えて、できるだけ

皆さんが出るような形でされていただきたいと思います。お年寄りの方は、それ

を家で見るのを楽しみにされとると思いますので、期待に添えるようにお願いを

したいと思います。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局 東でございます。 

今、先ほど言いましたように、ハンディカメラがないときには、スマートフォ

ンでもいい画像が撮れますので、それで職員の人から何分か撮っていただいて、

それを編集して流すような形は取りたいと思います。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに何かございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 



 － 4 2 － 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をいたします。議案第３４号、平成２８年度

高森町一般会計予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、ＴＰＣ事務局に関連にする付託案件については終了いたしました。 

どうも御苦労様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました総務課関連の議案第

６号、高森町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題といたします。 

それでは、総務課の説明を求めます。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課の佐藤です。 

過疎地域自立促進計画の策定についてでございますが、総務課にあっては７

ページの行財政の状況に課題があろうかというふうに思います。この中で、まず

行政については、文言として必要な部分を書いておりますし、またこの中でも事

務処理の合理化についてということで今後の課題ということで十分検討しかなけ

ればならないというふうに考えております。 

次に、①の行政組織ですけれども、住民福祉の向上を図るという形で表記をし

ております。２番の人事管理につきましてですけれども、地方公務員法にも規定

しておりますけれども、人事評価制度本格導入をするように義務づけられており

ますので、２７年度試行をいたしましたけれども、完全な形で終わっておりませ

んので、早期に制度の内容を詰めて実際運用していかなければならない状況です。

３番は事務処理についてですけれども、それぞれ体制を整えていかなければなら

ない。また、これらに電算組織の事務処理についての必要な人材を養成していか

なければならないという考えがあります。 

次に、財政についてですけれども、２７年度から本格的に今ふるさと納税も全

庁的に取り組んだ部分がございまして、自主財源の確保という部分では現在でき

ておりますけれども、ふるさと納税については永久に充てにできる財源ではござ

いませんし、今後、いろんな部分で財源の見直し、補助金も含めてそのような形
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で見直しが必要かというふうに考えます。 

それから、地方債についても、これは適正に管理を行っていかなければならな

い。基金の運用につきましては、昨日、４基金につきまして廃止ということを可

決いただきましたけれども、それらも含めて適正な財政運営を図っていかなけれ

ばならないというふうに考えているところです。 

財政の状況につきましては、１０ページのほうに書いているところでございま

す。総務課といたしましては、この部分が基幹となる部分じゃないかと思います

が、あとは防災、消防のほうに対して後藤補佐のほうから申し上げます。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） お疲れ様でございます。総務課の課長補佐の後藤で

ございます。 

過疎計画に定めますところの消防及び防災、防災無線とかそういったものを含

めたところでお話をさせていただきます。 

２９ページをお開きいただけますか。たかもりポイントチャンネルの整備によ

りまして、非常に防災面からの引き出しというか、多様性は増してきたかとは

思っております。しかしながら、どうしても防災上の核になる部分というのは防

災行政無線だというふうに考えております。既に御存知のとおり、防災無線につ

きましては昭和６０年度に建設をいたしまして、昭和６１年からの運用でござい

ます。既に御承知のとおりもう３０年を経過しております。今現行の総務省が出

しております法律の中では、まだデジタル化の強制力というのはございませんが、

一応の下情報では３１年度を目途にというところでお話がなされております。そ

ういったところで、この計画が３２年度までですので、翌年度、２８年度をもっ

て庁舎内のプロジェクトチームを立ち上げまして、今と同じ形でデジタル化をす

れば、やがて６億円近くかかります。ですので、今からさらに地方交付税とかと

いったものが絞られてくるということを勘案すれば、いかに安くて、迅速に伝え

られるかというところにテーマを絞って、このプロジェクトチームの中で検討を

重ねていきたいというふうには考えております。今のもくろみとしまして、１年

間検討して、その視察等も含めましてですね、その後に最終的にはプロポーザル

という形で、一番いい形を選んでいきたいというふうには考えております。最終

的な設置としましては、平成３０年度を考えて、今のところ予定として考えてお

ります、更新ということでですね。それが２９ページの防災無線に係る部分でご

ざいます。今、御承知のとおり個別受信機も各戸に配っております。しかしなが

らボリュームのノイズであったり、受信の状況だったり、いろいろ本当に出てき

ております。今、たまたま詳しい方がいらっしゃいましたもので、安価でその作

品、個別受信機を、高森専用のやつをつくっていただいて、今代替機としてそれ
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を使わせていただいおります。防災無線関係につきましては、そういうことでご

ざいますが、次の３１ページをお開きいただけますか。全体の消防防災というと

ころでちょっとお話をさせていただきたいと思います。これにつきましては、既

に沈静化はしておりますけれども、阿蘇山も噴火するようなそういう状況も加わ

りまして、さらに各地で災害が頻発して、その頻度と衝撃度、被害ですね、非常

に著しくなっております。そういったものを住民に情報としてどんだけ知らせる

かというのが我々の責務と考えております。要するに結果的に自分の命は自分で

守るという形のお伝えになりますけれども、その意識をいかに醸成していくこと

が大事かなというふうな感じではおります。 

それと、その下の消防と救急関係でございます。今現在、消防団につきまして

は、使い慣れた言葉で申しますと消防団は本当に地域防災の要と言われますよう

に、本当にそうだと思います。しかしながら、現在団員を機能別団員というＯＢ

の方も山東部におかれましてはまた一度入っていただいて、動いていただいてお

ります。実際、先だっての上津留の火災だったり、永野の人捜しであったり、本

当に数多く参加をしていただいております。今勤め人が多くなりましたので、現

役の団員のほうは少ないようなそういう状況も生まれてきておりますので、消防

を活かしながらも、地域での防災力という形でもう一回根本から考え直さなく

ちゃいけないかなというふうに思っております。 

それと、その下のオのですね、交通安全対策でございます。これにつきまして

は、春と秋の交通安全週間がございます。シートベルトの着用等の義務づけが行

われてからというものは、死亡事故がかなり減少しております。件数的には多う

ございますけれども、あくまでもけが程度で済んでいるという形になります。２

８年度から第１０次の交通計画という形に入ってまいりますので、また引き続き

これに関しては、非常にマンネリ化する交通政策でございますけれども、しかし

ながら一頃言われておりました交通戦争と言われる時代はもう疾うに過ぎました

けれども、それで命を亡くす人が少しでも少なくなるように努めてきたいという

ふうに思っております。 

それと、３５ページをお開きいただけますでしょうか。３５ページの表の４番

の消防施設の計画の部分を書いております。これにつきましては、防火水槽が阪

神大震災以降、この間の東日本にしましても、地震による防火水槽の被災、要す

るに漏水ですね、それが顕著でございますので、今は耐震性の防火水槽しか認め

られておりません。そういったものを随時更新とか、昔のやつを、そういったも

のを１年に１つでも２つでも進めていこうというところで、一応ここに５基上げ

させていただいております。御承知のとおり別荘地とか、自治会ができないとこ
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ろもございますので、そういったところにおいては、何らかの方策を、こちらの、

要するに行政的に方策を講じなければいけないかなというふうな考えを持ってお

ります。その防火水槽につきましては以上ですが、あと消防団のほうの関係にな

りますけれども、小型ポンプ、俗に言う積載車と消防団の詰め所の関係、これも

いずれにしても消防のポンプとかそういったものは１５年、２０年のスパン、５

年スパンで見て、随時変えていく形になろうかと思いますけれども、消防団の詰

め所は最近ここにきて非常に老朽化が著しくなっております。一方で、団員の減

少等もございますもんで、なかなかここも改修が進まなかったり非常に難しいと

ころもございますけれども、極力やっぱり、先ほど申しました消防団がいなくて

は有事の際は何もできないということを根本に考えますと、手厚くやっぱり活動

ができるための基盤というのをつくっていきたいというふうに思っております。 

私のほうからは以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。お疲れ様です。私のほうから

財政的な面で１点だけ補足をさせていただきたいと思います。 

５２ページ以降に平成２８年度から平成３２年度までのそれぞれの年度におけ

ます事業の内容と金額をお示しといいますか、計画に盛り込まさせていただいて

おります。計画自体は企画のほうですね、政策推進課のほうでこの過疎地域自立

促進計画はつくっておりますけれども、財政としましてはその過疎債を借りる上

で、この過疎地域自立促進計画のこの表の中にその事業が載っていないと借りる

ことができません。ですので、例えば１行目に有害鳥獣防除対策事業とか、これ

が過疎債の対象になるか、ならないかは別といたしまして、ここに事業及び金額

が入ってなければ過疎債の対象となることができませんので、もしこの中に盛り

込まれてない事業がございましたら、盛り込まれてない事業で、なおかつ過疎債

を借りる必要がある場合には、そのときにこの計画の見直しをするという流れに

なっております。ですので、最初の計画書にはある程度想定できる事業というの

が、現時点で想定できる事業をもれなく盛り込む必要があるというところで、今

回これだけの事業が盛り込まれているということでございます。過疎債につきま

しては、元利償還金の借りた後のお返しする金額、元利償還金の７割が地方交付

税に参入されますので、特に有利な制度でございますので積極的に今後も活用し

ていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま総務課のほうから行財政また地方防災の現状とこ

れからの整備方針等につきまして説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 
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○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

消防のほうの話で出ておりました別荘地あたりの防火水槽はわかりましたけど、

自主防災組織あたりの状況はどんなかわかりますか。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 総務課長補佐の後藤でございです。 

別荘地あたりの自主防災組織ということでございますけれども、町の方針とし

ましての自主防災組織は、今の駐在区、３２駐在区ありますので、そこを中心に

というところで今やっております。としますと、現存の俗に言う別荘地という部

分は、広域農道沿いですので、戸狩だったり小倉原という形でカウントをさせて

いただいております。その中に加入してくださいという形にはなっておりますけ

れども、いかんせん地元住民と背中合わせという情報ももちろんいただいており

ますので、そういう情報をいただいた中で２回ほど地元に自主防災組織はいかが

ですかということである程度各戸にチラシを入れて、会議を２回ほどやっており

ます。しかしながら、まとまりがどうしても付かずに、聞いていらっしゃる部分

もあるかと思いますけれども、都会の人との煩わしさ、そこから逃げてきたとい

う方もいらっしゃったりとかですね、そればっかりじゃないとは思いますけど、

中には積極的に出てこられる方もいらっしゃるんですが、結論として至ってない

というところですね。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにありませんか。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

先ほど後藤補佐のほうから消防団の説明がございましたけれども、ここには女

性消防隊という明記がなかったんですけれども、ちょっとそこらあたりを。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 総務課長補佐の後藤でございです。 

今、女性消防隊という話でございますけれども、意識の中では、団長をはじめ

幹部と話す中には、今の段階で１３名ですかね、１３名になりまして、一気に増

えてきたんですが、その役割をどうするかという部分が今ひとつ明確にできてな

い部分がございますので、その絞り込みができてくれば、女性消防隊を公にです

ね、公に募集は掛けているんですけれども、もっと積極的に展開ができるかと思

います。今年１０月に佐賀で全国大会がございまして、そちらのほうに行ったと

きには、現場に行っていらっしゃる女性消防隊も実際ございまして、じゃ何をさ

れるのかなというふうな考えで聞いておりましたら、焼け出された方々のケア

だったり、そういった福祉の面ですね、どっちかというとその生活を支える側の

ほうで段取りをしていらっしゃった報告を聞きました。確かにそういう部分では

なるほどなという感じで思いましたので、もうちょっとそこを今の現行の幹部あ

たりとしっかり検討して、もうちょっと魅力あるものにしていければ、女性の声
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もいっぱい拾えるんじゃないかなと、また入っていただけるんじゃないかなとい

うふうには感じております。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終了いたします。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をします。議案第６号、高森町過疎地域自立

促進計画の策定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第１５号、高森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部改正についてを議題とします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

議案第１５号、高森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正

についてということでご説明をいたします。 

新旧対照表を御覧いただきたいと思います。２枚めくっていただいて、新旧対

照表。議案第１５号、人事行政の運営等の状況の公表ということで、毎年９月に

公表することとなっております。現行から追加する項目が左側のほうです、改正

後、新というところで（２）職員の人事評価の状況ということです。これが平成

２８年４月から人事評価が義務づけられましたので、その人事評価をすることの

公表、その内容の公表、評価する内容の公表をする。（５）職員の給料に関する

状況というのがまた追加されました。（８）職員の退職管理の状況というのが追

加されております。（９）で削っておりますのが、及び勤務成績の評定というこ

とで、この勤務成績の評定がなくなりました。これがなくなりまして人事評価の

状況（２）のほうに移っているということです。そういうことで、新たに３項目

追加になっています。あと、一部文言を削るということでなっております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま説明が終わりました。質疑を行いたいと思います。

質疑ございませんか。 
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○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

今の説明ですけれども、職員の人事評価というのは非常に難しい問題があると

思うんですね。そこは、どういうふうに捉えておられますか。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

昨年、試行的に行いまして、モデルとなる人事評価のやり方、表がございまし

て、それを基に全職員取り組みをやりました。完全改修まではやっぱりいかない

ということが１点、やはりそれをすることによる負担、それぞれの職員の負担と

いうのがやっぱり一つの大きな要因ということと、あとは目線といいますか、そ

れぞれに目線が違うという部分、感じ方が違うという部分もありますし、そうい

う部分で非常に複雑というか、いろんな難しい部分はあると思いますけれども、

やはり国の政府で決まったことですので、うちは規則で人事評価のことはつくっ

ていきたいと思っていますので、その規則に基づいてやはりやっていかざるを得

ないというふうに考えています。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。少し補足をさせていただきたいと思います。 

人事評価は、例えば管理職が部下だけを評価するということではなく、目的は

能力であったり、向上する、事務所といいますか、役場全体で能力を向上させる

というのを目的としてやろうとしているのが高森の形です。ですから、例えば課

長と部下がどういうことを向上させようかという目的をつくってですね、目標を

つくって、結果的に例えば半年経った後に、この１年間のうちの上半期にはどう

でしたかというのをお互いどれだけできたかというのを本人もわかった形で評価

をする。最終的に、目標設定したものがどれだけ達成できたかというのを評価に

表していくという形をつくろうというふうにしております。ですから、目標はつ

くったが、じゃどれだけできたかという問題について、今補佐が言いましたよう

に、ただ職員にこれだけさせるじゃなくて、どこをどうしたらその目的を達成で

きるかというのをお互いに話をしながら目的を達成させていかなければならない

ということであって、例えば何でお前はできんとかじゃなくて、どうしたらでき

るかとかいうやりとりをしないといけないという部分で評価する側、管理職もい

ろいろ勉強しないといけないというところであって、なかなか難しいというのが

試行した中での感想ですね。ですから、勤務評定とは評価が違うというところを

皆さんにも考えていただいておく必要があるかなというふうに思っています。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。今言われた、ただその目標をですよ、お互

い管理職と部下とコミュニケーションとってやっても、その目標の立て方にも、

それぞれの管理職おられますので違うだろうし、低くければ、目標がですよ、低

ければ、極端にいいますと、こら惰性でいってこの人はまたそこは勤務評定じゃ
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ありませんのであれですけど、こんなのなかなかできるかとかいうようなことに

もなりかねんとも限りませんし、そこらが難しいんですけど、例えば評価、お互

いするわけですけれども、そのときにその目標を設定するときのある程度の管理

者のほうの、結局その何といいますかね、こういう一線といいますか、そこら辺

がないといろいろ難しいような気がしますけれども、そこらはどうでしょうか。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。今、おっしゃいましたように、難しいところ

は何かと申しますと、そこが一番難しいんですね。ですから、目標設定をどうい

うふうに設定するかというのが一番難しいです。また、例えば極端な話をいたし

ますと、税務課だったら滞納率をどしこに下げますという数値目標を立てられる

ところもあります。ところが、じゃ住民窓口じゃ印鑑証明はどしこ出しますなん

ていう目標は立てられませんのでですね、そこではどれだけその住民の方にちゃ

んと詳しく説明ができるかとか、応対ができるかというような目標でしか出せま

せんので、全庁的には部署部署でばらばらになりますので、ここあたりが一番悩

ましいところではございます。 

以上です。 

○委員（岩下健治君） 大変でしょうけれども、それが法の趣旨であれば頑張ってく

ださい。 

○委員長（芹口誓彰君） 私のほうから今の件ですが、人事評価の状況について、内

容を公表するということになりますが、その公表する評価の項目、これについて

どういった内容について公表するのかとか、定めておりますか。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

今のところ、具体的にその示してあるわけではございませんし、先ほどから言

いますように評価の方法もやっぱり自治体によって違いますので、今後やっぱり

十分検討した上で公表していかなければならないというふうに思っています。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようですから、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をします。議案第１５号、高森町人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第１７号、高森町職員の退職管理に関する条例の制定についてを

議題とします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

高森町職員の退職管理に関する条例の制定についてということで御説明を申し

上げます。 

こちらも地方公務員法の改正に伴いまして条例の制定が必要になったものでご

ざいます。昨日、１０番議員さんからも御質問がございましたけれども、離職し

た日の５年前の日より前の職員、その職務上の行為に関する要求ですとか依頼を

してはならないと、離職後２年間はそういうことをしてはならないということが

一つと、再就職の状況を公表しないといけない。さっきの人事行政の運営等の状

況の報告というのもございましたけれども、そのことを、これも公表しないとい

けないということで、そういった趣旨の条例の制定ということです。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま総務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をします。議案第１７号、高森町職員の退職

管理に関する条例の制定については、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第１９号、高森町一般職員の給与に関する条例等の一部改正につい

てを議題とします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

高森町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例ということで御提
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案を申し上げました。平成２７年の人事院勧告、それから熊本県の人事委員会の

勧告に基づきまして、本町も一般職員の給与に関する条例を改正するものでござ

います。 

第１条に記載していますのは、主なものでいきますと勤勉手当の支給率を０.１

月分引き上げるということでございます。そのほかにも諸々ございますけれども、

主なものについてはそういったこと。それから、第２条につきましては、国が

行っております給与の総合的見直しということでなっておりまして、本町におい

てもそれを実施するということで、そのことにつきましては今年４月から１年、

来月から給与の減額改定をするものでございます。したがいまして、第１条で申

し上げました平成２７年の人事院勧告に基づくもので、いったん給与は引き上げ

られますが、来月４月１日からの分で引き下がりますので、総合すると引き下

がってしまうということになります。給与自体は引き下がります。なお、現給補

償については、引き続きといいますか、現給補償はさせていただくということで

御提案を申し上げているところでございます。 

以上、主なところで御説明を申し上げました。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第１９号、高森町一般職員の給

与に関する条例等の一部改正については、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続きまして、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを

議題とします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

まず、６ページからお開きいただきたいと思います。繰越明許の関係でござい

ます。財政のほうで繰越明許の調整をしております。マイナンバー制度関係、あ
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るいは降灰対策と道路整備事業、あと災害復旧事業関係で４本、４つの項で御覧

の額の繰越計上をさせていただいております。 

続きまして、次の下のページ、７ページ、第３表債務負担行為の補正というこ

とです。１番から１２番までにつきましては、各契約関係業務ですとか、２８年

度の単年度の事業、単年度の業務関係でございまして、２８年度４月１日から契

約が必要なものにつきましては、もうその前に契約の手続きを進めないといけま

せんので、２７年度中から手続きをする必要がありますので、ここに追加という

ことで１２番まで、合計１８７個の事業について、事業委託なり、そういったも

のについて１８７項目の負担行為を設定させていただくというものでございます。 

それから、１３番から以降につきましては、それぞれ２８年度以降それぞれの

年度までの債務負担の設定をさせていただくものでございます。 

続きまして、次のページをお開きいただきたいと思います。８ページ、第４表

地方債補正でございます。変更する項目のみ今回は上げさせていただきました。

年度末ということで、起債の限度額をそれぞれ変更するものでございます。１番

目の情報通信基盤使用料につきましては、過疎債のソフト事業分ということで、

当初５,６４０万円で予算を計上いたしておりました。この５,６４０万円といい

ますのは、それぞれの市町村の枠がありまして、基準財政需要額だったと思いま

す、そこを基本に算出されて割り当てられた金額が５,６４０万円というソフト分

でした。ソフト事業分については、それを活用する市町村が少ないもんですから、

結局年度末にはこれだけ追加上乗せ分、こっちが借り換え分を満額借りることが

できましたので、６,６００万円に増額をさせていただくということで計上させて

いただいています。３番目以降の町道整備事業以降につきましては、それぞれ実

績、または実績見込みにより減額をさせていただいたものでございます。 

続きまして、歳入予算のほうに移らせていただきます。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

それでは、１２ページをお開き願います。中段にございます分担金及び負担金

でございます。消防費の分担金でございますが、消防詰め所等の改修によりまし

て、地元からの分担金として１割を分担金としていただいております。その工事

の関係が地元との調整、土地とかそういったものが不調に終わりまして設計を変

更せざるを得なくなりまして、その分が小さくなりました。その分で額も減って

まいりましたので、２０万２,０００円の減額をさせていただくものでございます。 

以上でございます。 

○地域振興係長（村嶋立章君） 地域振興係の村嶋です。 

１３ページをお願いします。総務費使用料なんですけど、朋遊館の入浴料、こ
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れを５万９,０００円減額させていただきました。ちなみに２月末までの入浴料は

４３万１,６００円となっておりますので、その分に対する減額を５万９,０００

円計上させていただきました。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

１７ページをお開きいただけますか。下から２番目の７目の土木費県補助金で

ございます。これが３００万円ございます。これは、土砂災害の危険住宅の移転

補償費というところで補助金を県の土木のほうから補助金として設けられたんで

すが、希望者１件分というところで上程をさせていただいておりましたが希望者

がなかったということで３００万円を今回減額とさせていただきます。 

その次のページ、よろしゅうございますか。１８ページになります。県支出金

の総務費の県委託金でございます。昨年行われました県議会議員の一般選挙の委

託金を終了しましたことによりまして減額をさせていただきます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

２０ページをお開きいただきたいと思います。２０ページ、中段から下のほう

です。第２１款地方債につきましては、それぞれ先ほど第４表の地方債補正で説

明いたしましたとおりでございます。２０ページから２１ページにかけての地方

債の説明でございました。 

めくっていただいて２２ページ、歳出に移らせていただきます。まず、議会費

からでございますが、議会費の第２節給料、それから職員手当等、第４節共済費、

これにつきましてはそれぞれ実績に、最終見込みですね、今年度の最終見込みに

よるものでございます。以後、次の一般管理費でもそうですが、報酬と給料と職

員手当等と共済費、この２節、３節、４節の変更につきましては、増減につきま

しては、今年度の最終見込みということで御了承いただきたいと思います。 

続いて、次の２款総務費の一般管理費ですが、報酬につきましては駐在嘱託員

さんの報酬等の減額、それぞれ実績見込みに伴うものでございます。第７節賃金

の減額につきましても、今回減額をさせていただきました。それぞれ実績に伴う

減額でございます。 

次のページ、２３ページの財政管理費につきましても、これも用途は実績見込

みによる減額です。 

それから、第７目訴訟費につきましても、こちらも実績見込みによる減額、１

０万８,０００円の減額をいたしております。顧問弁護士委託料の減額でございま

す。 

○地域振興係長（村嶋立章君） 地域振興係の村嶋です。 

２４ページをお願いします。１３番の草部出張所費に関しまして、消耗品及び
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食料費として２万２,０００円を減額しております。また、野尻出張所費として需

用費の消耗品、燃料費、食料費をそれぞれ４万４,０００円減額しています。それ

から、１５番の朋遊館管理費なんですけど、共済費を１万２,０００円、次のペー

ジ、２５ページですけど賃金を７９万６,０００円、需用費として２８８万６,００

０円、役務費５万９,０００円、委託料４１万３,０００円をそれぞれ減額計上して

おります。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

その下にあります１６目の交通安全対策費でございますけれども、本来であれ

ば総務課の所管でございますけれども、この内容にいたしましてはハード事業で

ございます、建設課の土木係でやっておりますので、向こうのほうで説明がござ

います。ですので、ここは費目としてはうちでございますけれども、説明はござ

いませんので。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

めくっていただいての２１目庁舎等管理費でございます。それぞれ最終の見込

みにより、一部増額もありますが減額をいたしております。 

総務費降灰対策費、その下、２２目でございますけど、こちらも減額見込みで

使わない分を減額させていただきました。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。 

今回上げております分、ふるさと納税分につきまして、総務費の目３ふるさと

納税費の節１８備品購入費ということで５万１,０００円計上させていただいてお

ります。こちらにつきましては、今後、ふるさと納税というのがさらに繁雑に

なってくることから、職員配置等まずこちらの分について検討しております。そ

ちらの分のイスと机、一式という形になっております。 

あと、もう一つございます。２３ページに戻っていただいていいですか。総務

費の一般管理費の中で、節１４使用料及び賃借料ということで、高速道路等使用

料２０万円上げております。こちらにつきましては、当初予算で町長の公務等に

係る使用料３０万円というふうにしておりましたけれども、４月から実績ベース

で見て月４万円ほどの支出がございます。これを１２月で当てはめますと５０万

円ということで、その分の２０万円を今回増額しております。 

以上です。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

２８ページ、２９ページをお開きいただけますか。昨年行われました選挙の関

係の経費を一括してここで落とさせていただいております。 

続きまして、４０ページをお開きいただけますか。消防費でございます。まず
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１目の常備消防でございますが、これは広域消防本部への負担金でございます。

実績に伴いましての減額でございます。 

次の２目の非常備消防費の各節でございますけれども、ほとんど実績に伴いま

して減額をさせていただいておりますが、一部旅費につきましては５万円の計上

をさせていただいております。 

それと、３目の消防施設費でございます。これにつきましても、需用費の修繕

料につきまして、一部ちょっと修繕が必要な部分が出てまいりましたので、その

５万円だけを上げさせていただきまして、あと残りの費目につきましては減額を

させていただいています。 

それと、４目の防災管理費の報償費と需用費につきましては、減額をさせてい

ただいております。それ以下につきましては、総合調整係の緒方係長のほうから

御説明を申し上げます。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

委員会の前にお配りいたしました１枚の資料に基づいて説明させていただきま

す。今回、特設公衆電話の設置ということで必要な経費を計上しています。この

特設公衆電話とは、ＮＴＴのほうが推進している災害時に特化した優先電話の設

置ということで、例えば東日本大震災時には、一斉に通信インフラがパンクしま

したけれども、公衆電話については比較的容易につながったということがござい

まして、それを教訓にＮＴＴグループが災害時に特化した特設公衆電話というも

のを設置を今積極的に進めているところでございます。真ん中の円のところです

ね、主な設備ということで、基本的にＮＴＴ側が設置する部分については青色で

実施されている部分になります。こちらについては、引き込みから屋内配線まで

すべてＮＴＴがやるのと、その災害時に発生する通信料につきましても、ＮＴＴ

がすべて負担をします。町として必要になる部分につきましては、この赤の部分

ですね。赤で書いてある部分、電話機であるとか、その保管するための箱、また

屋内配管のための穿孔、穴を開ける作業であるとか、町の施設に付属する部分に

ついては町で負担してくださいということになりますので、今回計上いたしまし

た節１２役務費１７万３,０００円が工事作業、アンカー設置等の工事作業になり

ます。節１８備品購入費につきましては、そちらに設置する特設公衆電話機、こ

れは昔の黒電話タイプです、電源が必要なタイプになりますけれども、こちらを、

先ほどお配りした資料の裏を御覧ください。１４カ所に主な避難所ということで

１４カ所を設定して、こちらすべて電話機とそれを保管するための箱、すべて設

置して、災害時には優先的に使えるように事前に準備しておくという取り組みに

なります。その分の経費として備品購入費を７万４,０００円上げております。 
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以上で説明は終わりになります。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

すみません、もう一つ４１ページの防災管理費の負担金の部分でございます。

これにつきましては、先ほどの県の土木のほうから土砂災害の際の住宅移転の補

助金も、その分を計上しておりました分の落とさせていただく分でございます。 

以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

最後になります。４５ページをお開きください。４５ページの中段から下の第

１１款公債費です。償還金利子及び割引料を若干増額させていただきました。元

金率なしですね。利子につきまして、財源の組み替えを一部、住宅使用料の収入

の関係で財源組み替えを行いました。 

最後に、第１２款諸支出金でございます。財政調整基金積立金でございます。

今回の補正予算の全体的な調整によりまして積立額を１,０８４万５,０００円増

額させていただきました。 

以上、補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（芹口誓彰君） 総務課の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

先ほどの防災管理費の中のこの災害時における通信手段の確保についてという

ことで、これは常時おられないところの避難所がありますけれども、この電話機

はどこで保管をしとくんですか。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

こちらの場所につきましては、玄関先の比較的わかりやすい場所に、目立つよ

うに置いてくださいということで指示があっておりますので、もちろん特設公衆

電話という、非常時用とかですね、表記をした上で、派手な飾りというか、目立

つようにして常時置かせていただいて、こちらの設置が終わり次第、ＴＰＣであ

るとか、公告を使って住民の方に周知して、こういった電話機がございますとい

うことを周知させていこうと思っています。 

○委員（岩下健治君） はい、わかりました。 

○委員（本田生一君） ８番 本田ですが、これ特設公衆電話、今、岩下委員が言わ

れました、これは普通には使えんわけですね、これは特別なときだけしかね。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

こちらは、もう災害時に特化した分ですので、普段は外しております。実際は

災害時に使ってくださいということで表記しておりますので、それ以外の目的に
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は使用できないというふうになります。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（興梠壽一君） ４番 興梠です。我が地元のことで恐縮ですが、今、避難所

が高森自然学校という、何か学校の１階を指定してあっとですよね。それ以外は

みんな体育館とかセンターとか、固有の建物を指定してあるわけです。自然学校

には一帯に体育館もあるし、学校と付随した建物があります。どこを指定される

のかですね。そこを確認しておきたいと思います。 

それと、現在防災の避難所については、防災マップの中に電話が、既設の分が

書いてあるですもんね。あれとはまた関連はないんですかね。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

まず、御質問の高森自然学校につきましては、一番人が今集まられているとこ

ろですね、居住性の高いところについて設置を予定しております。いつも選挙が

あっているところです。あちらに設置して、ここに公衆電話がありますという形

で供給したいと思っております。 

あと、既設の電話との違いなんですが、こちら発信専用なんです。こちらが

しゃべる専用になりますので、安否連絡を。 

○委員（興梠壽一君） 受信はなし。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 受信はなしです。発信だけになりますので、そう

いった形の。ＮＴＴであるとか、安否情報確認の掲示板等ございますけれども、

あれをこちらから発信できるようにしている状態の災害の特設電話という形にな

ります。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでござますので、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第２８号、平成２７年度高森町

一般会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後２時２５分 

再開 午後２時３５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開いたしま

す。 

   議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題といたします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下です。 

まず、８ページからお開きをいだきたいと思います。債務負担行為の補正でご

ざいます。総務課関係で、庁舎の印刷機が老朽化していまして、今回の皆様にお

配りしている議案の印刷のときに相当印刷機が調子が悪くて苦労をいたしまして、

その関係でどうしても入れ替えが必要ということで印刷機のリースを債務負担で

計上させていただきました。 

あとは町有公園の草刈りを長期で、３０年度までの契約ということで３０年度

までの債務負担ということで計上をさせていただいております。 

第３表地方債につきましては、２８年度の限度額を計上させていただきました。

１番目の情報通信基盤使用料につきましては、先ほど御説明しましたとおりソフ

ト事業に２８年度は５,９００万円で限度額を設定させていただいております。２

番の臨時財政対策債につきましては１億３,０００万円、それから総務関係では６

番の消防施設整備事業の関係でございます。防火水槽関係で６１０万円過疎債で

予定しておりますのと、７番目の防災無線整備事業ということですが、これは県

の防災無線の負担金、町が負担する必要がございます。これも起債対象になると

いうことで、起債で対応させていただきたいということで地方債のほうを計上さ

せていただきました。以下、全体で３億１,８６０万円ということでございます。 

続いて、歳入に移らせていただきます。総務関連では、１３ページからでござ

います。１３ページの第２款地方譲与税以降でございます。地方譲与税以降につ

きまして、ほぼ前年並みといいますか、２７年度の実績見込み等を勘案しまして

２８年度も予算計上させていただいております。若干増減がございますが、２７

年度の実績見込みによるものでございます。 

１４ページをお開きいただきたいと思いますが、１４ページの第６款地方消費

税交付金が２,６００万円増額で１億１,４００万円となっておりますが、これに

つきましては５％から８％に上がりました、平成２６年度に引き上げられており

ますのがようやく２８年度から全額地方に配分されることになります。タイムラ

グがありまして、２７年度の途中で全額来るようになりましたもので、年度の予
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算としましては２８年度からその引き上げ分の消費税が反映される形となってお

ります。その関係で２,６００万円増額となりました。 

次のページ、１５ページの第１０款地方交付税につきましては、２０億円ぴっ

たりで計上させていただきました。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

その次の１１款の交通安全対策特別交付金でございます。これにつきましては、

１２０万円で計上させていただいております。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 次の１６ページです。１６ページで、第１３款使用

料及び手数料ということで、総務費使用料では、まず高森総合センターの使用料

を３６万円で計上させていただきました。２７年度の実績見込みによるものでご

ざいます。 

○地域振興係長（村嶋立章君） 地域振興係の村嶋です。 

同じく２款の総務費使用料ですが、朋遊館使用料として入浴料５７万６,０００

円、これは月額４万８,０００円を見込んで１２カ月分で計上しております。それ

から、朋遊館の施設使用料ですが、これは月額５,０００円の１２カ月ということ

で６万円、トータルの６３万６,０００円を計上させていただきました。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

２６ページをお開きいただけますでしょうか。補正のときにもお話をさせてい

ただきましたが、２８年度におきましても再び土砂災害危険住宅の移転補償とい

うことの補助金の３００万円を計上させていただきました。これにつきましては、

県が独自でこの制度をつくりました関係で、町が予算を付けることはございませ

んけれども、トンネルという形で計上をしてくれということでございますので、

毎年度の計上という形になります。御了承いただきたいと思います。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

２８ページ、一番下の第１６款財産収入の利子及び配当金のところで、５７０

万円を基金の運用収入で５７０万円計上させていただきました。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

２９ページの中程の寄附金でございます。寄附金の消防団の退団者の寄附金と

いうことで５万円を計上させていただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係長の緒方です。 

同じく１７款寄附金のうち、その次のふるさと納税寄附金につきまして、５,０

００万円を計上しております。今年度の寄附金については総額２億円ということ

なんですが、これはあくまでも初年度のボーナス的な金額でございまして、次年

度以降につきましてはかなり現実的な数字を上げていく必要があると思われます
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ので、そのうちの５,０００万円ということで今年は当初計上させていただいてお

ります。 

続きまして、１８款繰入金になります。基金繰入金の中で節１基金繰入金、ふ

るさと応援基金繰入金ということで、今実際に当初予算のほうでふるさと応援寄

附金を使って、このような財源として事業を実施する予定になっているものに対

して６４０万円を計上しております。こちらにつきましては、また必要な額が固

まり次第、随時繰り入れていく形を取っております。 

以上です。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐 後藤でございます。 

すみません、今の１８の繰入金もありますけれども、一つちょっと飛ばしてし

まいましたので、２７ページをお開きいただけますか。１５款の県支出金です。

総務費の県委託金になります。参議院の通常選挙の選挙委託金を６１０万円上げ

させていただいております。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

そのすぐ上でございます。こちらも漏れておりました。権限移譲事務委託金と

いうことで、これらの項目ですね、今年の実績見込みによりまして２８年度の４

６万３,０００円総額で権限移譲事務委託金を計上させていただいております。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。 

続きまして、２９ページをお開きいただけますか。先ほどの繰入金のところで

ございます。消防団の基金がございますが、退職金を基金に繰り入れております

けれども、その中から２５万円をポンプ操法大会の優勝旗が傷んでおりますので、

対象的にはそれに充てさせていただきたいというところで２５万円を繰入金とし

て上げさせていただきました。 

以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

順番が変わってしまいます。その上の財政調整基金を見ていただきたいと思い

ます。今回、財源調整のために１億３,１００万円、これを財政調整基金のほうか

ら繰り入れるということで計上させていただいております。不足する財源という

ことで、財源調整のため１億３,１００万円でございます。 

次のページ、３０ページの一番上、第１９款繰越金につきましては６,０００万

円、前年度と同額で６,０００万円計上させていただいております。 

３１ページ、雑入の項目ですと、まず一番上のオータムジャンボ宝くじ市町村

交付金ですね、市町村振興協会のほうから交付されます。３３１万９,０００円で

ございます。それから、中段ほどのコピー代ほかということで、これも雑入でコ
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ピー代ほか１８万円計上させていただきました。それから、自動販売機がござい

ますけれども、正面玄関のところにですね、それの自動販売機の電気料、あるい

はその下の交付金です、１２万円、４万２,０００円と１２万円、それと電気自動

車の急速充電器の電気料を雑入として受け入れるということで６万円を計上させ

ていただいております。 

次のページをお開きいただきたいと思います。３２ページになります。先ほど

地方債の補正でも説明しましたとおり、第２１款町債につきまして、総額３億１,

８６０万円を計上させていただいております。 

このまま歳出のほうに移らせていただきたいと思います。３３ページから歳出

になります。第１款議会費から第２節の給料等職員手当と第４節共済費につきま

しては、総務課のほうで、行政のほうで計上させていただいております。それぞ

れ職員の人件費関係でございます。 

３４ページを御覧いただきたいと思います。第２款総務費の一般管理費、１目

一般管理費です。ほぼ前年並みでございますが、まず変わっているところを申し

上げますと、第１節の報酬の一番下のところに法務専門調査職員報酬ということ

で２４万円を計上させていただいています。昨日も提案説明ございましたけれど

も、行政不服審査法の施行の関係で、本町におきましては外部から非常勤として

職員をお願いすると。これも審査請求があったときにお願いするということにな

ります。そのときにですね。一応、今のところ、顧問弁護士にまず相談しまして、

制度の内容が非常に複雑ということで、顧問弁護士ではちょっと難しい、対応で

きないということで、県の弁護士会のほうに相談してくれということでしたので、

弁護士会のほうに出向きまして、そして弁護士会のほうでこの方を推薦したいと、

推薦したいというか、まだ実際決まってはいないんですけれども、その推薦会と

いうのが弁護士会の中であるということで、それによって、もしうちがそういう

請求があったときにお願いする方がその選考会で決まるという形になります。そ

の審査請求があったときに対応していただくということで、この２４万円の根拠

といたしましては、弁護士さんの無料法律相談というのがあります。これが３０

分５,０００円ということが単価ということですので、その単価から割り出しまし

た。１回の審査請求で想定できるのは２４時間前後であるということが想定され

ていますので、１時間１万円で計算して２４時間の２４万円で計上させていただ

きます。ただ、今までの市町村におけるそういう申し出、審査するという、今ま

では不服申し立てだったんですけど、今回審査請求に変わりますが、４年に１件

程度が市町村の平均というところでしたんで、恐らく今後もその数は変わらない

と思いますが、ただ審査請求が上がってきてからの対応では遅いですので、当初
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予算として２４万円を確保するという具合に対応させていただきたいというふう

に考えております。 

以下、変わっておりますのが、３５ページに移りますが、７節の賃金のところ

で２７４万４,０００円。昨年度は一人分でこの半分でしたが、今回、職員の不足、

女性職員等もありまして、産休が急遽入ってきまして、やはり２名分確保してお

かないと厳しい状況になりそうだというところで今回１名分増員しまして２７４

万４,０００円ということで計上をさせていただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

９番の旅費になります。旅費の中で今回特別職旅費ということで、町長の公務

に伴う旅費になります。町長の旅費と交際費と食料費等につきましては、これま

での計上の仕方から前年度、当該年度前のときの実績に基づいて、それを１２月

で割り戻して、またそれを掛けるという方法で、管理をちょっとしやすくという

か、後ほど確認しやすいように予算を計上しております。今回の特別職旅費につ

きましては、町長の上京費が１回当たり７万３,０００円平均の１０回と、その他

の町長等の公務旅費が一月３万円を１２カ月ということで、合わせて１０９万円

を計上しております。 

あと、次の食料費につきましても、町長公務の一月分が５万円、また来客時の

お茶代が２,０００円、会議等接遇諸費として３,０００円、これを月平均で出ま

したのでこれを１２掛けまして６６万円という形になります。 

また、役務費の中の制作企画デザイン公告等料ということで、ちょっと私のほ

うで管理している、特に町長が指示を出される場合にどこの課にも属さない広告

料であるとか、いろんな設置経費であるとか、そういったものをこちらで計上し

ております。今年度で言えば、例えば記者会見のときに使うバックボードとかで

すね、例えば美しい村連合が決定したときに横断幕をつくったりであるとか、そ

ういった町長に特化した分についての経費を毎年例年上げております。昨年度は、

こちら政策推進課で上げておりましたが、本年度は総務課のほうで、私のほうで

上げさせていただいております。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

次の３６ページをお開きいただきたいと思います。一番上のストレスチェック

委託料ということで１５万円を計上させていただきました。これも５０人以上の

事業所に今年から義務づけられましたストレスチェック、従業員に対するストレ

スチェックが義務づけられたことによりまして計上させていただいたものでござ

います。一応、６０名、相談といいますか、ストレスが高い職員の相談があり、
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６０名と見込んで、６０名の１回当たり２,０００円ということで１２万円プラス

基本料といいますか、３万円。一応、産業医の先生のほうにお願いしたいという

ふうに考えております。１５万円を新たに計上させていただきました。 

それから、４つ下の臨時職員システム導入業務委託料ということで８６万４,０

００円を新たに今回計上させていただきました。これにつきましては、臨時職員、

あるいは非常勤職員等は結構な数おります。通常、一般職員の場合は財務会計シ

ステムの中に給料システムというのがあって対応できますけれども、臨時職員等

の場合はそれで対応できませんので、独自のパソコンで表をつくったりとかして

対応して、かなり時間と手間と、システム化してないので間違いも起こしやすい

ということで、今回そのシステムの改修をさせていただいて、一元化できるよう

な形で対応させていただきたいということでシステムの改修業務委託料を計上さ

せていただきました。 

次のページ、３７ページの財政管理費、真ん中のところです。３目の財政管理

につきましては、これにつきましてはほぼ前年度ではありませんが、１４７万９,

０００円全体として減額となっておりますが、これは前年度は当初予算で臨時職

員を１名雇用ということで見込んでおりましたけれども、決算統計等の関係で必

要だということで、前年度は臨時職員を当初予算で上げておりました。今回は、

上げておりません。その分の減額となったところでございます。 

３９ページの第７目の訴訟費です。顧問弁護士の委託料につきまして、これも

前年同額で計上をさせていただいたところでございます。 

○地域振興係長（村嶋立章君） 地域振興係の村嶋です。 

４２ページをお願いします。１３目の草部出張所費として、まず賃金として４

万円を計上しております。これは草部の天神ヶ丘の清掃を老人会のほうに委託し

ておりますので、その賃金です。 

次のページの４３ページです。需用費として消耗品、燃料費、食料費、光熱水

費をそれぞれ３５万８,０００円計上させていただきました。それから、１２番の

役務費としては、これは電話料です。２２万８,０００円。それから、使用料及び

賃借料としてＮＨＫの放送受信料、奥阿蘇物産館のトイレ使用料、複合機器リー

ス料、複合機器使用料として２２万７,０００円。それから１９番の負担金補助及

び交付金として２,０００円計上させていただきました。それから、１４番野尻出

張所費です。これも同じく消耗品費、燃料費、食料費として７万７,０００円。１

２番の役務費、電話料として２８万５,０００円、１４の使用料及び賃借料は、Ｎ

ＨＫ放送受信料、複合機器リース料、複合機器使用料として１０万円を計上させ

ていただきました。続きまして、目１５朋遊館管理費です。共済費として２万円、
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それから７の賃金として管理人賃金、清掃員賃金、草刈り人夫賃として１６１万

２,０００円を計上させていただいております。 

それから、１１の需用費です。消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料として、

それぞれ５８５万７,０００円を計上させていただきました。 

１２の役務費は、電話料、浴槽水質検査料、浄化槽法定検査料、建物共済保険

料として４１万８,０００円を計上しております。 

１３の委託料は、これも毎年のことですけれども、汚水処理、電気設備、消防

用設備等の点検業務委託料です。それから、防火対象物点検業務委託料、空調設

備保守点検業務委託料、ボイラー等保守点検業務委託料、朋遊館清掃業務委託料、

朋遊館管理運営委員会管理委託料、浴槽循環系等の洗浄及び消毒作業委託料とし

て、それぞれ２４５万９,０００円を計上させていただいております。 

それから、１４の使用料及び賃借料としては、ＮＨＫの受信料、これが２台分

ありますので２万２,０００円を計上させていただきました。 

以上です。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐 後藤でございます。 

次の１６目交通安全対策費でございます。報酬、賃金、旅費、需用費、役務費

までは、うちの総務課の管理でございます。この各節につきましては、例年どお

りで計上させていただきました。それと、１９節の負担金でございますけれども、

負担金につきましては今年度から一般管理費にありました街路灯の負担金の分を

こちらに移すという、機構改革の関係でこちらのほうに移ってまいりましたので、

特別に変わっているというのはこの街路灯の補助金の部分が加わったということ

でございます。 

以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

４７ページをお開きいただきたいと思います。第２０目の庁舎等管理でござい

ます。庁舎等ということで、この役場の建物と隣の高森総合センターの維持管理

につきます経費を今年の実績見込みに基づいて計上させていただきましたが、次

の４８ページをお開きいただきたいと思います。１４節の使用料及び賃借料の真

ん中ほどです。印刷機リース料ということです。先ほど債務負担のほうでも説明

させていただきましたけれども、今年度分として６２万１３６円を増額させてい

ただきました。 

続いて、工事請負費のほうですかね、会議室のＬＡＮ関係の配線の工事を新た

にさせていただきたい、まだＬＡＮが届いてない部分がありますので、そこに新

たに工事をさせていただきたいということと、次のボイラー室ですね、今までボ
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イラーを焚いて去年までは暖房を使っておりましたけれども、全部エアコン化に

されたことに伴いまして、もうボイラーは使いません。これでボイラー室のボイ

ラーの撤去工事をさせていただきたいということで、その工事費を計上させてい

ただいたところでございます。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

続きまして、目２１ふるさと納税費につきまして御説明申し上げます。 

まず、報償費２,０８０万円ということですが、まず先ほど申し上げましたふる

さと納税寄附金の額を５,０００万円と想定した場合に、まずその４割につきまし

てはお礼の品ということで還元いたしますので、その分の２,０００万円と、町に

直接申し込みがあった分につきましては、また別に町から直接お支払いする分が

ございますので、その分が８０万円、合わせて２,０８０万円を計上しております。

また、旅費につきまして、こちらにつきましてはふるさと納税関係の交渉である

とか、打ち合わせとかについて５回分の５,０００円を上げております。 

続きまして、節１１需用費６４万３,０００円になります。消耗品について１５

万円、印刷製本費につきましてはふるさと応援寄附金についてはリーフレットで

すね、こちら紹介するためのリーフレットが２８万円計上。また、財務会計専用

の封筒であるとか、返信用の封筒、また郵振の印刷または封筒印刷ですね、そう

いった諸印刷関係で合わせて４９万３,０００円を計上しています。 

続きまして、４９ページに移ります。節１２役務費につきまして、個別に御説

明申し上げます。 

まず、ワンストップ及び受領証明郵便代ということで、こちらにつきましては

本年度からワンストップということで各自治体に対してワンストップ、特例申請

ですけれども、こちらの申請をやった場合には、確定申告が不要になりますので、

その申請分についてこちらから申請書を送って、その返信用の封筒があれば、そ

の分の今後郵便料が発生するということで、こちら２,５００通を計上しておりま

す。２,５００件の８２円掛ける２ということで４１万円計上しております。また、

代行発送手数料ということで、こちらにつきましても２,５００件の１４２円計上

しております。こちらにつきましては、今、受領証明書等をすべてこちらから出

力して出しておりますが、この分は代行業務ということが、今このふるさとチョ

イスという専門会社に頼んでおりますけれども、そちらに１件１４２円でお願い

することができるということですので、事務処理の簡略化を図るためにこちらに

委託するという経費として３５万５,０００円を計上しております。ふるさとチョ

イスの広告料ということで、こちらにつきましては専用ホームページの中でいろ

いろな公告を斡旋していただける形がございます。これは、パッケージで用意さ
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れている分ですけれども、そちらにつきましては寄付額の１％に消費税を掛けた

額、この中でいろいろ特典をうって公告を出せるということで２,０００万円掛け

るの１％、１.０８ということで、２１６万円を計上しております。 

続きまして、節１３委託料になります。委託料につきましては４項目ございま

す。 

まず、財務会計システムの改修費ですが、今、郵便振替を払い込みの取り扱い

方法として希望者にお送りしているんですが、今こちらも手打ちで出している状

態なんですが、これも財務会計とリンクさせることによって、自動的に連帳で印

刷改良できることになってきますので、そちらの対処経費として６５万４,４８０

円。また、お礼の品の手配手数料ということで、こちらにつきましてはそのふる

さとチョイスという会社にお礼の品を手配していただく代行の手数料になります。

こちらお礼の品掛ける８％掛ける消費税ということで、１７９万７,１２０円計上

しております。あと、ふるさとチョイスの包括プランＢということで、あとはお

客様に対するカスタム的な対応ですね、そういったものも含めて対応していただ

く経費が発生しますので、金額の８％掛ける消費税、５,０００万円掛ける８％掛

けるの０.０８ということで４３２万円を計上しております。 

続きまして、ふるさと応援寄附金事務補助委託ということで、今回、今担当を

私のところでやっておりますけれども、いろんな庶務が発生いたします。そのこ

とにつきましては、一人派遣会社のほうに事務員を委託して、ちょっとお手伝い

していただかないと事務が繁雑になりますので、その分の経費として１名分、１

６９万３,４４０円計上しております。 

続きまして、節１４使用料及び賃借料ということで５６万円こちら計上してお

ります。こちらにつきましては、Ｙａｈｏｏ！という会社にクレジットを使って

公金として払い込みを代行していただくという仕組みがございますけれども、そ

のシステムの使用料として、各基本料金が１２カ月分の１万９,４４０円。また、

公金決済使用料としまして寄附金額の１％に消費税を掛けた額、５４万円、こち

らを計上しております。 

以上です。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） それでは、課長補佐の後藤でございます。 

５３ページをお開きいただけますか。すみません、一方的な説明でちょっとお

疲れかと思いますけれども。中ほどの総務費の選挙費でございます。この１目の

選挙管理委員会費につきましては、通常どおりで計上させていただいております。

２目の参議院選挙につきましては、前回同様で計上させていただいております。

ちなみに選挙につきましては７月になりますので、それ以降、その５４ページま
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でが全部そういうことなります。 

次は１００ページをお開きいただけますか。消防費になります。１目の常備消

防費であります。これは、広域消防本部への支払い分でございます。これが１億

１,２００万円。大体例年横ばい程度か、もしくは若干下がりつつある程度で推移

をしております。２目の非常備消防費でございますけれども、これにつきまして

は、今年度につきまして消防費の非常備消防費としましては６００万円程度上

がっております。この理由といたしましては、昨日説明がございました消防団の

活動服を今年度に限って更新を掛けたいと、全団員の分ですね、というふうにし

ております。その根拠となりますものは、平成２５年に消防団員の装備に関する

法律ができまして、御承知のとおり東日本大震災がありましたので、あれで何百

人という消防団員が亡くなっておりますので、消防団員として防災の務めをする

分にしては装備が足りないということで指摘がなされております。それを背景に

徐々にですけど充実をさせていきたいというところで今回上げさせていただきま

した。 

それと、例年と違う部分につきましては、１８節の備品購入費、先ほど基金を

崩す部分で申し上げましたポンプ操法大会の優勝旗の部分ですね、それを上げさ

せていただいております。 

次の３目の消防施設費でございます。これにつきましては、ここもかなり、先

ほど過疎計画の中で御説明を申し上げましたとおり、防火水槽もしくは消防団員

の詰め所ですね、そこらあたりの件が徐々にですけれども、件数としては徐々に、

額としてはかなり上がってまいります。大きいものでいいますと今年度は大村地

区の防火水槽、これが４２０万円程度上がっております。それと、１ページ、一

つめくっていただきまして次のページに消防団関係の詰め所や若干のいろいろ整

備関係が４項目ほど入っております。これらによりまして、費用としては大分上

がっているような状況でございます。 

次の４目の防災管理費でございますけれども、これにつきまして、大体例年ど

おり計上させていただいておりますけれども、この中で１２節の役務費、この中

に防災士の申請手数料というのを上げております。金額的にはそう大した金額で

はないんですが、この部分は消防団員の分団長は申請をすれば防災士が取れると

いうことで追加されましたので、考えといたしまして３２の駐在区がございます

ので、そこに一人ずつの設置をできないかというふうに考えております。当然消

防団の分団長経験者が申請だけでなれるとなれば、防災士が各地区に一人ずつは

置けるという形になろうかと思います。ちなみに防災士をまともに受講して取る

となれば６万８,０００円程度かかりますので、それからすればかなりお安くは
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なってくるかと思います。ただ、その後においてやっぱり研修等を受けていただ

く必要はあろうかと思いますので。 

それともう一つ、１９負担金でございますけれども、先ほど起債のところで説

明がありました、県の防災無線の管理負担金の５５０万円が特別に上がっており

ます。 

防災管理費につきまして、以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

１２５ページをお開きいただきたいと思います。１２５ページの一番下です。

１１款の公債費でございます。本年度の公債費につきましては、元金と利子を合

わせまして、一番左の下のほうです、５億９８５万５,０００円ということで、前

年度と比較しまして３,０３６万８,０００円の減額というところでございます。

町長の提案説明でもございましたけれども、起債の残高の影響がありまして、今

年度は５億９００万円程度ということになっております。今年度の事業の状況等

を、当初予算ではございますけれども２８年度の実施事業等を見てみましても、

今後もこの額は減っていくものということで、この先の国政等でどう変わってい

くかわかりませんけれども、今の時点では５億を割るのももう時間の問題かなと

いうことで考えております。なお、経常的な経費というところで昨日説明があり

ましたが、公債費、この部分はどんどん毎年減っていますけれども、そのほかの

経費とか扶助費あたりも増加には入られないというか、それの増分までは減額が

できないということで、非常に厳しいところではあるというところで見ておりま

す。 

次のページの１２６ページでは、１２款諸支出金で、基金への積立金というこ

とで計上させていただいております。特に４目のふるさと応援基金費ですね、去

年１００万円でございましたが、今年は寄附金の受け入れも５,０００万円という

ことで見ていました関係もございますが、本年度は１,６６０万１,０００円。先

ほど緒方係長が説明しましたふるさと応援の事業費ですね、こちらの必要経費を

差し引いた分の全額をこちらの積立金に回すということで予算を計上させていた

だいているところでございます。 

最後に、次のページの１２７ページでは、予備費につきまして前年度と同額、

１,０００万円で計上させていただいております。なお、補足といたしまして次の

ページ以降は付属資料といたしまして地方債の状況でございます。次のページ地

方債では２８年度の末、一番右端の２８年度の末の見込みでは４５億８,０００万

円ということで年々減少傾向にあるということが伺えるかと思います。 

次の１２９ページでは債務負担行為の今設定されているすべてのものをこちら
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に記載させていただきました。 

また、次の１３１ページからは給与費明細書関係を付属資料として提示させて

いただいたところでございます。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

最後に一つ説明をさせていただきたいと思います。３７ページを御覧いただき

たいと思います。総務費、総務管理費の文書広報費になりますが、ここに需用費

の消耗品費で９７万１,０００円を計上しておりますが、これにつきましては現在

の広報たかもりですね、サイズを変えました関係でファイル、または綴り表紙を

希望される声が何件か上がっておりますので、従来の形と変わっておりますので、

今現在はファイルを希望者にお配りしようということで計上をしたところです。

駐在員会の中でも駐在員さんから要望がございましたし、直接御意見箱にも入っ

ておりましたので御希望があればこれを準備したいというふうに考えて、一応１,

０００部の計上をさせていただいたところでございます。サイズの変更につきま

してはいろいろございましたし、これら詳細につきましては一般質問の中でも質

問がございますようですので、詳細については控えたいと思いますけど、そうい

う形で計上しているところです。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） これで、総務課の説明が終わりました。 

   質疑、質問ございませんか。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。 

１００ページの先ほどの非常備消防費の消耗品の中の消防団の団服の補助とい

うことですが、こちらはどっちでしょう、団服でしょうか、作業服とでしょうか。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 作業服です。 

○委員（岩下健治君） はい、わかりました。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 説明不足で申し訳ないです。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 今日の予算には関係ないんですが、昨日可決された件で

ちょっと教えていただきたい。ふるさとづくり対策基金の廃止の条例ですね、こ

れを廃止された後の基金の流れ等、これは２９年３月３１日に施行するとなって

いますが、今年度末にすべて精算処理されるということですかね。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

今、それぞれ金融機関の定期で預けていっておりますけれども、その満期の関

係で、満期日が平成２９年１月の何日、十何日ということでなっております関係

で、すべてが同じ満期日じゃないもんですから、ですので年度の末、２８年度の
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末ですべてを精算するというか、そういう形で考えておりました。２８年度の４

月１日ですとまだ満期の前になりますので、その解約の手数料関係等もございま

す関係で、そういうふうにさせていただいております。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにはございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第３４号、平成２８年度高森町

一般会計予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、総務課に関連する付託案件については、すべて終了いたしました。お

疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時２５分 

再開 午後３時３５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開いたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 本委員会に付託されました政策推進課関連の議案第６号、

高森町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題といたします。 

それでは、政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

高森町過疎地域自立促進計画の策定につきましては、各課からの事業計画に基

づき担当課のほうで、政策推進課で取りまとめをいたしまして、計画を策定させ

ていただいております。 

主な内容につきましては、昨日の提案理由の中で説明申し上げましたんですが、

ここではどのような形で御説明申し上げたほうがよろしいでしょうか。 

○委員長（芹口誓彰君） 全体的な基本方針とか、主な要点について、政策上、基本

的な事項について説明していただければ。この中で、総務課のほうから財政と職
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員、人事管理については説明がありましたので、政策推進課として、全般的なも

のをお願いします。 

○政策推進課長（馬原恵介君） では、馬原のほうから説明させていただきます。 

基本的な事項と申しましては、一応前回の過疎地域自立促進特別措置法に基づ

きまして、平成２２年から２７年ですかね、６年間の計画をつくっております。

ただ今回は、平成３３年の３月３１日までの時限立法ということで、一応５年間

の策定になっております。 

内容といたしましては、昨日回答させていただきました、高森町まち・ひと・

しごと創生総合戦略等に基づきまして、その内容を基本に町のほうの計画を策定

している分もあります。そういったところで、一応そのビジョンの中で５原則と

いうのがありますので、その５原則というのが載っておりまして、具体的な施策

の展開を図ることとしております。各課の内容につきましては、一応今回は割愛

させていただきまして、政策推進課に係るものについて御説明をさせていただき

たいと思います。 

２０ページになります。観光振興ですね。ここがまず始めになりまして、これ

は一応今阿蘇地域が世界ジオパーク及び世界農業遺産に指定されているのに伴い

まして、阿蘇地域の一角としての強みを活かしまして、観光と地域の農林業の連

携を図ったり、高森町観光立町推進計画に基づく体験型、参加型の着地型旅行商

品の造成を進めるということで考えております。 

それから、特産品開発の取り組みということになっておりまして、また草部地

区や野尻地区ですね、この観光資源につきましても活かしたプランづくり、既存

の施設等を利用した観光振興ということで、高森町の全域を含めた形の観光振興

を図ろうということで考えております。大きい６番の（２）として現況と問題点、

それから２番としてその対策。その中で、２番のはアからクまでカタカナ書きに

しておりますんですが、そのカとクのところが草部地区の観光振興及び野尻地区

の観光資源ということで、今後は高森町の全域で考えた場合、草部地区、野尻地

区にもスポットを当てていきたいというところでこういった部分も入れていると

ころでございます。 

ここで具体的な目標といたしまして、そういったところで観光型農林業の開発

と特産品づくり、観光ルートの整備充実ということであります。 

それから、まちづくり会社のほうの説明も申し上げたんですが、一応まちづく

り会社は一般社団法人ということで、町のほうからは組織としては離れてします

けれども、うちのほうの職員が携わる部分と、それから昨日説明がありました職

員の派遣４名、一応５名でスタートしていこうというふうに考えておるところで
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ございます。 

次に２４ページになりますと、事業計画といたしまして、観光またはレクリ

エーションの分で５事業、それから事業計画の中でイベント事業及び観光推進事

業という計画を定めているところでございます。 

それでは、今度は４９ページになります。４９ページは集落の整備等というこ

とで、高森町は面積的にも広くありますし、大きく分けて旧草部村、野尻村、そ

れから旧高森町、それから色見ですね、ということで４つの町村合併になってい

ます。面積的にも広大でありますし、外輪山の内側と外側では大分集落の密集度

も違いますけれども、その点在した集落をどのように計画していくかということ

がこの中で集落の機能の現況と問題点ということでお入れするところでございま

す。 

それから、活力ある地域づくりではですね、高齢化というのはこれは高森だけ

じゃなくほかの地域も問題になっておりますが、その中でも高森でどういったこ

とができるかという部分で記載させていただいております。対策といたしまして、

住民の自主性と主体性を尊重したコミュニティということで、要は各地域、地域

でいろんなものをやっていくような展開とか、その中で地区の拠点施設で、住民

交流、地域間交流、国際交流の促進にも努めるということでしております。 

それから、３番目に住民主役のまちづくりということで、対策の中で今までは

住民参加のまちづくりでしたんですが、今度から住民主体のまちづくりというこ

とで、この住民との、要するに協働ですね、を推進させて体制を確立させる必要

があるんではないかというふうに考えております。 

それから、この計画といたしましては、高齢者の方のやっぱり活用といいます

か、御協力をいただく部分については非常に大きな力になると思っておりますの

で、その分についても計画では上げております。 

５１ページのほうに事業計画がございますけれども、これは健康推進課、住民

福祉課等も含まれておりますが、政策推進課といたしましてはイベント事業、そ

れから観光推進事業ということがうちの計画というふうになっているところでご

ざいます。 

大まかな事業としては、以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま課長のほうから高森町過疎地域自立促進計画につ

きまして、地域の自立促進の基本方針に基づいた５つの基本目標に沿った施策に

ついて、方針等についてお話がありました。観光や集落の整備、あるいは住民主

体としたまちづくり等につきまして説明があったわけでございますが、ただいま

から質疑を行いたいと思います。これについて、質疑がある方は、どうぞお出し
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いただきたいと思います。質疑ございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

まちづくり組織関係については、一般質問でもされますので詳しくはいたしま

せんけれども、以前私は観光立町について質問した経緯があるんですが、商工会

との連携はどうされているかというのが一つ、それと今まで政策推進課のほうで

講演会やらいろんな講座も開かれてきたと思います。しかし、町部の方の御参加

がどうしても少ないというような私はちょっとイメージで持っとるとですよね。

町部以外、山東部とか色見とか、町部以外の参加が大半で、どうしても何か町部

の方の参加が少ないんじゃないかなというような気がしてなりませんけれども、

本当にまちづくり会社が本当に将来大丈夫かなと。町の協力が得られるのかなと

いうふうな気がしているんですが、どんなですかね。 

○政策推進課長（馬原恵介君） では、まず商工会の関連について、課長の馬原のほ

うから説明させていただきます。 

商工業の推進につきましては、やはり商工会との強力なタッグといいますか、

お互いに協力しながらやっていくことが必要だと思っております。今、商工会の

移転問題でいろいろと町のほうと商工会のほうで協議をしながら進めていってい

るところではございますが、なかなかお互いの意思の疎通がうまくいってないと

いうことで皆さんがお耳にされているところもあるんじゃないかと思います。た

だ詳細につきましては昨日町長が申したとおりでございまして、町の方としては

一応そういった部分でお話をしているところでございます。今、商工会のほうも

非常に困っていらっしゃるのが補助金のほうがもうないという現実が今のところ

わかってきたというところで、じゃその補助金がないところでどうするのかとい

うのも、今後町の方と協議しながら進めていくところでございます。ただ、タイ

ムリミットが平成２９年の３月３１日というふうになっておりますんですが。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

昨日の説明の件はようございます。私が言いたいのは、まちづくり組織につい

てですね、町部の協力が将来得られるのかと。せっかく、何というかな、今、そ

の参加されているのはどうしても色見や山間部の方のほうが参加されていると思

うとですよね、いろんな会議とか講座。じゃないかなと思うとですよね。町部の

方は会議の中に、講演会とかあんまり参加されてないような気がするので、まち

づくり組織の協力が得られるのかなと。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

まちづくり組織の中で行っていく事業としまして、地域に落としていく事業と、

あとは収益事業のほう、二つでやっていこうと思っています。収益事業のほうは、
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地域おこし協力隊の活用を行うんですけれども、その中で技を持った方といいま

すか、具体的に言うとちょっとシェフといいますか、食べ物をつくる、飲食店を

されている方で有名な方という方が来ていただけるかもしれないというところに

なっていますので、町の特産品ですね、野菜とかにこだわったもので提供をして

いただきながら、そこでまた売れるようなものとして販売してくような形の展開

と、またお土産等の開発も一緒に収益が上がるようなものとして開発をしていく

予定です。 

○委員長（芹口誓彰君） 興梠委員の質問は、会議とかイベントとか、いろんな講演

会とか、中心となる町部の人たちの参加が少ないから、そういう人たちをどうい

う人たちをどういうふうに誘導していくかという質問だったと思いますけれども。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

そのお土産の開発も、地区だけにこだわっていかないところの方向で考えてお

りまして、その中で商店街の方とちょっと協働で一緒にお土産を開発していける

ところも多々あるというところで、今年度の事業を活用した中で、手ぬぐいです

ね、パワースポットの手ぬぐいをちょっとつくってみたりだったり、そういった

ところで結構町部の中でも商品開発というところを商店街で一つずつズームアッ

プしていくと、ちょっとコラボレーションといいますか、一緒にできるところが

あるので、そういうところを開発していかながらですね、商工会の方、商店街の

方とはそういったふうな感じでまちづくり会社と一緒に収益が上がるようにやっ

ていきたいと考えております。 

○委員長（芹口誓彰君） ようございますか。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 今、今吉が言いましたように、どうしても特産品開

発づくりが今先になっているものですから、農家の方が中心になっているという

か、多いというのが現実でございます。ただこれから品物をつくる上で、農産品

開発と違う部分にやっていくと、やはりその中では町内の商店街の方が必要で

あったりとか、そういった部分では違う分野で御協力いただかなければならない

部分もありますので、今後はそういった方々にもお願いをしていくということに

なることになると思いますので、そういった部分では御協力を仰げるものと思っ

ております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（本田生一君） 本田ですが、今、まちづくりに対しましては皆さん方が一生

懸命いろいろこう企画をしたり頑張っていらっしゃいます。今、興梠委員が心配

したのは、やはりいろいろ町で企画したときに、町の方も今、課長もおっしゃい
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ましたが取り組んで一緒にやっていけるかというようなことを疑問持って質問し

たと思いますので、そこは一緒に取り組んでやれるように頑張ってください。お

願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わらせていた

だきます。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第６号、高森町過疎地域自立促

進計画の策定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 続きまして、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

政策推進課の説明を求めます。お願いしますけれども、重要で説明が特に必要

と思われたものだけをお願いします。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

係別じゃなくて予算書で説明をさせていただきますので、予算書のほうの流れ

で各係は説明いたします。よろしくお願いします。それから、金額の大きい主な

ものについて説明をいたしますので、もし終わりまして聞きたいことがございま

したら申し上げていただきたいと思います。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。予算書に沿って説

明させていただきます。 

まず、２３ページをお開きください。２款総務費、１項総務管理費、１０目企

画費の説明でございます。こちら１４節使用料及び賃借料、こちらのほう高森町

情報通信基盤使用料のほうをマイナス１２２万３,０００円減額させていただいて

おります。こちらの内容といたしましては、当初予算といたしまして計上させて

いただいておりました予算のほうが消費税がまだ１０％になるタイミングが決

まっておりませんでしたので、消費税１０％で計上させていただいた分が８％に

なった分の差額の減額となっております。 

続きまして、同じく企画費の１９節負担金補助及び交付金の御説明を差し上げ
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ます。こちらのほう、総額１７２万２,０００円の減額となっております。内容と

いたしましては、地方バス運行特別対策補助金、こちらがマイナス１４８万２,０

００円、こちらのほうが２６年度の実績額を基に当初２,７７５万円計上させてい

ただいておりましたが、タクシーの代替え等によりまして金額のほうが２,６２６

万８,０００円となりまして、その差額のマイナス１４８万２,０００円減額させ

ていただいております。 

続きまして、乗り合いタクシー等運行助成金、こちらのほうはマイナス２４万

円計上させていただいております。こちらのほうも内容といたしましては、当初

予算といたしまして８２万１,０００円計上させていただいておりましたが、利用

実績等を鑑みまして見込み料５８万１,０００円ということで差額の２４万円減額

させていただいております。 

続きまして、３６ページのほうをお開きください。６款商工費、１項商工費、

３目観光費で、こちらのほうを説明させていただきます。観光費の１５節工事請

負費、こちらのほう７３万５,０００円減額させていただいております。こちらの

内容といたしましては、６月補正のほうで殿の杉の駐車場整備のほうで予算を計

上させていただいておりましたが、それの工事費の確定に伴う減額となっており

ます。また、同じく１９節負担金補助及び交付金、こちらのほうビジターセン

ター運営協議会負担金２０万円減額させていただいております。こちらのほう、

ビジターセンターを運営されておられます休暇村南阿蘇さんのほうと協議いたし

まして、今年度の負担金のほうは必要ございませんということでしたので、そち

らのほうを２０万円減額させていただいております。 

大きなものについては、以上となります。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま政策推進課の説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わらせていただきます。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第２８号、平成２７年度高森町

一般会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 
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 続きまして、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 

政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

新年度予算につきましても、係ごとでなくページで進めさせていただきますの

で、順番に説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。 

それでは、予算書の２３ページのほうから御説明差し上げます。１５款県支出

金、２項県補助金、２目総務費県補助金、こちらの３節消費者行政活性化事業補

助金、こちらのほうを７９万３,０００円計上させていただいております。こちら

のほうの内容につきましては、消費者行政の相談員さんの雇用等に関わる補助金

となっております。 

続きまして、同じく総務費県補助金の第５項、地方バス運行等特別対策補助金、

こちらのほうも町民バスの運行に伴う県からの補助金といたしまして２５０万円

計上させていただいております。 

続きまして、２６ページをお開きください。同じく１５款県支出金の３項県委

託金、２目総務費県委託金、こちらの２節統計調査費委託金、３９万３,０００円

計上させていただいております。こちらのほうが今年度は国勢調査がございまし

たけれども、来年度のほうは経済センサスの調査のほうがございますので、そち

らの補助金のほうを計上させていただいております。 

歳入に関しては以上となります。 

続きまして、歳出のほうを御説明申し上げます。３９ページをお開きください。

２款総務費、１項総務管理費、１０目企画費、こちらのほうを説明させていただ

きます。 

まず１節報酬のほうとなりますけれども、こちら消費者生活相談員の報酬９７

万８,２００円、こちらのほうは先ほど歳入のほうにもありましたとおり、報酬の

ほうは２分の１補助となっております。そちらのほうと、高森町総合戦略策定審

議会委員報酬１７万５,０００円計上させていただいております。高森町総合戦略

については、今年度策定させていただきましたけれども、毎年度ＫＰＩのほうを

見直し、変更等を行うこととなっておりますことから、報酬のほうを計上させて

いただいております。 

続きまして、４０ページをお開きください。同じく企画費の１４節使用料及び

賃借料、こちらのほうといたしまして高森町情報通信基盤使用料といたしまして

６,６０５万９,２８０円、今年度と同額。それと、高速道路、駐車場使用料とし
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まして３万円、合計６,６０９万円計上させていただいております。続きまして、

同じく企画費の１９節負担金補助及び交付金、こちらのほうを４,０３７万円計上

させていただいております。主なものといたしましては、阿蘇広域行政事務組合

に対する負担金が１,３０５万４,０００円、それと町民バスの補助金ですね、地

方バス運行特別対策補助金といたしまして２,６２６万８,０００円等を計上させ

ていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

同じページの１１目地域振興費、報酬になります。こちらのほうは、地域おこ

し協力隊の報酬になります。こちらは４００万円までが国の特別交付税措置があ

りまして、報酬と協力隊に係る経費について国のほうより特交措置のある制度に

なっております。その中で、９１２万円としまして、現在来ていただいている１

名分に合わせまして新たに３名をまちづくり組織のほうで雇用することとしまし

て計上しております。 

次の４１ページをお開きください。９節の旅費になります。美しい村連合の関

係旅費としまして７０万３,０００円、また地域おこし協力隊の研修の費用の旅費

としまして８６万６,０００円を計上しております。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。 

こちらの同じく旅費の中に天草高森横軸連携関係旅費としまして、職員分の旅

費２５万６,０００円計上させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

併せまして１８３万４,０００円を計上しております。 

その下の１４使用料及び賃借料になります。主なものとしまして、地域おこし

協力隊の住居の借上料としまして２２４万４,０００円、また地域おこし協力隊の

町用車のリース料としまして２台分の２３０万９,０００円を計上しております。 

次の１９節負担金補助及び交付金になります。こちらのほうも主なものとしま

しては日本で最も美しい村連合負担金で４８万円、またまちづくり組織の出資金

としまして５００万円、こちらのほうは大まかに運転資金については試算してお

りますけれども、不足分も考えられることから、こちらのほうで計上しておりま

す。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。 

同じく１９節負担金補助及び交付金の中で天草・高森横軸連携実行委員会負担

金として１００万円計上させていただいております。こちらのほうは、今年度は

５０万円の計上だったんですけれども、その５０万円の計上と別にハイヤ祭りに

皆さんで行かれる旅費でありますとか、バスの借り上げ料、それと風鎮祭で牛深
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から来られたときの意見交換会の食料費等を本年度は予算計上させていただいて

おりましたんですけれども、天草市との協議の中でハイヤの事業、牛深ハイヤに

対する事業、それと風鎮祭に対する事業も全部それぞれ一本化して実行委員会の

中で行っていこうということになりまして、今年度１００万円で計上させていた

だいております。 

続きまして、４６ページのほうをお開きください。２款総務費、１項総務管理

費、１８目エネルギー対策費、１９節負担金補助及び交付金について御説明申し

上げます。こちらのほうは、住宅用太陽光発電システム設置費補助金として５件

分２５万円、ペレットストーブ等設置費補助金といたしまして５件分５０万円、

計７５万円計上させていただいております。こちらのほうが今年度それぞれ１０

基ずつと計上させていただいておりましたんですけれども、今日現在の申請が、

太陽光システムについては１件、ペレットストーブについては３件上がっている

状況でありますので、数を１０基から５基に減らして計上させていただきました。 

続きまして、８８ページのほうをお開きください。６款商工費、１項商工費、

２目商工振興費、１９節負担金補助及び交付金について御説明申し上げます。こ

ちらのほうは、商工会の助成金４５０万円のほか工業団地企業連絡協議会負担金

１０万円、熊本県物産振興協会負担金５万円、合わせまして４６５万円計上させ

ていただいております。 

続きまして、３目の観光費のほうを御説明申し上げます。まず、７節賃金とい

たしまして、桜まつりの交通整備の人夫賃７１万４,０００円、イベント対応等非

常勤職員の賃金１６７万５,０００円、それとこれは先日全協のほうでうちの馬原

課長のほうから御説明させていただきましたとおり、今年度の風鎮祭の事業につ

きまして、花火部分については町のほうで負担させていただくということで、そ

の花火を打ち上げるときに必要な交通整理の人夫賃といたしまして１０万円、計

２４８万９,０００円計上させていただいております。 

続きまして、８９ページお開きください。同じく観光費、１３節の委託料です

ね、こちらのほう、イベント時に上げる花火の委託料といたしまして１００万円

を計上させていただいております。こちらのほうは、先日全協のほうで馬原課長

のほうから説明させていただいたとおり、風鎮祭のイベントについての花火につ

いては町の方で負担するというふうなお話で計上させていただいておるところで

ございます。 

続きまして、同じく１９節負担金補助及び交付金、こちらの主な事業について

説明させていただきます。まず、こちらの一番下ですね、熊本県観光プラット

ホーム構築事業負担金１００万円、こちらのほうは今年度から熊本県の観光連盟



 － 8 0 － 

のほうに負担金を支払って、着地型旅行商品の増設、管理、販売、営業のほうを

熊本県の観光連盟のほうにお願いしているところでございます。今年度の実績と

いたしましては、２次交通を活用したタクシープラン、旅タクの旅行商品の造成

と町内の滞在時間延長を目的とした有料クーポンの造成のほうをしていただいて

おります。こちらの旅タクのほうについては、県の観光連盟さんのほうで熱心に

営業していただきまして、恐らく南阿蘇地域としては初になるかと思いますけれ

ども、今年の４月から１０月までのＪＴＢのオプショナルプランのほうで紹介す

るような形となっております。こちらの事業も、来年度も継続して実施させてい

ただければと思い計上させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

８９ページに戻っていただいて、同じく１９節の負担金補助及び交付金の中の

地域コミュニティ活動推進事業助成金としまして２０件分として１００万円、ま

た花のあるまちづくり推進事業助成金が１５件で、１件当たり５万円で７５万円

計上しております。こちらのほうは、本年度のほうが大変好評でお断りした団体

も多々あることから、昨年の費用よりも５件ずつそれぞれ増やしております。 

以上です。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 続きまして、９０ページをお開きください。同じく

負担金補助及び交付金といたしまして、熊本メディアコンテンツコミッション協

議会負担金、こちらのほうは今年度は交付金のほうで事業展開させていただいて

おりますけれども、高森町と水俣市、それと合志市の３市町のほうで新しい観光

ニーズの発掘ということで、アニメやコスプレのほうに特化したような形の観光

戦略を行っております。こちらのほうは県のスクラムチャレンジ事業の採択もい

ただいておりまして、３市町の持ち寄りがそれぞれ５０万円、１５０万円なんで

すけれども、事業全体の規模としては４５０万円で新しい顧客人数の掘り起こし

を行っているところでございます。 

続きまして、同じく風鎮祭助成金といたしまして前年度と同額の２７５万円計

上させていただいております。 

続きまして、同じく９０ページ、６款商工費、１項商工費、４目湧水館企画費、

こちらのほうの７節賃金のほうを御覧ください。こちらといたしましては、イベ

ント時の今年度交通整理人夫賃、それと七夕書道展人夫賃、それと七夕骨材制作

人夫賃といたしまして計１７７万８,０００円計上させていただいております。 

同じく８節報償費といたしまして、七夕まつり賞品代８３万円、クリスマス

ファンタジー賞品代７８万円の計１６１万円計上させていただいております。こ

ちらのほうは、今年度はプロジェクションマッピングのほうを設置いたしました
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ので、基数といたしまして全体で１０基ずつ減らすような形で予算のほうを計上

させていただいておるところでございます。 

続きまして、同じく湧水館企画費の１３節委託料のほうを御覧ください。こち

らのほうは今年度設置いたしましたプロジェクションマッピングの保守点検委託

料といたしまして１７２万２,０００円計上させていただいております。 

続きまして、９３ページをお開きください。６款商工費、１項商工費、７目観

光交流センター管理費、こちらの１３節委託料といたしまして観光交流センター

指定管理料といたしまして３５０万円、今年度と同額計上させていただいており

ます。また、同じく１４節駐車場用地借地料、こちらも今年度と同額２４万円計

上させていただいております。 

以上となります。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

４１ページをすみません、お開きいただいてよろしいでしょうか。この中の１

９節の負担金補助及び交付金の高森町まちづくり組織出資金と書いてありますそ

この５００万円について補足説明をさせていただきたいと思います。この出資金

というのは設立負担金という考えではあるんですけれども、要は会社を興したと

きに運営費が全くないわけですね。ですから、一応５００万円とりあえず設立負

担金ということで町のほうから５００万円負担させていただいている部分でござ

います。ただその５００万円というのは、要は営業を開始する上での材料費で

あったりとか、運営費であったりとか、そういったものに運用するというように

なっております。その根拠といたしましては、今、熊本学園大学の会計専門職研

究科准教授の吉川先生という方に一応その策として参画していただいていまして、

この方が公認会計士もお持ちでして、一応３年間収支について計算をしていただ

きました。その中で、ある程度５００万円ぐらいあれば運営は可能であろうとい

う数字をいただいておりますので、その中で根拠として上げさせていただいてい

ます。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で、政策推進課の説明が終わりましたので、これから

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

すみません、ちょうど４０ページ開けておりましたので、このまちづくり会社

が４名であるということですが、この４名の職員の方というのは、このまま常駐

というわけじゃないでしょうけれども、営業もありますので。拠点はどこに置か

れるんですか。 
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○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

駅前の事務所に１名と、あと湧水トンネルのほうの飲食のスペースのところに

２名というところで考えております。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

同じことです、４０ページのまちづくり報酬の、これは本会議で芹口議員が聞

かれたようですが、３名だったかな、報酬費が出ていますが、それに関連して住

居の借地料の返答が課長ありましたね。これはもう一回詳しく、給料を出すのに

なぜ住居手当まで役場が出すのか、もう一回お願いします。ちょっと返事は聞い

たと思いますが。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

こちらのほうが４００万円までが国のほうの特交措置がありまして、報酬と協

力隊に係る経費がそれぞれ、報酬のほうは上限が２５０万円まで、経費について

が１５０万円までが１名につき国のほうの措置がありますので、そちらの中に含

ませて住居費、またリース料というところで含ませて計上しております。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） 政策推進課長補佐の定光です。 

地域おこし協力隊制度の中で、外の人をその地域に来てもらうといったところ

の制度設計をする中で、来てもらう方の住居も補償するという形のそもそも制度

設計もありましたので、国のほうはですね。なのでそれも含めまして報酬と別に

家賃といったところもその特交措置の中でみれるといった形になっております。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

あとは、立山議員から一般質問がありますので詳しくは聞きませんが、一応会

社組織になる、法人をつくりますね。そしたら法人の中に社員がおって、また別

にこの４人を充てるということになるんですか。そこだけちょっとお願いします。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

法人つくりますけれども、地域おこし協力隊をその中で入るような形になりま

す。 

○委員（牛嶋津世志君） 会社の社員としては、雇用はどぎゃんなる。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） 雇用はですね、まだ回り出してからでないと

ちょっとわからないので、まずは地域おこし協力隊の活用というところで始めて

いこうと思っております。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。はい、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） ９０ページのプロジェクションマッピング保守点検委託料で

すね、１７２万２,０００円。これは毎年これぐらいの費用が必要なのか。 

それと、このマッピングの効果といいますか、先ほど生活環境のほうで補正の
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ほうの報告があったんですが、約３００万円ぐらい補正増されとるですね。やっ

ぱりこのマッピングのお陰でそういう増額されて３００万円ほどの増収があった

と。この中で、またこの点検料というのが１７０万円ほど毎年来るということで

のお尋ねです。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。 

こちらのプロジェクションマッピングの保守点検委託料のほうについては、プ

ロジェクションマッピングを設置したときから、要するにつくって故障して、そ

のままもう知りませんよというような形にはならないようにプロポーザルで提案

いただくときに保守点検料もちゃんと出してくださいよというふうな形で、そち

らの金額まで含めてプロポーザルで業者を選定したところでございます。その中

でこの１７２万２,０００円というような金額で御提示いただいて、こちらの保守

点検委託料については、不備についての故障も対応される代わりに毎年かかるよ

うな形となっております。ちなみになんですけれども、プロジェクションマッピ

ングを設置後の入園者数についてなんですけれども、１２月は１９日、２０日と

イベントがありましたので除外させていただきまして、１月以降、２月末現在と

なりますけれども、１月以降の入園者数の比較といたしましては、１月以降とい

たしまして１月、２月、２カ月分で昨年度比２３８％で、一昨年度と比較いたし

ましても１８６％の伸び率となっております。後はこの伸び率を今後トップシー

ズンになっていくに連れてどれだけ保持できていくかというところが今後の課題

になってくるかとは思っております。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（本田生一君） 本田ですが、今、プロジェクションマッピングについて説明

がございましたが、あれは点検だけじゃなくて、中身を変えたりとかもできると

じゃない。それも含んでいるわけですか。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。 

はい。もちろんこの保守点検委託料の中には、季節ごとに応じて映像も入って

きますので、その映像変更に係る手数料のほうも入っております。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わらせていただきます。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 
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これから、本案につきまして採決します。議案第３４号、平成２８年度高森町

一般会計予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 続きまして、議案第４０号、平成２８年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会

計予算についてを議題とします。 

説明を求めます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

６ページのほうをお開きください。第４０号議案となります。こちらは歳入と

いたしまして基金の利子及び配当金といたしまして２５万２,０００円計上させて

いただいております。また、繰入金といたしまして基金繰入金３,１００万円計上

させていただいております。 

続きまして、７ページをお開きください。こちら歳出です。鉄道経営対策事業

費、１９節で負担金補助及び交付金といたしまして３,１００万円計上させていた

だいております。こちらのほう内容といたしましては、昨年南阿蘇鉄道で起きま

した脱線事故に伴う基金繰入補助金となっておりまして、具体的な内容といたし

まして、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業、こちら鉄道の諸々の整備ですね、こ

ちらのほうは国から３分の１補助、県から３分の１補助、残り３分の１を負担と

いうことになっておりまして、こちらが約１,６９０万円。それと、脱線に伴う施

設復旧経費等といたしまして約１,５１０万円、合わせまして３,１００万円計上

させていただいているところでございます。また、積立金といたしまして２５万

２,０００円計上させていただいております。 

以上となります。 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、この予算書につきまして質疑を行いたいと思い

ます。質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは質疑を終わらせていただきます。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第４０号、平成２８年度高森町

鉄道経営対策事業基金特別会計予算につきましては、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時２０分 

再開 午後４時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、続きまして本委員会に付託されました議会事務

局の議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題といた

します。 

議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） どうも長時間お疲れでございます。議会事務局の議

案についてもよろしく御審議をお願いいたします。佐藤と申します。係長の白石

のほうから御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議会事務局係長（白石孝二君） 庶務係長の白石です。ただいまから平成２７年度

高森町一般会計補正予算について御説明をします。 

補正予算書の２２ページをお開きください。歳出の一番上ですね。第１款議会

費、第１項議会費、第１目議会費となります。その中で、２節給料及び４節共済

費については、説明を割愛させていただきます。 

３節の職員手当等につきましては、全体で８７万１,０００円を減額しておりま

す。２７年度は改選年度でありますので、高森町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例第６条第２項第４号の規定により、在職期間が３カ月未満の議

員には期末手当を３０％支給するという項目がございますので、その分の期末手

当を減額しております。なお、昨年の議員期末手当過大支給につきましては、改

善措置として４年後を見据えて事務引継書に留意するよう記載、また支払い証票

に添付する期末手当支給明細に留意点を入れることで対応しております。 

次に、９節の旅費につきましては、旅費を１０９万３,０００円減額しておりま

す。これは、各種常任委員会及び各特別委員会の研修の旅費について、本年度は

研修会を実施しておりませんので減額させていただきました。 

次の１１節の需用費につきましては、印刷製本費において議会広報「絆」の印

刷製本費を２７万９,０００円減額しております。こちらも２７年度の改選の都合

により、平成２７年５月号を発行しておりませんので、その分を減額補正してお

ります。 

次に、１４節使用料及び賃借料につきましては、平成２６年度と同様に議員研
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修時のバスの借り上げ料ですね、４０万円計上しておりましたが、平成２７年度

の東京研修の際には半額の２０万円しか使用しませんでしたので、その分を減額

させていただいております。 

以上で終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは質疑を終わらせていただきます。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第２８号、平成２７年度高森町

一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 続きまして、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算につきましてを

議題といたします。 

議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） 佐藤と申します。よろしくお願いします。 

引き続き、白石係長のほうから説明させていただきます。 

○議会事務局係長（白石孝二君） 庶務係長の白石です。 

では、平成２８年度一般会計予算につきまして御説明いたします。 

当初予算書の３３ページをお開きください。第１款議会費、第１項議会費、第

１目議会費の１節報酬ですが、議員報酬額の変更はありませんでしたので、平成

２７年度と同額を予算計上しております。 

２節給料につきましては、説明を割愛させていただきます。 

３節の職員手当等につきましては、議員期末手当を２７年度と同様に満額計上

しております。 

次の４節共済費につきましては、２７年度と比較しまして議員共済費相当分を

約６００万円減額しております。これは、平成２７年度において議員年金制度が

廃止されたため、平成２７年度に議員退職給付金の支給額が全国的に増額してお

りましたが、本年度内に退職給付金の支給が終わったため２８年度は公費負担額
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が大幅な減額となっております。 

次に、８節の報償費につきましては、本年２月に開催しました議員研修会を２

８年度も予定しておりますので、その講師謝礼として１０万円計上させていただ

きました。 

次の９節旅費につきましても、２７年度と同様に各常任委員会、特別委員会な

ど各種研修に対応できるよう計上しております。 

次の１０節交際費につきましても、２７年度と同様に４０万円を計上しており

ます。 

１１節需用費につきましては、印刷製本費について議会広報「絆」を今までは

表紙と裏表紙のカラーと中身は三色刷だったんですが、こちらをオールカラーに

変更いたしますので、約１０万円ほど増額しております。これにより、さらに写

真が多く見やすい広報がつくれるものと思いますので、取り組みたいと思います。 

これに加えまして新しく議会報告会のときの開催の周知チラシを両面カラーで、

年２回報告会を開催しておりますので、全世帯に配付したいと思っております。

その分の印刷代を約１４万円計上しております。 

１２節役務費につきましては、郵便料、風鎮祭事の熊日への広告掲載料、議長

室のカバーのクリーニング代を計上しております。 

次の３４ページです。３４ページの１３節委託料につきましては、２７年度と

ほぼ同様で、本会議及び各常任委員会の会議録作成及び議場の放送設備保守点検

委託料を計上しております。 

１４節使用料及び賃借料につきましては、議員研修時のバス借り上げ代及び高

速道路使用料の内容で２７年度と同額としております。 

最後に、１９節負担金補助及び交付金につきましても、２７年度と同様で郡の

議長会負担金５０万９,０００円及び森林交付税創設促進議員連盟負担金を２万円

と計上させていただいております。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わらせていただきます。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決します。議案第３４号、平成２８年度高森町
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一般会計予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で議会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、日程第２、所管事務の閉会中の継続調査につ

きまして審議いたします。閉会中の継続調査につきましては、１、行財政の運営

に関する事項、２、地域振興に関する事項、３、町有財産の管理に関する事項、

４、環境衛生に関する事項、５、町税に関する事項、６、防災に関する事項、７、

地籍調査に関する事項、８、商工の振興に関する事項、９、観光の振興に関する

事項、以上、９事項を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

これで、大変長うございましたけれども、本日の委員会を全部終了いたしまし

た。 

御苦労でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後４時４５分 
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平成２８年第１回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２８年３月１４日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 皆さんおはようございます。定足数に達しましたので、文

教厚生常任委員会を開会します。 

本日、岩下健治議員が本委員会を傍聴されますので、御報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

まず、本委員会に付託されました健康推進課関連の議案第６号、高森町過疎地

域自立促進計画の策定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げますけれども、健康推進課関係が１４、今日案件がござい

ますので、本会議場で詳細に説明された案件もあります。それのところを鑑みて、

本委員会では、そのところを考慮して説明していただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしときます。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。議案第２３号ですね、高森

町子ども医療費助成に関する。 

○委員（佐伯金也君） ６号は、６号、６号。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい、特にございません。 

○委員（佐伯金也君） 変更はないわけだろ。 

○健康推進課長（阿南一也君） 変更は、はい。医療費とか、そんな関係の。 

○委員（佐伯金也君） 産業が主だんね。消防防災、生活環境が。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） 高齢者なんかの、この別表にあるこやんとこの説明

はせんでいいですか。 

○委員（佐伯金也君） 変わっとる。高齢者と保健及び福祉の向上及び行政について

は。 

○委員長（立山広滋君） ３６ページから。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） ３６の文章。別表は５９、子どもも老人も、その中

で年次計画であるものを。 

○健康推進課長（阿南一也君） 別表にはあまり内容的にはあまりそれは入っており

ません。 
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○委員（佐伯金也君） いままでのやつでね。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。 

○委員（佐伯金也君） 予算措置等についての。議案６号について、質問事項がある

ならば、聞かせちもらおうか。 

○委員長（立山広滋君） はい。いま説明がございましたけれども、質疑応答になり

ます。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） 一つだけ。佐伯ですが、２８年度からの自立促進計画、過疎

地域のなんですが、文字のとおり過疎地域、非常に高齢化が進んでおって、独居

老人だったり、老人夫婦世帯が増えてくるわけなんですが、そのあたりについて

ケア的な活動、今したのほうでもされているけれども、地域のほうに出て行って

ということも考えていかなければならないと思うんですが、そのあたりどういう

ふうなかたちで進んで、考えがあるのかちゅうのをちょっと聞かせてもらって。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

平成３０年からですね、介護保険制度が大きく変わります。在宅とか移ります

ので、町の地域包括支援センターですね、今は２７年度からですね、小規模デイ

とか、委託できるようにしております。やっぱり地域のそのですね、在宅含めま

して、地域密着で進めることとなっていますので、本年度のですね、２８年度の

早い段階では、委託するのか直営でするのかを含めまして、委託するならどこに

委託するのかを含めましてですね、そういうかたちで進めていきたいと思います。

地域支援サポーターですね、を各地域に要請いたしまして、その在宅とかですね、

そういうかたち、一人暮らしとかのかたちを進めていきたいというふうに考えて

おります。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） はい。よろしくお願いしときます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ほかにございませんか。 

なければ、一つよろしいですかね。この３６ページ、これは２２年、５年前の

国勢調査による６５歳以上の人口の高齢化率かな、３４.６％ですけれども、２７

年度、直近の国勢調査での高齢化率はでていますでしょうか。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

いや、まだ確定数としては出ておりません。年代別のところですが、確定数値

まだ報告があっておりませんので、今の段階でです。確定数値は出ません。 

○委員長（立山広滋君） これよりか、あがっちゃおるということですか。 
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○委員長（立山広滋君） はい、ほかに質疑ございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６号、高森町過疎地域自立促進計

画の策定については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第２３号、高森町子ども医療費助成に関する条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

本会議でも説明いたしましたけども、現在満１５歳、中学３年生までの医療費

について無料化でしたけども、今回ですね、１８歳、高校３年生までを対象とし

て無料化するものであります。ただし、結婚されている方、もう働いている方に

ついては、対象外とするものであります。 

以上、御報告いたします。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯です。 

対象年齢は、対象人数、大体どのくらいになるんですか。 

○健康推進課長（阿南一也君） 対象人数は、すみません、健康推進課 阿南です。 

一番直近ではですね、一応高校１年生から高校３年生まで一応１５４人以上み

ております。１６０人ぐらいいます。 

○委員（佐伯金也君） はい。佐伯です。 

今まで１５歳未満の人たちの医療費の個人負担分、領収書を持ってきて、町外

の病院にかかった場合については、領収書を持ってきて、要するに後で振り込ん

でいただく手筈なんですが、町内のがいいんですけれども、町外の病院あたりに

ついてもそういうような対応ちゅうのは、今後は検討はできますか。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

はい。２７年度の医療費の支払い状況をみますと、今まで直近でですね、１,１

００万ぐらい出ております。その内の１割がですね、１１０万ぐらいが現物償還



 － 4 － 

払いという形でですね、負担になっております。今のところは町内だけをですね、

対象としております。委員さんが言われる通りですね。町内には医療機関になり

ますので、小児科ですね、小児科についてそういう意見が出ているのは確かです。

ただ、それを導入しますとですね、償還払いを導入いたしますと、現物払いです

ね、現物払いを導入いたしますと、国庫、医療費等国庫負担金減措置というのが

ですね、されて、国庫負担金でですね、なんですかね、現物払いを導入したこと

によって、その現物払いで払ったことについてですね、減額されているという制

度があるんですよ。それによってかなりのですね、国庫負担額がかなり落ちます

ので、できれば。 

○委員（佐伯金也君） そのまんまがいいということ。 

○健康推進課長（阿南一也君） 町内はですね、あれですけども、ひろげることに

よって国庫負担金が、補助金が落ちてきますので、出来ればですね、どうせ一遍

出して、還った後で全部残すようにはしますので、町内においてはあれですけど

も、ひろげるとやっぱ町のいろんなかたちで補助金落ちてくれば、要するに財政

負担になりますので、できればお願いします。 

○委員（佐伯金也君） わかりました。高校生、１８歳までということになってくる

と、今ちょっと始まる前にも雑談で出ましたけれども、その高森の高校に在学し

ている子たちは、恐らくいろいろ怪我したりしたときには、高森の病院でまずか

かると思います。そしたところが、それ以外の子たちは、それぞれ高森から出ら

れたところの高校通ってらっしゃる。その中で怪我したときなんか、事故したと

きなんかは、やっぱり近くの病院にかかられる場合があるんですね。だから、

やっぱしそのあたりで、その一時立て替え、もちろん保護者が立て替えるかたち

になるんですが、そのあたりのその啓発を十分にやっとかんと、要するに支払っ

て領収書関係をそのままもう投げられる方もいらっしゃるから、要するに保険証

が来るんですが、そのあたりで１８歳未満の方にはなんかそういうなことで領収

書はちゃんととっといて役場のほうに出してくださいというようなことも必要

じゃないかとは思うんですけれども、いかがでしょう。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

委員さん言われたようにですね、この条例がとおりましたら、ＴＰＣでですね、

流して周知を進めたいと思います。 

○委員（佐伯金也君） ＴＰＣ。 

○健康推進課長（阿南一也君） 当然、回覧板も含めて、いろいろ考えて参りますの

で。 

○委員（佐伯金也君） よろしくお願いしときます。 



 － 5 － 

○委員長（立山広滋君） ほか、ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２３号、高森町子ども医療費助成

に関する条例の一部改正については原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２４号、高森町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題と

します。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

私のほうから説明させていただきます。本会議場で申し上げましたように、国

民健康保険税の賦課限度額をですね、今５２万ですけども５４万円に、後期高齢

者支援等還付金に係る限度額を１７万円から１９万円に引き上げるものでありま

す。また、軽減する所得判定基準についても、５割軽減の被保険者に乗ずる金額

を２６万円から２６万５，０００円に、また、２割軽減の被保険者に乗ずる金額

も４７万円から４８万円に引き上げるものでございます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯です。 

こうすることによって影響の出る世帯、毎年、毎年、所得の状況が変わってく

ると思うんですが、申告の中でですね、どの程度の方たち、何割ぐらいの方たち

が影響が出るんだろうか、上がるんだろうか。 

○課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

条例改正にあたってですね、事前に確認をしたところでは、今現在ですね、最

高額を払われている方が４名、４世帯ですね。その方たちがそのまま影響を受け

るかどうかは、実際には次年度ですのでわかりませんが、人数的には最高額で今

現在が８５万円ですかね。８５万円が８９万円になる方が、同じ方がいたとして

も数名、数世帯ということで、影響的にはさほど大きくはないと思います。逆に
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減額のほうについては、かなり世帯が増えるんではないかというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） はい。わかりました。よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） ほか、ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２４号、高森町国民健康保険税条

例の一部改正については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２５号、高森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

今回の一部改正につきましては、本会議でも説明しましたように、指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、国の基準が変更されたこ

とに伴うものであります。 

具体的にはですね、小規模な通所介護事業所、利用定員１８名以下ですけども、

これについては少人数で生活支援に密着したサービスであることを踏まえ、地域

との連携や運営の透明性の確保、また地域ケアシステムの構築等を図る観点から

整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要がありますので、それを地域密着型

通所事業に関する基準を追加するものであります。また、認知症対応型通所介護

の基準についても、地域との連携や運営の透明性の確保をするため、運営委員会

の設置について規定するなど、地域密着型通所介護の新たな事務を踏まえて、地

域との連携に関する規定について改正を行うものであります。 

以上、御報告いたします。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） １０番 佐伯ですが、結果的にこれを改正することによって、
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具体的にはどういうふうに変わるわけですか。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

地域密着型と言いまして、うちで今言いますと、「ひめゆり」ですね、「ひめ

めゆり」さんのようなかたちで地域の方に限定した利用というかたちになります。

ただ、今ですね、そのデイの一部について、阿蘇郡にもいろんなかたちがありま

す。事業所があります。それでいろんなかたちでありますので、阿蘇郡の方につ

いては、その定員の一割とかもまだ決まってはおりませんけども、二割とかにつ

いては、利用できるようなかたちにしたらどうかという考えをですね、担当係で

協議しているようです。詳細については、担当係から説明します。 

○委員（佐伯金也君） 具体的にお願いします。具体的にちゅうとは、どういうふう

に変わるのかちゅうことね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

現在ですね、その小規模な通所介護事業所のデイサービスとかですね、に来ら

れている方、そこの施設の指定が、いま県の指定になっております。それが地域

密着型ということで、町におりてきまして、１８人以下の定員のところは、もう

町のほうで指定をしてくだいさいということで、それにあわせた改正になってお

ります。それで、その町におりてきてどうなるかというのは、その利用者はです

ね、基本的に町内の方しか利用できませんということなんですが、一部既に今

入っている通所に行かれている方で、町の「ひめゆり」とかは今は該当者はいな

いんですが、町外からも入れていらっしゃるところ、施設というのもありますの

で、その町外枠というのは、各市町村間で話し合って、一応定員が１０人でした

ら、１割、１名は町外からも入れていいですよという、その話し合いを各市町村

でしてくださいということになっております。大きく変わるというのは、もう基

本的なその事業所のサービスを受ける方が町内の人に限られるということですね。

これが基本的な変更になります。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） ほか、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

町内の方に限られるというのは、最初からそうじゃなかったのかな。梅香苑さ

んのほうも町内、村外だったのかな。「ひめゆり」さんも地域密着型で町内の方

に限るみたいな感じで聞いとったような気がするんだけども。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

今回は通所介護のデイサービスですね。 

○委員（興梠壽一君） デイサービスな。 
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○介護保険係長（二子石 誠君） はい。例えば、梅香苑さん、特別養護老人ホーム

の指定は、あそこは梅香苑さんは、じゃなくて、ひめゆりさんのほうが特別養護

老人、入所のほうはもう地域密着型になっているんですけど、通所のほうは地域

密着型ではなくて、今はどこでも入れるというような状況になっております。今

回、その通所ですね、いわゆるデイサービス等についての改正がありましたので、

はい、ということです。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

要するに、町内の方で入りたくても入れないとか、受けたくても、デイサービ

スを受けたくても受けられないとか、そういう方のために優先するというような

感じでそう捉えていい。ちと、ニュアンスが違うかな。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 優先、そうですね。すみません。介護保険係 二

子石です。 

優先というか、基本的にはもう町内の方ですね。優先、そうですね、優先とい

うか。新規で町外の方が入って来られるのは、まずもう、まずないというか、も

う町内の方が優先、もう順番を待ってもらえたら、まず町外の方が入ってくると

はないと思います。ただ、今時点ではもしかしたら町外の方が１人利用されてい

ると、そういう人のための、現状、いきなり今の人もあなたは町外ですので、も

う使えませんて言うのは、ちょっとその利用者にちょっと負担が大きいと。そう

いうことを勘案してですね、各市町村で話し合って、はい、今使われている町外

の方に関しましては、いいですよという特例措置みたいなことでですね、利用し

ていくことになります。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。 

今、事業所の指定について、今まではこう県が指定するって言いよったでしょ

う。これが１８人未満のそういう事業所については、今後、町が指定って話し

よったけど、それはどういった感じで出来る、その事業所の指定たいね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

基本的にはですね、事業所のほうから町のほうに申し込みというか、指定して

くださいという申請があがってきまして、町の運営委員会のほうでその指定の決

定をするんですけど、今回はもう国がもう自動的にですね、１８名以下の小規模

はもう市町村の指定になりますということで、今回４月、２８年の４月１日から

の分につきましては、もうみなし指定をしますということで。 

○委員（佐伯金也君） みなしでね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 事業所のほうが、もううちは小規模じゃなくて、

もうそのまま県の指定をしたいというときは、定員数を増やして県のほうに指定
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をしてもらうというふうになっています。 

○委員（本田生一君） 本田です。 

その、だからその町が指定できるのはその１８名未満のデイであって、けどそ

の事業所の指定を申し込みたい人は、それ以上の人は県に申し込むもんね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） そうです。 

○委員（本田生一君） 入らん人が、それを決める運営委員会たい、運営委員会はど

ういうの、運営委員会の中味はどういう運営委員会をつくるわけ。運営委員会の

そのメンバーというかね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

今ですね、こういうふうに指定の申請とかあがってきた場合は、議員さんが議

長と委員長さん、あと各病院の先生とかですね、歯科の先生とか、あと民生委員

さんとか有識者とかの審査会というふうになります。 

○委員長（立山広滋君） 正式名称ば、組織名ば。 

○委員（本田生一君） あるったいね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） あります。はい。 

○委員長（立山広滋君） それじゃですね、今、最初に説明したように、議会の文教

厚生委員長と議長、そして町内の歯医者さん、ドクター、薬剤師さん、民生委員

さん、そして、福祉施設の施設長さん、ほかに。 

○委員（本田生一君） だいぶ分かりました。今、聞きました。 

○委員（佐伯金也君） いいですか。高森からもひばりなんか行きよらすたい。あそ

こはリハビリセンターたいね。でも、あそこはデイサービスしよらすじゃん。あ

あいうところあたりはどうなると。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 二子石です。 

ひばりさんは、確か定員数が何人か。 

○委員（佐伯金也君） 結構、高森からよその施設に行きよる人もおらすたいね。 

○委員長（立山広滋君） ひばりさんも結構行きよらすたいね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 基本的には、今もう行かれている方はそのまま継

続して行くことができるようにですね、なると思うんですが、新規でひばりさん

はちょっと定員数がちょっと分からないんですけど、新規で４月１日以降から行

くとなると、あそこはですね、高森町と南阿蘇との調整で、もう南阿蘇のその今

の待ちがいなかったり、そういうことで大丈夫ですよって言われたときは、その

こっちから指定の許可を南阿蘇からもらって行けるようにはなりますが、すぐに

行きたいから行けるというのがちょっと難しくなるような状況になります。 

○委員（佐伯金也君） それは結構多いけんね、南阿蘇は。今、行きよる人はいい
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ちゅうことたいな。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

今までそのうちの母が梅香苑さんに世話なっとたばってんな。要するに町村で

そういうその施設、あるところのは、なんちゅうかな、優位にそういうサービス

を受けることができるという、要するにその町からほかの町村に行ってそういう

サービスを受けるのが厳しくなったということですか。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 二子石です。 

基本的には、そうですね、地域密着型というところは、もうその地域に密着し

てサービスをしてくださいということですので、他町村から来てそこでサービス

を受けるということは基本的にはできない、その各市町村の調整でできるように

はなるんですけど、はい。 

○委員（興梠壽一君） できるの。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 地域密着型じゃない施設もあるわけですよね。梅

香苑の通所介護はですね、定員３６ぐらいだったので、あそこはもう地域密着型

ではなくて、もうどこでもですね、入れるようになっております。 

○委員（佐伯金也君） 大きいところはええわけたい。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 大きいところは、その特に小規模なところですね、

についてはもう地域密着型としてくださいということで。 

○委員（佐伯金也君） 分かりました。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

要は先ほども言いましたように、在宅医療とか在宅介護に移行しますので、１

８名以下の基本的にはそういう施設がいっぱいできてですね、在宅で、デイでと

いうかたちで、先ほども言われましたようにそういう町でしやすいかたちで、そ

の在宅から通われるところは作り易いかたちで国の考えと思っております。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２５号、高森町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ
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いては原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続きまして、議案第２６号、高森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題と

します。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

これはですね、先ほど説明いたしました指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準の改正を行うものに伴ったものでございます。高森町指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に

おいて、認知症対応型通所介護の新たな基準を踏まえた規定が改正されたことに

伴い、介護予防認知症対応型通所介護の基準についても同じく改正を行うもので

ございます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２６号、高森町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部改正については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 
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 続いて、議案第２７号、高森町地域包括支援センターの職員等に関する基準を

定める条例の一部改正についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

これも提案・説明の時に説明申し上げましたけども、今回の一部改正は介護保

険法施行規則の改正に伴うものでございます。今回改正は、主任介護支援専門員

が継続的に知識・技術等の向上に努めているかを確認、また、自ら実践に足りな

いものを認識して、更なる資質向上を図ることが重要であることから、この更新

制度を導入し、更新時における新たな研修が創設されたことに伴うものでありま

す。 

以上、御報告します。 

○委員長（立山広滋君） はい、よろしいですか。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２７号、高森町地域包括支援セン

ターの職員等に関する基準を定める条例の一部改正については原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

ページに沿いまして、担当課長からですね、主なものについて説明させていた

だきます。訂正いたします。担当係長のほうから説明させていただきます。すみ

ません。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

１２ページを御覧ください。 

まず、歳入のほうです。 
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１２款分担金及び負担金の３目民生費負担金の１節老人福祉費負担金現年分と

して１４７万２,０００円を計上しております。こちらは老人福祉施設の入所者の

ですね、負担金でありまして、収入の増加が見込まれますので計上しております。 

以上です。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

１４ページをお開きください。 

１４款、１項、３目、４節、６節になりますが、４節のほうがですね、保険基

盤安定負担金が国からの通知を基にですね、６５６万１,０００円計上しておりま

す。 

続きまして、１６ページをお開きください。 

１５款、１項、３目、２節、こちらのほうもですね、先ほどの国の負担金で増

額しております分の県分ということで３４１万８,０１３円と支援分としてですね、

６４６万５,７０３円、合わせまして９２５万６,０００円を増額をしております。 

歳入は以上です。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

３０ページを御覧ください。 

歳出のほうになります。 

３款民生費、４目の老人福祉費の１９節負担金補助及び交付金につきまして、

６４万１,０００円の減額をしております。こちらは阿蘇広域行政事務組合の負担

金でありまして、養護老人ホーム湯の里荘の負担金ですね、これが減額というこ

と、減額に伴いまして減額をしております。 

続きまして、２０節扶助費、こちらのほうは３８０万円の減額をしております。

こちらはその老人福祉施設の入所措置費でございます。こちらが支払い見込みが

減少しておりますので、３８０万円の減額をしております。 

以上です。 

○課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

３１ページを御覧ください。 

３款、１項、８目国民健康保険事業費のうち、特に大きいのが２８繰出金にな

りますが、保険基盤安定繰出金、これは県のほうから指示があっておりまして、

３月末までに一般会計から国保特会に組み入れた上で支払いをするということで

決定した金額が６５６万１,４０５円です。それと別にですね、財政安定化支援事

業繰出金、これは法定外になりますが４,９００万円、合わせて５,５５６万２,０

００円を計上しております。 

国保分についての歳出は、主なものは以上です。 
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○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

３３ページをお願いします。 

４款、１項、１目、１節の報酬です。保健嘱託保健師の採用を計上しておりま

したが、採用ありませんでしたので、減額しております。 

続きまして、２目予防費、１１節の需用費、これは予防接種のワクチン代、実

績見込みに応じて減額しております。同じく１３節委託料、これは町内外の予防

接種委託料として見込みに応じて、見込みにより減額しております。 

３目健康増進事業費、１３節委託料、これも各種検診委託料、実績に応じて減

額しております。 

５目母子保健費、１３節委託料、これは子ども医療の現物給付が見込みよりも

不足しそうなので、増額で計上しております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） 以上ですか。 

はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２８号、平成２７年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２９号、平成２７年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

特別会計につきましては、担当の課長補佐兼係長より説明させていただきます。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

初日の本会議中、課長のほうから詳しく説明をいただいておりますので、私の

ほうからできるだけ簡単に説明させていただきます。 
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まず、１ページを御覧ください。これは、説明があったとおりですね、歳入歳

出予算の総額にそれぞれ６,５６８万４,０００円を追加いたしまして、総額を１

億３,３２９万６,０００円、失礼いたしました。訂正いたします。１３億３,２９

６万６,０００円とするものです。 

続きまして、７ページをお開きください。 

まず、１款、１項、１目、２目になりますけれども、これは健康保険の保険税

になります。それぞれですね、２月当初ぐらいで調定確認をいたしまして、それ

を基にしたところで増減を出しましたところ、総額で７５１万の減額となってお

ります。 

続きまして、８ページをお開きください。 

はい、４款、１項、１目ですね、療養給付費等負担金について、大きく減額に

なっておりますが、そちらのほうも県からきております負担金等の金額等が確認

できておりますので、その金額について２,３３２万１,０００円を減額しており

ます。 

次に、６款、１項、１目前期高齢者交付金、こちらのほうも同じく連合からの

通知によりまして９６８万９,０００円を減額しております。 

続きまして、９ページを御覧ください。 

８款、１項、１目共同事業交付金ですが、こちらのほうは課長のほうからも当

初、初日に説明がございましたが、９月の補正におきまして対象となる医療費等

が今まで３０万以上だった分についてが、総額全部ということになりましたので、

それにあわせたところの交付金額が増えております。１,９７９万円が増額となっ

ております。 

続きまして、保険財政共同安定化事業交付金についても同じ理由で、２,９８７

万４,０００円増額になっております。 

続きまして、１０款、１項、１目一般会計繰入金ですが、こちら先ほど歳入の

ところでも一般会計の歳出のほうで説明をいたしました保険基盤安定繰入金６５

６万１,０００円と法定外繰入金として４,９００万円を計上いたしております。 

歳入の主なところは以上です。 

１１ページをお開きください。 

２款、１項、１目、一般被保険者診療報酬ということで３,２６０万円計上して

おります。療養給付費等については、診療報酬等についてもですね、なかなか年

度当初のほうでは見込めず、年度末に金額がある程度決まってきますので、その

分について計上いたしております。 

２款、２項、１目一般被保険者高額療養費、こちらも同じ理由によりまして、
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１,１００万円、連合会支払分として計上いたしております。 

１２ページをお開きください。 

６款、１項、２目保険財政共同安定化事業拠出金、こちらにつきましても先ほ

ど説明いたしました９月に補正しました共同事業関係の分で不足金額がある程度

確定いたしましたので、１,８７０万５,０００円を計上いたしております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯ですが、法定外で一般会計から繰り入れ

なければならなかったということは、要するにその高額療養とか、いろんな重篤

者が多かったということでしょうね。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

療養給付費等については、先ほど申し上げましたとおりなかなか読めないとこ

ろもございまして、本来でしたら保険料を上げるとか、そういう措置を必要とす

ると思いますが、年度内で対応が難しい部分もございましたので、４,９００万円

不足ということで、その分を法定外に上げさせていただいております。ちなみに

前年度は８,５００万ほど法定外でございました。 

○委員（佐伯金也君） 私たちも町内で生活している上でですね、よくお話を聞くん

ですが、透析をされる方たちが非常に近頃私たちの周りの方たち、多くなってき

ている気がいたします。病院、それぞれのその解釈とか、体の個人差があると思

うんですけれども、大体その以前ですと、そんなには透析はいらっしゃらなかっ

たような気がするんですよね。昔はね。今はもうどんどん上がってる。話に聞け

ば、もう１日おきだと言われるし、もう各病院で迎えに来るわけね。そして連れ

て行かれる方たちだもんだから、もう透析の方たちも気軽に透析ができるし、以

前みたいに１日かけて透析するんじゃなくして、３時間コースであったり、昼ま

でコースであったりということでそれぞれされるんですけれども、透析をされる

方はこれで全快をされることはもう一生ないわけなのでしょうけれども、透析を

されている方の中にはね、その透析のその機能が、透析をする機能がその自分を

要するに機械でされているわけだから、当然１日おきで、健康って、その要する

にリセットしていくから大丈夫だと思ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいな

んだけれども、中にはその透析はしているけれども、悪化をしているという方の

話も聞いたことがあるんですが、その方たちの健康診断等をして透析が本当に機

能しているかという行為は現状ではしないわけかな。あってるんですか。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

透析を受けられる方も７４歳までの方は基本、特定健診を受けていただくよう
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になっています。健診で受けられない方は、病院からの情報があれば、よしとい

うことになるんですが、健診でその状態がいいか悪いかというような分からない

わけでもないんですが、もう透析になられた方は基本、病院でこう経過を見て

いってもらうっていうようなのが実情で、健診ではそれに至る前にならないよう

にというようなことで、腎臓の機能あたりを見る項目もありますので、そういう

ので指導して、予防ということに力を入れています。 

○委員（佐伯金也君） はい。やっぱり予防が一番大事で、糖尿病の方たちなんかが

透析のほうにどんどん、どんどん流れて行かれるというのが、今、現状だと思う

んですよね。透析に行けば、今はもう機械が整備されていますし、かなりいい機

械が出てるみたいでやっていくんですが、その分、病院とすればその分設備投資

の金額がかさんでいくということで、サービスを向上して、以前と違って送り迎

えをされる、送り迎えをすることになったことで昔はその３日に１回とか、１週

間に１回とかやっていたのを、もう１日おきでやれるということになってきたん

ではないかなとも思うんですが、それは体の症状によっても違うと思うんですが、

ただその途中でね、やっぱりその透析が本当に透析として機能を果たしているか

という検査体制はその病院では私はしないと思うんですよ。したらいけないと思

うんですよ。要するに透析をしよる病院が、自分のところの透析でこれは機能し

よらんばいって恐らく言わないと思うわけね。だから、そのＡ病院で透析をして

るんだったら、どこかの総合病院でたまにはその透析が役に立つか立たないかっ

ていうぐらいのそのこともやらないと、医療費、療養費はかさむけれども、ます

ます悪化していかれるような気がするもんだから、その受け皿というものができ

るもんかなと思うんですけどもね。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

基本、透析はしないと命にかかわるものなので、もうそこの効果っていうより

も、もう命の継続のためにしていかなければいけないし、１日、２日に１回とか

３日に１回の方もいらっしゃいますので、その方はその期間の健康維持をどれだ

けされているか、体重だとか、水分管理とか、そういうことで間隔も変わってき

てますね。もう命にかかわることだから、基本それをどこかでっていうようもな

いような気がするんですけども。 

○委員（佐伯金也君） セカンドオピニオン、なんちゅうと、ね。要するにそこの病

院だけを、そこの病院にかかりつけたっていいんですよ。ただかかりつけだけを

今の医療の、医療の世界の中で本当にその信用していいのか悪いのかということ

もあれば、確かに言われるとおり命にかかわることです。今病院のほうで１日お

きに透析しなさいと言われれば、やっぱ透析していかんと、やはりそれは命の危
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険が増すわけだからしていくと思うんですが、患者さんからすれば、もうそう言

われればそうしなければならないと思って、機械に入って半日なり１日なり透析

をされてる。これで今日１日はながらえたと思われると思うんですが、しかしな

がらその透析行為というものが本当に機能しているかどうかということは、病院

でないと分からない。でもその病院がその件について、そのちゃんとその説明で

きるような技術があるならばそれでいいんだけれども、ただその、ただ透析する

だけでいいと思って、そんな軽い気持ちでおられると患者さんの命がちぢんでし

まう。だからこそそのそこでＡ病院で透析はしてもいいけれども、やっぱり半年

に１回ぐらいはどこかの病院で、その透析というのが本当にあなたの命をながら

えているんですかということを検査することも私は必要じゃないかと思うんです

よね。その透析をする病院のね、透析、その批判するわけじゃないんだよ。悪く

言うわけじゃないんだけども、あるわけだよ。そういう話が、実際。 

○委員（牛嶋津世志君） 本人次第だろうけん。 

○委員（佐伯金也君） 本人は分からん。本人次第と言っても。本人は分からんとよ。

透析しよっとそれでいいと思っとらす。ところがそれで命が縮んだ方もいらっ

しゃるという話を聞けば、そこの病院で透析しながら、ひと月に１回ぐらいは違

う大病院で本当に僕は透析しているけれども、ちゃんと透析できよりますかねと

いう検査たい。検査できるじゃん。 

○委員（本田生一君） 検査はそこでするよね。 

○委員（佐伯金也君） そこの病院は検査するけれども、うちわの病院じゃ検査でき

んじゃん。Ａ病院でするんだったら、違うＢ病院あたりでちゃんと透析できとる

のか、１００％透析できてるのか、ちゅうことたい。信用するかせんかというこ

とになれば。それはあるわけたい。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

利用者は、もう１回透析されたらですね、もうずっと受けなければならないわ

けですから、そこはそれができるかできないかとしても、本人さん自覚でですね、

病院を自分の意志で換わられると思うとですが、行政がしなさいとはできないと

思います。 

○委員（佐伯金也君） いや、しなさいじゃなくてね、そういうふうなことを、要す

るにその、今、特定健診とか言われたとおり、やはりそういう方たちもたまには

特定健診に来てもらって、そしてちゃんと透析がね、透析として機能しているか

という検査することが僕は必要となってくると思うとたいな。だけん、今の病院

を批判するわけでもないし、切り替えろとも言わん。ただ参考にさせるための情

報をその患者さんに与えてやるという義務はあるんじゃないかなと思うたいね。 
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○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

言われたようにそういう方たちも特定健診は受けるようになってますので、そ

の結果に応じて、受けられた方には必要な指導はしております。透析に至るって

いうことは、その前にそれと合わせて、心臓病、心筋梗塞と狭心症、それから脳

血管疾患、そういうのも合わせて発症する危険性は十分に体の仕組上、あります

ので、透析になってて、そういう病気を発症しないようにとか、そういう意味で

は特定健診の結果を私たちは見ながら、個人さんには指導をしていっております。

また、そういう事態に至らないように、自分の健診結果はどういう意味を示して

いるのかっていうのも、病院だとか健診機関任せじゃなくって、御本人さんが理

解できるようにというところで、今は関わっていっているところです。 

○委員（佐伯金也君） 何しろ、私たちも含めてね。１０番 佐伯ですが、私たちも

含めて、ある程度の年齢までは健康には関心ないけん、関心がないからそういう

事態に陥るわけなんですけどもね。だからそのあたりについての指導をやっぱり

その徹底はできないと思うんだけれども、分かりやすくしてもらったほうがいい

ような気がします。でないとあんまり複雑だったら、最初から毛嫌いしてから面

倒くさいという気持ちになりますよね。その面倒くさいが、最終的には病院に

行ってからこやんなってしまったと思いますので、よろしくお願いしときます。 

○委員（本田生一君） 本田ですが、ちなみには、その何人ぐらいおられる。そうい

いう透析受けられている方。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

２６人ぐらいいらっしゃると思います。特に、今、佐伯委員から指摘がありま

したように、透析の新規導入の方が増えてて、２６年度で５人の新規透析者がい

らっしゃいました。新規透析になることで、１年間の医療費が１人あたり６００

万ぐらい必要となりますので、そういう透析にならないような体制、指導体制と

か必要になってくると思います。また、健診でも腎機能がおちていらっしゃる方

が特にちょっと目立ってきていますので、そういうのも今、気になっているとこ

ろです。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（本田生一君） 私もいろいろ指導を受けた一人でございますので、勉強にな

りました。はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） それでは、続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２９号、平成２７年度高森町国民

健康保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

お諮りします。休憩を入れたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） １１時５分に再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 委員会、再開します。 

続いて、議案第３０号、平成２７年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算

についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

高森町後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、担当係長より説明さ

せていただきます。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

後期高齢医療特別会計補正予算については、歳入歳出それぞれ、失礼いたしま

した。１ページを御覧ください。歳入歳出予算の総額から、それぞれ３６４万４,

０００円を減額して、９,３７０万８,０００円とするものです。 

６ページを御覧ください。 

１款、１項、１目と２目ですが、保険料については２月初めのところの調定額

をもとに計算をしなおしまして、総額で２５１万２,０００円を減額としておりま

す。 

続きまして、歳出のほうですが、７ページを御覧ください。 

２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合交付金ですが、こちらのほうが２４

６万７,０００円減額ということで連絡があっておりますので、その金額を計上い

たしております。 

続きまして、８ページをお開きください。 
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３款、１項、１目健康診査費、１３節委託料ですが、健康診査業務委託料とし

て、実際には受診をされる方が予定数よりも少なくなりましたので、その分につ

いて、６３万１,０００円を減額としております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３０号、平成２７年度高森町後期

高齢者医療特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第３１号、平成２７年度高森町介護保険特別会計補正予算につい

てを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

高森町介護保険特別会計補正予算につきましては、担当係長より御説明します。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

まず、１ページを御覧ください。 

今回、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２,８３３万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ８億８,５８６万円とするものでございます。 

次に、４ページを御覧ください。 

こちらは債務負担行為の補正でございます。こちらは平成２８年４月１日から

事業を実施するものを計上しております。まず、地域包括支援センター業務で５

７６万２,０００円、こちらは社会福祉協議会のほうにですね、一部委託している

のを計上しております。次に、２と３につきましては、食の自立支援事業に伴う

配食の調理業務と配送業務でございます。次に、４番目の在宅医療・介護連携推

進事業につきましては、これは高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らせるよ
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うにですね、医療と介護が連携してサービスを提供できるよう連携体制の構築を

推進するものでございまして、阿蘇郡市の各市町村がですね、阿蘇郡市の医師会

のほうに委託するもので３１万５,０００円を計上しております。 

続きまして、７ページを御覧ください。 

まず、歳入について御説明をさせていただきます。 

１款保険料、１項、１目第１号被保険者保険料につきましては、現年分を１０

０万円、滞納繰越分を４８万円計上しております。こちら収入の増加が見込まれ

ますので計上をしております。 

続きまして、３款国庫支出金からですね、８ページのですね、５款県支出金に

つきましては、こちらは介護保険給付費及び地域支援事業の事業費見込額の変更

に伴いまして、国、県、基金の交付金補助金の補正をしております。基本的に事

業費全体的には減少になっておりますので、どれも減額の補正をしておりますが、

７ページの中段の３款国庫支出金の１項介護保険給付費負担金につきましては、

１０４万４,０００円増額をしております。これにつきましては、国の介護給付費

のですね、最終見込みではなくて、当初、初めのほうのまだ多く見込んでいたと

きのですね、見込額で今回は国庫支出金のほうをお支払いをするということです

ので、増額になっております。 

続きまして、８ページのですね、６款繰入金からですね、最後の９ページの８

款諸収入までにつきましては端数調整をしております。 

続きまして、１０ページを御覧ください。 

歳出のほうを説明させていただきます。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につきましては、支払い額の減少が見込ま

れますので、１２節、１３節、それぞれ２０万、３０万円の減額をしております。 

次に、２款の保険給付費につきましては、１項、２項の介護サービス等の諸費、

介護予防サービス等諸費につきましては、見込額の減少によります、それぞれ１,

５８０万９,０００円、１,０３６万７,０００円の減額となっております。 

次に、３項、４項、６項ですね、その他諸費、高額介護サービス等費、特定入

所者介護サービス等費につきましては、見込額の増によりそれぞれ増額をしてお

ります。 

次に、１２ページをお開きください。 

５款地域支援事業費、２項、１目包括的支援等事業費につきましては、見込額

の減少により２３２万円減額の補正をしておりますが、その中で２０節の扶助費

につきましては、７２万円計上しておりましたが、こちらにつきましてはですね、

寝たきり老人等介護者手当で１２月の議会におきまして、これは一般会計のほう
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へ組み替えをしておりますので、この分につきましては全額減額でおとしており

ます。 

最後に、８款予備費で７４７万１,０００円の減額をしております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

７ページ、保険料の件ですが、現年分で１００万円の増額と滞納繰越分で４８

万円の増額ですよね。この４８万は大体何人ぐらいで、なんか特別になんか徴収

されたのか。それと、先ほど、聞き忘れていたもんだから、後期高齢者、いわゆ

る後期高齢の関係で３００万程マイナスなっとたいな。先ほど聞けばよかった

ばってんが、えらい減額されとったけんが、まずその介護のほうからお願いした

いと思います。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

今回滞納繰越分ので４８万円増額しておりますのは、こちらはですね、ちょっ

と件数的には前年とさほど変わらないと思うんですが、１件大きい方でですね、

もう過年度の全部納められてしまいましたので、その分で急に増えております。 

○課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

減額金額について、今、御指摘があった分ですが、先ほどの説明の中に入れま

した保険料についてはですね、実際２月に調定額を調整したところですね、見込

みとしてもうこれだけ入ってこないと保険料の賦課の分で決定した金額がその分

下がったということです。それと、今のところは６ページです。すみません。５

款、４項、１目のところですが、健康保険増進事業収入ということで、こちらの

ほうは後期高齢の連合からですね、実際に保険の受診をしていただいた人数で

入ってくる予定だった金額が、受けられる方が少なくなりましたので、その分が

おちた分が含まれております。それで歳入について、３６４万４,０００円ですね、

減ということになっています。歳出のほうはそれに合わせたところでですね、先

ほど説明の中に一部入れました委託料のほうで健診を受ける委託料等についての

支払いはその分ですから、その分減ったものでございます。それで、保険事業費

として負担金減額、このへんについては、課長のほうが初日にも説明をしました

けども、はり・灸関係の補助について、今のところ見込みとして落ちる分等を計

上しております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３１号、平成２７年度高森町介護

保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題としま

す。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

高森町一般会計予算につきましては、ページに沿ってですね、主なものを担当

の係長より説明いたします。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

まず、１５ページを御覧ください。 

歳入のほうです。 

１２款分担金及び負担金、２項、３目、１節の老人福祉費負担金現年分で４８

０万円計上しております。こちらは老人福祉施設の入所者の負担金でございます。 

続きまして、１６ページのですね、７節緊急通報装置利用者負担金につきまし

て１８万円計上しております。こちらは２７年度までですね、緊急通報装置とい

うのが、阿蘇の郡市全体で阿蘇広域消防のほうで事業が行われておりましたが、

２７年３月末で阿蘇広域のほうが終了するということで、２８年度からはもう各

市町村で対応してくださいということでしたので、２８年度からはたかもり光株

式会社のサービスを利用しまして、緊急通報装置事業をですね、町が単独で行う

ようにしております。その分の利用者負担金ということで、一応ひと月あたり３

００円の負担金で１２カ月ですね、年間３,６００円の５０名で一応１８万円を計

上しております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

同じく１６ページ、１２款、２項、４目の２節歯科予防検診負担金、これは幼
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児に対するフッ素塗布に対するために使用する歯ブラシ代です。それと３節療育

医療費負担金、これは未熟児医療に対する負担金として計上しております。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

１９ページをお開きください。 

１４款国庫支出金、１項、３目、４節の保険基盤安定負担金ですが、こちらに

ついては、県から見込額の通知がきておりますので、その金額３３７万円を計上

いたしております。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

同じく７節の保険料軽減負担金で１００万円計上しております。こちらは介護

保険の１号被保険者の保険料のですね、低所得者の軽減強化ということで、今、

介護保険料が１段階から９段階までありますが、１段階の方のですね、低所得者

の保険料を低減するための国庫補助になっております。一応国庫補助が２分の１、

あと県と町の補助として４分の１となっております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

２０ページをお願いします。 

１４款、２項、４目国庫補助金です。主なものとして、４節子育て支援交付金

として、保健師の人件費として国から３分の１の補助でありますので、１３６万

計上しております。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

２２ページをお開きください。 

１５款県支出金、１項、３目、２節保険基盤安定負担金、こちらは県の支出金

分になりますけれども、軽減基準分、支援分、後期高齢者保険分、合わせまして

５,３５８万３,０００円を計上しております。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

同じく３目の７節保険料軽減負担金、５０万円を計上しております。こちらは

先ほど説明しました低所得者の軽減強化の、こちらが県費の負担分になります。 

続きまして、２４ページを御覧ください。 

同じく１５款の県支出金の２項、３目の６節在宅老人福祉費補助金４７万２,０

００円、こちらは老人クラブ活動の助成金となっております。次に７節の介護保

険低所得者対策事業補助金２５万９,０００円計上しておりますが、こちらは社会

福祉法人のほうが生計困難者等に対して介護保険サービスに係る利用者負担の経

費をとられたときにこちらから補助を出すという分の県補助になります。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

同じく２４ページ、４目、２節の乳幼児医療費補助金、それが県から２分の１、
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４歳未満の子ども医療費に対してくるもので計上しております。３節健康増進事

業費補助金、これは３分の２の補助で健診とか健康教育相談訪問事業に関する補

助金になっています。４節むし歯予防対策事業補助金、これは幼児のフッ素塗布、

それから小中学校のフッ素洗口に対する補助金で２分の１の補助となっています。

５節乳児家庭全戸訪問事業補助金、これは生後２カ月の子どもに全戸訪問してお

ります。３分の１の補助でくるもので計上しております。６節子育て支援交付金、

これも先ほど申しましたように３分の１、県からの補助ということで人件費とし

て計上しております。 

以上です。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

続きまして、歳出のほうの説明に移らせていただきます。 

６２ページをお開きください。 

３款民生費、１項、４目老人福祉費、こちらにつきましては、全体で５,４０５

万５,０００円を計上しております。１３節の委託料で１７５万８,０００円計上

しておりますが、この中の主なものはですね、地域支え合い事業で軽度生活支援

サービス、短期宿泊、外出支援サービス、デイサービスの事業を計上しておりま

す。また、先ほど説明しました緊急通報の委託料として支払う分として３２万４,

０００円計上しております。続きまして、１４節使用料及び賃借料で地域包括支

援センターのシステムのリース料として５７万２,８３２円計上しております。続

きまして、１９節負担金補助及び交付金、こちらの中で広域行政事務組合の湯の

里荘の負担金とまして７９６万５,０００円計上しております。また、老人クラブ

のですね、助成金としまして、老人クラブ単体の助成金、あと連合会への助成金、

スポーツ大会等ですね、の助成金合わせまして１９６万５,０００円を計上してお

ります。あと、２０節扶助費でございます。こちらは、老人福祉施設、湯の里荘

とかですね、そういう養護老人ホームの入所措置費として４,０３２万円を計上し

ています。併せて、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担軽

減の助成で３４万６,５００円を計上しております。 

続きまして、６３ページを御覧ください。 

３款民生費、１項、５目介護保険事業費、こちらで２節、３節、４節につきま

しては、総務課のほうで計上しております。２８節の繰出金につきましては、介

護特別会計のほうへ１億２,１８７万１,０００円を繰り出すことで計上しており

ます。詳細につきましては、右の説明に書いておりますが、介護給付費と地域支

援事業の中の介護予防事業、包括的支援事業、あと第１号保険者低所得者軽減負

担金ということで、町の負担分を計上しております。 



 － 2 7 － 

以上です。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

同じく６３ページを御覧ください。 

７目後期高齢者医療事業費ですが、これは６４ページにかけてになりますが、

後期高齢の連合より見込額として通知がきた分について、すべて計上しておりま

す。総額１億４,５８０万７,０００円になります。 

続きまして、６４ページ。 

８目国民健康保険事業費ですが、２節から４節については総務課で計上してお

ります。２８節繰出金ですが、こちらのほうも見込額として通知がきている分を

もとにですね、６,３９４万円計上いたしております。このうち、先ほど補正で御

説明申し上げました法定外ではなく、これは法定内ということで決まっている金

額を計上いたしておりますので、その分が含まれております。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

７２ページをお願いします。 

４款、１項、１目保健衛生総務費です。主なものとしては、７３ページ、１３

節委託料、これは健康診査委託料として計上しております。また、在宅当番医制

事業委託料として、３９万６,０００円を含んでおります。１９節負担金補助及び

交付金で病院群輪番制病院運営事業負担金ということで、これは緊急医療や夜間

とかに対する負担金です。それから食生活改善推進協議会活動助成として３２万

計上しております。 

２目予防費、１１節需用費、これは予防接種のワクチン代として、医薬材料費

を含み１８６万５,０００円を計上しております。それから１３節委託料、これは

町内及び町外の予防接種委託料として１,５８３万６,０００円を計上しておりま

す。 

７４ページ、３目健康増進事業費、主なものとしましては、７５ページ、１１

節需用費、これは健診関係に関わる消耗品として５８万９,０００円計上しており

ます。１３節委託料、これも各種がん検診の委託料として、９４６万３,０００円

計上しております。 

続きまして、７６ページ、５目母子保健費です。主なものとしまして１３節委

託料、これに妊婦健康診査委託料、それから子ども医療費と今回高校生分も見込

みまして計上しております。それから、一番最後のパパママ定期歯科検診委託料、

これは２８年度新規事業として計画しているもので、妊娠期、０歳児、１歳児、

２歳児の保護者に対する定期歯科健診で、妊娠期に関しては早産予防、それから
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０歳、１歳、２歳時に関しては虫歯予防、それから両親の生活習慣病への意識啓

発を狙いとして新規計画したものです。２０節扶助費、これは子ども医療助成費

として計上しております。高校生でも１８０万を含めて計上したものです。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

○委員（興梠壽一君） はい。興梠です。 

高校生医療関係ですね、先ほど説明がありましたけども、他町村で高校生まで

補助しているところはどこかありますか。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課 阿南です。 

一応こちらの手元の資料では、現在で調べてみますと、１市８町村ですね、

なっております。 

○委員（興梠壽一君） １市。８町村。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。山鹿市、和水、芦北、五木ですね。それと阿

蘇郡は、産山、南阿蘇、あと山都町、球磨、玉東です。先ほど言いました和水、

芦北、五木は２６年度から高校生までとなっております。大体もう中学生までは、

熊本市も荒尾市もですね、できましたので、ほとんどもう今から先は高校生まで

というふうに子育て支援制度で導入する形になっております。やっぱり高校生ま

で引き上げることは、かなり終っていますし、今年もだいぶんのびるんじゃない

かと思っております。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。興梠です。 

緊急通報装置利用者負担金、これは先ほど光ネットワークを利用してからとい

うことで話があったんですが、どういうシステムですかね。パンフレット中にい

ろいろ緊急通報装置があったような気がするばってん。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

装置の内容としましては、もうただボタンを押せば一応ですね、ボタンを押し

たらメールが流れるということで、メールの相手が５件まで登録ができるという

ような内容になっています。ですので、基本的には御家族さんとか御近所の方で

いざというときには、協力者ですね、メールを登録しておきまして、何かあった

ときにもうボタンを押すだけというようなシステムです。 

○委員（興梠壽一君） 要するに利用者はボタンを押せば、そういう一番近い人、５

名に通報が行くという。 
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○介護保険係長（二子石 誠君） そうです。 

○委員（興梠壽一君） それを光ネットワークで今度、管理してもらうということで

すか。 

○介護保険係長（二子石 誠君） そうですね。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかございませんか。 

○委員（本田生一君） 本田です。 

今、興梠委員が質問しましたけども、今までが何名ぐらいいらしてたんですか。

そういう、実際は。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

今までですね、利用されていた方が、大体４８名おられました。今回終了する

ということで、ちょっとこの方たちに調査をしまして、移行した場合、この利用、

新しいサービスを利用しますかと聞いたところですね、一応２１名の方が利用希

望ということで出ております。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

今と同じ質問だけど、対象者はどういうあれを募集するんですか。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

今までは、概ね６５歳以上で心臓とかちょっと病気がある方だったんですが、

今回からはですね、一応もう６５歳以上の方、概ね６５歳以上の方で、一人暮ら

しとか高齢世帯のみの世帯はもうできるようにしています。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３４号、平成２８年度高森町一般

会計予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第３５号、平成２８年度高森町国民健康保険特別会計予算について

を議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 
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○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

高森町国民健康保険特別会計予算につきましては、担当係長より御説明いたし

ます。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

まず、１ページをお開きください。 

歳入歳出予算の総額については、それぞれ１３億６６９万５,０００円としてお

ります。 

続きまして、８ページをお開きください。 

１款、１項、１目、２目については、保険税の収入ですが、こちらのほうは２

月当初、初めぐらいのところの現時点での歳入予定額をそのまま計上いたしてお

ります。総額１億８,６５４万６,０００円となっております。 

続きまして、９ページを御覧ください。 

４款、１項、１目、こちらについては療養給付費等関係になりますので、なか

なか年度内の歳入等についても、歳出も関係してきますが、歳入歳出については、

なかなか見込めないところでございますので、前年度と同額を計上いたしており

ます。 

続きまして、１０ページをお開きください。 

４款、２項、１目財政調整交付金ですが、こちらのほうも今年度２７年度で申

請いたしました金額に沿ったところで１億２,７１１、２千、２億か、失礼いたし

ました。訂正いたします。１億２,７１９万７,０００円を総額計上いたしており

ます。 

続きまして、６款、１項、１目前期高齢者交付金ですが、こちらのほうも県か

らの見込額の通知がきておりますので、その金額を計上いたしております。２億

４８７万円になっております。 

続きまして、１１ページをお開きください。 

８款、１項、１目共同事業交付金ですが、こちらはほかでも説明いたしました

が、前年度から２７年度から対象が３０万円以上から総額全部に変わりましたの

で、その金額を基に県からきております見込額３億１,３５２万６,０００円を計

上いたしております。 

１２ページをお開きください。 

１０款、１項、１目一般会計繰入金、こちらのほうは一般会計に計上いたしま

した分６,３９４万円を計上いたしております。 

１１款、１項、２目その他繰越金、これは前年度からの繰越金を見込みました

金額を合わせて３,８４１万９,０００円を見込んでおります。 
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歳入は以上です。 

続きまして、歳出について主なものを御説明申し上げます。 

１４ページをお開きください。 

一般管理費といたしまして、レセプトの点検事務で臨時を雇う予定にしており

ますが、その報酬等を含めまして６３８万１,０００円を計上いたしております。 

続きまして、１５ページをお開きください。 

２款、１項、１目一般被保険者療養給付費、これが一番大きい金額になるかと

思いますが、６億円を計上いたしております。 

続きまして、１９ページをお開きください。 

保健事業費、７款保険事業費、１項特定健康診査等事業費、これにつきまして

は、いわゆる住民健診に関わる分になりますが、特定健診業務委託として、１,０

８２万円４,０００円を含め、１,６１５万２,０００円を計上いたしております。 

主なところは以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） １点だけ、１４ページですね、一般会計の中で委託料の第三

者行為求償事務委託料１０万円、これは年間どのぐらいあって、事例でどのよう

なものがあるのかを。 

○課長補佐（丸山雄平君） 第三者行為求償事務というのは、まず、第三者行為求償

というのはどういうものかと言いますと、まず交通事故が主になりますけど、そ

れで相手の保険会社のほうから国保から支払うのではなくて、相手の保険会社関

係、いわゆる自動車保険ですが、そちらのほうから支払いをしていただくという

ことになります。その場合ですね、町のほうが事務については、なかなか相手の

保険会社から取り立てるというような行為等は難しいので、国保連合会のほうで

そのほうについて委託をしております。年間にですね、前前年度が１件、何件も

ございません。これは基本的には自損事故等は入りませんので、あくまでも相手

のいる場合です。交通事故以外にですね、以前あった例で言いますと、犬が噛み

ついたというのがですね、犬が噛みついて、被害者になった方への支払いについ

ては、国保ではなくて、その噛みついた犬の飼い主さん。 

○委員（興梠壽一君） 飼い主さん。 

○課長補佐（丸山雄平君） のほうが支払うべきということで、支払いをされます。

当初、国保のほうで立替払のようなかたちになります。そのへんを国保連合会の

ほうが代行して取立てをされて入金があったりします。これについては、あくま

でも委託料ですので、その事務手数料として１０万円あげておりますが、実際に

はそれほどかかることはないだろうというふうに考えております。 
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以上です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

暴力的っていうようなことは何も今まで事例はないんですか。 

○課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

一応綴りのほうを私も読み上げたところではですね、今言われたようなことは、

委員さんが言われたような暴力行為とかによるものというのは、ちょっと見当た

らないという、ほとんどが交通事故になりますけれども、先ほど言った犬が噛み

ついたというようなものは、ちょっと例外的なものというになると思います。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３５号、平成２８年度高森町国民

健康保険特別会計予算については原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

○委員長（立山広滋君） 続いて、議案第３６号、平成２８年度高森町後期高齢者医

療特別会計予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

高森町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、担当係長より御説明いた

します。 

○課長補佐（丸山雄平君） はい。国保係 丸山です。 

まず、１ページを御覧ください。 

歳入歳出予算の総額については、それぞれ９,３６０万３,０００円とさせてい

ただいております。 

６ページをお開きください。 

１款、１項、１目、２目ですが、保険料の歳入については、本年２月当初分ぐ

らいの金額を見込んでおりまして、全体で５,２８１万９,０００円を見込んでお
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ります。 

３款、１項、１目一般会計繰入金ですが、これは一般会計のほうで計上いたし

ております分を含めて３,６３６万４,０００円を見込んでおります。 

続きまして、７ページを御覧ください。 

５款、４項、１目、後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入として３３５

万４,０００円計上いたしておりますが、これは、住民健診に関わる費用について

は、広域連合のほうから入ってきますので、一応３０％ほどの受診率を目途に計

上いたしております。２８年度からですね、歯科口腔健診費用として、別途計上

いたしております。歯科口腔健診費用については、本来ですと、国民健康保険の

ほうでもですね、取り組むべきかと思いますが、２８年度からは後期高齢の連合

のほうからですね、８０２０運動とかの助けになればというところで口腔関係の

健診のほうも勧めてほしいということで依頼があっております。 

歳入については以上です。 

１０ページをお開きください。 

歳出の主なものについて御説明申し上げます。 

２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金の８,８０１万円計上いたして

おります。これは基本的には療養費にあたる部分で、広域連合のほうが支払いを

しまして、その分についての負担金ということになります。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３６号、平成２８年度高森町後期

高齢者医療特別会計予算については原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第３７号、平成２８年度高森町介護保険特別会計予算についてを

議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 
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○健康推進課長（阿南一也君） はい。健康推進課 阿南です。 

高森町介護保険特別会計予算につきましては、担当係長より御説明いたします。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

まず、１ページを御覧ください。 

歳入歳出予算の総額は、それぞれ８億９,１６１万８,０００円となっておりま

す。 

続きまして、７ページを御覧ください。 

歳入のほうを説明させていただきます。 

まず、１款、１項、１目の第１号被保険者保険料につきましては、現年分につ

きまして１億２,５７８万４,０００円、滞納繰越分につきまして６０万円を計上

しております。 

続きまして、３款国庫支出金からですね、９ページの３款繰入金の１項一般会

計繰入金につきましては、介護保険給付費及び地域支援事業に対しまして、国、

県、基金、町のそれぞれの負担の金額を計上しております。 

続きまして、９ページの７款繰入金、繰入金につきましては１,１７９万６,０

００円を計上しております。すみません。繰越金ですね。申し訳ございません。 

続きまして、１０ページの８款諸収入でございます。こちらのほうは、３目の

雑入で４２０万円計上しております。こちらはケアプラン作成料ということで国

保連合会から入ってくるものを計上しております。 

続きまして、歳出のほうを説明させていただきます。 

１１ページを御覧ください。 

まず、１款、１項、１目の一般管理費につきましては、１２４万５,０００円を

計上しております。 

続きまして、１２ページを御覧ください。 

１款、３項の１目介護認定調査等費で１２節役務費で２８５万２,０００円、こ

れは主治医意見書ですね、病院の先生に意見書の依頼をしますので、その分で計

上しております。 

続きまして、２目介護認定審査会費、１９節負担金補助及び交付金で、３３２

万３,０００円計上しております。こちらは阿蘇広域行政事務組合のほうにですね、

認定審査会の負担金として計上をしております。 

続きまして、１３ページを御覧ください。 

２款保険給付費でございます。こちらのほうは、１４ページのですね、２款特

定入所者介護サービス等費までですね、給付費でございますが、全体では８億５,

２１７万３,０００円の支出となっておりまして、各項目ごとに支出額を記載して
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おります。 

続きまして、１４ページの５款地域支援事業費、１項、１目の介護予防等事業

費で、こちらのほうで９８５万７,０００円を計上しております。この中の主なも

のは、１３節の委託料になります。こちらのほうで９３３万５,０００円計上して

おりますが、これは先ほどですね、２７年度の特別会計の債務負担行為で説明し

ました社協へ委託するですね、分の委託料で５７６万１,２８８円、それと介護予

防教室の委託料で２１３万２,２４０円計上しておりますが、こちらは梅香苑と南

郷谷整形外科のほうにですね、介護予防教室を委託しておりますので、そちらの

委託料と、あと送迎等の委託をしておりますので、その分を計上しております。

それと、介護予防検診事業委託料ということで１４４万６００円を計上しており

ますが、こちらは今年度からですね、介護予防の検診、要支援者、要介護者にな

らないための事業を予定しておりまして、その委託料として計上しております。 

続きまして、１５ページを御覧ください。 

５款地域支援事業費、２項、１目包括的支援等事業費、こちらのほうで１,９６

７万６,０００円計上しております。主なものにつきましては、まず非常勤の報酬

で４２５万１,０００円を計上しております。それと、２節、３節につきましては、

任期付職員で計上をしております。あと、４節の共済費につきましては、非常勤

と任期付職員の共済費となっております。続きまして、１３節の委託料でござい

ます。こちらのほうで５８９万５,０００円計上しておりますが、ケアプランの作

成委託料で３２４万円計上しております。それと、その下の食の自立支援事業の

委託、在宅医療・介護連携推進事業の委託は、先ほどの２７年度のですね、債務

負担行為で説明したとおりでございます。 

続きまして、１６ページ、７款諸支出金、１項、１目、第１号被保険者保険料

の還付金で１５０万円を計上しております。こちらは、保険料の過納、重複、死

亡等によるですね、還付金ということで計上しております。 

以上で主なものについて説明を終わらせていただきます。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（本田生一君） 本田です。 

１４ページね、１４ページ。１の介護予防等事業ちゅうのね、節の１３委託料

の介護予防教室の委託料、さっきちょっと説明ありましたが、これ中味について

もうちょっとこう詳しく説明をお願いします。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

こちらはですね、要介護者、要支援者の一歩手前というか、ちょっと筋肉的な

ほうですね。そちらの体の歩きがちょっともう数十メートルしか歩けないとか、
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もうより介護に近い人を対象に介護にならないための運動とかですね、そういう

のを梅香苑さんと南郷谷整形外科さんに理学療法士さんがおられますので、そち

らにお願いをしまして、そういう健康体操とか、基本的に週に１回の４カ月間で

事業を行っております。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

○委員（佐伯金也君） １０番 佐伯です。 

今、本田生一委員が言われた予防ね、要介護とかにならないための予防、理学

療法士でそのとかいろんな梅香苑あたりがされるとか言われるけれども、逆に

そっちのほうに行ったならその早く認定してもろたがよかですよちゅう話になる

んじゃないだろうかと私は。それよりも、その今、お年寄りあたりはグランドゴ

ルフとかパークゴルフとかで非常に活躍、活動されている方たちもいらっしゃる。

その方たちは歩いているからそういう逆にその要介護とか介護認定とかのことに

対しては気をつかっていらっしゃるですね。歩かにゃいかん、歩かにゃいかんっ

ていうかたちでしよんなはる。そういう大会を役場がしてやったほうがよっぽど

いいような気がするんだけども。大変なんだろうけどね。その理学療法士あたり

がちゃんとその対処すればそれでいいのかもしれんけど、それについてはどうね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

一応この事業がですね、２６年度から行っておりますが、一応４カ月の期間で

していただいて、そのあとする前としたあとのどういうふうに変わったかという

結果を出していただきまして、そのデータを見るかぎりじゃ、大半、ほとんどの

人が現状維持か少し改善して帰られます。そのあと、また何もしないとですね、

家で何もされないなら、結局元に戻ってしまいますので、定期的にそのフォロー

アップの研修ということで状況が変わってないか、落ちてないかというような見

ております。そうですね、基本的にはもうそこに行く人は、もうそのまま要介護

にこうひっぱられるそういうイメージもあるかもしれませんが、今のところもう

それぞれが積極的に協力をしていただいていますので、その点に関してこちらか

らも保健師とか参加して状態とか見ていただいていますので、大丈夫かと思いま

す。それと、先ほど言われた役場のほうでそういう健康的なものを事業とかした

ほうがいいのではということなんですが、今、老人クラブのほうにいろいろ活動

費ということで、助成金を出しておりますので、一応ですね、老人クラブのほう

でも説明はしましたが、どんどん活動して健康になってくださいというお願いは

しております。 
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以上です。 

○委員（佐伯金也君） はい。老人クラブというのは、少ないね。今、だいぶ老人ク

ラブも解体してるからね。だから、その、して今のその理学療法士の使ったその

健康体操あたり、これだけね。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。 

○委員（佐伯金也君） だろ。グランドゴルフとかパークとかだったなら、大体最低

１０カ月ぐらいさすわけたい。外に出てから動かすわけよ。それも芝の上なん。

足の負担の少ないとたいね。老人クラブでされるともいいかもしれんけれども、

そういうその組織自体はあるわけだから、老人クラブ協会とかパークゴルフ協会

とか高森はあるわけなんだから、逆にそちらのほうに予算使って、いろんな人た

ちをそちらのほうに吸収してもらってから歩くことからさせていったほうが僕は

いいような気がするんだけども、それについての協議は、十分今からしてもらい

たいと思うんですけれども、理学療法士と梅香苑に頼れば、所詮そちらのほうに

行かれるちゅうことじゃないだろうかなと思うし、どの程度の方たちがそれ利用

されていると、人数をよろしくお願いします。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。介護保険係 二子石です。 

基本的にその梅香苑のほうにつきましては、今、理学療法士さん一人ですので、

その４カ月の期間で週１回ずつみていただいているんですが、１回にみていただ

ける人数が二人か三人ぐらいということですね。ですので、二人か三人を４カ月

ずつですので、年間で１２名ぐらいというのと、南郷谷さんのほうにおかれまし

ては、大体今１回の利用人数が６人から１０人の間ぐらいですね。スペースの問

題とかもありますので、はい、それで年間で３０人ぐらいですね。４カ月ごとで

基本的には終了して卒業していくようなかたちになりますので、できればですね、

もっとこれから増やしていきたいとは思っております。 

○委員（本田生一君） ８番 本田ですが、今、一応これ週１回ね、週1回、４カ月間

のあれでやっている、その結果を、データ、今、言われたようにね、現状維持ぐ

らいとか、悪くならないぐらいとか、今、話があったたい。今、金也君も言って

おりましたが、どうしてもこう、こういうことで成果をあげていくのもいいけど、

私は高ＳＰＯ関係のイベントね。やっぱスポーツ関係において、少しこう今、老

人会とかいろいろお話されましたばってん、いわゆるこう体操関係とか、そうい

うこう演芸会で、下町の演芸会が老人会クラブの会長さんもおられていきいき体

操、健康体操ばされてた。ああいうことは、僕はこうね、率先してもらうとね、

ああいうこう体操関係はね、いいかなと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、健康推進課長。 
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○健康推進課長（阿南一也君） 今、言われましたようにですね、前回の高ＳＰＯの

運営委員会があったんですよ。私、健康推進課のですね、そのメンバーで行って

るんですけれども、津留さんですかね、会長が県のスポーツ協会としてですね、

そういうふうに取り組みたいという意向はですね、前回の高ＳＰＯの運営委員会

の時にですね、話されてますので、私のほうからもですね、ぜひそういうかたち

で計画していただけるようにはお願いしときました。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

介護保険でやってます介護予防の事業ですが、これはもちろん高ＳＰＯだった

り、グラウンドゴルフだったり、パークゴルフだったり、そういうのでされてい

る方はそちらでされて、しかし、そうしながらも足腰がちょっと機能が落ちてき

た方がそういうのにも行けなくなったっていうような状態の人、だけどまだ介護

保険まではいかないっていうような、その次の段階の人に対して理学療法士さん

から専門的な視点で、骨、関節、筋肉、人体、そこらへんの機能に、個人の機能

に応じてここらへんの筋肉を強めることで、またこういうパークゴルフなり行け

るような体になりますよというところで、じゃどういうことをすればいいのかと

いうことをその事業の中でやっていってもらいますので、その対象がちょっと若

干違うところはあります。 

○委員（本田生一君） わかりました。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかありますか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３７号、平成２８年度高森町介護

保険特別会計予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 

健康推進課の皆さんお疲れさまでした。 
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お諮りします。休憩して１時から再開してよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、１時まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１０分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 本委員会に付託されました教育委員会事務局関連の議案第

６号、高森町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。 

教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

お疲れさまです。 

それでは、議案第６号でございますが、高森町過疎地域自立促進計画の策定に

ついて御説明を申し上げます。 

本議案の大体の計画の説明は政策課のほうで説明が行われておりますので、教

育関係の計画について、計画年度は平成２８年度から平成３２年度までの５か年

間になります。この計画で教育関係は４３ページをお開きいただきたいと思いま

す。４３ページから教育の振興として、児童生徒の健全な成長を目指し、また、

２１世紀を生きぬく人材育成、国際化、情報化、少子化等で対応するため、高森

町新教育プランをスローガンとし、そのプランを基に具体的施策の展開を図ると

しております。重点施策は、コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育

の導入、ふるさと教育の推進です。また、学校教育以外の社会教育関係、地域文

化の振興も併せて記載しております。なお、この過疎地域自立促進計画に記載し

ています事業につきましては、過疎債の借入対象となる事業であり、有利な事業

展開が見込まれるものです。個々の事業実施につきましては、各年度の予算編成

の中で事業費の調整を行い、計画を継続することとしております。また、事業の

追加案につきましてですが、当初計画に事業計画が記載されてない事業を計画し

た場合には、この過疎計画に組み入れて事業については行う予定です。この場合、

過疎地域自立促進計画の変更を行い、再度議会の審議をいただき、事業決定を行

い、過疎債の対象事業となるようになります。現在の事業計画につきましては、

高森東小学校体育館の改修事業ほか、９項目を計画をしております。 

以上で説明でございます。よろしくお願いします。 
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○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６号、高森町過疎地域自立促進計

画の策定については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２１号、河原生涯学習センター条例及び草部生涯学習センター条

例の一部改正についてを議題とします。 

教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

それでは、議案第２１号で上程をいたしました、河原生涯学習センター条例及

び草部生涯学習センター条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

まず、河原生涯学習センターの一部改正について、御説明申し上げます。この

条例改正は、河原生涯学習センター、旧河原小学校になります、校舎をですね、

借用したいということで申し出があっておりますので、校舎の部分を削除し、貸

し付けが行われるようにするものであります。貸し付けを申し込まれていたのは、

別紙にですね、資料を用意しておりますが、阿蘇市の梅田様というところからで

すね、借り入れの申し込みがきています。期間につきましては、平成２８年４月

１日から、利用の目的につきましては、着地型観光を目指した飲食店をしたいと

いうことでお話がきております。この申し込みの内容ですけど、実は前回の委員

会でもですね、少し御説明申しましたが、詳しく説明したいと思います。阿蘇市

のほうで飲食店を経営されておりましたが、近所とのトラブルで現在営業を休止

されています。原因は、この地区にですね、上水道がなく井戸水を引いて水道水

として利用していた。分譲地を購入された土地にですね、この井戸水の水道管が

埋設されておりました。購入後、この水道水を利用して生活用水・営業を行って

いたということです。その分譲地を、その残りの分譲地を買おうとしておられる

方と、ちょっとトラブルというか、言い争い等が起こっています。というのが、
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水が濁っているとか、コーヒーがですね、泥くさいとか、それからトイレに汚水

が出るということで、保健所のほうにですね、通報されました。保健所のほうか

らですね、調査が行われて、後日ですね、結果がでたんですけども、全く異常が

ないということで、この水についてはですね、異常がありませんでした。ただ心

配されるのは、作為的にですね、異物混入が懸念され、保健所のほうに御相談の

上、現在は営業を休止されているという状況でございます。休止期間中にいろん

な場所をですね、模索されて、ここの河原生涯学習センター、旧河原小学校校舎

が気に入られて、今回の申し込みということになりました。地元にですね、管理

を委託しておりますので、地元の意見を聞いて、校舎についてですね、現在利用

していないとの意見をいただきました。利用されてもなんら問題はないというこ

とで、地元からの了解は済みです。今回ですね、教育財産から普通財産に移して、

貸し付け等が行えるようにするために条例の一部を改正を行うものでございます。 

それから、次に、草部生涯学習センター、旧草部中学校の校舎を利用して登山

学校として利用したいということで申し込みがあっております。申請者は熊本市

の小園様という方になります。これにつきましては、平成２８年４月１日から、

利用目的としては登山学校として利用したいということで申し込みがあっており

ます。内容を申しますと、登山学校を開校して、山岳遭難のですね、１件でも減

らしたいというような申し込みでございます。内容につきましては、山岳遭難の

多くは未熟な技術力による道の迷い、未熟な歩行技術や体力不足による滑落転落

などがあるので、継続的にですね、基礎力養成や安全で楽しい登山普及ができる

よう、環境をつくるということでお申し込みがあっています。このセンターにつ

きましても、この管理を草部地区の活性化委員会へ委託しておりますので、校舎

の借用について御説明申し上げ、現在ですね、校舎については利用していないと

いう意見をいただきまして、なんら問題はないということで地元からの了解を得

ております。今回、教育財産から普通財産に移し、貸し付け等が行えるようにす

るために条例の一部を改正するものでございます。 

以上、御報告申し上げましたが、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯です。 

もう河原の生涯学習センター、草部の生涯学習センターについても、地域の方

たちの了解が大体得てあるということですね。そのときの生涯学習センターから

その登山の、登山学校をされるということだけれども、山まで少し遠いような気

がするんだけれども、それでも本当にそのいいわけですね。それと、一応使用料

関係については、どのくらい考えてあると。 
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○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

地元の説明をいたしまして、現在ですね、校舎については利用していないので、

使っていただいても結構ですというお話をいただいております。また、人数がで

すね、ふえるというか、登山学校におみえになるということで、地域の活性化に

もつながるんではないかなという意見もいただいております。それと、普通財産

に移行した場合ですね、管理が生活環境課のほうに移行しますので、現在ですね、

旧河原、草部もそうですけれど、もう電気とか水道も止まっております。それと

もう校舎自体がですね、かなり使用してませんので、修繕等ですね、かなり両施

設ともでると思いますが、これにつきましても双方で現場の立会いをした上で、

生活環境課のほうで修繕等を行うことになるかと思います。それと、正式な契約

につきましても生活環境課のほうで行うと、使用料についてはそのときにですね、

双方で話し合いをして、使用料金を決めるということになるかと思います。ただ、

河原の生涯学習センターにつきましては、今後ですね、もうそういうことでずっ

と営業が順調にいけば売却等も考えていくということになります。よろしくお願

いします。それからですね、草部中学校、遠いということですけど、説明書の中

にありますように登山学校をするためにはですね、条件的にはですね、かなりい

いということでお聞きしています。というのは、草部から結構遠いんですけど、

祖母山に行ったりとか、いろんなところに行く場合にですね、中間点なるだろう

ということで、そこの土地についてはものすごくいいということで申し込みが

あった方はですね、言われています。この小園様という方はですね、もともと静

岡県で高等学校の登山部の顧問をされていて、３４年間ですね、高校生に登山の

指導に携わっていたということになります。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯です。 

普通財産になった場合については、要するに借り手の方と協議して、現物を見

て、使うところは使って貸すということなんですけれども、その貸してお金もら

う場合ですね、もらう以上はある程度あつかってからじゃないと貸せないとは思

うんですが、一つは冒険でもあるわけよね。閉鎖的であるべきじゃないと思うん

ですけれども、トイレの改修もしなくちゃならないだろうし、屋根の雨、瓦は別

として、草部あたりもどうかなと思う部分があるし、窓にしても床にしても人が

使ってないということになると、かなり傷んでいると思うんですけれども、それ

を傷んだものを改修する際にですよ、その分をその今から先、今後その借り入れ

られる方から家賃として収入したところでペイできるもんですか。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

 確かにおっしゃるようにトイレとか屋根の改修とか、屋根についてはですね、
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雨漏り等は今現在あっておりませんので、屋根についてはですね、いいと思うん

ですけど、おっしゃるようにトイレの改修とか、いろんな改修がでてくるとは思

いますが、使用料でペイできるかということはですね、そこまではちょっとでき

ないんじゃないかなというようには思います。ただ使用料についてはですね、こ

こ１年間様子を見られて、その後どうするかということはまた検討されると思い

ますので、その後契約の際に更新されていくというふうに考えております。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯です。 

普通、個人がアパートとか家を借りるとき、不動産業を通してね、本来敷金と

してですね、３カ月分なり半年分なりということが必要になってくると思うんで

すが、やはりそういうことも考えなければいけないんじゃないかなとは思うんで

すよね。でないと、いきなり最初から家賃だけでいってしまうと、やはりそのい

ろいろその投資した分について、確かにその２年契約、３年契約というかたちで

やっていくんだろうと思うんですけれども、思わぬ何かが生じて、もう更新しま

せんと向こうから言われたときにね、その次の借り手がその発生しないんだった

らば、投資が無駄になってしますわけですよね。だけん、なるだけそういうこと

を避けるためには、やっぱり最初から契約金あたりはいただいておく、供託をし

ておくということは必要になってくると思うんですよね。でないと、私は、この

事業計画書に書いてあることをこれは信用はしますけれども、何でもそうなんだ

けれども、投資しようと思うときには、実際一生懸命書きますから、そこの地域

で、以前されてた地域でできなかった理由というのは、今報告がありましたけれ

ども、これは当事者からの報告であって、その相手方からの報告は聞いてないわ

けでしょ。そうなってくると、どっちがどっちかっていったら私たちもはかりか

ねないところもあるんですよ。しかしながら、それをね、その敬遠してうちらの

施設を使って頑張ってみろうというその意気込みは尊重しなければならない。し

かし、尊重するがために、結果的に私たちが無駄な税金をそちらのほうに費やし

たということになってしまうといかがなもんかということになってきます。です

から、この地域の人たちがいいならばいいですよというなら、私たちが本当に言

えば、こらもう大体逃げてるんですけれども、もう地域の人たちのほうに任せて、

地域がいいというならそれでいいじゃないかというかたちがですね。ですから、

もしずっと継続していただけるなら結構ですよ。でも、それが途中で途切れたと

きに、投資分がとりこせなくなってたら、やはり私たちは町民の皆さんから税金

をいただいて、それでここを扱うわけなんだから、やっぱその分についてのその

準備と申しますか、ある程度のその予防線は、私ははっておく必要が、僕はある

と思うんですけれども、そのあたりついて、どのような取組みについて、生活環
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境課ばってん。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

敷金等につきましてはですね、この契約時において、おっしゃるように敷金あ

るいは供託金等についてはですね、契約時にそのことを話し合うようにして決め

ていきたいと思います。おっしゃいましたように今後はですね、生活環境課のほ

うで契約を継続を行いますが、そのときに私も中に入ってですね、そういうふう

なお話しがあったということで、供託金あるいは敷金についてはですね、納めて

いただくということで契約を行いたいと思っております。それから、投資した際

のお金は無駄になるんじゃないかというお話もありましたが、これについてはで

すね、継続的にお願いする以外ないのじゃないかなと思っておりますので、御了

解をいただきたいと思います。 

○委員（佐伯金也君） あのね、僕が何でそれを聞くかというと、草部北部の学校跡

地、あそこね、私たちがまだ議員のまだ浅いときたいね、いろいろそのこうした

いとか、塾だ、阿部進さんだったっかな。阿部進さんのたい、あのテレビで出て

たあの方があそこで自然学校か何かするって言ってから言われてね、その要する

に水回りを２千何百万かけてあつかたったい。ありゃ佐藤工務店が扱った。結果

的にはああいう状態になるわけ。だからこそ私たちは、その設備投資をこっちで

するんだったならば、やっぱそれなりのね、覚悟がいるし、相手に対してもそれ

なりの慎重な審査も必要だし、やっぱその程度自分でね、でもだしてしますとい

うぐらいのもんたちでないとね、はいそうですかってうちの税金は使わせられん。

でないとやっとられんとたい。 

○委員（本田生一君） 今、あの佐伯委員からもお話があってますがね、こういう例、

上色見もありますよね、上色見小、あそこは実際に町が一銭もだしていませんか

らね。自分たちで瓦をする、だから、なんかどっかが悪くなると全部自費で扱っ

てるんですよ。それぐらいの勢いでやるんだったらいいけどね、町でやっぱり今、

こう草部北部の話がありましたけれども、その南部の今度のその校舎貸す、貸さ

ん、それははっきりしてませんが、そういうところがね、私はね、自分で、自分

たちでこう扱わなんいかんとか、扱うくらいの気持ちでやるくらいだったらいい

けどね、町から我々が整備してあげてね、それは貸す必要はないと、これはもう

私はそぎゃん思いますね。でないとそりゃもうこん人は、僕らと一緒だけん、２

６年生まれ、もう６５歳ね。この人がずっとされるとは、私はないと思う。そし

たら３年か５年してて、病気をして、はい辞めました。どんぐらいの整備をする

か分からんけどたい、１,０００万なら１,０００万かけたとするたいね。１,００

０万かけて、さっきの話がでとった、その契約についてのいろいろ話があるかも
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しれんけど、そしたら、そりゃあんまりこうね、町のほうでいろいろこう経費を

かけて、金をつぎ込んでね、どうかなと私は考える。自分たちでこれを借りてね、

自分たちの金でいろいろしてあっちこっちからでんね、貸してくれちゅうとなら

ね、それは反対はしません。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

今、本田委員が言われたように自分たちでするぐらいの意気込みがある人じゃ

ないと私もちょっとあんまり賛成できない。前回も町の施設のアンケートの時点

で解体の希望が結構あったんですよね。予算がどれくらいちょっと修繕にかかる

か分からんけど、それぐらい金かけるんだったらもう解体して更地にしたほうが

いいんじゃないかというのが一つですね。それと、この使用がカフェになってま

すが、もしかして宿泊でもさせるんであれば、またそこらあたりもこう改修とか

もでてくるんじゃないかなというのが一つ懸念があります。登山のほうも祖母山

とかに行くなら、朝早くから出発されるような計画がもし出されたら、仮眠場と

いう感じで使うようなことになる。前回一般質問のときには、名目変更とかで総

務課に伺いました朋遊館のほうでですね。そういうのができるのであれば、また

今後その町の施設の取り扱いなんかちょっと考えているところありますので、そ

のあたりも含めた話を一回やってもらいたいと思います。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

今、改修の件ですが、ちょっと私、聞きそびれていたか分からんだったけん、

草部北部の保育園のあとですね、そこを一昨年、ある団体の方に貸されたんです

よ。保育園も長年使ってなかったから、雨漏りとかしたもんだけん、それをある

団体に貸したときに、１年間だったんだけどな、トイレから屋根の改修から、そ

れを団体がして、１年間使用されたんですね。町から全然助成等もあってなくて、

年間１５万円だったかな、賃貸料が。そういう状況だったんですが、町がその改

修をして貸すということはなかったろうと思うとですよね。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

北部の場合とか、いろいろな関係で改修費に１,０００万以上かかっているとい

うことでお話がありましたが、すみません、私どもが説明不足で申し訳ないんで

すが、河原小学校の跡地につきましてはですね、自分たちで何人か、仲間という

か、そういう方がおられますので、自分たちで改修を行う。ただトイレあたりに

ついてはですね、どうかなと思いますので、役場と借り手側との協議になるかと

思います。それと、上色見小学校についてもですね、一緒なんですけど、草部中

学校についても、できるだけ自分たちでやっていただく、改修等についてはです

ね。どうしても役場でしなくてはならない部分については、役場のほうで生活環
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境課のほうで行うということになっていますので、契約時にですね、現場のほう

に行ってみて、お互いにですね、個々お話をしながら、協議しながら改修につい

てはですね、役場でするのか、自分たちでするのか、これはもう検討していくよ

うに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。また保育園につい

てはですね、役場は実際だしていないということになりますので、恐らく今回の

改修とか、あった場合にですね、その大きな金額がでるというのはもう考えてお

りません。私たちもですね。その何百万も何千万もいれるようなことは考えてお

りませんので、できる範囲内での利用というふうに私は思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員（佐伯金也君） １０番 佐伯です。 

やっぱり１番大事なところは水回り。もうこの２件の方たちは、それぞれやっ

ぱり水回りが大事なことだろうと思います。もしかしたら、今、牛嶋委員が言う

ように宿泊もされる可能性はあるわけですね。なにしろ河原と草部ですから、来

るにしても１時間以上かかって行かれるわけですね。ですから、そういうことが

必要となってくるだろうと思う。それはやっぱり水回りですたい。今ね、その高

森町町内で今空家バンクかなんかでしよるけれども、なかなか空家が動かない。

その理由ちゅうのは、やはり水回りなんですよ。全部空家があっても、なかなか

新たに入られないのは、いわゆる水回り、トイレであったり、お風呂であったり、

それが従来住民票をおいてある方たちがその改造する場合については、その合併

浄化槽設置の補助費用があるからそれでされるんだけれども、やっぱりよそから

来た人たちが空家があったからそれに入ろうと思っても、風呂とトイレだったら

ば、自分がまだそこに住んでないから補助金、補助事業、要するに家賃、やる人

とあれが違うと申請できない。やっぱりね、トイレとかなんとか改修はね、確か

にこっちでしてやりたいとは思うんだけれども、これが一番のお金がかかるとこ

ろですよね。やっぱりその点についてはね、やっぱり十分考えて、やっぱ現状を

みた上で、あとは自分でもお金出してでもいいけんするというぐらいのね、やっ

ぱり気持ちがないと、私たちからすれば、そう簡単に夢と希望はあるんだけれど

も、ただそれだけでは飯は食えませんから、もう今までの前例を私は見ているか

ら、興梠委員も言われた、借り手側が自分たちでやっぱ足りない分は自分たちで

補いますよというぐらいの気持ちであるならば、私たちも協力することは惜しみ

ませんが、私たちが使いやすいように扱ってくださいと言われるのであるならば、

使いやすいところに行ってくださいと私たちはもう返事をするほかしかたない、

そういうふうな気持ちでおります。 

○委員長（立山広滋君） ほか、なかですか。 
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○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

この内容をみますと地域の活性化につながる事業だと私は思います。前向きに

考えてもいいんじゃないかと思いますけども、やはり今、佐伯委員がずっと心配

しているようにですね、町の経費をどの程度使うのか、それは問題になってくる

と思います。ただ、局長の説明の中で、将来的には売渡しも考えるという話でし

たけども、はたして、もう皆懸念されているように、生涯そこに事業をされてい

くのか、もし辞められたときに、その建物が残ったときに解体はどうなるのかで

すね、この町の移しとけば、自由に解体等できなくなります。特措法とかという

ことですけども、なかなか自由にはその解体とかできなくなって、かえってその

地区の負の財産になるかと思います。そのあたりも加味していただくようにお願

いをしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかなかですか。はい、今、４名の委員さんからい

ろいろでましたけれども、その方法等を考えながらですね、今後、数回契約いろ

いろされると思いますので、そういうところもぜひ町の言うべきことは言ってい

ただいて契約等に臨んでいただきたいと思います。 

ほか、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２１号、河原生涯学習センター条

例及び草部生涯学習センター条例の一部改正については原案のとおり可決するこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題

とします。 

教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきまして、各担当係

長より御説明を申し上げます。 
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○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係 法花津でございます。 

予算書に沿いまして３月の補正予算の主な内容を説明させていただきます。 

初めに、１５ページをお開きください。 

こちら教育費国庫補助金ですが、事業の確定に伴い歳入を補正させていただい

ております。 

１６ページをお開きください。 

コミュニティ・スクール推進事業委託金、ＩＣＴの活用による教育の質の維

持・向上に係る実証事業委託金について、減額のほうをしております。これ歳出

とも関連がありますので、後で説明を申し上げたいと思います。 

続きまして、１８ページを御覧ください。 

県補助金になりますが、水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金、これは事業確定に伴

う減額でございます。地域改善対策奨学資金返還事務費交付金につきましても事

業確定で減額になります。 

続きまして、１９ページをお開きください。 

諸収入、貸付金元利収入ですが、奨学資金の償還金につきまして、２０万円の

減額とさせていただいています。これは歳入の見込みが減少になったことに伴う

ものでございます。 

歳入についての説明は以上となります。 

続きまして、歳出に移らせていただきます。４１ページをお開きください。 

教育費、教育総務費になります。事務局費から主なものについて御説明申し上

げます。委託料が５３万円減となっております。これは小中一貫英語教育有識者

の委託料を英語の授業のほうに組み替えにより減額、また委託料の確定に伴う減

額となっております。また、扶助費につきましては、これは新入学生のですね、

現金ランドセルの５万円、１人あたり５万円の支給になるんですが、対象者の減

少による減額ということで９５万７,０００円減額しております。 

続きまして、学校教育費に移ります。こちらでは財源の組み替えを行っており

まして、英語授業、すみません、英語教育強化拠点事業費、国の補助金ですが、

それから１６６万４,０００円の組み替えを行っております。主な支出ですが、委

託料として特別支援員等の勤務時間の見込みが減少になることに伴う減額として

３５万円減額しております。 

続きまして、４２ページをお開きください。 

コミュニティ・スクール運営協議会費ですが、文部科学省の委託事業になりま

す。事業の確定に伴い減額のほうを行っております。 

続きまして、英語教育強化拠点事業費ですが、賃金のほうを１６０万円減額と
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しております。これは外国人のＡＬＴの先生の給与のほうが事業対象になるとい

うことになりましたので、こちらの英語指導助手の賃金を減らしまして、その分

ＡＬＴの給与のほうに財源のほうを移し替えております。 

続きまして、ＩＣＴの活用実証事業費ですが、旅費のほうを１４３万９,０００

円減額を行っております。これは、当初の計画では、遠隔事業に取り組んでいる

地域として北海道や沖縄への視察のほうを計画しておりましたが、この文部科学

省の採択事業に北海道、沖縄の地域が含まれておらず、ＩＣＴの取り組み状況を

勘案し、有識者の意見を参考にした上で、同じ実証事業を採択を受けました長野

県喬木村、鹿児島県の徳之島町への視察へ変更したことに伴うものでございます。 

続きまして、小学校費のほうに移らせていただきます。学校管理費ですが、需

要費のほうを９９万９,０００円減額しておりますが、これは主に小学校の教科書

改訂に伴いまして、教師用の教科書、指導書、デジタル教科書を取り組んだこと

の残額で減額を行っています。 

続きまして、教育振興費に移らせていただきます。扶助費として４９万円の減

額を行っておりますが、これは、経済的に困難な世帯に対する給食費、修学旅行

費の給付を行っておりますが、この対象者の人数が確定したことによる減額と

なっております。また、需用費としまして、高森中央小学校の用水ポンプの取り

替えということで、導入から２０年が経ち、経年劣化による交換が必要になりま

したので、４８万６,０００円計上させていただきました。 

中学校費のほうに移らせていただきます。 

４３ページをお開きください。 

学校管理費ですが、使用料として５０万円減額しておりますが、これは中学校

のスクールバスの校外利用の見込みが当初より減ったことによる減額となってお

ります。 

続きまして、教育振興費の扶助費ですが、これも先ほどの小学校と同じく経済

的に困難な世帯に対する給食費、修学旅行費の助成を行っておりますが、この対

象者が確定したことによる減額となっています。 

４４ページをお開きください。 

奨学金、幼稚園費のほうは事業見込みがありませんので、全額減額とさせてい

ただきました。奨学金につきましては、小学生の貸付金の対象者が確定しました

ので、３０万円の減額とさせていただきました。 

以上です。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） はい。社会教育係の住吉です。 

まず、歳入について説明いたします。 
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１３ページをお開きください。 

９目教育費使用料、社会教育施設使用料で町民体育館と小中学校体育館使用料

を見込みより歳入が見込まれないので減額をいたしております。 

続きまして、歳出をお開きください。４４ページになります。 

６目町民体育館等管理費、１５節の工事請負費ですけど、町民グラウンド防球

ネット改修工事が入札残がでましたので、減額をいたしております。 

社会教育係からは以上です。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係の中川です。よろしくお願いします。 

４４ページをお開きください。 

２目学校給食費について説明いたします。１１節の需用費の燃料費ですが、見

込額より１リットルあたりの単価が下がってきましたので、不用額を７２万円減

額いたしました。 

以上が学校給食係からの説明です。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

教育費の奨学金の件ですが、今、奨学金利用している人数ってどれぐらい。 

○学校教育係長（法花津和明君） すみません、学校教育係 法花津でございます。 

現在、奨学金の貸し付けを行っているのは、高校生が１名、大学生が８名の合

計９名になっております。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（牛嶋津世志君） はい。これはどういう方法で子どもたちに通知してありま

すか。私、ちょっと今年になって知ったもんで、いろいろ条例を調べたら、補助

があるんだということを知りまして、前には聞いたとうちの子が言っておりまし

たが、あまり知れ渡ってないような気がするんですが、連絡方法をどのようにし

ているのか。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係 法花津でございます。 

奨学金の周知につきましてはですね、まず、高森中学校、高校の保護者に対し

てですね、制度の周知を行っております。また、たかもりポイントチャンネルの

役場のお知らせのコーナーでですね、制度についての説明と申し込みの方法につ

いて、放送のほうを１日３回、放送を行っております。一応これも申込期限の３

月下旬まで放送を行うことになっております。 

以上です。 
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○委員長（立山広滋君） はい、ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２８号、平成２７年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続きまして、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 

教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算にきまして、各担当係より御

説明を申し上げます。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係 法花津でございます。 

それでは、平成２８年度当初予算について、御説明を申し上げます。 

予算書の２０ページをお開きください。 

９目の教育費国庫補助金ですが、へき地児童生徒援助費補助金として援助を

行っております。 

続きまして、２１ページをお開きください。 

上の同じ国庫補助金ですが、学校・家庭・地域連携推進事業補助金として７０

万円を計上いたしております。その下になりますが、国庫委託金のところになり

ます。教育費国庫委託金としまして、コミュニティ・スクール推進事業委託金１

２７万円、ＩＣＴの活用による教育の質の維持・向上に係る実証事業委託金とし

て７２０万円を計上しております。これは文部科学省の委託事業となりますので、

また歳出のほうでも御説明したいと思います。 

続きまして、２６ページをお開きください。 

県支出金の県補助金としまして、水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金として１万円

を計上しております。 

続きまして、２８ページをお開きください。 

教育費の県委託金としまして、地域改善対策奨学資金返還事務費交付金と英語
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教育強化拠点事業委託金として計上いたしています。下の英語教育の委託金につ

きましては、文部科学省事業で熊本県からの採択となった県からの委託金となり

ます。 

続きまして、その下にある財産収入のほうになります。教職員住宅の貸付金収

入、またスクールバスの事務所等の貸付収入として計上をいたしております。 

２９ページをお開きください。 

財産収入の生産品売払収入ですが、こちらについては高森中学校の太陽光発電

の収入として計上いたしております。 

すみません、３０ページをお開きください。 

諸収入の項目ですが、貸付金元利収入としまして、奨学資金の償還金、これは

返済を終えた、奨学金の貸し付けを終えた方の返済分になります。 

続きまして、歳出の説明に移ります。 

１０３ページをお開きください。 

それでは、教育費、教育総務費について御説明を申し上げます。教育委員会費

としまして、教育委員の報酬等の金額を計上させていただきました。 

続きまして、事務局費に移りますが、主に職員の給料を計上いたしたところで

ございます。主な支出ですが、消耗品費としまして、すみません、これは１０４

ページに移りますが、主なところで、消耗品費として１０９万２,０００円を計上

しております。また印刷製本費や修繕費として、これはスクールバスの修繕また

は学校ＩＣＴ機器の修繕費として８０万円計上しております。役務費ですが、主

な支出としまして、学校の先生方の連絡等に使う校務支援システム、また学校の

ネットワークからの不適切なサイトへの接続を防ぐ学校Ｗｅｂフィルタリング等

を計上いたしております。 

１０５ページをお開きください。 

委託料に移ります。主な支出としまして、スクールバスの委託料、また学校へ

のＩＣＴ機器の支援を行うＩＣＴ支援員の委託契約料、新規分としまして、産業

医、渡邉内科による教職員の事後指導として１５万７,０００円を計上いたしてお

ります。 

続きまして、使用料に移ります。主に小中学校のタブレットＰＣのリース料、

また中型バス、スクールバスですが、のリース料等を計上いたしております。 

備品購入費に移ります。こちら、先ほどありました教務支援ソフト、これは子

どもたちの成績管理ですとか、そういったところを管理するソフトを東中のほう

に導入いたします。また、高森東小、中央小、高森中学校の校長室のほうにテレ

ビを設置しまして、ＴＰＣの放映を随時行い、学校の情報発信を外部の方や学校
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の方で把握するために導入したいと思っております。扶助費ですが、新１年生、

小学校１年生で入学される子どもさんに対し、就学支援事業を行います。現金支

給、ランドセル贈呈で就学支援費として５０名分を計上いたしました。 

すみません、１０６ページに移ります。 

学校教育費としまして、教育相談員、ＡＬＴの配置により昨年よりも増額とい

たしております。主に報酬の部分が増額となっております。 

続きまして、４目の高校等進学振興費ですが、前年よりも消耗品費を減額いた

しまして１００万円としております。 

すみません、１０７ページを御覧ください。 

コミュニティ・スクール運営協議会費として、文部科学省の委託事業の経費を

計上いたしております。主に旅費としまして、学校運営協議会の研修旅費、また

新教育プラン推進フォーラムの講師旅費、秋田県で行われますコミュニティ・ス

クール全国大会の研修旅費等を計上いたしております。 

続きまして、６目の英語教育強化拠点事業費につきましてですが、主な支出と

して、旅費としまして文部科学省への会議の参加、また東京都への先進地視察等

の旅費をあげております。また役務費としまして、小学校５年生から高校生まで

の英検受検料の助成を行います。 

１０８ページを御覧ください。 

ＩＣＴ活用の実証事業費としてあげています。報酬では有識者の報酬を東京都、

宮崎県、鹿児島県から３名来ていただく分の報酬をあげております。また、賃金

としまして、先ほど委託料であげましたＩＣＴ支援による学校間または外部施設

への遠隔授業をサポートする運営について計上いたしております。 

続きまして、２項の小学校費の御説明に移ります。主な支出としまして需用費

のほうですが、需用費はすみません、１０９ページに移ります。こちらのほうで

すね、学校施設にあります消化器等の切り替え等で消耗品費を計上しております。

また、使用料としまして小学校の校外活動で使用するスクールバスの使用料を計

上しております。新規分としましては、中央小学校の印刷機のリース代、また非

常時ですね、不審者ですとか、災害が発生した際に、校内に一斉放送できる無線

警報・校内放送システムのリース料を計上いたしております。 

すみません、１１１ページをお開きください。 

備品購入費ですが、高森東小学校、中央小学校の職員室等にあります電話機の

更新を計上しております。 

教育振興費のほうに御説明を移らせていただきます。１１２ページをお開きく

ださい。 
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こちら扶助費としまして、準要保護児童援助費としまして、東小、高森中央小

で２４名分の扶助費を計上しております。 

３目の学校施設管理費の説明に移ります。主なところとしまして、修繕費です

ね、運動場体育倉庫の扉の取り替え工事等、あと英語ルームの黒板修繕等を入っ

ております。委託料としまして、学校施設のワックス清掃の委託料を計上してお

ります。 

続きまして、３項の中学校費に移らせていただきます。これは役場の事務局と

また中学校から使用する分となっております。主なところで、需要費としまして、

消耗品等を９８０万円程計上させていただきました。また、需用費の消耗品とし

て、主なところでは、今度、中学校の教科書改訂が行われまして、それに伴いま

して教師用の指導書、教科書、デジタル教科書を更新する必要があり、これにお

よそ６００万円程支出をいたします。使用料では中学校の校外活動によるスクー

ルバスの使用料、また先ほど小学校でも御説明しました無線警報・校内放送シス

テムのリース料を計上しました。備品購入費としましては、東小・中、高森中で

購入する備品のほうを計上いたしました。 

すみません、１１６ページをお開きください。 

教育振興費としまして、先ほど小学校でも説明しました準要保護児童援助費と

して１６名分を計上いたしました。学校施設管理費の修繕費になりますが、高森

東中学校での特別支援教室の外側に手すりを設置する工事をあげております。ま

た、高森中学校の職員室エアコン工事、体育館等の補修であげております。委託

料としましては、学校施設のワックス清掃の委託料を計上いたしております。 

続いて、１１７ページをお開きください。 

奨学金費ですが、高校生１名分、現在継続で大学生６名に貸しておりますが、

また、それに新規５名分を計上した分として、奨学金の貸付金費を計上いたして

おります。 

以上です。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

すみません、１７ページをお開きいただきたいと思います。 

教育費使用料ですが、町民体育館、町民グラウンド、小中学校体育館の使用料

を計上させていただいております。 

続きまして、２６ページをお開きください。 

教育費県補助金の第１節放課後子ども教室推進事業費補助金ですが、これは放

課後子ども教室高森中央小学校、東小学校の運営に関する補助金分を計上してお

ります。補助率が３分の２となっております。 
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歳入については以上となります。 

続きまして、歳出を説明したいと思います。 

１１７ページを御覧いただきたいと思います。 

１目社会教育委員会費と社会教育総務費につきましては、例年どおりの予算計

上をさせていただいております。 

続きまして、１１８ページを御覧いただきたいと思います。 

文化財保護及び文化振興費、これにつきましても例年どおりの予算計上をさせ

ていただいております。１６節の原材料費ですが、今年も文化財標木を５本計画

で取り替えるように予算を計上させていただいております。 

続きまして、１１９ページを御覧ください。 

地域改善対策事業費ですが、例年どおりの予算計上をさせていただいておりま

すが、平成２８年度がですね、第６８回全国人権同和教育研究大会が熊本市のほ

うで１１月２６・２７日の日に６,０００人規模で開催されるように決定されてお

ります。地元県開催ということでありまして、多くの参加要請があると思います

ので、その分の１４節使用料でバス借上料を計上させていただいております。同

じく１９節の中で人権同和教育推進協議会助成金ということで、例年は１５０万

ですが、今回はですね、その全国大会があるので、その資料代を合わせて１７５

万円計上をさせていただいております。 

続きまして、１２０ページをお開きください。 

町民体育館等管理費、第６目ですが、について説明をさせていただきたいと思

います。平成２８年度、来年度は第７１回熊本県民体育祭阿蘇大会が９月２４・

２５のほうで開催されるようになっております。本町はですね、男子ソフトボー

ルとソフトテニスが開催されるようになっています。それに伴います必要経費を

今回計上させていただいております。まず、７の賃金ですけど、町民グラウンド

整備賃金ということで、グラウンドのですね、ちょっと整備を来年度行いたいと

思いますので、その分の賃金を計上させていただいております。１１節需用費、

この中で消耗品費といたしまして、県民大会に係る消耗品ですね、それについて

計上させていただいております。ソフトボール競技、ソフトテニス関係の消耗品

等をここで計上させていただいております。同じく修繕料として２００万円計上

させていただいております。これにつきましても、町民グラウンドがですね、建

設されてから補修とかあまり行われておりませんので、ベンチ・フェンスとかも

壊れてますし、その他いろいろちょっとソフトボールの競技をする中で不備なと

かもありますので、そのへんのところをちょっと修繕を来年度、２８年度で考え

ております。同じく１３節の委託料の中で、一番下の町民グラウンド樹木剪定業
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務委託ということで２０７万円ほど計上させていただいておりますが、町民グラ

ウンドの周りがですね、樹木が古くなっておりまして、腐れているやつ、ちょっ

と腐食しているやつもありますので、この県民体育祭に向けて樹木剪定をですね、

ちょっとしようということで２８年度で計画をしております。委託料の主な内容

となっております。 

続きまして、１２２ページですかね、保健体育総務費の中で、第１９節負担金

補助及び交付金の中で、まず第７１回熊本県民体育祭阿蘇大会実行委員会負担金

ということで、今年度、来年度は４２０万程計上となっております。これにつき

ましては、阿蘇管内の市町村割７５％、均等割で算出されております。本町は４

２０万となっております。阿蘇郡全体の熊本県民体育祭に係る経費といたしまし

て、大体５,０００万程度かかるということで試算がされております。 

続きまして、一番下、高ＳＰＯ事業負担金ということで、７８７万円計上させ

ていただいております。昨年より１０万円程減額をさせていただいております。

高ＳＰＯの事業内容といたしましては、昨年度と同様の事業を今年度も計画をさ

せていただいております。昨年より小学校部活動問題で、サッカーのほうを社会

体育に移行いたしまして、１年間ロアッソ熊本のほうから指導をいただいて、指

導をしております。来年度につきましても、今のところロアッソ熊本のほうから

指導をしていただくということで計画をさせていただいております。あと、高Ｓ

ＰＯのイベントといたしまして、例年どおり泥りんピック、ジュニアサッカー大

会、ウォーキング大会、その他牛深交流事業とその他いろいろなまた計画をさせ

ていただいております。ウォーキング大会につきましては、昨年度が８００名程

度だったんですが、今度は１,０００名規模で考えて、また計画を今から積み上げ

ていきたいというふうに思ってます。それと、あと新しい事業をですね、ちょっ

と今からちょっと計画というか、今ちょっと進めているんですけど、今度健康分

野のほうでちょっとやってみようということで、中高年を対象とした運動プログ

ラムづくりということで、働きざかりの４０歳から５０歳ぐらいのですね、ちょ

うど働きざかりの年代のですね、健康づくりをちょっと、今から今度健康推進課

と協議しながら、来年度ちょっとずつやっていこうかなというふうに、今計画を

しているところであります。また、新たにこの新しい教室が２８年度から２つ立

ち上がります。ヒップホップダンス教室とバドミントン高森東教室ということで、

２つ教室が立ち上がるように今計画を進めております。 

以上です。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） はい。学校給食係の中川です。よろしくお願いし

ます。 
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１２２ページをお開きください。 

２目学校給食費について説明いたします。１節の給食調理従事員の報酬につい

てですが、夏期休暇期間中に町民体育館清掃作業を二日間予定しておりますので、

その分を増額して計上しております。 

続きまして、１２３ページを御覧ください。 

１１節の需用費について説明します。消耗品費についてですが、２４４万８,０

００円計上しております。主な内訳は、東中学校調理場の東中学校分と東小学校

分の食缶がかなり傷んでおりますので、それを更新いたします。 

続きまして、修繕料についてですが、１５９万７,０００円計上しております。

主な内訳は、中央小調理工場の施設老朽化に伴い、場内壁タイルの補修工事や換

気扇ルーフファン及びダクト連結部分の切り替え工事、その他調理機器の修繕を

含めまして予算計上いたしました。 

続きまして、賄材料費についてですが、平成２６年度から２７年度にかけて国

の補助事業で美しい農村再生支援事業としまして、４８万円の２か年分合わせて

９６万円分、１００％の補助を受けて、高森町管内で生まれて飼育された赤牛を

食育の一環として高森町４小中学校へ提供させていただきました。メニューは、

２６年度はステーキランチ、２７年度は焼き肉どんぶりでした。高森町で生産さ

れた赤牛や、野菜、米などを食べてとても満足そうでした。熊日新聞にも出てま

したように、赤牛のおいしさが全国に広まれば、高森がもっと有名になるはずと

のうれしいコメントもありました。児童・生徒ともに、みんなとても楽しみにし

ておりますので、今年度から町単独の事業として継続させていただきたく予算計

上しております。 

続きまして、１２３ページから１２４ページをお開きください。 

１３節の委託料についてですが、１８カ月に１回実施しております中央と東の

共同調理場の排気口ダクト清掃、これを５０万８,１４０円を加えて予算計上して

おります。 

続きまして、１８節の備品購入費についてですが、７８９万５,０００円計上し

ております。主な内訳は、中央小共同調理場で使用しております給食配送車が納

車から２４年が経過しておりまして、車両の老朽化に伴い更新が必要であるため、

それと高森中学校で使用しております牛乳保冷庫も納品から２４年が経過しおり

まして、老朽化に伴い冷却効果も悪く更新が必要であるため、それと東中学校調

理場で使用します給湯ボイラーも老朽化に伴い不完全燃焼となりお湯が出なくな

ることがたびたびありまして、修理部品等も廃盤となって修理不可能なことから

更新が必要となるため予算計上しております。 
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以上が学校給食係からの説明となります。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） はい。１番 牛嶋です。 

まず、スクールバスについてですが、スクールバスの東のほう、運転手は高森

町からの委託だったと思いますが、それと中央小・中学校と思いますが、業者委

託となっていますが、事故等があっていますけども、健康管理状態の報告とか、

そういう方面から指導とかは計画がされていますでしょうか。そのあたりを

ちょっと確認したいと思います。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

スクールバスにつきましてはですね、平成２６年から一応契約しております。

３か年契約ということで、現在ですね、委託契約を行っております。東の小・中

学校につきましては、草村タクシーさんが委託契約で行っています。高森小・中

学校については、九州中央観光さんがそれぞれ行っています。 

従業員さんの健康管理の件ということで、おたずねかと思いますが、本年度に

ついてもですね、４月から新たに業務委託が発生しますので、合わせて、契約書

と合わせて健康診断の結果をだしていただくように指導しています。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

高森ね、体育館、体育館じゃないと、グラウンドの整備のほうでですね、既設

のトイレ等の清掃とか、浄化槽点検とかありますが、整備も入ってましたが、上

の、グラウンドの上に今トイレがありますね、全部囲いしてあります。そのあた

りの補修とか、そのあたりの取り扱いはどういうふうに考えられていますか。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

一応上のほうのトイレまで。 

○委員（牛嶋津世志君） 改修されるということ。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） はい。計画はしております。 

○委員（牛嶋津世志君） 汲み取り。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） はい。汲み取りです。 

○委員（牛嶋津世志君） 汲み取りのままでまた改修。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） そうですね。はい。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、分かりました。 

○委員長（立山広滋君） ほか、なかですか。 

○委員（本田生一君） はい。８番 本田です。 
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１１７ページのね、社会教育総務費の中の節の報償費の放課後子ども教室講師

謝礼って、これはどういう意味ね。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

中央小学校と東小学校で放課後子ども教室をやっていまして、両方ともそろば

ん教室をやってます。コーディネーターの方と安全管理の方ともう一人、３人お

られるんですけども、その方たちの１回いくらという賃金を払ってます。あと、

わくわく土曜教室というのを、月に１回やってますけど、それに対しての講師の

謝礼を払っております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（本田生一君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほか、ございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 使用料及び賃借料、１０５ページについて説明お願いします。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） スクールバスの１台についてはですね、九州

中央観光さんのほうに１台リースをしていただいて、その分のリース契約で借用

しています。３年間はうちでは車が足りませんので、一応１台はリースというこ

とで契約しております。そういうことで１０台、上が６台、下が４台ということ

で、１台分はリースということで対応しています。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ほか、ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３４号、平成２８年度高森町一般

会計予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で教育委員会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。 

教育委員会事務局の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後２時０５分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） はい、休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君）それでは、本委員会に付託されました住民福祉課関連の議案

第６号、高森町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長兼生活環境課長（安藤吉孝君） こんにちは。お疲れさまです。 

議案第６号につきまして、福祉係長のほうから説明させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

それでは計画書の３６ページをお開けください。 

現状と課題ということで、福祉係の担当のほうですね、（イ）障がい者福祉、

（ウ）児童福祉、（エ）母子家庭・父子家庭、（オ）低所得者対策ということで

担当しております。 

現状の課題といたしましては、まずは障がい者福祉のほうでは、ここに書いて

ありますとおり障害者手帳の所持者がですね、いらっしゃいます。平成２７年３

月末現在で５２４人、人口の７.６％を占めておられます。また、療育手帳保持者

は８３人、１.２％ですね、精神障害者手帳保持者は１９人で０.３％になってお

ります。 

次の児童福祉につきましては、乳幼児人口は２７５人で、平成２７年３月末で

すけども年々減少しております。特に草部・野尻地区ではその減少傾向が著しい

状況になりまして、少なくなっております。 

次の（エ）母子家庭につきましては、平成２７年１２月末現在で母子家庭が５

７世帯、父子家庭が１１世帯となっております。その他、親のいない家庭が１世

帯となっておりまして、今後もこの数は増加するものと予想されております。 

次の（オ）低所得者対策としましては、生活保護世帯が平成２７年１２月末現

在で３１世帯あります。ここ数年で２倍以上に増えておりまして、今後も低所得

者が増えることが予想されています。 

その次の３８ページで、その対策としまして、その（イ）障がい者福祉のほう

ですけれども、そちらのほうは障がい者と健常者がですね、普通に社会生活をと

もにするというノーマライゼーション理念の普及に努めまして、公共施設とか道

路・歩道の段差の解消等を行います。また、児童相談所や福祉事務所、民生委員
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さんとも綿密な連携を図りながら、障がい者の適切な療育やその家族に対する相

談、地域活動の指導を推進していきたいと思います。 

次の（ウ）児童福祉ですけれども、平成２７年４月からの子ども・子育て支援

制度の施行によりまして、高森幼稚園が認定こども園に移行しております。今後

ますます教育、保育の量の確保を図るとともに地域保育型の推進を図りまして、

その向上に取り組んでいきたいと思います。 

次の母子・父子の福祉ですけれども、改正児童扶養手当法の施行によりまして、

その申請手続きを迅速に進めて、制度の充実を図りたいと思います。また、子育

てに関する相談所の設置や子育て支援センターを核とした子育ての支援、子ども

の就学機会の創出を図るため、福祉事務所を通じまして健全な子育てができるよ

うに推進していきたいと思います。 

次の低所得者対策につきましては、高齢者の低所得者世帯の増加が見込まれる

ことからですね、収入の確保のための指導や生活保護の相談など、福祉事務所と

の機関と連携を図りながら、住民が安心して暮らせるよう相談体制を確保してい

きたいと思います。また、生活保護、生活困窮者支援制度というのがありまして、

こちらが阿蘇管内では社会福祉協議会のほうに委託してありますので、そちらの

ほうと連携を図りながら支援体制の構築に取り組みたいと思います。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６号、高森町過疎地域自立促進計

画の策定については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第２２号、高森町敬老祝金給付に関する条例の一部改正について

を議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 
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○住民福祉課長兼生活環境課長（安藤吉孝君） 課長の安藤でございます。 

高森町敬老祝金給付に関する条例の一部改正につきまして、現在３,０００円を

給付しているところを２,０００円に改正する条例でございます。それについて説

明は以上でございますが、高齢化に向かって見直しをしたい、それから高校生ま

でにですね、医療費の補助をしたいということで今回の提案になっておりますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい。佐伯です。 

この２,０００円になるのは、それはそれでいいですが、配布の方法、敬老会の

ときに配布されますね。その配布するときの職員が行ってから配布作業をされま

す。それに手がいるわけね、そう考えるともうこれは振り込んだほうがいいよう

な気がするんだけれども、その件についての検討はされておりますか。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

当日ですね、職員のほうで各地区の敬老会のお手伝いということで、まずはそ

の会場に行ってもらっています。その場で敬老会が始まる１時間前から行っても

らってですね、そこで敬老祝金の配布をしていただいております。当日、さまざ

まな理由によりましてですね、その会場に敬老祝金を取りに来られなかった方に

つきましては、確か９月の敬老週間の日に敬老会が開催されますので、１０月

いっぱいぐらいまではですね、役場の窓口のほうで支給することができますとい

うふうに通知をしております。それ以降になりましたら、もう一応お金を借りて

その祝金を準備しておりますので、一回精算させていただいて、取りに来られる

方につきましてはですね、口座を調べまして、その振り込みをするためにまずは

通知をして、間違いなければその口座に振り込みますということでやっておりま

す。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） はい。１０番 佐伯です。 

金額が安いからあんまり経費をかけないほうがいいんじゃないかという考え方

ではないんですが、要するにそのそれに関わる職員の人件費とかいろんなものを

考えたときね、もう口座振替のほうがもう速く済んでいいんじゃないかなという

つもりでこちらのほうは意見を述べさせていただいております。まず、その敬老

祝金があるから、職員の方たちが各敬老会の会場に行って、お手伝いをされます

から、それもいいことだと思いますし、各地区が助かることだと思いますが、も

うこれがなければないなりに職員の配置も減るんじゃないかなという気持ちが

あったもんですから、お尋ねしたわけなんですよ。敬老祝金の配布がなければ、
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職員が通常、その例えば村山だったら４人といったところがもう２人で済むとい

うことになるんじゃないかなということになれば、要するに休日出勤が減る、そ

うするとそれを人件費に換算するとかなり浮くような気もするもんですから、そ

の点どんなもんかなと思ってお尋ねしたわけですね。 

○住民福祉課長兼生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

今、御指摘のとおりです。私も今までの配布の仕方についてはですね、改善す

べきと思います。２２日に駐在員会議がございますので、駐在員会議の席でです

ね、今年は４月に変わられますので、今の駐在員さんが敬老会で感じた感想とで

すね、後に変わられた駐在員さんとお話をしていただいて、アンケートのかたち

でお返しをいただくように、今考えておりますが、今おっしゃった意見のことで

すね、十分参考にさせていただいてですね、今年の敬老会からはなるべくスムー

ズにですね、対応できるようなかたちを考えていきたいと思いますので、またそ

の時はよろしくお願いいたします。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

この給付率は、何％になったっかな。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

平成２７年度につきましては、１００％です。 

○委員（興梠壽一君） １００％。 

○福祉係長（岩下雅広君） 全て振り込んでおります。 

○委員長（立山広滋君） ほかなかですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２２号、高森町敬老祝金給付に関

する条例の一部改正については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題と
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します。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長兼生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤でございます。 

各担当の係長のほうから説明をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

歳入予算から説明いたします。 

１２ページをお開けください。 

１２款、第２項、第３目、第３節の児童福祉費負担金現年分ですけども、合計

で１８８万円の減額をしております。内訳としましては、高森保育園の入所児童

分が９４万１,０００円の増額、広域入所の児童分といたして２８２万１,０００

円が減額としております。次の第４節児童福祉費負担金滞納繰越分ですけども、

こちらは高森保育園の入所児童分の過年度分が増額となっておりますので、１１

万１,０００円を増額しております。 

続きまして、１３ページをお開けください。 

１３款、第１項、第３目の第２節児童福祉施設使用料現年分ですけども、こち

らは町立保育園の入所児童分で１４９万７,０１０円の増額で、広域入所児童分で

高千穂町分で２００万円の減額をしております。合計で５０万３,００００円の減

額をしております。第３節の児童福祉施設使用料滞納分ですけども、こちらは町

立保育園の入所児童過年度分といたしまして１万６,０００円の減額としておりま

す。 

引き続きまして、１４ページ、第１４款、第１項、第３目の第３節児童手当負

担金といたしまして２８２万４,０００円の減額をしております。次の第９節子育

て世帯臨時特例給付金で１０万２,０００円の減額をしております。こちらは支給

が完了しておりまして、対象を減額しております。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係 石田です。 

１５ページをお開きください。 

住民係関係の歳入補正の主なものを御説明します。 

第１４款の国庫支出金、第２項国庫補助金、第２目の総務費国庫補助金の５節

の個人番号カード交付補助金ですが、これは総務省からの補助金が追加交付され

たことに伴いまして１１６万９,０００円を増額しております。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

続きまして、第３目の第３節子育て支援交付金、地域子育て支援拠点事業とい

たしまして１万８,０００円の減額、一時預かり事業、幼稚園で行われております
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一時預かり事業としまして３５万７,０００円の減額をしておりまして、合計３７

万５,０００円の減額としております。 

同じく１５ページの第１４款、第３項、第３目の民生費国庫委託金ですけども、

第２節の特別児童扶養手当事務委託金といたしまして８,０００円の増額としてお

ります。 

はい、１６ページをお開けください。 

第１５款、第１項、第３目の第４節児童手当負担金で、こちらは県の負担金で

６０万８,０００円の減額としております。 

続いて、１７ページをお開けください。 

１５款、第２項、第３目の第１節社会福祉総務費補助金といたしまして、民生

委員の活動費といたしまして７,０００円を増額しております。こちらはですね、

年度途中でお一人の方がお亡くなりになられましたので、後任の民生委員を選任

したことによります事務費の増額分です。 

続きまして、第１０節の子育て支援交付金ですけども、こちらは国と同じよう

に地域子育て支援拠点事業で１万８,０００円の減額、幼稚園の一時預かり事業で

３５万７,０００円の減額といたしております。 

１８ページをお開けください。 

第１５款、第３項、第３目の第２節第１０回特別弔慰金支給事務交付金といた

しまして、１万円の増額としております。こちらは第１０回の特別弔慰金の請求

件数がですね、３月１日現在で４８件ありました。その分を県に進達しておりま

して、その進達件数によりまして、県のほうで交付金が支給される見込みです。 

続きまして、２０ページをお開けください。 

第２０款、第４項、第３目の第１節過年度収入といたしまして、平成２６年度

保育所運営費国庫負担金過年度精算分といたしまして２５万９,９５０円、次の平

成２６年度の保育所運営費の県費の負担金の過年度精算分といたしまして１２万

９,９７５円、合計３８万９,０００円の増額で計上しております。こちらは、平

成２６年度の国、県の保育所運営に係ります負担金の過年度分といたしましてこ

こに計上しております。 

歳入については以上です。続きまして、歳出を。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係 石田です。 

歳出予算も主なものについて説明します。 

２７ページをお開きください。 

第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費ですが、１８節の備品購入費として

個人番号カード専用プリンタの購入費６５万９,０００円、１９節の負担金補助及
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び交付金として、先ほど申し上げました個人番号カード交付補助金１１６万９,０

００円を増額しております。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

続きまして、３０ページをお開けください。 

第３款、第１項、第１目の社会福祉総務費ですけども、ここで主なものは第２

０節の扶助費、敬老祝金の２７万８,０００円を減額しております。 

続きまして、３１ページをお開けください。 

第３款、第２項、第２目の２０節扶助費ですけども、一応児童手当の３８５万

円を減額しております。 

次の第４目の児童福祉施設費ですけども、３２ページをお開けください。第１

９節としまして、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金としまして２２０万２,０

００円を減額しておりますが、こちらは制度の改正に伴いまして、公定価格の加

算の中にこの処遇改善の分が含まれますので、補助金としては必要ないというこ

とで減額しております。 

主なものは以上です。 

○委員長（立山広滋君） 以上ですか。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

個人番号カードプリンタの購入、２７年、始まって、もう発行が始まっている

と思いますが、高森町では申請と発行数とがどれくらいになっているかおたずね

します。 

○住民係長（石田昌司君） はい。今日現在でですね、すみません、住民係 石田で

す。 

今日現在で個人番号カードが届いているのが２４７枚です。そのうち、交付し

たのが７１枚交付しております。それと、あとまだ通知カードですね、を取りに

来られていない方がちょうど１００枚、１００世帯ですね、残っています。 

○委員（本田生一君） そういう人たちは、おらすとね。そん取りにこらっさんと。 

○住民係長（石田昌司君） まだ。住民係 石田です。 

一応まだ文書でですね、今月頭に３月３１日までに取りに来てくださいという

文書をまだ一応今のところ出してて、今待っている状態です。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかなかですか。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第２８号、平成２７年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続きまして、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長兼生活環境課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

２８年度予算につきまして、担当係長のほうから説明を申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

１９ページをお開けください。１９ページ。 

主なものについて説明いたします。 

第１４款、第１項、第３目の第８節年金生活者等支援臨時福祉給付金、４,１５

８万２,０００円です。こちらは、平成２８年度に６５歳以上になられる方の平成

２７年度に支給しました臨時福祉給付金の支給対象者が対象となっております。

現在のところ１,３７７名おられます。これは１人あたり３万円を支給する給付金

です。 

続きまして、第９節簡易な給付措置・年金生活者等支援臨時福祉給付金、こち

らは平成２８年度に実施される給付金で、町民税均等割の非課税対象者に１人あ

たり３,０００円、なおかつその内の障害年金または遺族年金をもらっていらっ

しゃる方に３万円を加算して支給するものです。現在のところ見込みとしまして

は、その非課税対象者２,０００名、この年金受給者の見込みとしまして１３０名

を見込んでおります。合計１,１０１万４,０００円の予算を計上しております。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係 石田です。 

第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第３目総務国庫補助金の第１節の個

人番号カード交付補助金ですが、平成２８年度分の補助金として６３万５,０００

円を計上しております。 

以上です。 
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○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

続きまして、第１４款、第２項、第３目の第２節子育て支援交付金といたしま

して、２０ページをお開けください。すみません。第２節の子育て支援交付金で

すけども、こちらは２７年度から当初から始まりました新しい補助制度でござい

まして、高森保育園の延長保育事業、高森認定こども園に委託しております放課

後児童健全育成事業、あと子育て支援センターのほうで事業をしております地域

子育て支援拠点事業、あと高森幼稚園の一時預かり事業ということでここに計上

しております。合計で３４９万９,０００円の予算を計上しております。こちらは、

国、県、町とも３分の１の補助となっております。 

以上で歳入のほうは以上です。 

続きまして歳出のほうを。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係 石田です。 

歳出の主なものについて説明します。 

５２ページをお開きください。 

第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費ですが、第１３節の委託料に住民シ

ステム関係の委託料を、１４節の使用料及び賃借料にシステムのリース料などを

計上しております。 

５３ページをお開きください。 

第１９節の負担金補助及び交付金ですが、先ほど歳入で申し上げました個人番

号カード交付補助金６３万５,０００円を計上しております。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい。福祉係 岩下です。 

５９ページをお開けください。 

第３款、第１項、第１目の第１９節、臨時福祉給付金、先ほど御説明いたしま

した平成２７年度の年金生活者等支援分といたしまして４,１３１万円、１,３７

７名分を見込んでおります。次の平成２８年度年金生活者等支援分といたしまし

て３９０万円、１３０名を見込んでおります。次の簡易な給付措置給付金といた

しまして６００万円、これ２,０００名を見込んでおります。次の２０節の扶助費

の敬老祝金ですけれども、こちらは一応単価２,０００円の金額で計算をしており

ます。４７４万円分を見込んでおります。 

続きまして、６６ページをお開けください。 

第３款、第２項、第１目の第２０節扶助費で出産祝金といたしまして５００万

円を計上しております。 

６６ページは主なものは以上です。私のほうから主なものは以上となっており
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ます。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第３４号、平成２８年度高森町一般

会計予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 

住民福祉課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 

閉会中の継続調査については、１．社会福祉と健康に関する事項、２．健康保

険税に関する事項、３．保育園に関する事項、４．学校教育及び社会教育の振興

に関する事項、以上、４項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時５０分 
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平成２８年第１回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２８年３月１５日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。定足数に達しましたので、建設経済

常任委員会を開会します。 

それでは、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、付託案件の審議を行います。本委員会に付託さ

れました案件について審議いたします。まず、建設課関連の議案第６号、高森町

過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。職員の方に申し上げます。

発言される前に所属と氏名を言って発言してください。それでは、建設課の説明

を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。過疎計画につきましては、建設課関

係は２５ページからとなっております。２５ページには、交通通信体系の整備、

または情報化及び地域間交流の促進ということで、建設課関係では交通通信体系

の整備と、その次ページのその他対策ということで、交通通信体系の整備の中で

国道、県道、町道というふうに分類がされております。それからまた、中身の文

章につきましては、現在のですね、数字辺りに変更しているようなとこでござい

まして、２７、２８年度から３２年の５カ年の、事業計画としましては、２８

ページの、これは土木関係になりますけども、この一覧表等となっております。

それから、３０ページの生活環境の整備ということで、水道関係、それから生活

排水処理ですね、の合併処理浄化槽辺りの生活環境に絡みます、住宅係と水道係

の文章を述べております。今の事業関連につきましては、３５ページのほうに、

今計画として住宅係関係、あとはもう水道係関係の事業の計画を掲載しているよ

うな、でございます。私のほうから以上、概要を述べさせていただきました。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい、委員長。建設課 荒牧です。 

それでは、説明に入らせていただきたいと思います。まず文章関係なんですけ

ども、２５ページをお開きください。 

これはあの、今の現状に合わせまして、文章をですね、若干変えております。

幅・津留遺跡の発掘ですね。この辺はもう完了いたしましたので、改良工事、上

からですね、交通通信体系の整備の上から５行目からですね。これは幅・津留遺

跡の完了、発掘調査の完了に伴いまして、文章も若干こう変えております。現状
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に沿った形で変えております。 

それから次の２６ページなんですけども、これは国道ですね、その他、その対

策としまして、①の国道ですね。この２６５号の上色見地区の一部を改良し、と

いうところを変えております。あとその県道につきましては、津留柳線について

文章を若干変えております。文章につきましては以上でございます。 

続きまして、２８ページの事業計画をお開きください。これは路線を上げてお

りますので、大体どの辺りかということを御説明申し上げたいと思います。西

原・前原線の防災道路は、現在の前原地区の復旧復興防災道路であります。村

山・高尾野線につきましても現在の改良工事の地区でございます。 

続きまして、色見環状線の改良をしています。これは、西丁・戸狩間の改良を

計画を出しております。それから、上ノ園・村中線ですね。これは前から継続な

んですけども、これは横町の金光教から、村中中団地ですね、間（かん）の改良

を計上しております。 

それから津留・豆塚線ですね。これは津留のアルファテックのところから、高

森中央線間の改良を計上しております。 

それから、中川原・西部線改良工事ですね。これは、中川原団地から、森・豆

塚線ですね。ダイレックスの前の町道に抜ける改良工事を計上しております。 

それから天神・前原線の改良、これは中学校の東門の三叉路から、フレインま

でですね。あの間の改良を計上しております。 

それから、横町・湧水館線、これは新設道路で横町の金光教から湧水館に抜け

る新設道路を計上しております。 

向線の整備事業ですが、これは村山のですね、これも新設です。向線の北側に

内山さんのところの家があるんですけれども、その前の道路を、改良を計上して

おります。 

それから、これは仮称でつけてるんですけども須坂線ってことで、橋本桂馬さ

んの家ですね、そこから斜めに入る、須坂団地に抜ける道ですね。それを計上し

ております。 

それから須坂・天神線ですね。これは高森タクシーから含蔵寺のお寺ですね、

の駐車場までを計上しております。 

それから、須坂・尺司線ですね。これあの、永松さんていうお宅があるんです

けども、高崎さんの前の家なんですけども、そこから円福寺・坊ヶ平線の交差点

まで。まあこれ、途中、町道じゃないんですけども、一応そこの改良を計上して

おります。 

それから天神・尺司線の整備事業、これは高森タクシーから先ほど申し上げま
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した、永松さんところの角までを計上しております。 

それから、下町・山王園線の整備事業ですが、これは下町のＢ団地ですかね、

橋のところからですね、県道熊本高森線まで改良工事の計画を計上しております。 

それから下町線の整備事業、これは杉永石材本店の裏のところから農協の加工

場ですか、踏切のところの、あの斜めに抜ける道ですね。あれを計上しておりま

す。 

それから津留・宮ノ前線の整備事業です。これは矢村社の入り口、矢村社から

ですね、津留の渡邉廣さんところに抜ける道ですね。その前、基本の測量だけは、

現況測量だけは終わっております。その計画をあげております。 

それから下町・昭和２号線の整備事業。これは今現在、測量設計が終っており

ます。昭和の王来軒から、石田さん宅ですね、ところまでの改良工事を計上して

おります。 

続きまして、中学校西口線ですが、これは中学校の西門ですね。それから色見

環状線までの間ですね。当初でも計上しておりますけども、その改良、舗装、側

溝の整備事業の計画を計上しております。 

それから大村・上平原線整備事業。これは２６５号の、大村のところから堀田

石材に抜ける道を改良計画を計上しております。 

あとは大体、経常的なものなんですけども、美化側溝、それから道路舗装、そ

れから道路台帳の修正、道路愛護、それから路面性状構造調査、交通安全施設整

備、橋梁調査及び補修事業を計上しております。土木につきましては以上でござ

います。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係 野尻です、よろしくお願いいたします。 

住宅係関連の御説明をさせていただきます。まず文章のほうからですが、３０

ページをお開きください。一番下の行になります。生活排水処理っていうことで、

平成２７年度末の浄化槽普及率は４２％となっておりまして、平成２２年度末か

らの３６％から上昇はしているんですけども、白川源流としてですね、水環境を

保護するためにはより一層の普及を図る必要があるということです。 

また、３１ページの一番下の行になります。同じページですね。住宅の整備っ

ていうことで、本庁における公営住宅の修理状況は、今年度現在で公営住宅が２

３４戸、特定公共賃貸住宅が６戸、貸付住宅が１３戸の２５３戸となっておりま

して、しかしながら、耐用年数を経過した住宅については、老朽化が進んでおり

ます。このため、早期に建て替え事業を開始し、入居者の高齢化に伴う住宅の改

修、身障者の方が住みやすい環境づくりを計っていく必要があります。 

なお、３２ページの（２）の（ウ）とですね、３４ページになります、（２）
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の一番最後、（カ）ですね。内容は同じような内容でなっておりますので、ここ

は割愛をさせていただきます。 

具体的な計画ということで、３５ページをお願いいたします。最後のページに

なります。生活環境の整備っていうことで、（２）下水処理施設、これ合併処理

浄化槽ですね。こちらの設置、計画ということで、平成２８年から平成３２年度

で２００基ということで計画をしております。 

（５）ですが、町営住宅の景観向上事業ということで、これは継続的に行って

おります、主に外壁塗装を２８年から３２年の間でも継続していくという計画を

立てております。 

また、中川原団地の建替え事業ですね。こちらのほうも計画していく必要があ

るということになっております。住宅係からは以上でございます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

お断りですけれども、水道係のほうが、昨夜の火災の対応ということで、飲料

水が非常に村山配水池の方が不足しておりまして、そちらの対応でちょっと委員

会のほう、係長が欠席させていただきますのを、お断りいたします。 

変わりまして、御説明を申し上げますけども、水道に関しましては文章的なと

この、数値はございませんでしたので、大幅な変更はございません。よって、３

５ページの事業計画の内容としましては、水道に関しましては、管路図作成のシ

ステム事業ということで、計画をあげております。管路図辺りが、高森はうちの

ほうにきちんとしたものがないということで、できますならばこれにですね、着

手したいということで計画をあげさせていただいております。それから、既設老

朽化の敷設替工事につきましては、現在も年次計画といいますか、計画的に行っ

ておりますが、今後も老朽管の敷設替を逐次行なっていくということで計画をあ

げさせていただいております。 

それから、メーター器取替につきましても継続ということで、計量法に基づき

ます、メーター器の取替えをですね、計画に、毎年行っておりますが、これも当

然計上して、進めていくということで、計画をあげさせていただいております。

それから水道施設町営化事業ということで一カ所とはなっておりますが、御承知

のように部落水道辺りが町内にはございまして、町へのですね、水道町営化とい

うことで、計画をですね、あげるということで、一カ所あげさせていただいてお

ります。そこは企業会計機器の導入ということで、企業会計に移行するっていう

のはなかなか、ハードルが高いものがございますけども、県の指導あたりもあっ

てるということで、以前から協議はされていっているところではございますけど

も、具体的にですね、この５カ年の以内にですね、着手をしていかなければなら
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ない時期が来ているということで、機器導入の計画を計上させていただてるとい

うのが、水道係の関係に関しましては、以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（岩下健治君） はい、２番 岩下です。 

すいません、２８ページのですね、この３２年度までの事業計画の中で、昨年

まで上がっておりました、男原線上がっておりませんよね。まあ、これは過疎の

計画は変更ができますので、どうのこうの言うわけじゃあありませんけども、そ

れはちょっと、悪いけんど考えられないということなのか、それと３５ページの

ですね、水道の管路図の作成っちゅうとはもう、何十年も前からずっと、なんか

上がってきたような感じがいたしますけど、今は整備があんまり古くてなされて

ないっていうことですけども、これ非常に故障とか、かなり老朽化してきますと

多くなると思いますが、かなりこれ急いで管路図を作っとられないと、毎年のま

だそういう話聞くかどうか分かりませんけども、渡邉さんがおったように、あの

人ならわかっとるから作ろう作ろうっていう話からで、ずっともう２、３０年そ

の話は続いてきたと思うんですよ。やっぱりそこの整備は、やっぱりもうちょっ

と明確に打ち出されたほうがいいんじゃないかと思いますがどうでしょうか。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

男原線につきましては、辺地であげております。辺地計画でですね、はい。あ

と総合計画にも載せたと思うんですけども、あとほかに総合計画あたりはですね、

社倉・水迫とかも、社倉・水堪、他の路線辺りももう、路面性状調査がある程度、

今年で、悪いところはですね、終わっておりますのでそこら辺りの舗装の計画も

ですね、一緒に今後あげていく予定でございます。以上です。 

○建設課長（松本満夫君） はい、建設課 松本です。 

今、計画は山村振興のほうにも男原線はあげてあります。それと、管路図は御

承知のとおり、今あるのが渡邉さんの記憶にたどって作ってあるというふうに私

どもも引継ぎを受けておりますし、それに今、いろいろ給水工事とか、修繕とか

いろいろしたときに、整備して書き込んでいってるような状態でございます。で、

どこまできちんとした管路図と言いますかですね、今言ったデータ化だとか、そ

ういったのでするのが一番ふさわしいということなんですけども、もう今年度辺

りにですね、そういった専門業者にですね、ある程度見積りを取って、どのくら

いの、ほんとに事業がかかっているのかということで、具体的にはやっぱりもう

本当に必要ってことは十分承知しておりますので、取組んでいきたいというふう

に考えております。とりあえずはですね、平成２８年度の予算でも計上させてい
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ただいておりますけども、今あるのが、かなりぼろぼろになって、見えにくく

なってるんで、その原図、最初の原図はあるんで、それをちょっとまず印刷して、

復元して、とりあえずその新しいシステムができあがるまでのつなぎは、対応は

したいというふうに本年度はそういうふうな考えでいます。以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、ほかに何かございませんか。 

○委員（芹口誓彰君） ２７ページ、１番、１行目。 

今後も整備基本計画に基づいたというような文章がありますけれども、この整

備基本計画というのは、この過疎計画だけじゃなくて、辺地計画も併せた総合計

画に併せた、そういった整備基本計画ということでしょうか。 

○建設課長（松本満夫君） はい、この計画でだけではなくあの、今委員がおっしゃ

いましたような、県のは県のほうで、地域計画とかいろいろあるんですが、全て

の計画に基づいたというふうな解釈でございます。 

○委員長（後藤三治君） よろしいでしょうか。はい、ほかには何か。 

○委員（田上更生君） 田上です。 

２８ページの分で、今まあ、岩下委員、あるいは芹口委員の質問の中の確認で

すけども、手前味噌な話ですけれども、片山・下山線が、概要書の中にも入って

いますけれども、この中には入ってませんが、岩下委員、あるいは芹口委員への

答弁の内容と理解していいんですか。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。２６年度もですね、２７年度も、

片山・下山線、辺地計画で起債を充当しております。ですので、片山・下山線に

ついては、辺地計画で対応を、来年度も考えを、辺地計画の起債を充当するよう

な考えで、財政とも今後話を、協議を進めていきたいと思っております。以上で

す。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。今の関連ですけどね、私はさっき聞きました、総

合整備計画、これについては、高森色見、色見については辺地対象にならんから、

過疎にて対処しますと、そういった山東部については辺地で対処しますというふ

うな、今の答弁の感じがしたわけですけれども、辺地になったらかなりその採用

件数っていうのは少なくなる、絞られるんですね。過疎のより多くはない。とい

うことであれば、路線数というのは限定されるわけですよ。そういった中で、そ

の総合的に山東部の道路整備というのをどういうふうにですね、計画の中に入れ

て、今後整備していくのか。考えをちょっと、お聞かせていただきたいと思いま

すけれども。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

以前はですね、非常に辺地の起債の充当というのは厳しかったようなんですけ
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ども、最近はですね、その枠というのは結構充当がされているような状況に見ら

れると思います。起債の、交付税の還元につきましても、辺地のほうが８０％、

元利償還金に対しまして。それから、皆さん御承知と思うんですけども、過疎は

７０％ということで、辺地のほうがより有利ということで、最近は辺地の充当も

なされてるような状況であります。以上です。 

○委員長（後藤三治君） よろしいですか。ほかにありませんか。 

○委員（森田 勝君） 私は３１ページからですね、２ページにいくところの、住宅

関連。あれは３５ページ、中川原団地とかの建替えの件がでていますが、これは

ご存知のようにですね、大変古くなっています。どんどん、住宅がですね。それ

でこう、今現在の、例えば阿蘇の噴火、それから地震、このような対応の中でで

すね、そういう対応ができるような、住宅がほとんどこう、見受けられんような

感じがするわけですね。その中において、今後そういう事態が発生した場合です

ね、町としてはどういうふうな考えで取り組んでいくのかをちょっとお聞きした

いと思います。 

○建設課長（松本満夫君） 建替えに関しましては、以前議会の中でも議論させてい

ただいたところでございますが、ずっと先送りになってるという、いろんな事情

でですね、財政的な面、入居者のアンケート調査ば行った、それから要望的な面

とかも、いろんな総合的な話で今、先送りになってるところでございますが、災

害に対応したという、まあ住宅ということではございますけども、災害とか、防

災とか、そういった面に関しましては、町営住宅だからだけが、まあ対応という

わけじゃございませんので、そういった災害が起きたときはですね、町の全体で、

全体と言いますか、防災係とかおりますけれども、総合的にですね、住宅も協力

しながらそういった対応をしていく考えではおります。住宅係だけの災害の対応

というじゃなくて、地域住民のですね、具体的防災災害の対応をしていきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 

今ですね、課長のほうから話がありましたが、御存じのように住宅の中を見ま

すとですね、一人老人の家庭も大変多ございます。その中でですね、やはりこう

先ほどから言いますように、災害があった場合ですね、また一軒ならですね、一

軒で何名かおられるなら、その中で通信網も発達しているわけで、今のような状

態の中でですね、住宅、特に、町営住宅なんかを見ますと、範囲がこう、広くて

ですね、ポツンポツン建っているような状況も見受けると。それでですね、今後

はやっぱり集中的に、一カ所なり、二カ所なりにですね、せっかく町営住宅を建

てるならですね、そういう危険を、今後どういうふうに考えておられるのかもお
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聞きしたいんですが。今から建つんならですね。 

○建設課長（松本満夫君） 当初の中川原団地の建替計画は、委員さん御承知のよう

に、耐用年数を過ぎた、村中、村中中、山王園団地、中川原団地、そういった団

地をまあ、あっちをもう移してきますからね。そして、今の、現在の中川原団地

のほうに集約する、集合的にするという考え、計画があったわけですけども。そ

の計画は、基本的な考え方はゼロになったわけではございません。今後、新たに

ですね、また計画と言いますか、見直しをしてから計画する場合には、そういっ

た流れになるのではないかというふうには考えておりますけど、災害、かなり独

居老人とか、一人暮らしの高齢化が進んで、そういった感じで、災害あたりにで

すね、即座に対応できるような体制には、今ちょっとなっておりませんけども、

これは住宅係だけの対応では厳しいものがございますので、地域のですね、民生

委員さん辺り、地域の力をお借りしながらですね、個人住宅、町営住宅、一緒に

なる考え方で、一緒に見守って、地域で、いただきたいということで、災害の対

応についてはそういう考えではあります。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 

 まあ、これあの私の地域のですね、住宅が御存知のようにありますが、町営住

宅がですね、私はすぐに建てるのかなとかじゃなくて、ある程度ですね、これは

先ほど課長が話されましたように計画的にこう、建てられるというような話じゃ

ございますが、あのですね、やはりこう、一人老人も多いし、私は老人で、高齢

者で、年金暮らしという話も聞きます。しかしですね、やはり私はこう、行くと

こは行くと。まあこれ、行くということは、語弊になりますが。そういうですね、

心持ちもなからんと、高齢者だからとか、そんなことば話しよるならですね、進

まないと思いますので、どこかで打ち切ってですね、やはりこう進んで、前向き

に考えていくような方向ばですね、お願いしていきたいと思います。とにもかく

にも、そういうことで、今後の対応をですね、お願いしていきたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） すみません、私から、１、２点質問させていただきます。

後藤です。 

現在の町道につきましては、２０６路線、２６７キロということです。相当、

路線数も多いわけですが、そのあたり改良済みが５９.２％、舗装されてないとこ

ろも５％強あるというふうに聞いておりますが、まあ年々、新設されると、当然

また路線数も増えてくるわけですが、町道全体の見直し計画は、担当課としては

考えておられるのかを、まず一つお願いしたいなと思いますが。 
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○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

町道の見直しをどうかという件ですけども、現在のところその全体的な見直し

は、計画というか、考えは今のところございません。まあ、随時終点変更とか、

いろんな変更があった場合、あとまた、新規事業でどうしても町道認定が必要と

いった事態があった場合の随時的な変更は考えてますが、全体的にここを削除し

て、ここを認定とかそういった、大幅な、大規模なメンテ作業は、今のところは

計画しておりません。 

○委員長（後藤三治君） はい、もう一点、質問します。後藤です。 

住宅なんですが、この中で、近年のですね、夫婦共働きの所得の向上等がみら

れることにより、中堅所得層が増加していることから特定優良賃貸住宅の整備拡

充となってますが、特定優良賃貸住宅とは、どういったものになるのかをちょっ

と教えていただきたい。 

○住宅係長（野尻典男君） はい、住宅係の野尻です。 

特定優良賃貸住宅と言いますのは、要するに所得制限をこう設けた中で、普通

なんというのかな、普通の、特定公共賃貸住宅っていうのは、所得制限がないっ

ていうところで入れられるんですけれども、特定優良賃貸住宅っていうのは、今

ある、決められた所得をオーバーするんですけども、一応決められてるというよ

うな、中堅の所得者向けに提供するような住宅になります。ちょっとややこしい

んですが、はい。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。現在、うちにあるのかどうかです。 

○住宅係長（野尻典男君） ございません。 

○委員長（後藤三治君） ないと。 

○住宅係長（野尻典男君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ああ。 

○住宅係長（野尻典男君） だから、どちらかしかないということです。 

○委員長（後藤三治君） ああ。 

○住宅係長（野尻典男君） はい。 

○委員長（後藤三治君） もう一点、すみません。先ほど森田委員のほうからも言わ

れましたけど、中川原団地の建替事業費の、まあ、上がっておりますけれども、

概ねだいたい何年頃にその計画を。要するに、５年間その計画ですので、要する

にもう、例えば２、３年後するならもう、今からせな、しとかないかんとなりま

すが、この計画載っとるだけなのか、５年間の内、その計画あるのかどうかを

ちょっとお聞かせください。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 
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中川原団地、まあ耐用年数過ぎた住宅に関しましては、今現在はですね、もう

退去者が出た場合には、新たな入居はもうしないということで、まあ政策空家と

して、将来的な建替えを見越した政策空家で、今現在のところは立てております

ので、ただ具体的に何年度からということは、まだ、はい、３０年度からします

とか、そういう、今現在はありませんが、この５カ年の中で、３０年度を目安に

ですね、そういった具体的に設計辺りの計画に着手したいという計画はあげてお

ります。以上です。 

○委員長（後藤三治君） せっかく計画を立てましたので、計画にそった事業を進め

ていただいきたいと思います。私のほうからは以上です。ほかにありませんか。 

○委員（森田 勝君） あのちょっと、今の件ですばってん。森田です。 

今ありましたように、特に公営住宅に入っておられる方がですね、まあよく話

を聞くんですけど、私たちはもうこのままでいいというような話もございます。

先ほど言われましたように、３０年度に計画を立てておられるならですね、早く

こう話を、住宅の人にそういう話をされないなら、急に来年から建て替えますと

かでですね、それを早めにですね、対応されますようによろしくお願いをしてお

きたいと思います。以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） はい、それでは討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論終わります。これから、本案について採決します。議

案第６号、高森町過疎地域自立促進計画の策定については、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

順次、ページをおってですね、担当係のほうから説明をさせていただきます。 

○委員長（後藤三治君） はい。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい、建設課 荒牧です。 

まず、６ページをお開きください。第２表繰越明許費、７の土木費、項が道路

橋梁費の１億５,７３１万５,０００円につきましては、これ全員協議会で御説明

を申し上げたとおりでございます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係の野尻です。 
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１３ページをお願いいたします。はい、住宅係といたしましては、住宅の家賃、

使用料につきまして、現年度分と、滞納繰越分、こちらのほうを減額をさせてい

ただいております。以上でございます。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

１４ページをお開きください。１０の災害復旧費国庫負担金、災害復旧施設災

害復旧費国庫負担金、３４２万２,０００円を減額しております。これは全員協議

会で触れました、繰越等の調整で減額をしております。繰越は、柳谷・木郷線で

ございます。 

続きまして、１５ページをお開きください。土木費国庫補助金の社会資本整備

総合交付金、１,０４９万６,０００円を減額しております。これも路線につきま

しては、全員協議会で申し上げましたとおり、繰越との調整で、西原・前原線、

それから片山・下山線、村山・高尾野線を。それから、路面性状調査、これの繰

越をお願いしているところでございます。それから３番の狭あい道路整備等促進

事業費補助金、５４０万円を減額しております。これにつきましては、村山・旭

通線を、繰越をお願いしているところでございます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係の野尻です。 

同じく１５ページをお願いいたします。一番上のところです。国庫支出金、国

庫補助金の衛生費国庫補助金ですけども、これは浄化槽の補助金ということで、

補助を受けてる分で、１６８万２,０００円の減額をいたしております。 

続きまして、７の土木費国庫補助金、２のところですね。住宅社会資本整備総

合交付金ということで、下町Ａ団地の景観向上事業ということで、外壁塗装にお

きまして、５４万５,０００円の減額をいたしております。以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

２５ページの交通安全対策費につきましては、調整額ですので、省略させてい

ただきたいと思います。 

○住宅係長（野尻典男君） はい、住宅係 野尻です。 

１７ページをお願いします。県支出金、県補助金ということで、これも先ほど

と同じですけども、衛生費県補助金ということで、合併浄化槽の補助金につきま

して８５万６,０００円を減額させていただいてます。以上です。 

 歳出のほうですけども、合併処理費ということで、歳出のほうが２２４万３,０

００円の減額をさせていただいております。以上です。 

○委員（芹口誓彰君） 今説明があっておりますけれども、いくら減額するというの

は見ればわかる話ですので、減額の理由をですね、併せて説明をしていただかん

と、審議のしようがございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○委員長（後藤三治君） 減額で、例えば何基予定だったのが、何基減ってというよ

うな形で説明をお願いしたいと思います。 

○住宅係長（野尻典男君） 委員長。内訳ですが、当初３３基予定していたものが２

５基、今年度の実績ということで減額させていただいてます。以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

３８ページをお開きください。まず、土木総務費の賃金１３６万７,０００円減

額しております。これは臨時職員の賃金、これは６月で組んでおりましたけども、

職員が入りましたので、この分の賃金は今回の補正で減額させていただきました。 

それから、２の土木費降灰対策費、１３の委託料２００万円を減額しておりま

す。これは昨年火山灰が降りませんでしたので、２００万円、そのまま減額をし

ております。 

それから、土木費の道路橋梁費、道路維持費、まず、役務費の８３万４,０００

円の減額につきましては、登記の未登記地域の登記の残を減額を補正をしており

ます。それから、１３委託料、２１８万円の減額です。これは、道路台帳修正業

務、それから、路面性状調査の入札残を減額しております。 

そして、工事請負費３８５万７,０００円の減額につきましては、工事の入札残

及び西原・前原線の側溝整備を計画しておりますけども、近隣者の調整がつかず、

本年度減額をしております。予算は、これは３００万円でした。全額減額してお

ります。 

続きまして、２の新設改良費、１２の役務費、２０７万４,０００円。これは、

全員協議会で申し上げました、繰越の調整で減額をしております。１５の工事請

負費、５４万９,０００円についても同様でございます。１７公有財産購入費、１,

１６７万１,０００円の減額についても同様でございます。 

それから、１９の負担金補助及び交付金、４８万７,０００円の減額につきまし

ては、昭和地区の部落道舗装の５割助成ですね。これをする予定でございました

けども、近隣者との調整がつきませんでしたので、４８万７,０００円減額してお

ります。それから、２２の補償、補填及び賠償金につきましては、１,８２８万７,

０００円増額につきましては、全員協議会で御説明を申し上げたとおりでござい

ます。河川費につきましては、調整の減額でございます。以上です。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係 野尻です。 

同じページになります。土木費、住宅費の中で、修繕料といたしまして８０万

円の増額をさせていただいております。これは、１月の末に起きました大寒波で

すね、その際にボイラーの故障が４基、その他水道破裂によります、その修理関

係ということで、８０万円の増額とさせて、計上させていただいております。 
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工事請負費ですが、これは町中団地の屋上防水工事に伴う入札の残というとこ

ろで減額をさせていただいております。 

続きまして住宅建設費ですが、まず委託料といたしまして、下町Ａ団地の景観

向上事業の設計委託料というところで、１３万８,０００円の減額。その下の工事

請負費で、同じく本工事ですね、というところで、１０９万円の減額をさせてい

ただいております。以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

４５ページをお開きください。災害復旧費の目、公共土木施設災害復旧費、１

５の工事請負費、３４６万７,０００円減額しております。これは、先ほど歳入で

も申し上げました柳谷・木郷線の繰越と、工事残、入札残の調整として減額をし

ています。以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） ただいま、説明が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） はい、ちょっとお伺いします。 

３８ページと３９ページの西原・前原線と昭和地区で、近隣者の調整がつかな

いような話がありました。これ、どういう内容ですか。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

まず、工事、調整がつかなかったといいますのは、西原・前原線ですね。前原

入り口から、田楽村の間の約１００メートルぐらいのところなんですけども、田

楽村の下の地権者の方との、田楽村の南側です。南側にハウスがあるんですけど

も、その方との調整がつかなかったもんですから、とりあえず弁護士の方の話に

よりますと、地権者の了解を得らなくちゃいけないというような話ですので、な

かなかその話まで行きつかなかったものですから、交渉してるものの、了解を得

られなかったというのが実情でございます。 

それから、昭和地区、この地区につきましては、中川原団地の南側になります

けども、辻民宿ですね。あの辺りの地区の方の、お互いのこの調整が、話し合い

がまとまらなかったもんですから、次の２８年度でまた、要望を伝えております

ので、本年度はやれなかったというのが現状でございます。以上でございます。 

○委員（森田 勝君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員（芹口誓彰君） 先ほど１３ページ、話がありましたが、住宅使用料現年分、

この１３８万６,０００円の減額費用の説明がありませんでしたが、説明をしてく

ださい。 
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○住宅係長（野尻典男君） 住宅係 野尻です。この１３８万６,０００円につきまし

ては、まずは空家といいますか、もう入居させない部分の、家賃収入がもうス

トップするというところとですね、あと前年度が若干こう、大きめの予算で

ちょっと組んでありましたので、その分の減額と、あとは家賃の増減ですね。前

に入っておられた方、新しく入ってこられた方、そこの差額の部分がマイナスの

部分になってるというところで、１３８万６,０００円の減額とさせていただいて

おります。 

○委員長（後藤三治君） 私から一点だけお聞きします。３９ページです。後藤です。 

先ほどの住宅管理費の１１節の需用費の中で、修繕料、ボイラーの寒波による

故障ということですが、基本的に住宅のボイラーは、私は、個人持ちかなと、個

人所有かなというふうに理解していたんですが、これ町の所有なんですか。 

○住宅係長（野尻典男君） 委員長。住宅係 野尻です。 

あくまでも過去の慣例として、現在、今はその、こちらの役場のほうで修理の

ほうはしているというのが現状になるかと思います。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

今、委員長が申されましたように、古い住宅ですね。中川原団地とか、それか

ら施設の古い住宅に関しては、風呂釜だとか、ボイラーとかは、もともと町の施

設に備えてないもので、もう個人の。それと、比較的新しい住宅ですね、旭とか、

下町とかあんな。そこはもう、町の持ち物、まあ町の施設というか、住宅の施設

のということで、もう町が管理している、修繕あたりは町の予算で対応してます。 

○委員長（後藤三治君） 後藤ですが。基本的に新しい住宅は貸出をする中で、要す

るにボイラーやらもセットで貸しとるということか。入っとるとか。入っとるで

すか。よくあの、古い住宅見ると、風呂とかないとこもあるけんね、ボイラーも

つけんで。 

○建設課長（松本満夫君） そうです。今言ったように、あがんとこはもう自分で釜

ばもってさろくわけです。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かありませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい、ないようでございますので、これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案を原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

ちょっとお諮りします。今日の開始から１時間経ちましたので、１０分の休憩

をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい、それでは１１時１０分から、再開したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、休憩前に続きまして再開したいと思います。 

次に議案第３２号、平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につい

てを議題とします。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

３２号で提案しております簡易水道の特別会計予算でございますけども、既定

予算から６１７万１,０００円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を１億８,９

９２万８,０００円とするものです。 

４ページをお開きください。４ページにつきましては、債務負担行為の補正を

計上しております。 

それから５ページにつきましては、地方債の補正ということで、簡易水道施設

の管理費用の受託と、債務負担ありますが、すいません、あの町債の補正としま

して、事業費が確定に伴う、過疎債と簡易水道債を、２３０万円ずつ減額したも

のでございます。 

歳入につきましては、８ページをお開きください。第１款使用料及び手数料、

第６款諸収入につきましては、見込額と現行予算を調整いたしまして、水道使用

料が１４９万４,０００円、水道手数料５万９,０００円、雑入を９,０００円、そ

れぞれ減額しております。 

また、地方債につきましては、先ほども申し上げましたが、地方債起債事業の

事業費確定に伴いまして、４６０万円の減額を行っております。 

それから、歳出について説明いたします。９ページをお開きください。第１款

水道費、第１目一般管理費につきましては、人件費の不要額を減額、また第１１

節の需要費につきましては、主に光熱水費等の電気料を１７３万５,０００円減額

しております。また一月の大寒波の影響によりまして、水道のほうも修繕費がか
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さんでおりまして、１６６万円を増額させていただいております。 

第１２節役務費につきましては、主に電話料等の不要額で２８万円を減額しま

した。第１３節委託料につきましては、１２５万８,０００円、第１５節工事請負

費につきましては、事業費確定によりまして、４４３万７,０００円を合計して減

額しております。 

第２７節公課費につきましては、消費税及び町消費税分として、確定をして、

１６万３,０００円を減額しております。予備費については、歳入歳出それぞれ調

整しまして、２６８万７,０００円を増額補正しております。歳出につきましては

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい、質疑なしということで、これから討論を行います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第３２号、平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第３３号、平成２７年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予

算についてを議題とします。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

議案第３３号でお願いしております、農業用水の供給事業の特別会計補正予算

でございますが、今回の補正は既定予算から３３７万４,０００円を減額いたしま

して、歳入歳出の予算総額を１,３７９万６,０００円とするものです。 

４ページをお開きください。４ページは債務負担行為補正としまして、平成２

８年度の農業用水施設の電気管理業務委託として、限度額を２７万９,０００円を

補正しております。 

それと、歳入については、７ページをお開きください。第１款財産収入、第１

項財産運用収入につきましては、第１目の利子及び配当金を利率の変更等により、

７万４,０００円を減額しております。 

第２款繰入金、第１目基金繰入金につきましては、節水等辺りが水利組合等の
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取組みの効果や、電気料の削減等によりまして、収支見込より繰入が必要でなく

なったために、３３０万円を減額補正しております。 

歳出については８ページをお開きください。第１款農業用水費第１項管理費に

つきましては、第７節の賃金を１万７,０００円、第１１節の需要費では、先ほど

説明しましたように、電気料、光熱水費を２４６万２,０００円、修繕料をですね、

大規模修繕がなかったということで、３３万１,０００円をそれぞれ減額しており

ます。また、第１３節委託料を１万６,０００円、減額しております。 

予備費につきましては、歳入歳出調整いたしまして、５４万５,０００円を減額

補正しております。農業用水につきましては、概要以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしと認めます。続いて討論を行います。討論はあり

ませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第３３号、平成２７年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算について

は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題とし

ます。建設課の説明を求めます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係 野尻です。 

それでは、歳入のほうから御説明させていただきます。資料の１７ページをお

開きください。使用料及び手数料の使用料、第７目になります。住宅使用料につ

きまして、住宅使用料現年度分が４,５８６万６,０００円。滞納繰越分が１０４

万４,０００円となっております。 

続きまして、資料の２０ページ目をお開きください。国庫支出金、国庫補助金

の第４目環境衛生費補助金といたしまして、合併処理浄化槽設置整備事業補助金

といたしまして、４３１万４,０００円を計上しております。 

○委員（岩下健治君） こがんと、基数ば金額じゃなくて、何基ですよっていうよう

な言い方の説明を。金額は目で見ればわかるじゃないかって。すみませんね。 

○住宅係長（野尻典男君） はい、補助金の内訳ですけども、５人槽が２０基、７人
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槽が１４基、１０人槽が１基、合計で３５基のところで計上です。以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、続けてください。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい、建設課 荒牧です。 

同じく２０ページです。７の土木費国庫補助金、１の土木社会資本整備総合交

付金１億８,００５万円。これはまず、社交付金事業なんですけども、橋梁近接目

視点検、これを一応２８橋、２８年度計画をしております。国の施策といたしま

して、高森町管内の１１２橋、橋梁があります。これを平成３０年度までに、近

接目視点検を行わなくてはいけないというような国の施策に基づきまして、来年

度２８橋を行う予定でございます。それから、路面性状調査事業、失礼しました、

近接目視が補助金が１,３００万円です。路面性状調査事業、これも、例年行って

おります路面の構造性状調査なんですけど、これが２６０万円。 

それから橋梁の詳細設計、これは補修前の設計なんですけども、前の長寿命化

計画で、橋梁の遠方目視点検を行った点検結果と併せまして、昨年度も近接目視

点検をしました、橋梁も併せたところで、緊急性の高い橋梁を予算の範囲内で行

う予定でございます。これが６５０万円。 

それから、通学路安全対策事業、３２５万円の補助金なんですけれど、これは

交差点の、危険な交差点箇所の警察からの指摘あたりもありまして、まず東中学

校の交差点、永野原・河原線、それから県道、津留・柳線の交差点です。この交

差点の段差のある舗装、それと柏塚の交差点、町道、森・豆塚線と、高森中央線

の交差点、これは交差点のカラー舗装を考えております。３２５万円の補助金で

す。 

それから、橋梁補修事業。これにつきましては、詳細設計をしました、白水橋、

それと熊渡瀬橋。白水橋は、現在災害復旧を行ってます、柳谷・木郷線の下の、

ちょうど木郷のつりセンターのところに架かっている橋でございます。それから、

熊渡瀬橋は前原入り口から国道２６５号線に向かって、１００メートルぐらい

言った、上色見側に架かっている橋でございます。補助金額が９７５万円。 

それから津留・宮ノ前線、測量設計業務委託、補助金が６５０万円です。これ

はお宮、矢村社から渡邉さんのところに続く町道でございます。この間の測量、

設計の委託業務。それから同じく津留・宮ノ前線のボーリング調査事業、補助金

額が３２５万円。これは、途中、川に橋が架かっておりますので、これは橋梁の

架け替えのための地質調査、ボーリング調査を行うことにしております。３２５

万円の補助金です。 

それから下町・昭和２号線の整備事業。補助金額が１,３００万円。これは、２

７年度で測量設計をしました、王来軒から石田さん宅までの間の改良工事でござ
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います。 

それから、西原・前原線の復旧復興防災道路の工事事業費、整備事業、これは

移転補償、それから工事も併せまして、１億円の事業費に対しましての、これ全

部、社交金は６５％の補助率でございます。あくまでも満額を、満額ついたとこ

ろの前提として計上させていただきますことを申し添えます。これが６,５００万

円。 

それから、片山・下山線の道路整備事業、これは補助金額が５,２００万円。こ

れは工事のみです。それから中学校西口線の道路整備、これが５２０万円です。

これは中学校の門から、西門から色見環状線間の側溝と路面、あそこは前、銀杏

の木が、路面に這っておる関係で、路面が隆起してます。その関係で、ある程度

掘削をして、そして舗装までやり直し、側溝までやり直すというような計画でご

ざいます。 

それと、この土木費補助金につきましては、３の狭あい道路整備事業もありま

すので、併せて、続けて説明をさせていただきます。間に住宅がありますけれど

も、続けさせていただきたいと思います。３の狭あい道路整備事業促進事業費補

助金、９５０万円を計上しております。この路線につきましては、まず、須坂天

神線の測量設計業務委託、補助金額が５００万円です。狭あい道路につきまして

は、２分の１の補助でございます。場所は高森タクシーから、含蔵寺の駐車場ま

でということで、予定をしております。 

それから下町線、測量設計業務委託４５０万円を計上しております。これは下

町の、杉永石材の裏から農協の加工場までの間の道路でございます。土木につき

ましては以上です。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係、野尻です。 

先ほどのところの２番目のところですね。住宅社会資本整備総合交付金という

ことで、２０７万３,０００円計上させていただいておりますが、これは下町Ａ団

地景観向上事業といたしまして、本年度は２棟４戸の外壁塗装ですね、こちらの

ほうを計画をしております。補助別におきましては５０％となっております。 

 続いて２４ページ目お願いいたします。 

県支出金、県補助金の衛生費県補助金ということで、環境衛生費補助金、これ

は合併処理浄化槽設置整備事業補助金ということで、先ほどと一緒なんですけど

も、５人槽が２０基、７人槽が１４基、１０人槽が１基の計３５基分として、計

上させていただいております。補助率は３分の１です。以上でございます。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 続きまして、歳出に移らせていただきたいと思いま

す。 
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４４ページをお開きください。このまず、１６の交通安全対策費の７賃金３６

万円、これはカーブミラーとかガードレール設置の賃金を計上しております。 

続きまして、４５ページをお開きください。１４の使用料及び賃借料２０万円

を計上しております。これも同じく、ガードレール、交通安全施設の機械借上料

設置時の機械借上料、改修時の機械借上料を計上しております。 

それから、１５の工事請負費、交通安全施設の工事。これは主にですね、区画

線整備あたりを計上しております。それから１６の原材料費６５万円、これは

カーブミラー、ガードレール等の交通安全施設の材料代を計上しております。 

○建設課長（松本満夫君） おなじく、４５ページの水資源対策費でございますけど

も、負担金補助及び交付金としまして、部落水道水の整備補助金としまして、今

年度ライオンズヴィレッジ下大堀、色見の戸狩のほうにあるところでございます

が、そちらのほうと、中村の水道組合のほうの部落水道施設補助金としまして、

１０６万７,０００円を計上させていただいております。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係 野尻です。 

７７ページでお願いいたします。はい、衛生費、保健衛生費、合併処理費とい

たしまして、歳出のことだけを申し上げます。まず、旅費のほうが普通旅費研修

として１万円。需要費、燃料費として１万６,０００円。負担金補助及び交付金と

いたしまして、１,２９６万８,０００円。この内訳ですけども、合併処理浄化槽

設置整備事業補助金といたしまして、５人槽が２０基、７人槽が１４基、１０人

槽が１基ということで、１,２９４万２,０００円を計上。合併処理浄化槽普及促

進協議会負担金として２万１,０００円、阿蘇郡市浄化槽協議会負担金として５,

０００円を計上させていただいております。以上です。 

○建設課長（松本満夫君） すみません、建設課 松本です。 

先ほどの水道対策費のほうでちょっと説明に漏れが１件ありまして、４６ペー

ジをお開きください。水道対策の中で、２８節の繰出金としまして、償還部分の

ですね、２分の１に当たります金額を特別会計のほうにお出しさせていただいて

おります。以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい、建設課 荒牧です。 

それでは９５ページをお開きください。土木総務費の１９、大まかなもの、主

なものについて説明いたします。負担金補助及び交付金につきましては、各種負

担金です。２５万２,０００円を計上しております。 

それから９６ページをお開きください。９６ページの土木費降灰対策費につき

ましては、廃目になっておりますけども、これは降灰が、火山灰が降った際には、

予備費あたりで対応するということでございます。 
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続きまして、９６ページの、道路維持費の賃金。まず４２０万円、道路維持人

夫賃として３６０万円。それから融雪剤の散布作業人夫賃、これは除雪サポー

ターも含んでおります。６０万円を計上しております。 

続きまして、需要費５８１万４,０００円につきましては、消耗品、７０万円は、

これは融雪剤です。それから、５００万円は随時町道の修繕料として、５００万

円を計上しております。 

続きまして、１２の役務費１４５万円、除雪サポーターの保険料、それから、

登記、町道の、まだ町内には未登記の町道が、部分的には残ってるところはござ

いますので、随時それを、登記を進めていっているところでございます。１００

万円を計上しております。 

続きまして委託料３,７００万円です。道路台帳修正業務、それから近接目視点

検、橋梁詳細、設計業務、路面性状、各社交金の補助事業の委託料を計上してお

ります。 

続きまして、使用料及び賃借料です。維持工事の維持作業ですね、失礼しまし

た。１５０万円。それから、除雪作業の機械借上、これは、このうちの１５０万

円は除雪用のグレーダーを冬季の期間リースで借上げますので、それを含めたと

ころでの、除雪作業の機械借上げでございます。 

続きまして、工事請負費、２,８２０万円を計上しております。まず、美化側溝、

大楠木・社倉線、これは毎年計上しております。１２０万円を計上しております。

それから、色見環状線２５０万円、これは西丁から中園にかけての側溝整備です。 

それから、牧戸線。牧戸線は集落の中心辺りが上方からの水が、町道に流れ込

む、その流末の整備する事業で１５０万円を計上しております。西原・前原線、

これにつきましては、先ほど減額をしました、補正でも説明しました、西原・前

原線、田楽村からの、付近の側溝整備でございます。３００万円です。 

それと、通学路安全対策工事。歳入でも申し上げました、東中交差点と、柏塚

交差点のカラー舗装を計上しております。これは５００万円です。 

それから、橋梁補修工事です。白水橋、歳入で申し上げました草部の白水橋で

す。それから熊渡瀬橋。前原入り口から２６５号線へ向けて１００メートル行っ

たところの、上色見川に架かる橋です。１,５００万円を計上しております。 

それから、１６の原材料費につきましては、町道の維持補修作業の材料費、そ

れからあと補修合材ですね、補修合材を計上しております。 

続きまして、９７ページをお開きください。備品購入費１５０万円、これは除

雪用の排土盤、フロントグレーダーを計上しております。２８年度につきまして

は、中原、前原、小倉原地区を対象としております。ここをすれば、大体一巡は
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してしまう。失礼しました、あと色見１が残っておりました。とすれば、一巡は

してしまいます。 

それから負担金補助７５０万円、これは草刈り作業の助成金です。失礼しまし

た、９７ページになります。それから、２の新設改良費、賃金１２０万円。これ

は道路改良工事に伴います附帯工事の賃金を計上しております。 

それから、役務費の、手数料の５１万円。これは測量キャド、トータルステー

ションのキャドがあるんですけども、キャドのバージョンアップの手数料を計上

しております。今、導入して３年になりますけども、バージョンアップをしない

と、今後、まるまるパソコン自体を取り換えなくちゃいけない、プログラムあた

りもまるまる取替えなくちゃいけなくなりまして、高額な費用になるということ

で、バージョンアップを計上しております。 

続きまして、委託料３,７００万円を計上しております。これはまず、下町線、

測量設計。この委託料と、新設改良の工事につきましては、概要書のとおりでご

ざいますので、よろしいですかね。それを、すみません、省略させていただきた

いというふうに思います。 

それから、使用料につきましては、庁用車のリース料あたりですね。あと、積

算システムの使用料あたりを計上しております。また材料費、原材料１５は先ほ

ど申し上げました概要書のとおりでございます。１６の原材料、これはもう、附

帯工事の材料費を計上しております。 

続きまして、負担金補助及び交付金です。単県事業の負担金を計上しておりま

す、５２５万円。これはまず、津留・柳線ですね。現在進んでおります、野尻地

区ですね。この改良工事の負担金。それから、単県道路の負担金です。それから

竹田五ヶ瀬線。これはもう、測量設計の負担金。すみません、３００万円。それ

から、竹田五ヶ瀬線が２２５万円の負担金でございます。 

それから、２２の補償、補填及び賠償金は、概要書のとおりでございます。西

原・前原線のリンゴ園施設と、ハウスの分で、ハウスは別なところの方のハウス

です。 

それから、９８ページをお開きください。負担金補助及び交付金８１７万４,０

００円です。上二行は経常の負担金です。８００万円の単県砂防負担金につきま

しては、これは上色見の小七河原川の用地補償及び渓流保全工の工事でございま

す。護岸工事の、上洗川・長迫線の町道から、これ横断しておりますけども、小

七河原川は。それから下流２００メートルです。それの護岸工事でございます。 

それから２の河川維持費、賃金使用料、原材料につきましては、経常的な経費

を計上しております。以上です。 
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○住宅係長（野尻典男君） 住宅係 野尻です。 

続きまして、住宅費、住宅管理費につきまして御説明させていただきます。ま

ず、第７節の賃金、こちらは住宅修理大工賃金、土木作業員賃金、重作業（剪

定・草刈）などの賃金といたしまして、７５万６,０００円の計上をさせていただ

いております。 

続きまして、旅費ですが、普通旅費、費用弁償で２万９,０００円。 

続きまして、需要費ですが、主に光熱水費及び修繕料等々で６５５万円の計上

をさせていただいております。 

９９ページ目を。続きまして役務費ですが、こちらは、主なものといたしまし

て、公営住宅火災共済金ということで、６９万円７,４００円。計上させていただ

いております。トータルで９４６万円となっております。ああ、９４万６,０００

円となっております、失礼いたしました。 

続きまして、委託料ですが、住宅の浄化槽管理委託料、これ１０団地分です。

３５８万３,００８円。その他補修委託料、清掃委託料等々で３８６万円の計上を

させていただいております。 

続きまして、使用料及び賃借料ですけども、機会借上料といたしまして１０万

円。 

続きまして、原材料費ですが、こちらは住宅の維持管理に必要な材料の支給と

いうことで、３０万円を計上させていただいております。 

最後に負担金補助及び交付金で１万７,０００円を計上させていただいておりま

す。 

続きまして、住宅建設費です。こちらは普通旅費といたしまして５,０００円、

需用費といたしまして消耗品、燃料費で１万３,０００円。委託料といたしまして、

下町団地景観向上工事、設計業務委託といたしまして、４２万４,０００円。工事

請負費といたしまして、下町Ａ団地景観向上工事、本工事のほうで５４０万７,０

００円の計上をさせていただいております。以上でございます。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） １２５ページをお開きください。 

目、公共土木施設災害普及費の賃金、１５０万円を計上させていただいており

ます。これは、詳細が有事の際の復旧作業の賃金であります。それから、使用料

についても同様でございます。それから、原材料費１００万円につきましても同

様に、作業にかかる、復旧作業にかかる材料、原材料費ということで、計上させ

ていただいております。なお、補助事業に係る災害が発生しました際は、委託料

あたりは予備費で対応を考えております。 

続きまして、目の林道災害復旧費、それから２の農地等災害復旧費につきまし
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ても、同様に災害が発生しましたら予備費で充当を、対応を考えております。以

上でございます。 

○委員長（後藤三治君） はい、説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○委員（岩下健治君） はい、２番 岩下です。 

９６ページのですね、道路維持費の修繕料５００万円、これと、住宅は９８

ページの住宅管理費の中の、需用費の中の修繕料４００万円。結構金額が大きい

し、賃金あたり、原材料あたりでも組んでありますけども、工事請負費が正しい

のかなとも思ったりしましたので、おたずねしましたが、内容的に、どういうや

つをちょっと今までされておるのか、おたずねをいたします。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

修繕料の主な作業について御説明申し上げます。まず、通常路面の、私たちが

合材あたりを用いて、穴防ぐあたりをやってるんですけども、それじゃあ、もう

間に合わない、随時こう、多数ほげているような路面につきましては、ある程度

大きく掘削をして、そして路面補修を行っております。それを、その大体路面補

修が約、そうですね、１５０万円ぐらいは毎年掛かっているような状況でござい

ます。あと、その側溝が詰まったりとか、今特に多いのが猪による側溝が埋没し

てしまうというような状況が結構見受けられます。そういったあたりの側溝の泥

上げと、そういうのにも執行を行なっております。 

あと、ガードレールあたりがむき出しになってるとか、いろんなこう小さい修

繕ですね、そういうのに使っておりますけども、非常にこの修繕料については、

私が言うのもあれですけども、まずスピード感を持って対応できるというのが一

番の利点で、非常に有効にですね、執行ができるというふうに思っております。

以上です。 

○住宅係長（野尻典男君） はい、住宅係 野尻です。 

住宅の修繕料につきましては、主に多いのがですね、先ほど補正第９号でも申

し上げましたとおり、ボイラーの修繕がかなり。これは凍結とかそういうことで

はなくてですね、老朽化、もう耐用年数が来てるとかですね、横町Ａ団地なんか

特にそうなんですけど、そういったところ。あとは、雨漏りの修繕でありますと

か、あとは団地内の浄化槽のポンプ関係の修理とかですね。比較的、緊急を要す

るというようなところで、修繕料として上げさせていただいております。あとは、

住宅の明渡しをする際にですね、畳の表替えは町の半分負担になっておりますし、

壁を、塗装に関しましては、鴨居から上は町の負担ですよってことになっており

ますので、その分を計上させていただいてるところでございます。以上です。 
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○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

   住宅のほうはわかりましたけど、土木のほうのやつが、いまいち、なんかこう

賃金と、機械借上げと、原材料でできるのかなと。そこらへんのこう、使い分け

ですね。修繕料で払うのか、賃金、機械借上、まあ、掘削しても、重機を持って

いって払うんだと、機械借上で払う、賃金で払う、原材料で払うってやってでき

るのかな。それと、この修繕がどういうふうに違うのかがちょっと、まだちょっ

と理解できません。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） はい、建設課 荒牧です。 

あくまでも修繕をですね、前提に修繕料はですね、計上しております。また、

維持、賃金と、あとその機械借上、それから、原材料につきましては、修繕では

なくて、維持的なものをですね。あまり、修繕っていうのは、もう早ければ原型

復旧みたいな形になるんですけども、そこらあたりのものについては修繕を考え

ております。以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、ほかにありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） はい、芹口です。 

今賃金、これは極端な話ですけど、３６０万円と組んでありますが、３６０万

円というと、嘱託かなんかで常雇してもいいような金額じゃあるとですよね。常

雇しとれば、すぐどこにでも、ほかの業務もできるし、修繕だけじゃなくても、

すぐ、対応ができるようなことも考えられると思うとですね。そこあたりも

ちょっと考えて将来は、将来っていうか。まあ、あくまでも参考だけん、います

ぐですね、実施せんでもいいですけれども、３６０万円という賃金があれば、常

雇でも可能な金額でもあると。まあ、参考のために言いました。 

○委員長（後藤三治君） 話はなんかありますか。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

けっこう、地元住民とか、まあいろんな方々の要望あたりもですね、即座に対

応するためにちょっと、幅広く予算を計上させていただいてるのは現状です。今、

委員が申されたのは、今後の参考にさせていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんか。 

○委員（森田 勝君） さっきのですね、まあこれはページはまあ、やっぱり修繕の

ほうに入っとるかもしれんけど、猪の話が出ておりましたが、これはほとんどこ

う町道では、あんまり見られるような感じのような。これについてですね、私は

ちょっと、いっちょ提案があるとばってん。地元の人にですね、なんていうか、

委託やないですばってん、そういうこう、今後は考えて欲しいことなんですよね。

なんでかというとですね、先ほど言われたように、猪が土を掘りあげてですね、
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側溝の中に掘りあげて入れたのをどんどん押し込んどるわけですね。その中でこ

う、水が雨とか、降った場合はこう、側溝が溢れて、道路から流れちょるような

状況がなんべんもなんか、見えるわけでございますので。そのへんについては、

どういうふうな考え持っておられるかをちょっと聞きたいです。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 建設課 荒牧です。 

地元にやっていただくということなんですけども、やはりこれが除雪サポー

ターでもそうなんですけども、金額あたりを出してということになると思うんで

すけども、前は地元の方がボランティアでこう、やっていただいたというような

感じでもありますけども、やはりこの今の現状としましては、なかなかその、も

う非常に困難な状況かもしれませんけども、今のところ私どもとしましては、側

溝整備、距離にもよりますけども、山東部あたりはですね、非常にこう、困難な

ところも出てくると思います。ただ、町部辺りはですね、できればその、地元の

方で、やっていただければ幸いかなというような感じでは思っております。以上

です。 

○委員（森田 勝君） なんでこれを話したかというとですね、今現在、御存知のよ

うに多面的といわれとる農業関係の補助がでとりますが、あれとですね、ちょっ

とこう、ごっちゃさするとはいかんとばってん、町からの補助もばってん、国の

補助もでとるけんですね、そういうのを、利活用してですね、そして、町民の方

でも重機に乗って、大規模にはできんばってんですね。ちょっとした作業は、自

分たちできるような、免許も持っとられる方もおられますので、やはりそういう

ものもですね、今後は視野に入れてからですね、してからと思いましたので、質

問いたしました。以上でございます。答弁はもうようございます。 

○委員長（後藤三治君） 他に何かありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。他に発言ないということでございますので、これか

ら討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

平成２８年度高森町一般会計予算については、原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

お諮りしたいと思います。あと２議案ありますので、できましたら、ここでも
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う休憩をして、１時から始めたいと思いますがいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。それでは、１時まで休憩をしたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、午前中に引き続きまして、委員会を再開いたし

ます。 

 続きまして、議案第３８号、平成２８年度高森町簡易水道事業特別会計予算に

ついてを議題とします。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

議案第３８号でお願いしてます、簡易水道事業特別会計の２８年度の予算でご

ざいますが、平成２８年度につきましては、歳入歳出予算の増額を、それぞれ１

億５,５９８万４,０００円とするものです。 

４ページをお開きください。４ページにつきましては、地方債の老朽化に伴い

ます、水道管の敷設替工事を行う過疎債、簡易水道債の限度額を３６０万円とす

るものです。 

歳入の主なものについて御説明申し上げます。７ページをお開きください。第

１款使用料及び手数料につきましては、戸数減、使用料の自然減を見込みまして、

総額９,５１１万円を計上いたしております。昨年より６５万円の減額となってお

ります。 

第３款繰入金につきましては、起債の定期償還部分の２分の１として、一般会

計から３,３９１万３,０００円を繰り入れるものです。 

第４款財産収入につきましては、基金の運用利息としまして、７,７４２万５,

０００円を計上記載しております。 

８ページをお開きください。繰越につきましては、見込みとしまして１,２００

万円を計上しております。地方債につきましては、先ほども申し上げましたが、

施設事業債としまして、７２０万円を計上しております。 

次に歳出について御説明を申し上げます。９ページをお開きください。第１款

水道費については、経常的なものと、まあ先ほど申し上げましたが、水道管敷設

替工事に伴います、委託料と、工事請負費で７２０万円、定期的な水道メーター

取替工事費２７０万円を計上しております。 

第２款公債につきましては、起債の定期償還分として元金、利子合わせまして
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６,７８２万６,０００円を計上しました。また、予備費につきましては、１,０９

０万円８,０００円を計上しております。簡易水道につきましては以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を

行います。質疑はございませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

７ページのですね、滞納繰越分の９００万円の２０％、まあ実際にはこんくら

いでしょうけれども、この記載が、したほうがよかったのか、悪かったのかなと

いうような感じが、そこはもうちょっと頑張ってもらいたいなというところです

けれども。あんまり２０％っていう数字が低すぎるような気がしたもんですから。 

○建設課長（松本満夫君） はい、建設課 松本です。 

まあ、滞納繰越、まあ滞納整理につきましては、まあ住宅もそうですけども、

水道に関しまして頑張ってるところではございますけど、まあ例年、例年ですね、

対応に苦慮しておるとこではございますけど、パーセント的にはどうかというこ

とですけど、そうですね、まあなるべく３０％でも、半分でも、もう少し頑張ら

ないかんとこじゃございますけど、あんまり当初から計画はですね、しとくとも

なんかあれっていうことで。２７年度につきましては、かなり実績が、先ほど補

正でも見ていただいたら分かりますように、滞納整備が順調にすすんで、逆に当

初予算よりも増額してっちゅうのが現状です。そんで、そのパーセントの記載が

ちょっと、あんまりよくないかもしれません。以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、ほかにありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） はい、芹口です。 

あのね、予算書見て、ちょっと気づいたですけど、一般財源からの繰入金。 

これは何、何に充当するためになっているのかな。 

○建設課長（松本満夫君） ああ、一般会計ですね。起債の、基本的には、起債の償

還分のですね、繰出ということで、水道のですね、建設改良に要する経費として、

繰出の基準として、これ総務省の財政のほうからの通達が来てるんで、その基準

に基づいて元利償還分の、二分の一とするということで、財政のほうも繰出して

るということで、うちのほうもずっと従来からそれで繰入れてっていうことで、

しております。 

○委員（芹口誓彰君） これね、あの償還分にな、交付税算定される、これについて、

一般会計から償還分にな、公債費のほうから繰入れるということであれば、この

繰入金の、今年度の財源内訳のその他、その他は当然ね、一般管理費じゃなくて、

公債費の中に出てこんとおかしいわけよ。一般財源のね、その他。これは、４,１

３３万８,０００円、一般管理費の。これは、繰入金の３,７９１万６,０００円と、
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財産運用の７４４万３,０００円を足したやつが、一般管理費のその他に入っとる

わけ。ほいだけん、公債費に充当する一般会計からの繰入金であれば、その公債

の元金利子は。財源内訳の中に入ってこんといかんわけですたい。 

○建設課長（松本満夫君） ああ、内訳が。 

○委員（芹口誓彰君） うん。 

○建設課長（松本満夫君） ああ、そうですね。定期償還分の、当初あくまでの。 

○委員（芹口誓彰君） うん、公債費に充当するっちゅうことであれば。これ、一般

財源の工事費等、それみんな含んで使うことになるので、そこのところ気をつけ

て。 

○建設課長（松本満夫君） 分かりました。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、続きまして討論を行いたいと

思います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。これから、本案について採決します。

議案第３８号、平成２８年度高森町簡易水道事業特別会計予算については、原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 意義なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第３９号、平成２８年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につ

いてを議題とします。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

議案第３９号で御提案いたします、平成２８年度高森町農業用水供給事業特別

会計予算につきまして、御説明申し上げます。平成２８年度につきましては、歳

入歳出の予算の総額を、それぞれ１,６５７万９,０００円とするものです。 

歳入の主なものについて御説明申し上げます。６ページをお開きください。第

１款財産収入につきましては、基金の運用利息１,３２５万１,０００円を計上し、

第２款繰入金につきましては３００万円。第３款繰越金として、見込額として３

２万８,０００円を計上しております。 

次に、歳出について御説明申し上げます。７ページをお開きください。第１款

農業用水につきましては、第１項管理費、第７節賃金は、施設の草刈り人夫賃や、

水量管理人夫賃等３９万円。第１１節需用費につきましては、１,３５１万円で、
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このうち、本会計の主な歳出項目、約８０％を占めます、電気料である光熱水費

に１,３００万円を計上しております。 

修繕費につきましては、一般的な修繕料として５０万円を計上いたしておりま

す。第１２節役務費につきましては、テレメーター代等９１万５,０００円を計上

しております。また、予備費としまして、１２４万４,０００円を計上としており

ます。農業用水の概要につきましては以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、ただいま説明がありましたので、これから質疑を行

います。質疑はありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

７ページの使用料及び賃借料の別所ポンプ場借地料、これも何とか話し合いを

たまにはされて、何とか片づくなら、もう長年の懸案ですのでいいなと思います

が、最近の状況はどんなでしょうか。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

今現在、１８万円となっていますけれども、以前は２４万円で契約はされてい

たと思います。たまたま私が水道係長のときに、ずっと近年の借地とか固定資産

の関係で、値下げを１８万円にしていただいたのでとどまっておりますが、現状

としては相続関係の関係で、相続がうまくいっていないということで契約ができ

ないというのがそのときの状況でした。昨年の１２月だったか、今年の１月だっ

たですか、お見えになられましたときに、どのような状況になっておりますかと

いうことでしたけど、今山村司法書士事務所のほうにお願いして、相続手続きの

ほうを進めているということでしたけれども、あんまり思わしくないような内容

でした。町に用地買収というか、結局１８万円でも１０年すれば１８０万円にな

りますからですね。だけん、それはもう、以前から買収する方向でずっと協議は

地権者の方とはしているんですけど、道筋に甘えてじゃないんですけど、亡くな

られた、その前の、お父さんの名前になっとって、相続ができてなかったという

ことで、当時の方とですか、と契約でいってて、その方も亡くなられたので、今

その下の子どもたちで、代表者と相続代理人ですか、代表者と契約しているとい

うような、継続しているというような状況です。兄弟が３人おられますね。だけ

ん、名義換えがなかなかできないというのが現状です。契約ができないです。 

○委員（岩下健治君） 相続がしてないって、代表者で大丈夫とかな、お金払うよう

な行為そのものが、そこまで思わんだったけん。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

当初の契約のときがもうそこでもう、相続は未相続地ですよね。だけん、もう

その時点から始まっています。だけん、今未相続地として始まったわけじゃない
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です。だけん、もう交渉が始まったときから、だけん、今の方々のお父さんで、

代表者で、こう。 

○委員（岩下健治君） じいちゃんたいな。 

○建設課長（松本満夫君） はい。で、その方というか、その代表者で。 

○委員（岩下健治君） まあ、鋭意努力されてください。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

今の関連ですけども、もしな、相手が私たちの分、借地をもらう権利があると

言わすならどうするかなというわけですたいな。するとしたら、代表者か何か選

定してきてするかしとかんと。 

○委員（森田 勝君） 将来に。 

○委員（岩田健治君） 代表者として、皆そうだから。 

○委員（芹口誓彰君） 皆がな、そのうちの皆が勝手にするから、私たちも、今払い

よる１８万円の、一部の権利があるということになれば。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

そのお父さんが亡くなったときに、その子どもさんたち、今現在権利があるの

は３名の方なんですけど、それで代表者を決めて、皆連名をして、今一番上の長

男の方が受領されていますけど、その承諾はもう、相続代表者届けというのは出

してもらって、その方が責任持って受領するから、町には一切迷惑はかけないと

いう確約書をいただいて、今お支払いしているような現状です。 

○委員（芹口誓彰君） それなら、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。はい、森田委員。 

○委員（森田 勝君） 同じページの芝原調整池のための道路借地料の、これは３,６

００円と出ていますが、この件についても、私もちょくちょく本人と会うわけで

ございますけれども、買ってほしいというような話も聞いております。それは何

でかというと、あの上にタンクがあるわけですね。そこがいつから始終、許可な

しには通られんという、本人、私はそういう気持でなっとると。だけん、できる

ならもう町に買ってほしいという話も、ちょっと現在聞いておりますから、どう

いうふうなこれは方向で持っていくごとなっとるかを聞きたいと思います。 

○建設課長（松本満夫君） これはたしか阿蘇神社の所有地だったと思うんです。あ

くまでも、そこの今現在の宮司さんの岩下さんですかね、のほうに納めていると

いうふうな、ちょっと私の記憶が正しくなかったかもしれませんけど、個人の持

ち物じゃなかったですか、ちょっとこれはまた確認します。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

ここの道路は、たしか平成３年か４年ごろに水害があって、今は倉庫が建って
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いるところに、あそこの実家があったわけですね、実際。それで、私たちも、私

もあそこに水田がある関係でちょくちょくあの道路をたまには通りよったばって

ん、おそらく道路的にはそこの道路じゃないかと私は思うわけですよね。それは

なぜかというと、いつも会ったたんびにそういう話をされるし、今矢村社と言わ

れたばってん、その矢村社は上の何というんですか、あれだけじゃなかろうかと

思うんです。祀ってあるとがあるね。だけん、そこはようと本人とも今協議した

上、まあちょっと、解決はせんと、やっぱりさっきのように、金額的には安いけ

ど、本人からそういう話があっとるのでですね。まあ、そういうことを地元に

行ってですね、話を進めてもらいたいと思います。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

今、森田委員からも提案がありましたように、ちょっと所在の詳細は再確認を

するとしましても、今地権者の方からそういった要望があっているということで

あれば、可能ならば、町のほうと協議をしていただいて、そういう方向で、でき

ますなら検討したいとは思っております。 

○委員（森田 勝君） よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしと認めます。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。 

これから本案について採決します。議案第３９号、平成２８年度高森町農業用

水供給事業特別会計予算については、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。 

建設課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 本委員会に付託されました農林政策課関連の議案第６号、
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高森町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言してくだ

さい。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

過疎地域の自立促進計画につきまして、主に農業関係のところの御説明をいた

します。 

まず、産業の推移と動向というところの６ページでございますけれども、ここ

に本町の現在の農業の概要と、それから林業関係の現在の概要につきまして記載

をしております。 

次に、１２ページからが産業振興ということで、農業の資料に入ってまいりま

す。御存知のように、本町は高冷地に農業がございまして、農地がございまして、

その高冷地の特性を生かした農業が現在まで、先祖の代から続いております。近

年はここに書いてありますように、世界農業遺産等の認定を受けて草原を活用し

た赤牛の生産等に特に注目を集めているような実情でございます。 

それから、基盤整備でございますけれども、各種補助事業等今までされており

ますけれども、まだまだですね、改善を進めていかなければならないということ

で、本計画の中に今後も農道それからいろんな水路等を含めて、まだまだ整備し

ていかなければならないということを書いております。 

さらに最近では、有害鳥獣等の増加によって、農家の生産意欲が低下したりな

どといった、高齢化によって耕作放棄地が増加するという傾向にありますので、

その点につきましては、今回提案いたしました新しい農業委員会等の改選もあっ

ておりますので、それらを軸にして、今後取り組んでいくということで、そうい

う内容を記載しております。 

それから、農業振興の基本的な目標としましては、これは、これまで掲げてい

た目標と、それほどの差違等はありません。これまでも今後もこの５点につきま

して重点項目として掲げて取り組んでいきたいというふうに書いております。 

それから、次が農業生産の再編成でございますけれども、これにつきましても

適切な土壌管理に基づく土づくりと生産組織の強化、地域農業の核となる基幹施

設の整備等、これまでと同様に今後ともこういう具合に取り組んでいきたいとい

うことで書いております。 

米につきましては、先ほどありましたように、生産調整が現在行われておりま

すけれども、今後ＴＰＰの動向によりましては生産調整等も見直しがあるという

ことでございますので、今後は米にプラスして、耕畜連携のＷＣＳの導入など、
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多角的な生産努力を進めるということを書いております。 

また、中山間地域におきましては、中山間地域の農地の持つ多面的機能を確保

するという観点から、中山間地域の直接支払、それから平成25年度より取り組ん

でおります多面的機能直接支払交付金等、日本型直接支払制度の活用を推進する

ことを書いております。 

畜産は、先ほど申し上げました赤牛に特に最近は注目が集まっておりますので、

今後とも赤牛に対しての生産の向上と、それから、家畜保健所と連携して、空胎

期間を短かめることにより年間に１産という目標でより効率の良い農業生産、赤

牛の生産を推進していく計画をとっております。 

野菜におきましては、ここにありますとおり、特に最近は施設園芸の栽培面積

が増えてきておりますので、今後、今回の火山灰の降灰対策等で施設園芸の面積

がまた広まってくると思いますけれども、これまではどちらかといいますと、冬

季には重油等を炊いて生産していた形態があったわけでございますけれども、今

後はそれらの燃料費の抑制のために、同じ施設を利用するにしても早急にそうい

う暖房器具を使わない早期の生産から、それから、長期に亘っての生産に切り替

えていく農家の方が増えていくと予想されますので、その辺のところも対応して

いきたいというふうに思っております。 

一方、需要については、ここにありますように、小物青果物とか、あるいは海

外野菜の導入振興など、本町の特性を生かした生産地としての体質強化を推し進

めるとともに、先ほど申しましたハウス施設、予冷・保冷施設等の整備等を進め

ていくというような計画を立てております。 

たばこにつきましては、以前ほど面積は減っておりますけど、まだまだたばこ

生産農家の方々頑張っていらっしゃる方がいらっしゃいますので、今後ともたば

こ生産農家にも積極的な応援といいますか、補助等にまた取り組んでいく所存で

ございます。 

花卉につきましては、特に最近は花卉栽培農家がかなり増えております。ここ

にありますように、花卉生産の場合は、計画出荷というのが一番大切になってま

いりますので、省力機械とそれから保冷庫等の施設の導入により高品質・低コス

ト等を求めるため、その辺の施設整備にも力を入れてというふうに記載しており

ます。あと一方は、花卉の中では多品目に最近入れておりますので、それらのそ

れぞれ一つ一つのブランド化に向けて、消費者にアピールできる産品づくりを特

に取り組むというところをここに入れております。 

次は、地域農業の確立でございますけれども、土地プラン整備の未整備状況等

につきましては、まだまだ今後取り組まなければならない点が多々あるというこ
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とで、その点を示唆しておりますし、特に最近は女性の農業者の力が、大変その

能力が十分に発揮されるように、そういう土台づくりというのを主に取り組んで

きておりますけれども、近年、そのような活動も活発になっておられますし、先

ほどの近年のでは、ＪＡの農協の女性部のほうのフレッシュミズという大会が東

京のほうでありましたけれども、谷川さんところの奥様が最優秀賞ということを

受賞されまして、それらに新しい女性の目線から見た６次産業化などが今後期待

できると思いますので、それらを推進していきたいというふうに思っております。 

それから、次は、生産基盤の整備ですけれども、これは先ほど、随分前に説明

いたしましたので、その辺は割愛させていただきます。 

あとは、流通システムの確立と農産物加工の推進、それから就業構造の改善、

新しい農村環境の整備、集落営農組織の育成ということでございます。特に、集

落営農組織の育成では、現在草部南部地区において、農事組合法人奥阿蘇という

のが立ち上げられております。それらの事例を今後それらを参考とされまして、

モデルとなるように今全職員上げて応援しているところでございますので、どう

か今後ともですね、それがその地域の方々が皆さんの手本に、モデルとなるよう

に努力されていただくことを期待しておるところでございます。 

それから、農業塾の開催は、一昨年より行っておりますけれども、なかなか講

演の内容等は大変重要な、内容の濃いものをやっておりますけれども、なかなか

農家の皆様方が参加していただかないというジレンマを感じているところでござ

いますが、今後ともその辺のところは粘り強く農業塾を開催して、少しでも多く

の農家の方々に十分に意識の改革と、それからそれらについての研修等によって

またさらに農業に対しての考え方が変わっていくように、またリーダーとして頑

張っていけるような人を作っていくのも、今後とも継続していくような計画を立

てております。 

特産品の開発推進でございますけれども、高森独自のミサヲ大豆とか鶴の子芋

とか、それの栽培の奨励と、それから自然食品としての製品化等にも力を入れて

いるところでございます。 

次に、林業でございます。林業は近年低迷と言われておりますけれども、本日

の新聞等を見ますと、林業の生産の需量も近年、飛躍的に伸びているということ

です。いろんな建築材として使われる分、あるいは燃料の資源として活用される

部分等々があるようでございますけれども、これらも八代港から海外に向けての

木材の出荷とか、そういうのをどんどん今からは、林業構造も変わってきており

ますので、それらのものについてもさらにそれを推し進めていく必要があるとい

うふうに思っております。そして、特にここ近年力を入れているのが、南郷檜で
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ございます。南郷檜ブランド化推進協議会というのを立ち上げまして、二度のテ

スト出品を行いました。それから、つい最近でございますけれども、購買者等と

建築士さん等と、現地での生産状況と、現地で使われている南郷檜の建築物を見

ていただくというような新しい企画も実施しております。徐々に南郷檜が皆様に

浸透しているところでございますけれども、まだまだこれから今後とも努力をし

ていって、南郷檜をまず現在の生産材の南郷檜を売るのもそうなんですけれども、

今後に向けて優良な南郷檜を生産するためにはどういう育林の仕方が必要なのか

ということも、現在検討し、そういうふうな研修等も行っております。 

それから、南郷檜資材の潜在的な材質がどれぐらいあるかというところにも

突っ込んで今対応しているところでございます。いずれにしましても、南郷檜の

ブランド化については、今後ともまた積極的に進めていきたいというふうに考え

ております。 

林道につきましては、林道作業道の整備はここに記載しているとおりでござい

ます。 

水産業は、本町は限られたところで水産業はやっておられますけれども、これ

は田楽料理等の中では、川魚の需要が大変重宝になっておりますので、今後とも

そういうふうなことの観光と結びついた田楽等の郷土料理とセットで水産業も振

興していきたいというふうに考えておるところでございます。 

農業関係は、後ろのほうに事業計画を挙げております。５２ページに、これま

で行ってきた事業、それから今後継続していく事業等々も入れております。特に

最近この中で大きなところは、草部の南部地区においての基盤整備というのを取

り組もうかということで調査事業等は現在行っているところでございますけれど

も、国の補助金関係でなかなか予算が思うように付かないところもありまして、

この辺でまた今いろんな方策を考えてやっているところでございます。いずれに

しても、各地域でもう既に基盤整備に取り掛かっておるところもあるようでござ

いますので、新規に始めるとなるとなかなか予算の確保が厳しいところもありま

すが、今後ともその辺につきましては、今の時点で基盤整備をしておかないと、

将来に人が、後継者が育っていくためにはどうしても必要な事業だというふうに

言われておりますので、今後もその辺に力を入れていきたいというふうに思って

おります。 

全体的な流れとしてはこういうことでございます。以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明がありましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。はい、どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） はい、芹口です。 



 － 3 7 － 

農業関係の中で、有害鳥獣関係、本文１２ページ、これについては、その他の

その対策という、有害鳥獣から農作物を守るということが書いてありますし、ま

た２４ページ、事業計画、この中でもですね、一番初めに有害獣防除対策事業と

いうふうに書いてあります。また、５５ページ、５６ページですかね、事業計画

の中でも、有害防除対策事業ということで、駆除ということは出てきておりませ

んし、あくまでも防除というような事業計画になっております。したがいまして、

防除ということではどういったですね、具体的な事業種目として計画をされてい

るのかといった、それを伺いたいと思いますけれども。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長 村上です。お答えします。 

有害獣防除となっています。当然この中には駆除も含まれるものであってです

ね、今色見で進めております広域鳥獣クラウドシステムのＩＣＴを用いた駆除の

体制ですとか、個体数の調整ですね。駆除を含めて、防除、駆除という点で考え

ております。 

農家の方が自衛されます電気牧柵とか、そういったのはですね、多面的機能支

払交付金の中に有害獣の対策というところでメニューがありますので、今全地区

多面的機能支払交付金取り組んでいますので、そちらのほうをまず優先して、地

域の交付金の中から自分たちで防除していただきたいと、そういった意味でです

ね、この防除対策というふうに上げております。この中に出てきます金額の中に

はですね、これはこういった電気牧柵は入っていませんので、駆除ですね、イノ

シシとかサルという有害獣の駆除に要する金額をこちらで計上しております。 

以上です。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

今、５６ページの中でもですね、概算事業で１,６４２万９,０００円あります。

そういった、電気牧柵等については多面的のほうでやっていただくということで、

この１,６４２万９,０００円のほとんどは、今度は駆除という対策事業というこ

とで考えていいわけですか。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

おっしゃるとおり、１,６４２万円のうちですね、広域鳥獣クラウドのメンテナ

ンス費用を１００万円計上しておりまして、上津留地区に今大型箱囲罠をしてお

ります。そしてメンテナンス経費も含んでおりまして、大体駆除でですね、国費

が入らない予算規模で、約１,３００万円程度の毎年の駆除の費用を見込んでおり

ます。当然その中で、平成２４年度まで取り組んでおります緊急捕獲対策事業、

そういった国の交付金を受けれる場合は、積極的にそちらも含めて、個体数の調

整に力を入れて、町としては有害獣の対策に取り組んでいきたいと考えています。 
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以上です。 

○委員長（後藤三治君） よろしいでしょうか。 

○委員（芹口誓彰君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かありませんか。はい、どうぞ。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 

先ほど課長のほうから森林のほうの南郷檜ブランド化の話が出ておりましたが、

これは、現在面積的にはどれぐらいあるのかと、この南郷檜を使った加工などの

検討もされていくのかをお聞きしたいと思います。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長の村上です。 

南郷檜の件についてお答えします。平成２６年度、２７年度、熊本県の森林整

備課において、阿蘇郡市の西原村を除き、山都町の旧の蘇陽町管内で資源量調査

を実施されております。まだ委託期間中で、高森だけの数字というのはまだ出て

きてないんですけど、今申しました関係市町村でですね、２５０ヘクタールの林

分が確認されております。 

南郷檜についてはですね、やはり阿蘇管内に限られた品種でありまして、やは

り高森だけではやはり資源量が限られますので、阿蘇地域も一体になってその資

源を、この貴重な材を有効に使っていこうという取り組みが今求められておりま

す。 

この後で、平成２８年度の当初予算の中でも審議していただくんですが、その

中でも南郷檜ブランド化協議会の取り組みにつきまして、山村活性化支援交付金

というものの活用を考えております。その中でまた詳しくお伝えさせていただき

ます。 

南郷檜の製品化についてです。現在、南郷檜と銘打って開かれている市場は当

南郷檜ブランド化推進協議会がやっているテスト出品でしか行っておりません。

阿蘇森林組合の管内の作業班が間伐等で出される檜はですね、南郷檜であれ、檜

のくくりで出品されています。ですので、そういった南郷檜といって市をするだ

けでですね、一般檜の約４倍の単価が付いております。一般檜よりもですね。こ

れは数字で２年間の市場で結果が出ておりますので、今からですね、そうした山

村活性化支援交付金を活用して南郷檜という市を、阿蘇の森林組合と、それと熊

本市内の熊本木材という一番大きい木材会社で、年２回の市の開催を予定してお

ります。原木の流通に関してはそこまでです。 

御質問の製品開発についてはですね、現在のところ立木の流通しかあっており

ません。ですので、やはりそういった貴重な材をですね、原木のまま一般檜の４

倍の単価で取れるその立木をですね、わざわざ商品にして出せるのか。そういっ
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た今まで育ててこられた原木檜の財産を処分していただくわけですので、そう

いった南郷檜を育てられている林家の方のやはりコンセンサスといいますか、意

識の調整もですね、そういった協議会の中で図っていけるのであれば、そういっ

た商品化の開発にも取り組めるものと考えております。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今、係長から話がありましたが、私が何で製品化と言ったのかはですね、皆さ

んも御存じのように、檜舟というか、あれを使った、檜を使った子どもの積み木

とかですね、南郷檜というのはおそらくにおいも香ばしいようないいにおいがす

るので、できるなら、最終的に全部が全部木を切っても、下の残ったやつを、そ

ういうところを利用したですね、そういう活用をしていったならどうだろうかと

いうようなことで質問させていただきました。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑がないということでございますので、続いて討論を行

います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第６号、高森町過疎地域自立促進計画の策定については、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 続いて、議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題

とします。 

農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

高森町一般会計補正予算（第１０号）につきまして、農業関係の分野につきま

して説明をしてまいります。それぞれ担当より申し上げますが、まず主なところ

から、６ページの繰越明許のところでございます。繰越明許、農林水産業費、農

業費、降灰対策事業１億５,０９２万７,０００円。これは、降灰事業の平成２７

年度の補正等で行ってきた事業と、それから、上津留地区で今作成を行っており

ますけれども、その分につきまして事業内完了が厳しい状況にございますので、
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その作成地域については事業の残分を繰越していく。それから降灰の園芸及び畜

産につきましては、これより公告をいたしまして、それぞれの団体が入札をして、

決定していきますので、事業の実施は平成２８年度になるものと思われますので、

繰り越しで上げさせていただいております。 

それから、債務負担行為のところでございますけど、６６０万３,０００円とい

うのは、これは数年をとおして、翌年等に引き続き債務負担行為が発生するもの

については、当初予算でも計上いたしております。 

あとは、歳入項目につきましては、それぞれ担当のほうより申し上げたいと思

います。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

予算書の１７ページをお開き願います。１５款県支出金、２項県補助金のうち、

５節農林水産業費県補助金、１農業振興費補助金です。環境保全型直接支払交付

金、減額９２万５,０００円です。こちらは、歳出項目でも出てきますので、こち

ら歳出項目でも併せて御説明しますが、事業取組面積の確定による減額となって

おります。 

○審議員（古澤要介君） 農林政策課審議員の古澤です。 

その下、農業委員会補助金につきましては、確定通知がございましたので、４

万４,０００円の減額をお願いするものでございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

続きまして、５節鳥獣被害対策費補助金です。補正額９５７万６,０００円です。

こちらも歳出項目で補正予算上がっておりますので、そちらで詳しく説明いたし

ます。続きまして、７節畜産振興事業費補助金です。阿蘇赤牛草原再生事業補助

金、減額９５万３,０００円です。こちらは事業費確定によるものでございます。

歳出で詳しく中身は説明させていただきます。 

○審議員（古澤要介君） その下、９節農地中間管理機構集積協力金の７０万円の減

額でございますけれども、歳出でも同額で出てまいりますけれども、１件、耕作

放棄地が含まれていることが判明いたしましたので、なおかつ昨年まで自ら耕作

していて、今年から預けるということでないと該当しませんので、これが判明し

たことによりまして１件分の７０万円を減額するものでございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

続きまして、１３節中山間地域等直接支払事業補助金です。減額８９９万８,０

００円です。こちらも取組面積確定によります減額でございます。歳出項目で詳

しく説明いたします。 

続きまして、歳出予算の３４ページをお開き願います。５款農林水産業費、１
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項農業費、２節農業振興費のうち、報酬、減額１７万９,０００円です。こちらは

高森農業塾及び人・農地プランの策定委員会の開催見込み減少しましたことによ

りまして、１７万９,０００円減額しております。 

続きまして、共済費４万円、補正額４万円。こちら、共済費の確定によります

補正額となっています。 

７節旅費、減額５,０００円です。こちらは補助対象費より減額となっておりま

す。 

続きまして、９節旅費、費用弁償、減額２４万７,０００円です。こちらは費用

弁償のうち、新農業プラン関係の講師招聘に係ります費用弁償が不要となりまし

たので、減額しております。 

続きまして、需用費のうち消耗品、増額１０万９,０００円。燃料費、減額５万

円です。こちらは、消耗品１０万９,０００円増額しておりますのが、最近、国の

農業政策が法人化にシフトしてきております、対象が。ですので、本町にいらっ

しゃいます認定農業者の方にですね、これからの法人化への取り組みですとか、

法人化のメリットですとか、そういったですね、書籍を購入しまして、今後ので

すね、農業経営の改善に取り組んでいただこうと思いまして、補正額を上げてお

ります。１０万９,０００円上げております。こちらですね、県の担い手育成新事

業の補助対象事業となっていることを申し添えます。 

続きまして、１３節委託料です。減額１７万２,０００円、中山間地域等直接支

払制度で、図面作成業務委託料となっていまして、見積入札残によります減額と

なっております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金となっています。中山間地域等直接

支払交付金補助金、減額１,１９９万６,０００円、畜産環境整備リース事業利子

補給４万円、環境保全型農業直接支払交付金、減額１２３万２,０００円となって

おります。事前にお配りしましたこちらのＡ３の資料を御参照いただければと思

います。申し訳ありません、上が少し見出しが切れてしまいまして、ちゃんとし

たのをまたお配りしますので、申し訳ございません。 

平成２７年度が、中山間地域直接支払交付金の第５期の元年となっております。

そこで、当初見込んでおりました面積が畑ですね、対象地の畑がですね、こちら

の委託で図面で測定した結果、傾斜地要件がもうすべて出ませんでしたので、当

初３００ヘクタールほどを対象地で畑を見込んでおりましたが、申し込みが出て

きたのがですね、４５１ヘクタール出てきております。それがですね、すべて対

象になりませんでしたので、大体畑の単価は反当たり３,５００円となっておりま

す。ですので、そちらに３００ヘクタールを掛けました大部分の畑の部分が対象
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になりませんでしたので、こちらの１,１９９万６,０００円の減額となっており

ます。 

この確定しました面積が、こちらの２段目のＨ２７中山間面積と書いてあると

ころで、今まで新規を含めまして、牧野ですね、これをまとめまして、大体これ

だけの面積がまた掘り起こしができておりまして、前回までは田の急傾斜地しか

取り組んでおりませんでしたので、今回からですね、日本型直接支払制度といい

まして、法律に基づいた制度となっております。ですので、こちらも広く説明会

を実施しましてですね、こちらの面積すべて取りまとめまして、委託で土地改良

連合会に測量をかけまして、対象用地の傾斜地要件が出て取り組めるところをす

べて今計上しているところです。 

中山間の説明は以上となります。 

畜産環境整備リース事業利子補給４万円、こちらは当初予算で計上すべきでし

たが、最終年度をもう１年残っておりますので、今回の補正となっております。

どうぞよろしくお願いします。 

続きまして、環境保全型農業直接支払交付金です。こちらもですね、当初４０

ヘクタールの取り組みを目指しておりましたが、３４.８４ヘクタールの取り組み

の実績となりましたので、そちらの部分を減額しております。 

続きまして、３節の畜産事業費に移ります。９節旅費です。研修旅費３万２,０

００円、職員が２名狩猟免許に合格しましたので、研修を実施します。その研修

の旅費となっています。 

需用費、こちらは７,０００円の減額です。こちらは町で実施します保留牛品評

会の事業残額を減額しております。 

続きまして、１５節工事請負費、前原牧野内のテキサスゲート設置工事の施工

によります入札残２５万６,０００円減額しております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金、阿蘇赤牛草原再生事業補助金です。

減額９５万３,０００円です。こちらは取り組まれているのは町内１０団体、牧野

組合の方が南阿蘇畜協の事業を使われて、バイチコールですとかカイザード液と

いいまして、寄生虫の駆除剤です。そういった部分を畜協の１００％補助のほう

に乗り換えられましたので、そういった関係で９５万３,０００円、こちらで阿蘇

赤牛草原再生事業も同じ補助項目がありますので、こちらを取り組まれなかった

ことによります９５万３,０００円の減額となっています。 

続きまして、２１節貸付金、優良保留牛導入貸付金です。申し込みで現時点で

あっておりませんので、全額２０万円の３頭分減額しております。 

○審議員（古澤要介君） 次の３５ページ、７目農業経営基盤強化事業費でございま
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すけれども、先ほど歳入で御説明をいたしましたけれども、ただいま１件２ヘク

タールを超える経営転換協力金の該当が非該当でございましたので７０万円を減

額するものです。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

３５ページ、８節農地費、１１節需用費です。光熱水費５万円です。現在内山

ため池でシートの改修工事を進めております。その中で、２回水を揚水しまして、

漏れないかどうかの試験をしますので、特別会計のほうがもう補正をしないとい

うことですので、今回試験用ということで電気代を５万円計上しております。こ

ちらは水道係から金額を協議しまして、この５万円という額に、２万５,０００円

の２回ですね、ということで５万円という金額を補正しております。 

続きまして、１２節役務費、個別版水土里ＧＩＳ保守料１０万８,０００円です。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。農道整備事業補助金でござい

ます。こちらは高森町公共適切整備事業の農道ですが、こちらの舗装にかかりま

す経費、不用額、減額１８万９,０００円です。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

１０目の農業活性化施設費、７節賃金で、４６万６,０００円を減額させていた

だきました。これはアグリセンターが忙しい時期に臨時で職員を雇用しておりま

したが、日にちが合わず雇用できませんでしたので、４６万６,０００円を減額さ

せていただきました。 

１３節委託料で２０万円を計上させていただきました。これは、丸美屋様から

納豆菌を運送会社と委託契約してアグリセンターに搬入しておりますが、月の搬

入量が一、二回増えたため、２０万円を計上させていただきました。 

次に、１６節原材料費で２万円を計上させていただきました。これは現在高圧

洗浄機の小屋の壁が腐食し、剥がれ、雨ざらしの状態となっているため、機械も

まだまだ使えるため、腐食しないガリバー波板等の材料費として２万円を計上し

ました。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

続きまして、１３節農林水産業費降灰対策費のうち、１９負担金補助及び交付

金です。阿蘇火山活動降灰地域園芸対策緊急支援事業補助金１８万１,０００円で

す。こちらは、事業費のうち、県が３分の１、町が３分の１を補助して実施して

３分の１を受益者の負担金で行います。そちらの町の負担金のうち１８万１,００

０円を補正予算で上げております。今回も、この除灰機械の導入が洗浄機が１台、

５００リットルタンクが１台、サンドフィルターを１台導入されております。 

続きまして、２項林業費、１節林業振興費です。旅費、普通旅費、減額１万３,
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０００円。１３節委託料、林道鍋の平線ほか管理及び除草業務委託料となってい

ます。こちらは今回台風ですとか梅雨時期に特に被害が出ませんでしたので、不

用額３５万５,０００円減額しております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。減額４２万３,０００円です。

こちらは、治山林道協会特別会費というのは、治山事業ですとか、そういった部

分の市町村負担金になりますので、事業費の確定によります減額となっておりま

す。 

続きまして、２節鳥獣被害対策費です。１９節負担金補助及び交付金です。有

害鳥獣駆除助成金、補正額１,４０５万８,０００円です。 

また、先にお配りしました資料で御説明させていただきます。１２月２５日に

国の補助金が公表され、案内がありまして、こちらで取組計画を立てまして、補

助金の内示までいただいている分を計上しています。３番の歳出項目のうち、歳

出見込額が２,７２１万４,０００円となっております。今回計画に挙げておりま

すのが、こちらのＡの国庫補助費対象額のうち、イノシシが７４５頭、イノシシ

の幼獣、ウリボウが１１頭、シカが８８１頭、プラスのこのシカが、県費が入ら

ない国費だけの補助が、シカが１００頭となっております。これに比べまして、

イノシシが９頭となっておりますのが、９月から１０月までにとれた部分が補助

対象となりませんでしたので、この補助対象にならない期間にとれた部分を町の

規定によりまして３,０００円をお支払いします。次が、サルが４３頭の３万円、

合計しまして、町単独部分が１３１万７,０００円です。 

歳出見込額から現在持っています予算を引きました１,４０５万８,０００円、

こちらが歳出額の内訳となっています。 

その下に行きまして、この色つきのマスの部分、補正１５と上げております。

そのうちの、１,４０５万８,０００円のうちの補助財源の内訳などとなっており

ます。①番、鳥獣被害防除対策事業交付金、こちらが国庫の、県を通します、県

を介して入ってきます国の補助金になります。こちらが、先ほどの歳出にあって

おりますが、イノシシが７４５頭の国の単価が８,０００円、イノシシ幼獣が１,

０００円の１１頭、シカが１頭当たり８,０００円の９８１頭となっております。

これまでに受け取りました４７３万円を引きまして、９０８万９,０００円の補正

額となっています。 

続いて、２番です。特定鳥獣適正管理事業補助金、これはシカの単県の補助金

です。シカ１頭当たり１,０００円の補助金が交付されることになっております。

シカが８８１頭、県より補助金交付決定が来ておりますので、既定額、今までの

予算額を引きました６８万円引きまして、２０万１,０００円の補正額です。 
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最後に３番、鳥獣被害対策事業補助金、サル、こちらは単県事業で、サルに対

する補助金が１頭当たり１万１,０００円です。歳出額に出てきますが、サル４３

頭に１万１,０００円を掛けて、予算額を引きました２８万６,０００円が、こち

らの歳入の補正額となっています。 

最終的には、有害獣駆除に当たる補助率としまして、サル、イノシシ、シカ、

単価こそ違いますが、だいたい約半分以上の補助金を受けて駆除に当たっている

と、そういったこちらは参考で添付しております。 

有害獣駆除助成金の説明は以上となります。 

最後に、わな設置技術研修会負担金ということで、新規取得、わなを取りまし

た２名の職員が研修に行きます場合の負担金となっております。３万円の２名分

です。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 一つだけ、私のほうからお聞きします。後藤です。 

３５ページでございます。８目の農地費でございまして、内山関係の工事、こ

こをされたと思いますが、工事は完了しておるのか、それから、全面改修はたし

か無かったんでしょう。何か、改修されていないところから漏れているという地

域住民からのお話を聞いておりますが、どうなるのかを説明してください。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

内山のため池の改修工事についてお答えします。当初ですね、約シートの面積

の１回目の変更だけで、約２５％程度残して竣工いたしました。先ほどの補正の

中でも説明しましたが、１回水をためた結果、１カ月でだいたい止まったんです

けど、最後の斜被の取水部分のところでやはり水漏れが止まらずですね、内山水

利組合と施工業者と協議した結果、シートを全面改修すれば、シート予算が漏れ

た場合とかに補償が受けれるということで、町としても予算の範囲内でしか工事

はできないというところで協議をしていったところですね、やはり全面改修した

いと内山水利組合がおっしゃいましたので、町の予算に不足する部分は内山水利

組合が負担されるということで、日曜日に全面改修が終わっております。この後、

委員会が終わってから、また施工業者と私たちはちょっと立ち会いで今から確認

に行くところで、３月１８日に竣工確認検査の予定としております。 
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それで、今日立ち会いしまして、昨日火事があった影響で配水池に水が工面で

きませんでしたので、明日の昼からですね、また水を張って、恐らく漏らないと

思いますけれども。また調査したいと思います。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

ちなみに、地元負担というのはどれぐらいなんですか。 

○農林振興係長（村上純一君） 地元負担は事業費の５％をいただくこととしており

ます。追加工事の部分は、手元に資料がないんですけれども、約３７万円程度の

施工となっております。費用負担が発生しております。ちょっと後から正確な金

額は持ってきます。６５万円だったかと思います。 

○委員長（後藤三治君） 基本的にその全面張り替えをやったということでしょう。 

○農林振興係長（村上純一君） はい。 

○委員長（後藤三治君） 今回が明日検査をして、漏るか漏らないかを見るというこ

とですね。 

○農林振興係長（村上純一君） 今日の今からですね。この終わってから。 

○委員長（後藤三治君） ああ、今から、はい。 

○農林政策課長（後藤健一君） そうです。それで、こういう格好をして、すみませ

ん、後でします。 

○委員長（後藤三治君） それは、委員会が終わってからでもいいですけれども、そ

の漏るか漏らないかだけでも教えていただきたいなと、お願いします。 

○農林振興係長（村上純一君） はい、報告します。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、続いて討論を行います。討論

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第２８号、平成２７年度高森町一般会計補正予算ついて、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続きまして、議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 
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農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

平成２８年度高森町一般会計予算書の説明を行います。当初、提案理由の中で、

主な農林関係の説明があったかと思いますが、今回もこの前の説明と重複する点

も多々あるかと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 

阿蘇火山の降灰対策事業の補助金関係が主に出てきております。それから、あ

と農林水産費です。 

それでは、まず具体的な説明でありますけれども、基本的には全体の内容でご

ざいますので、歳入の項目から随時担当より御説明をしてまいります。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

１７ページをお開きください。１３款使用料及び手数料、１項使用料、項目、

農林水産業費使用料、２節農業機械使用料で１２０万円を見込んでおります。こ

れは、トラクター等でのプラウ耕作業の分です。 

３節農業機械使用料過年度分で１,０００円を計上しました。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

予算書の２０ページをお開き願います。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、

５節農林水産業費国庫補助金のうち、１森林環境保全直接支援事業山村活性化支

援交付金３８１万７,０００円です。こちらは山村活性化支援交付金が地場の農林

水産物ですとか、そういった加工品など、山村の魅力ある地域資源の利用活用、

活用可能量の支援調査ですとか、地域資源を地域ぐるみで活用するための活動組

織の支援、人材の育成、特色ある地域資源を活用した産品の販売促進、付加価値

の向上のためのマーケティング調査、商品開発、商品パッケージ等の開発といっ

た部分で、山村振興を通じて所得ですとか雇用を生み出すための交付金となって

おりまして、先ほど森田議員から御質問がありました南郷檜の活性化のための補

助金ということで、国庫１００％の補助金であります。 

こちらは、歳出項目のですね、林業振興費の中で充当先が出てきます。昨日、

農政局のヒアリングを受けた結果が発表されてですね、こちら、高森で採択が満

額来るというふうに連絡をいただきましたので、こちら山村活性化支援交付金の

初年度は３８１万７,０００円を使いまして、南郷檜のブランド化に向けた取り組

みを実施する予定としております。こちらは来年度より３年間事業期間が認めら

れましたので、来年から３年間ですね、山村活性化支援交付金を受けて南郷檜の

ブランド化に取り組むこととしています。補助金の１地区、高森で受ける上限額

が１,０００万円となっております。 

ですので、この３年間の中で先ほど御提案いただきました商品の開発ですとか、
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そういった部分に３年間を通じて取り組みまして、この補助金が目的する所得の

向上ですとか雇用の創出ですとか、そういった部分に取り組みたいと考えていま

す。 

歳出項目につきましては、また後ほど説明いたします。 

続きまして、２４ページをお開き願います。 

２４ページ、１５款県支出金、２項県補助金、５目農林水産業費補助金のうち、

１節農業振興費補助金です。担い手育成支援事業補助金１２１万６,０００円、環

境保全型農業直接支払交付金２４０万円、青年就農給付金１,４２５万円となって

おります。すべて歳出補助事業に対します財源となっておりますので、歳出項目

で詳しく説明いたします。 

次の２５ページお開き願います。２節数量調整円滑化推進事業補助金。新需給

システムの推進事業費補助金１４万５,０００円です。こちらは生産調整に関係し

ます事務費の補助歳入となっております。 

○審議員（古澤要介君） 農林政策課審議員、古澤です。 

次の、３節農業委員会補助金でございますけれども、３項目２２１万５,０００

円の歳入見込みをしております。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

４節林業振興費補助金です。森林整備地域活動支援交付金６２７万５００円、

間伐材供給安定化緊急対策事業補助金１,１２２万円。合計しますと、１,７４９

万円です。こちらも林業振興費の中で詳しく御説明いたします。 

続きまして、５節鳥獣被害対策費補助金、有害鳥獣被害対策事業３３万円、特

定鳥獣適正管理事業５０万円、合計しまして８３万円となっております。 

続きまして、６節中山間地域等直接支払事業推進費県補助金７６万９,０００円

です。７節畜産振興事業費補助金、阿蘇赤牛草原再生事業補助金４５０万円です。

こちらも歳出項目で詳しく御説明いたします。 

８節経営所得安定対策推進事業費補助金直接支払推進事業１２５万９,０００円

です。こちらはＪＡに事務局があります再生協議会の事務局運営費分の補助金と

なっております。 

○審議員（古澤要介君） 農林政策課 古澤です。 

９節農地中間管理機構集積協力金８５０万円を見込んでおります。本年度が農

地利用最適化推進委員の増設もありましたので、若干多目でございますけれども、

８５０万円を計上しております。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

続きまして、１０節多面的機能支払交付金です。３,５２１万７,０００円です。
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こちらは事業費のうち、事業費の国の２分の１、県の４分の１をこちらで受け入

れ、計上しております。 

続きまして、多面的機能支払事業推進費補助金、こちらは事務費の補助金と

なっています。２２６万７,０００円です。こちらも歳出項目で一緒に続いて説明

いたします。 

○農林政策課長（後藤健一君） ２６ページです。１２節阿蘇火山降灰対策事業補助

金８,９８９万５,０００円、これは降灰対策事業の国・県の補助金を合わせた金

額でございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係、村上です 

１３節中山間地域等直接支払事業補助金３,７２３万７,０００円です。こちら

も多面的機能支払交付金と同じで、国からの２分の１、県からの事業費の４分の

１の受入額を計上しております。 

○審議員（古澤要介君） 農林政策課、古澤です。 

１４節地域営農組織法人化推進事業補助金でございますけれども、草部の法人

が立ち上がりましたので、法人の登記に係る部分の補助金、４０万円の補助でご

ざいます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です 

歳出予算について説明いたします。７７ページをお開き願います。 

○審議員（古澤要介君） すみません、その前に。農林政策課 古澤です。 

２７ページに、農林水産業県委託金でございます。農業委員会委託金７万９,０

００円は、主に国有農地の売買事務委託に係るものでございます。農業者年金基

金委託金が３５万円、農地中間管理費事業委託金として農業公社から１２万７,０

００円の委託費用を見込んでおります。 

以上でございます。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

２９ページをお開きください。１６款財産収入、２項財産売払収入、２目生産

品売払収入、１節生産品売払収入で、堆肥、牧草、わら、販売料として５００万

円を見込んでおります。 

２節生産品売払収入過年度分で１,０００円を計上しました。 

次、３１ページをお開きください。２０款諸収入、４項雑入、２目雑入、２節

雑入で、農業振興費として３１６万円を見込んでおります。本年度から丸美屋か

らの搬入量が増えたため、３１６万円を見込んでおります。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です 

先ほどは失礼しました。歳出項目を御説明いたします。 
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７７ページをお開き願います。５款農林水産業費、１項農業費のうち、１節農

業総務費です。１９負担金補助及び交付金です。こちらは記載しております各種

協議会に対します負担金、合計７８万２,０００円を計上しております。 

続きまして、２目農業振興費のうち、１節報酬です。担い手支援専任アドバイ

ザー報酬１６２万９,０００円です。こちらは熊本県単県事業担い手育成緊急支援

事業の事業費２分の１を、事業費補助率５０％を活用しまして、認定農業者の経

営計画改善指導ですとか法人組織の立ち上げ、そういった業務を担当していただ

くアドバイザーを単県事業をもちまして計画しております。採用は１名予定して

います。 

続きまして、人・農地プラン策定委員会委員報酬１２万円です。こちらは２０

名各地区に人・農地プランいらっしゃいますので、１回１,５００円の２０名、開

催を４回計画しております。 

続きまして、農業経営改善計画審査会委員報酬１万２,０００円です。こちらは

認定農業者の方が経営改善計画を策定されまして、そちらの計画の審査をしてい

ただく農業委員会の会長、担い手育成支援協議会の会長、認定農業者農家の会長、

そちらの出席されます報酬となっています。 

高森町農業塾講師報酬９万円。こちらも１回１万８,０００円で、来年度農業塾

５回開催を予定しております。 

続きまして、高森町新農業プラン中間年評価報酬、委員長７万２,０００円、委

員１０万４,０００円です。委員長が１名で４回、委員が１３名で２回の会合を計

画しております。新農業プランが平成２５年度に策定しまして、来年度がちょう

ど計画期間５年の中で中間年に当たります。プランの中に中間年で中間評価で見

直すこととなっておりますので、平成２７年度に中間評価を見直しまして、新農

業プランの運用についてまたこちらで審議していただこうと考えております。 

続きまして、中山間地域等直接支払事業非常勤職員報酬１２０万８,７００円で

す。こちらも、国の補助金２分の１、こちらが財源となっております。続きまし

て、多面的機能支払交付金事業非常勤職員報酬１６２万９,０００円です。こちら

は、多面的機能支払は全額補助対象経費となっておりまして、中山間、多面的合

わせまして、両方で２名非常勤職員を計画しております。 

続きまして共済費です。７５万６,０００円です。 

続きまして、９節旅費です。普通旅費、費用弁償合わせまして１３６万３,００

０円となっております。費用弁償のうち主たるものとしましては、高森町新農業

プランの中間年評価委員さんの費用弁償ですとか、全国農業担い手サミットに参

加されます農家の方の旅費、費用弁償です。そちらを計上しております。全国担
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い手サミットは、今回今年は岐阜で行われまして、こちらも県の単県事業５０％

の補助を使いまして研修に行っていただいております。 

次のページです。需用費７４万９,０００円です。役務費郵便料１５万６,００

０円です。 

続きまして、１３節委託料、合計しまして１,３０８万３,０００円です。内訳

としまして、中山間地域等直接支払事業オルソ図数値処理及び図面作成委託料と

なっています。こちらはですね、今年中山間の測量をしたんですけど、牧野が前

原、小倉原、中原、洗川、中、上在、尾下、河原、神原です。合計しますと３４

６町の図面がありませんで、これはどうやって測るかといいますと、図上に高さ

を、標高の位置情報が入った、これをオルソ図といいます。これを農地で、一農

地の団体で区切って傾斜があるかないかを測定するわけです。ところがですね、

この図面がありませんで、今申しました３４６町の原野が中山間の今回交付の測

定をすることができませんでした。ですので、今申しました１５牧野の方が中山

間の交付金の補償を希望されておりますので、今回１,２３８万９０４円、土地改

良連合会から見積書を取っておりますから、こちらに委託を今計画しておりまし

て、こちらの金額を上げております。 

ほかの町村の状況を話しますと、高森だけ原野が中山間の交付金を受けており

ません。ですので、平成２６年度、昨年の１期目にですね、全部取り組もうと

思って、いざ持っていったら図れないといった状況が分かりまして、よその町村

はどうしているのかと聞いたら、県が音頭を取られて、平成１２年にまとめて航

空写真を撮られて、町村が負担金を払って、そのときに測られているそうです。

そのときに高森が入っていないと。そういった状況ですので、多面的機能支払交

付金と中山間地域直接支払交付金、環境直接支払交付金は、日本型直接支払制度

で法律に基づいた制度になっておりますので、やはり希望者がいらっしゃいます

ので、補助要件を受けるためにですね、この作業がどうしても必要になってきま

す。ですので、額は高いですが、世界農業遺産に認定されているこの地域でもあ

りますし、やはり牧野の維持ですとか、野焼きの継続ですとか、畜産振興にもで

すね、この１,２００万円の委託料を投じて中山間の制度に乗って補助金・交付金

を受けて地域の方で農地を守っていくというような、そういった原野の保全に対

するために必要な事業と考えております。どうぞ御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

続きまして、高森町の農業構造作成委託料７０万２,０００円です。こちらはで

すね、平成２５年度に新農業プランを策定しましたときに、当時の新農業プラン

の策定の委員長をしていただきました前の信州大学の加藤光一先生という方がい
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らっしゃいまして、加藤先生は山都町の御出身の方で、非常にこの辺の農業にも

精通された方で、２０１０年の農林業センサスを分析されて高森の農業動向を調

べていただきました。御存じのとおり、今年度に２０１５年度版の農林業センサ

スの速報値が出ておりますので、やはり２０１０年からこの５年間の動向を見て、

町の農業構造がどう変わっているのか、そういった基礎的な把握は、今から農業

の振興計画を作る上でやはり不可欠な方法と考えております。 

ですので、今回の、先ほど説明しました新農業プランの中間年評価の時期に合

わせて、こちらの農業構造をもう一度分析していただきまして、高森の今農家の

形態がどうなっているのか、そういったところを把握したいと考えております。 

委託料は以上です。 

続きまして、１４節使用料及び賃借料です。こちらは出張・研修の際の駐車場

代、高速代ですとか、現在農林政策課で入れております多面的機能支払の補助金

を活用しましたコピー機のリース料、合計しまして２８万３,０００円を計上して

おります。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。高森町担い手育成協議会補助

金１２５万５,０００円です。こちらは担い手協議会の内訳を見ますと、ブロイ

ラー協議会、花卉部会、たばこ振興協議会、女性農業者の会、農協女性部高森支

部、阿蘇・南阿蘇４Ｈクラブ、認定農業者の会、ヒゴムラサキブランド化研究会、

こちらの部会に対しまして、担い手協議会育成支援協議会が窓口になって補助金

を交付しております。今申しました団体の合計額が１２５万５,０００円となって

おります。９団体合計です。 

続きまして、環境保全型農業直接支払交付金です。こちらは取組面積４０町を

目指しております。支援単価は反当たり８,０００円です。合計しまして３２０万

円です。 

続きまして、青年就農給付金１,４２５万円です。こちらは今現在計画申請が上

がっている方で、夫婦が４組、個人が半期で終了される方が１人、継続１年間交

付を受けられる方が３人となっています。１年間で夫婦が２２５万円、個人が１

５０万円となっています。合計しまして１,４２５万円です。 

続きまして、農業者戸別所得補償制度推進事業補助金１２５万９,０００円です。

こちらは先ほど歳入で少し申しましたが、ＪＡにあります高森町地域農業再生協

議会、こちらの事務局の運営費として１２５万９,０００円をすべて交付しており

ます。 

続きまして、多面的機能支払交付金４,６９５万９,０００円、中山間地域等直

接支払交付金４,９６５万円となっています。こちらも、お配りしました表に取組
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地区等載せております。上が多面的の上が上段、多面的、中段が中山間の面積と

なっています。Ｈ２８多面面積、Ｈ２８中山間面積、こちらを御参照いただきま

して、一つ飛ばしまして、その横が２８多面の金額の合計、中山間地の合計と

なっています。やはり、今年度も各地区で説明会に回ったんですけれど、これに

引き続きですね、また取り組まれてない方ですとか、周知はまたポイントチャン

ネルなり地域の説明会なりに回っていこうと考えています。現在今こちらのほう

からですね、実施団体等取組面積になっておりますので、併せて御覧いただけた

らと思います。 

続きまして、３目畜産事業費です。８節報償費、優良牛品評会報償金７１万９,

０００円です。こちらは毎年７月に実施しております子牛の品評会、こちらに対

します費用です。旅費、普通旅費、研修旅費合わせまして４万４,０００円です。 

次のページです。需用費９万４,０００円、この中のうち、賄材料費４万５,０

００円。こちらは優良子牛品評会時の接待代となっております。来賓接待代と

なっております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。この中で、上から５段目です。

阿蘇赤牛草原再生事業補助金４５０万円です。こちらが、事業費が今年度も前原

牧野組合に周年放牧を今されております。その中でもう１カ所でスタンチョンを

導入されまして、３カ所目の周年放牧の牧野を計画されておりまして、今回事業

費が上がっております。 

次の、肉用牛奨励補助金、これは保留牛１頭１万円に対しまして、１００頭分

予算計上しております。畜産振興補助金５６０万円、こちらは農林政策課長より

御説明いたします。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

畜産振興補助金は議会の時でも申し上げましたけれど、肥育農家の方に対しま

して４０頭の４万円、それから８０頭の５万円ということでしております。４０

万から５０万の場合が、５０万未満が４万円、５０万以上になりますと５万円と

いうことでございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です 

続きまして、牧野火入れ補助金２１５万７,０００円です。牧野の火入れ実施団

体が１１団体、面積的には約３８６ヘクタールを計上しております。この中の内

訳としまして防火帯を設置されますので、防火帯の実施地区を５団体での予算を

計上しています。合計しました２１５万７,０００円です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

第５款の農林水産業費、１項の農業費、農林業地域改善対策事業費でございま
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す。本年補正等で議員さんに大変お世話になりまして、ガラス温室内の作物等を

買い上げという形で離農していただきましたので、ガラス温室等の維持管理が町

の管理に返還になっております。今後中の施設等を機械の売却あるいは施設の今

後どういうふうに、売却をするのか、あるいは払い下げ等あるいは今後の維持に

ついて、方針をまた議会の皆様とも御協議の上で決定していただいて、それで対

応してまいりたいと思いますので、その間の期間ですね、現在の状況をそのまま

放置しておきますと、払い下げ、公売にかけるなり何なりするにしてもなかなか

景観等も悪くなりますので、その期間中ですね、維持管理だけをお願いしたいと

いうことで、維持管理の人夫賃ということで６０万円計上させていただいており

ます。これは、月５万円の１２カ月で見込んでおりますが、途中で公売等により

まして、終わればそれまでの期間ということになります。 

それから、役務費でございますが、これは建物共済保険料は引き続き災害が

あった場合に、すぐ補修しておかないと資産価値が下がるということでございま

すので、引き続き共済の保険料を計上しております。 

○審議員（古澤要介君） 農林政策課 古澤です。 

次の、５目農業委員会費でございますけれども、報酬４９８万４,０００円でご

ざいます。農業委員報酬、農業委員の場合は１４名、１８６万円、農地利用最適

化推進委員１８名の２７９万円となっております。新設されました農地利用最適

化推進委員１８名いらっしゃいますので予算として膨らんでおります。 

それから、７節賃金は、農地台帳整備の臨時職員を含めます１５４万円を計上

しております。 

それから、９節旅費につきましては、新設の農地利用最適化推進委員関係の研

修が県が２回ほど行われるということでございますので、５０万１,０００円、こ

れも大きくなっております。需用費３４万２,０００円につきましては、この表に

よるものでございます。 

それから、役務費が郵便費そのものでございます。 

それから、１３節の委託料につきましては、先ほどの農地台帳システムの管理

と、それから農業委員会総会の議事録作成、それから航空写真を管理しておりま

すＧＩＳシステムへの保守管理委託等でございます。 

１９節負担金補助及び交付金につきましては、最後の耕作放棄地解消補助金に

つきまして４０万円計上しておりますけれども、３０万円が国から、町単独は１

０万円ということになっております。 

次の、６目農業者年金事業につきましては、農業者年金関係のほうの研修会等

の旅費が２万５,０００円、それから需用費につきましては、９万５,０００円を
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計上しております。農業者年金基金との郵便等に預かり等がございますので、役

務費は８万４,０００円を計上しております。 

それから、７目農業経営基盤強化事業費でございますけれども、先ほどから歳

入でも申しておりますように、１９節負担金補助及び交付金につきましては、経

営転換協力金に７５０万円、それから耕作者集積協力金につきまして１００万円、

それから新設１年限りでございますけれども、草部の法人の登記関係の補助金で

出します地域営農組織法人化推進事業補助金として、一律４０万円の計上をして

おります。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です 

続きまして、８節農地費です。普通旅費２万９,０００円です。 

続きまして、１２節役務費、芝原ため池関係登記手数料につきましては、農林

政策課長説明をお願いします。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

芝原ため池関係登記手数料でございますけれども、芝原のため池の改修工事が

終了しております。その中で、地権者の御要望によりまして、水路の付け替えを

行っております。その水路の、旧水路の部分を返還をして、それでさらに新規の

分で水路を新設して登記する必要がございますので、そのための登記関係の手数

料でございます。分筆登記等の手数料でございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です 

水土里ＧＩＳ保守点検料１４万４００円です。今水土里ＧＩＳというシステム

を使いまして、多面的機能支払の対象地と中山間地域等支払の対象地を今管理し

ております。今パソコン２台で管理しておりますので、こちら２台分計上してお

ります。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金、合計しまして５１６万８,０００円

です。土地改良連合会一般賦課金１万１,０００円、水土里ＧＩＳ市町村負担金１

５万７,０００円、こちらは保守点検料とは別に負担金１５万７,０００円支払う

必要があります。高森町公共的施設事業５００万円。内訳としましては農道が６

カ所、林道２カ所、水路２カ所、合計１０カ所分５０万円掛ける１０カ所、５０

０万円です。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

８３ページをお開きください。１０目農業活性化施設費、報酬、運営委員会委

員報酬、１,５００円掛ける８名掛ける、年４回の４万８,０００円です。非常勤

職員の報酬１万２,０００円掛ける２６５日の３１８万円です。非常勤職員報酬新
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規で２６５万円を計上しております。これはアグリセンターの堆肥生産量が需要

に対し供給量が不足しているため、生産量向上を目的として職員を募集すること

にしました。賃金が２０万円。 

９節、旅費１４万１,０００円。１１節需用費、消耗品費の内訳としまして、作

動油が２００リットル５万５,０００円、牧草のベールネット梱包するのが２万４,

０００円の６本で１４万４,０００円、事務用品５万円、牧草ストレッチが１万円

を１６本、１６万円、重機消耗品が２５万円、車検時消耗品が２５万円の９０万

９,０００円です。燃料費が１６５万６,０００円、光熱費が７７万６,０００円、

修繕料が８０万円。次、１２節役務費で１０７万４,０００円を計上しております。 

８４ページをお開きください。１３節委託料で、有価物搬入委託料として３０

０万円を計上いたしました。本年度より丸美屋からの搬入量が増えたため、３０

０万円を計上いたしました。 

１４節使用料及び賃借料。農業機械運搬料で４万３,２００円、草地借上料で反

の５,０００円の２４万５,０００円を計上しております。ＮＨＫ受信料が１万４,

５４７円。 

１６節原材料費、堆肥の原料代としまして牛糞と鶏糞３,０００立米の１０８円

で３２万４,０００円。そして刈干しの牛糞が２００立米の７５６円で１５万１,

２００円、堆肥の持込料２００台で、１台５４０円の２００台で１０万８,０００

円、牧草の種子代が７,８００円掛ける８袋の６万２,４００円、納豆残渣購入費

としまして５５０トンの１００円掛ける消費税で５万９,４００円。 

１８節備品購入費で、トラクターの購入費で１５０万円。２７節公課費で重量

税１２万５０００円です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

１１目の農林水産業費降灰対策事業費につきまして、御説明を申し上げます。

旅費が普通旅費の２万円、需用費が消耗品費の６万円、燃料費が５万円、それか

ら今度は上津留のほうで給水用の施設の給水スタンドを設ける予定でしておりま

すので、その用地に対しての登記の手数料、分筆登記手数料等合わせて５５万円

です。 

委託料としまして、上津留地区の農業用水供給施設整備設計業務委託が２,４０

０万円、それから、使用料としまして、高速道路等の使用料等、これは用地関係

で行くこともあるかと思いますので、高速道路使用料を計上いたしております。 

１５節が工事請負費、上津留地区農業用水供給施設整備工事、これは先ほど申

し上げましたとおり、給水場から給水スタンドまでの給水管の布設、埋設等です。

それから、給水スタンドを３カ所造りますので、その工事費並びに現在作成して
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おりますところの周辺整備等もこの中に含まれております。 

それから、１７節は公有財産購入費。先ほど申し上げました農業用水の給水ス

タンド設置に要する用地購入費として９０万円を計上しております。 

それから、２２節の補償保険及び賠償金としましては、同給水スタンドを設置

するに当たって立木等がありますので、その立木の伐採補償費として１０万円を

計上いたしております。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です。 

続きまして、２項林業費、１節林業振興費です。先ほど歳入で説明しました山

村活性化支援交付金３８１万７,０００円を、こちらの南郷檜関係の分に充当して

います。 

１節報酬です。合計しまして１４５万２,０００円です。こちら、監事の方が協

議会の中にいらっしゃいますので、その方の報酬、監事が６名１１１万２,０００

円です。失礼しました７名です。申し訳ございません。７名です。非常勤職員報

酬１３４万円、こちらも南郷檜関係の事務職員といいますか普及に関します専門

の方を雇用する計画で、今回計画が認められております。１名予定しております。 

続きまして、４節共済費です。非常勤職員に対します共済費です。 

続きまして、７節です。こちらは今町にあります林道の維持管理作業賃金１０

万円です。続きまして、報償費です。育成技術研修会講師謝金７万２,０００円、

有識者講演会講師謝金５万円、現地見学会謝金１万円、合計しまして１３万２,０

００円です。こちらも南郷檜です、ちっちゃいころから枝を打たないと財貨が上

がらないと。そういった中でやはり枝が強かったり枝打ちのやはり３０年生にな

るまでは枝打ちは欠かせないというような育成の難しさもありまして、なかなか

優良材が育っていない状況ですので、枝打ちとですね、間伐の方法についての研

修会を予定しております。こちらは現在阿蘇南郷檜ブランド化協議会でも実施し

ておりまして、引き続き実施するものです。有識者講演会講師謝金５万円です。

こちらも南郷檜ブランド化協議会に有名先進林業地の方を講師に招いてブランド

化の取り組みを進めたいと考えております。現地見学会謝金１万円となっており

ます。現地見学会といいますのがですね、先週の３月７日に実施したんですけど、

熊本県県産木材アドバイザーという方がいらっしゃいまして、県下に１３０名ほ

どいらっしゃるんですけど、そういった方が家とか建築物を建てるときに、熊本

県産の木材をどんどん使っていきましょうと、そういった推進をされる方で、ぜ

ひ南郷檜も利用していただきたいということでですね、御案内したところ、約４

０名ほど参加されまして、大型バス満員でですね、高森高校の公共建築の例です

とか、高森保育園は写真で案内したんですけれど、それですとか、南郷檜の実際
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の山に行ったりですとか、あと高森神社の御神木を御覧になられたりとか、そう

いったですね、やはり設計される方を取り込んで消費拡大につなげていければと

思いまして、現地見学会に対します謝金となっております。 

旅費、普通旅費２２万５,０００円です。需用費、合計しまして１２万８,００

０円です。役務費、郵便代が１８万６,０００円、協議会テスト出品市場使用料で

２６万円となっております。だいたいテスト出品ですね。南郷檜を集めて市場に

出すときに立米当たり１,０００円の手数料が市場に払いますので、そちらを補助

して、山主さんに出していただくということで、１３０立米の２回やりたいと考

えておりますので、２６万円計上しております。 

続きまして、委託料です。林道鍋の平線ほか管理及び除草業務委託です。５０

万円です。続きまして、協議会ホームページ作成管理委託料３５万円です。やは

りですね、そういった現地を見る、やはり今ネットの社会はネットでのＰＲは欠

かせませんので、インターネット上ですとかＳＮＳを通じてですね、南郷檜をＰ

Ｒできるような仕組みづくりとしまして、ホームページ作成管理委託料３５万円

計上しています。 

続きまして、テスト出品熊本高森運搬委託料ということで５０万５,４４０円で

す。こちらは山から高森の森林組合の共販所までの委託料と、山から熊本市内の

木材団地ですね、あそこまでの運搬料ということで、そちらの運搬に係る経費を

補助、委託料という形で森林組合に委託契約を結びまして、山主さんに対します

補助をこちらで予算計上しております。 

次のページです。生産工程管理業務策定委託料５０万円となっています。今で

すね、地理的表示保護制度といいまして、農林水産省が地域のブランドを守るた

めに認定を受ければですね、農林水産省の国がそのブランドを守るという取り組

みがあっております。これは何を目標にされるか、何を目的にされているのかと

いいますと、やはり中国とかのですね、いわゆる著作権といいますか、そういっ

たのを守るために国が率先して地域のブランドを守りましょうと、そういった制

度ですが、ＧＩマークというのを付けまして、地理的表示保護制度という取り組

みが行われています。それに申請するために、南郷檜とはどういうものかと、ど

こからのどういった苗でどういった作り方をして、どういった木の特性があって、

どういった使われ方をされているか、そういったのを作成する必要がございます

ので、そちらのですね、地理的表示保護制度の申請をするための委託料というこ

とで、５０万円計上しております。 

続きまして、１４節使用料及び賃借料です。林道維持管理機械使用料１０万円、

先ほど説明しました現地見学会バス借上料７万３,４４０円、協議会事務所使用料
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ということで５万円計上します。この南郷協議会の事務局も今森林組合の高森支

所と協議しまして森林組合に置けないかというところで協議しております。やは

りですね、町が交付金を受けてやるんですけれど、やはりこういった南郷檜の普

及ですとか、そういった部分には、森林組合の手助けは協力は、もう最低限必要

と思っていますので、連携をとる意味でも兼ねまして、森林組合の高森支所の借

り上げを現在協議して内諾は得ているところです。 

続きまして、１５節工事請負費です。林道鍋の平線ガードレール設置工事です。

今ですね、鍋の平線が前原牧野も兼ねておりまして、約９４メーターが北部豪雨

の土石流の後設置されておりませんので、当然通行の車両の往来の安全を確保す

るのが一番です。牛の放牧の安全も併せて確保できるものと考えておりますので、

ガードレールを９４メーター工事請負費で計上しております。 

続きまして、１６節材料費です、９０万８,０００円。林道化粧田線舗装原材料

費です。９０万８,０００円です。１５０メーターの、幅員が３.６メーターで、

５４０平米を地区の受益者の方で原材料支給によりまして施工していただきます。 

次が、１９節負担金補助及び交付金です。この中で主たるものとしまして、森

林整備地域活動支援交付金８２９万４,０００円です。こちらは森林経営計画作成

の促進をしまして、山の施業の効率化を上げると、そういった事業となっており

ます。補助対象は森林組合とＮＰＯ法人が二段階となっております。下から２段

目、間伐材供給安定化緊急対策事業２,２４４万円です。間伐の促進の補助金です。

補助単価が立米当たり４,０００円で、今回立米当たり４,０００円と３,４００円

で単価で分かれております。合計しまして５,７００立方の間伐材に充てます補助

金２,２４４万円です。 

続きまして、新奨励品種奨励事業補助金は、南郷檜の苗の補助金です。１本当

たり３０円で１万本の植栽に対します補助を計画しています。 

続きまして、２目鳥獣被害対策費です。報酬９万円、鳥獣被害対策実施隊隊員

報酬です。実施隊が今９０名いらっしゃいますので、１,０００円掛ける９０名で

９万円計上しています。この実施隊の方は非常勤の公務員に報酬を払うことでな

られますので、狩猟税の免除ですとか鉄砲の所持の更新の緩和ですとか、そう

いったメリット措置がございます。 

続きまして、９節旅費です。９万９,０００円です。 

次の８７ページです。１１節需用費３４万７,０００円です。このうち消耗品代、

主たるものが、町が今年中有害獣の駆除の許可を出しておりますので、狩猟期間

以外に出す、鳥獣捕獲許可証というのを印刷会社に出して消耗品として交付して

おりますので、そちらの部分が主となっております。 
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次が、１３節委託料です。囲い罠保守点検委託料２０万７７２円です。こちら

は上津留にあります２カ所の大型囲い罠の委託点検料となっています。次が、囲

い罠餌づけ及び見回り委託料ということで８万４,０００円です。今上津留にお住

まいの小倉貴好さん親子にですね、餌づけですとか、捕獲時の駆除ですとか、そ

ういった部分をお願いしております。その経費となっています。 

続きまして、委託料のうち広域鳥獣クラウドシステムです。保守点検委託料６

５万１,０４０円、運営体制整備委託料１８６万８,４００円、バッテリー保守委

託料４０万２,０００円となっております。こちらはですね、今年度に総務省のま

ち・ひと・しごと創生事業で導入しました広域鳥獣クラウドシステムの初年度の

運用経費となっております。保守点検委託料と申しますのが、こちらが機器の保

守点検で、富士通にお支払いする分です。富士通に発生する経費を上げておりま

す。 

続きまして、運営体制整備委託料１８６万８,４００円です。こちらが現在色見

地区と上色見地区で実施しておりまして、やはり猟師の皆さん、技術はやはり相

当なものをお持ちなんですけど、もうやはり無鉄砲に仕掛けられておったりです

とか、このシステムを使って駆除するのも当然なんですけれども、やはり皆さん

がしていただく地域の自衛ですね。電気牧柵の作り方とか、こういったことをし

ていたら寄ってくるとか、こういったところを罠を仕掛けるとかですね、そう

いったのをやはり基本的なところをしないことにはやはりシステムだけ入ってい

ても、農業被害は減らない状況にありますので、今年度１年間だけは、この委託

料を投入しまして、地域の有害獣に対する防御体制のコミュニティ力の強化をこ

ちらで図りたいと考えております。やはりシステムを使って駆除していただく中

で、やはりどうしても国の補助金が入っておりますので、やはりこれから先事業

効果も報告する必要がありますので、やはり１年目はこのコーディネートを入れ

させてもらって、地区の猟友隊でこのシステムを運営できる体制も、農家の方の

自衛と併せてですね、そういった目的を持ってこの委託料の１８６万８,４００円

を計上しています。 

続きまして、バッテリー保守委託料４０万２,０００円です。現在箱罠ＩＣＴが

３０基搭載しておりまして、あとネットワークの無線ですね、こちらがだいたい

５０基、色見、上色見に張りめぐらせておりますけど、バッテリーの消耗が、現

在１月から稼働して今３月なんですけど、なかなか計算できないところも出てき

ておりまして、１年目はですね、まあ現在１月から３月までの運用で冬しか動か

していませんので、今から春が来まして、雨の時期、梅雨の時期、一番懸念され

る夏の時期、ここをもう少し予算を入れてですね、どういった運用ができるかと
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いうところで、バッテリーの保守委託も組んで運用していきたいと考えています。

本格運用が平成２７年度１年目になりますので、現在この予算がどれだけ減らせ

るのか、来年、再来年度以降ですね。当然、この保守運営体制整備委託料という

のはもう１年目しか発生しませんので、これから先に、このバッテリー保守委託

料での猟友隊の方に１年を通じて、この運営体制整備委託料の中で一緒になって

体制を作っていくとか、そういった一体的にですね、やることと考えています。 

そういうのを兼ねまして、広域鳥獣クラウドシステムに関します１年目のラン

ニングコストということで、約３００万円程度計上しておりますので、審議のほ

どをよろしくお願いいたします。 

続きまして、１４節使用料及び賃借料です。大型囲い罠設置場所借地代です。

２カ所設置しています借地代６万円、３万円の２カ所計上しています。 

続きまして、負担金補助及び交付金です。有害鳥獣駆除隊助成金です。こちら

は今駆除隊が９隊ございまして、隊に１隊当たり５万円助成しています。それに

加えまして隊員の活動費は１人５,０００円です。隊員の中で猟犬を飼育される方

が１人、１頭当たり４,０００円ということで補助金を現在計上しています。 

続きまして、有害鳥獣駆除助成金です。７４０万円です。こちらは現在国の緊

急対策事業のような補助金の上乗せの情報の確定的なものはございませんので、

町の駆除の規定に基づいて計算しております。シカ１万円の５００頭です。イノ

シシ３,０００円の５００頭です。サル３万円の３０頭です。合計しまして７４０

万円となっています。 

続きまして、農林振興事業補助金有害防除となっています。こちらは５０万円

です。こちらは、ＪＡでですね、電気牧柵ですとか、そういった鳥獣害対策の資

材を買われた方に、こちらの５０万円の範囲内で現在予算を計上してお支払いを

しております。 

続きまして、第一種猟銃免許取得補助金２０万円です。こちらは、鉄砲の免許

ですね。鉄砲の免許を取られた方には１０万円補助しております。こちらは２名

分計上しております。 

続きまして、高森・竹田・高千穂地域鳥獣被害防止広域対策協議会負担金１０

０万円です。来年度まで本町に事務局がございます。 

説明は以上です。 

○委員長（後藤三治君） 全部終わりましたか。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい。以上で終わりました。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。はい、岩下委員。 
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○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

すみません、８４ページの農林水産業費降灰対策費の中の委託料です。上津留

地区のこの事業は分かりますが、実際水が出ないと、この事業は先に進まないと

いうか、そういうことだと思いますので、今の状況を教えていただくと好都合か

と思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

現在１５０メーターまで掘っております。それで、報告を今受けておりますの

が、約１０３メーター程度のときに水があったということで、それから掘り進め

てまいりまして、１４３メーターぐらいの付近で約深さの８０メーター付近のと

ころまで水が上がってきているという状況です。現在は、１５０メーター掘った

時点で、そこまで掘りまして、その水がたまり水なのか、あるいはその１０３

メーター付近から入ってきている水で、その水がまた下流に流れているという状

況なのか、電気の探査をかけて調べるというところでございます。 

その状況によりましては、揚水試験を行いまして賄えるということであれば、

揚水の利用のチェックをして、どの程度の規模に供給できるかということを検討

すると。あるいは１５０メーター付近でもう掘削をやめるのか、等々の協議に入

る予定でございます。 

○委員長（後藤三治君） 今の説明でよろしいですか。岩下さん。 

○委員（岩下健治君） ２番 岩下です。 

繰り越しましたよね、少し。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい。 

○委員（岩下健治君） たった今揚水試験をやって、流れたらまだする、また予算追

加して掘削する可能性はあるんでしょうか。揚水試験の結果ばってんな。そこま

で言うとどうかと思いますけんども。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

当初揚水試験をしてですね、揚水試験をした後に今土地改良連合会のほうにそ

の対象の基本設計を今お願いしている状況でございます。ただ、繰り越した時点

では、まだちょっと揚水も確認されておりませんでしたし、その後の状況で水が

あって、それで揚水がどこまで掘ったらあるか分からない状況だったので議会に

お願いして一応繰り越しをして、そして確実に揚水量も分かって、その基本設計

もすべて終わるということで、翌年度に繰り越しております。非常に不確定要素

があったということで、繰り越しをさせていただきました。 

○委員（岩下健治君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） いいですか。 
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○委員（岩下健治君） いいです。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。はい、どうぞ。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

８７ページの、囲罠大型箱罠、もう三、四年かね経っていますが、だいたい今

現在はどれぐらいの捕獲内容がありよるですか。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係、村上です。 

先月お聞きした時点では、７頭シカが、７頭といいますか、７頭だけですね。

ですので、予算査定の場でも、総務課の財政係でも協議していますが、やはりそ

ろそろもう、単県の補助事業で入れておりまして、報告の期間も終えております

ので、来年度、効果について測定しまして、実施するか廃止するかを決定しよう

と考えております。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 

今現在、７頭という話がありましたが、今までいろいろ随時話を聞いていまし

たが、あまり何か捕獲もとれていないような感じがしますので、私は今回でもう

終わって、あとはこのクラウドシステム、こちらに切り替えたほうが私はいいと

思います。 

それから、先ほどからバッテリーの保守点検委託料の話が出ていましたが、こ

れはバッテリーとどう、自動車バッテリーとかああいうようなバッテリーのこと、

どういうバッテリーですか。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係 村上です。 

バッテリーといいますのはですね、やはりＩＣＴを使っておりますので、すべ

て機器にはスマートフォンが入っておりまして、スマートフォン同士で情報をや

りやっているというところもありまして、大きいゲートウェイといって情報を集

約するのがありますけれど、それはバッテリーです。本当のバッテリーなんです

けどね。そのバッテリーなんですけど、今ですね、多面的機能支払の事務局のと

ころで予備を１０台入れて運用しているんですけど、やはり獣がイノシシなりタ

ヌキなり動けば反応しますので、感度によってやはりまちまちで設計値は２週間

持つようになっているんですけど、感知が多いところに関してはやはりもう１０

日もたないとかですね。そういった実証の結果になっています。 

やはり一番懸念するのはですね、あまり使い勝手が悪くて、猟師さんがもう

「これなんかよりも、もう自分たちでしとったがいい」とかですね、そのシステ

ム、もうシステムのメンテナンスが原因でそういった御迷惑をかけるのが一番今

心配しているところです。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 
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先ほどから、箱わなかけている人もばらばらというような感じで、今話を聞き

ましたが、やはりこういうシステムをせっかく入れているのでですね、きちんと

した説明の仕方で、指導なりの仕方で、はっきりした捕獲なりですね、そういう

頭数がはっきりするように、私からはお願いしておきたいと思います。 

○農林振興係長（村上純一君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はないということでございますので、これから

討論を行いたいと思います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第３４号、平成２８年度高森町一般会計予算については、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、農林政策課に関連する付託案件については終了いたしました。 

農林政策課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議した

いと思います。 

閉会中の継続調査については、１．農林水産業振興に関する事項、２．土木行

政に関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上、３

項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。以上で本日の日程は全部終了しましたので、これで、建設経済常任委

員会を閉会いたします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後３時３０分 

 


